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第１章 基本的事項

１ 目的

平成２３年３月の東日本大震災で、私たちは、東北の地方自治体職員の多数の犠牲や庁舎等の甚大

な被害を目の当たりにしました。このように、大規模な地震が発生した際には、市役所自体にも被害

が及び、人や物、情報等、利用できる資源に制約が生じることが考えられます。そのような状況で、

本市は、宮崎市地域防災計画（以下、地域防災計画という）に基づき、速やかに「応急業務」を実施

しなければなりません。一方で、本市は市民に最も身近な基礎自治体として、生活に密着した行政サ

ービスを提供していることから、市民の生活に重大な影響を及ぼすと考えられる業務は、規模を縮小

するなりしてでも、継続して実施することが求められます。

そこで、発災時の限られた資源でどのような業務を優先的に実施するか、いつ着手するか、その業

務の遂行にどのような資源が必要かなどを明らかにし、発災時の本市の機能低下を最小限にとどめ、

行政機能の復旧を早めることを目的とし、本市では、平成２５年３月に「宮崎市業務継続計画（以下、

ＢＣＰという）」を策定しました。

その後、国による防災基本計画の修正や、「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引き

とその解説」の改定などにより、より実効性の高い業務継続性の確保が求められ、また、「平成２８

年熊本地震」を教訓とし、本市における、南海トラフ巨大地震への迅速かつ的確な業務の執行体制や

対応手順をより明確にする必要も生じてきたことから改訂を行っています。

※ＢＣＰとは、「Business Continuity Plan」の略。

２ ＢＣＰ策定の効果

災害発生時には、業務量が急激に増加し、極めて膨大なものとなります。特に市町村においては、

被害状況の確認など発災直後から非常に短い時間の間に膨大な応急業務が発生し（図１－１）それら

を迅速かつ的確に処理しなければなりません。

このような場合において、ＢＣＰをあらかじめ策定（継続的改善を含む。）することにより、非常

時優先業務（図１－２）を適切かつ迅速に実施することが可能となります（図１－３）。

図１－１ 発災後に市町村が実施する業務の推移

（内閣府「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」より）
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３ 計画の位置づけ

本計画は、地域防災計画を補完しその実効性を高めるために、具体的な被害想定のもとでの業務継

続を確保するために策定するものです。本計画と地域防災計画は、互いに整合性を図るものとします。

地域防災計画は、宮崎市が市民、事業者、各関係団体等と連携して実施すべき予防・応急・復旧・

復興に至る業務を総合的に示す計画です。災害時に市が実施する業務は、対策部ごとに定められてい

ますが、初動期（発災から１日以内）の事務分掌を除き、それらの業務をいつ着手すべきかまでは記

載していません。通常業務で継続するものがあることも前提としていません。また、必ずしも、市庁

舎や職員が被災することを前提としているものではありません。

一方、ＢＣＰは、市庁舎や職員が被災することを前提に、地域防災計画で定められている業務や優

先的な通常業務といった「非常時優先業務」が、いつの時点から実施可能かを検証し、その実現のた

めの方策を定めるものです。つまり、ＢＣＰを策定することにより、地域防災計画の実効性が担保さ

れることになります。

図１－２ 非常時優先業務のイメージ

（内閣府「大規模災害発生時における

地方公共団体の業務継続の手引き」より）

図１－２ ＢＣＰの策定に伴う効果の模式図

（内閣府「大規模災害発生時における

地方公共団体の業務継続の手引き」より）

名　　称 宮崎市地域防災計画 宮崎市業務継続計画(ＢＣＰ)(地震・津波編)

対象機関
市(全課)、県、指定(地方)行政機関、
指定(地方)公共機関　等

市(消防局、上下水道局を除く全課)

計画期間 期間の限定なし 発災から１ヶ月

・行政自体の被害を前提とする

・発災時の職員の参集状況を把握する

・優先的に実施する業務を絞る

・対応すべき対策を漏れなく記載 ・業務の目標開始期限を定める

・業務継続の阻害要因を明らかにし、解消を図る

予防業務 ―

応急業務 応急業務

復旧・復興業務 優先度の高い復旧業務、復旧・復興業務

― 早期実施の優先度が高い発災後の他の新規業務

― 優先度が高い通常業務

（表１）地域防災計画とＢＣＰの比較

視　　点

・市内の人的・物的被害は想定されて
いるが、行政の個別の被害は想定され
ていない。

対象業務
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４ ＢＣＰの発動と解除

ＢＣＰに基づく非常時体制をとることを「ＢＣＰの発動」とし、その体制を解除することを「ＢＣ

Ｐの解除」と定義します。

（１）発動要件

大規模な地震の発生により、市災害対策本部が設置されるとともに、市域及び市役所に甚大な

被害が生じた場合とします。

（２）発動権限者

市災害対策本部長（市長）（以下「本部長」という）とします。なお、本部長に事故があると

きは、「宮崎市災害対策本部条例」等により災害対策副本部長（副市長）（以下「副本部長」とい

う）を発動権限者とします。

（３）発動の流れ

① 副本部長および各対策部長は、市災害対策本部幹部会において、市域および市役所の被害

状況を本部長に報告します。また、各支部長は、支部の被害状況を、市災害対策本部室に報

告します。

② 本部長は、①の報告に基づき、速やかに発動の要否を決定します。

③ 発動を決定した場合、危機管理課は、直ちにその旨を各対策部長、各支部長及び防災関係

機関等に通知するとともに、報道機関に発表します。

（４）解除

本部長は、本市における全ての通常業務の再開をもって、ＢＣＰの解除を宣言します。ただし、

各対策部長および各支部長は、解除の宣言前であっても、応急対策業務の進ちょく状況に応じて、

休止した通常業務を順次再開させるものとします。

５ ＢＣＰの基本方針

（１）ＢＣＰを発動した場合、市は、非常時優先業務を最優先に実施します。

（２）ＢＣＰを発動した場合、非常時優先業務の実施に必要な人員や資機材を確保するため、非常時

優先業務以外の通常業務については、いったん停止します。

（３）ＢＣＰの発動後、非常時優先業務以外の通常業務の再開にあたっては、非常時優先業務に影響

を与えない範囲で順次再開を目指します。

（４）平常時の取組みとして、業務継続を阻害する要因（課題）の解消に努めます。
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第２章 想定する地震と被害の想定

１ 想定する危機事象

本計画において想定する危機事象は、「南海トラフ巨大地震（マグニチュード９クラス）」とし、「宮

崎市防災アセスメント（地震・津波被害想定）調査」（平成２６年３月）にて採用した「宮崎県地震

津波被害想定調査」のうち、最大クラスの地震動・津波予測結果を採用します。

図２－１ 震度分布図（最大クラス）

（出典：「宮崎市防災アセスメント（地震・津波被害想定）調査」）

宮崎市全域で震度６弱以上の揺れが想定されており、最も揺れが激しい震度７の地域は、宮崎市の

４％を占め、佐土原、住吉、檍、赤江地区などで予測される。

震度階

7
6強
6弱

震度別面積構成（最大クラス）

宮崎市

面積

644.61(km2)

震度６弱

56％

震度７

4％

震度６強

40％
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図２－２ 津波浸水域及び最短津波到達時間図（最大クラス）

（出典：「宮崎市防災アセスメント（地震・津波被害想定）調査」）

宮崎市内の４０．１㎢が浸水すると想定されており、青島付近の海岸部では１０ｍ以上の浸水が予

測される。なお、宮崎市における最大津波高は、青島地区（折生迫・内海地区）で約１６ｍ、最短津

波到達時間は、青島地区（いるか岬沖）で約１８分と想定される。

浸水深別浸水面積（最大クラス）
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２ 想定事象による被害状況

「宮崎市防災アセスメント（地震・津波被害想定）調査」（平成２６年３月）に基づき、以下のと

おりとする。なお被害想定のシーンと条件は、冬・深夜に発災し、風速については、比較的強い風速

である毎秒８ｍとします。

（表２） 主な被害量と被害の様相

（出典：「宮崎市防災アセスメント（地震・津波被害想定）調査」）

項目 想定される被害状況

建物被害 【全壊・焼失】 約 28,000 棟 【半 壊】 約 44,000 棟

人的被害 【死者数】 約 3,000 人 【負傷者数】 約 8,300 人

ライフライン

被害

【上水道】 断水人口は、被災直後で 395,000 人、1週間後において 295,000 人

と想定。

【下水道】 下水道支障人口は、被災直後で 349,000 人、1週間後において 210,000

人と想定。

【電 力】 停電軒数は、被災直後で 201,000 軒、1週間後は 16,000 軒と想定。

交通施設被害 【道 路】 被害箇所数 300 箇所

【鉄 道】 被害箇所数 160 箇所

生活への影響 【避難者】 被災 1週間後 171,000 人

その他の被害 ・本庁舎は津波浸水域外と予想されている。耐震改修済みであるが、揺れによる

事務機器等の転倒・移転等による被害が発生する。

・本庁舎の非常用電源は整備されており、国・県や防災関連機関との通信・連絡

や重要データ・システムの機能は確保されているが、既存の通信インフラの途

絶・輻輳により、初動対応の現地との通信・連絡等は混乱する。

【冬・深夜の想定される被害の特徴】

・多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生する危険性が高く、また津波

からの避難が遅れることになる。

・オフィスや繁華街の滞留者や、鉄道・道路利用者が少ない。

※屋内滞留人口は、深夜～早朝の時間帯でほぼ一定。
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第３章 非常時優先業務

１ 非常時優先業務の選定

発災時に資源等の制約を伴う状況下で業務継続を図るためには、優先的に実施する業務を時系列で

絞り込む必要があります。そこで、前述の被害想定の下、業務継続の対象期間を発災直後から１ヶ月

として、別添（宮崎市業務継続計画（ＢＣＰ）（地震・津波編）改訂に係る「非常時優先業務（応急

業務・通常業務）を実施するための必要資源の評価と問題点・課題」の作成要領）の要領で、各課に

より非常時優先業務の選定を行いました。

（１）応急業務

災害応急対策業務が該当。地域防災計画の地震災害対策編及び津波災害対策の第３章第１節第

１項にある「市災害対策本部の分掌事務」及び第３章第１節３項にある「地震・津波初動期事務

分掌表」から抽出し、各課の非常時優先業務(応急業務)とした。

（２）通常業務

各部局で通常行っている業務から選定。事業継続の優先度が高い通常業務が該当する。停電等、

資源が絶たれた場合でも、代替手段を確保するなどして実施すべき業務とする。なお、市民生活

に直ちに影響を及ぼさない業務については、非常時優先業務から省く。

２ 非常時優先業務（応急業務）（通常業務）と目標着手時期

非常時優先業務の目標開始期限は、①３時間以内 ②１日以内 ③３日以内 ④２週間以内 ⑤１

ヶ月以内の５つの区分に分けました。各課の非常時優先業務の選定結果については、資料編に掲載し

ているとおりです。
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第４章 業務継続のための執行体制の整備

発災後、直ちに非常時優先業務を実施するためには、必要な人員の確保と適切な配置、安否確認等を

行う必要があります。

１ 地域防災計画による配備体制

地域防災計画では、表４－１のとおり、配備体制を定めています。

（表４－１） 地震発生時の配備体制の基準および内容

２ 災害対策本部の設置

宮崎市地域防災計画において、市長は、次のいずれかに該当した場合、市災害対策本部を設置する

ものと定めています。なお、配備体制は、警戒、非常、特別非常のいずれかを原則として状況により

人員を増減するとしています。

体
制

配備区分 基準 活動内容

情
報
連
絡
本
部

準予備

配備

○市内で震度５弱の地震が発生したとき

○県内(市内を除く)で、震度６弱以上の地震が発

生したとき

○危機管理課長が必要と認めたとき

○災害関連情報の収集・伝達

○災害時の応援準備

予備配備

○市内で震度５弱又は５強の地震が発生したと

き

○市内で震度３以上の地震が多発しているとき

○危機管理課長が必要と認めたとき

○災害関連情報の収集・伝達

○市災対本部の設置に備えた

連絡体制の確立

災
害
警
戒
本
部

警戒配備

○市内で震度５強の地震が発生し、被害が予想さ

れるとき

○市長又は危機管理部長が必要と認めたとき

○災害関連情報の収集・伝達

災
害
対
策
本
部

非常配備

○市内で震度６弱以上の地震が発生したとき

○地震によって局地的被害が発生したとき

○市長が必要と認めたとき

○被害に対する応急活動

○被災者への救護活動の実施

特別非常

配備

○地震によって、甚大な被害が発生したとき

○市長が必要と認めたとき

○全職員による災害応急活動

の実施

○危機管理課職員は、市内で震度４の地震が発生した場合には、参集し情報の収集を図る。

○準予備配備体制とは、災害種別、規模等に応じて危機管理課長（本部総括班長）から関係課（沿

岸部を管轄する）に要請し、関係職員によってとる予備配備に準じる体制とする。
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（表４－２）市災対本部の設置基準等

３ 意思決定権者（本部長職務）代理順位

地域防災計画において、市災対本部の設置後、災害応急活動に際し、意思決定権者が不在又は連絡

不能で、特に緊急に意思決定を必要とする場合、次の順位により所定の決定権者に代わって意思決定

を行うものと定めています。

（表４－３）意思決定権者（本部長職務）代理順位

４ 想定する地震が発生した場合

（１）職員の参集

職員は、第２章で想定するような大規模な地震が発生した際には、宮崎市地域防災計画（地震

災害対策編）第３章第１節「自主参集基準」に基づき、配備体制の命令を待たずに、原則として

所属する勤務場所に自主参集します。ただし、本庁舎等への集合が困難かつ連絡が不可能な場合

は、最寄りの市施設に自主参集し、当該施設の所属長等にその旨を報告し、指示を仰ぎます。

（２）参集が困難な場合

次に掲げるような事由等により、参集が困難な場合は、所属長に報告した上で、自宅待機する

ものとします。なお、待機中は定期的に所属長に連絡を取り、参集可能になった場合には速やか

に参集します。

災害対策組織 設置基準 配備体制

災害対策本部

（本部長：市長）

○市内で震度６弱以上の地震が発生したとき

○その他地震に関する災害で市長（本部長）が必要と認めたとき

警戒配備、非常又

は特別非常配備

■災害対策本部の場合

代理順位１位 代理順位２位

→ →

■参集することが困難な事由（例）

①職員または職員の家族等が死亡したとき

②職員または職員の家族等が負傷し、治療または入院の必要があるとき

③職員の住宅が被災した場合で、職員が当該住宅の復旧作業や生活に必要な物資調達等に従事

し、または一時的に避難しているとき

④参集途上において、救命活動等に参加する必要が生じたとき

⑤自宅周辺が避難指示の対象地域になったとき

⑥病気休暇、育児休業、産前・産後休暇、忌引休暇、休職中等の職員や妊婦

危機管理部を所管しない副市長危機管理部を所管する副市長市 長
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（３）職員の安否確認

① 勤務時間内

Ⅰ 所属長は、職員の安否確認を行います。外出している職員などには、携帯電話や携帯メ

ール等により安否を確認します。

Ⅱ 各所属長は、課の参集状況を本部総括班長へ報告します。

（報告例：○○課(班)、参集人員○名、参集率○％。活動状況は、所管施設の被害を確認中）
Ⅲ 本部総括班長は、Ⅱで報告を受けた職員の安否や参集状況等を取りまとめ、市災害対策

本部長に報告します。

② 勤務時間外

Ⅰ 職員は、職員招集メールを受信したら、配備時間を「配備済み、３０分未満、３０～６０分、６０～９

０分、９０分以上、配備できず」から選択し、直ちに返信します。

Ⅱ 危機管理課は、Ⅰで受信した配備状況を庁内ＬＡＮインフォメーションに掲載します。

併せて、各所属は、緊急連絡網等により安否を確認します。

Ⅲ 各所属長は、課の参集状況を本部総括班長へ報告します。

（報告例：○○課(班)、参集人員○名、参集率○％。所管施設を確認中。続いて参集者から
の被害状況として、市内○○で道路に亀裂があり、所々通行不能な状況）

Ⅳ 本部総括班長は、Ⅱで報告を受けた職員の安否や参集状況等を取りまとめ、市災害対策

本部長に報告します。

（４）職員の交代と応援

地震による被害への対策は、応急対策から復旧対策、さらには復興対策と長期間にわたること

から、職員の健康管理に留意することも必要になります。業務が集中しても、帰宅できない日が

３日を超えることのないよう、職員が交代制で勤務できる体制を整えることとします。

また、特定の部署に業務量が集中したり、職員の参集状況により、特定の部署の人員が不足し

たりするなど、非常時優先業務の遂行に支障がでることも想定されます。したがって、人員が比

較的余裕のある部から不足する部へ職員を応援することにより、必要とする人的資源を確保しま

す。他部からの応援要請の手順については、地域防災計画に則り、本部総括班長に文書で要請（緊

急の場合は、事後に提出）します。
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第５章 業務継続のための執務環境の整備

１ 市役所の災害時に備えた資源等の整備状況

発災時の業務継続性を検証するためには、現在の資源の確保状況を把握する必要があります。そこ

で、災害時に備えた資源等の現在の整備状況を調査しました。また、本庁舎が使用できなくなった場

合の代替庁舎の特定についても検討しました。

（１）建物

① 状況

庁舎等の名称 構造※１ 階数 建築年度
耐震診断

実施年度※２

耐震改修

実施年度

耐震

性能

本庁舎 RC 造
8 階 昭和 38年 平成 7年 平成 13 年

有り
5階 平成 16年 新耐震基準 ―

第二庁舎
RC 造 5 階 昭和 42年 昭和 57年 昭和 59 年

有り
S造 9階 平成元年 新耐震基準 ―

第三庁舎 RC 造 3 階 昭和 40年 平成 7年 平成 7年 有り

第四庁舎 SRC 造 11 階 平成 4年 新耐震基準 ― 有り

保健所 RC 造 5 階 平成 11年 新耐震基準 ― 有り

佐土原総合支所

RC 造
3 階 昭和 39年 平成 18年 平成 24・

25 年
有り

2階 昭和 47年 平成 18年

S 造 2 階 昭和 63年 新耐震基準 ― 有り

RC 造 3 階 昭和 63年 新耐震基準 ― 有り

高岡総合支所 RC 造 3 階 昭和 50年 平成 18年 平成 20 年 有り

田野総合支所 RC 造 3 階 昭和 53年 平成 18年 改修不要 有り

清武総合支所 RC 造
5 階 昭和 58年

新耐震基準 ― 有り
2階 平成 15年

赤江地域センター RC 造 平屋 昭和 52年 耐震診断対象外 ― ―

木花地域センター RC 造 平屋 昭和 51年 耐震診断対象外 ― ―

青島地域総合センター RC 造 3 階 平成 29年 新耐震基準 ― 有り

住吉地域センター RC 造 平屋 昭和 56年 耐震診断対象外 ― ―

生目地区交流センター RC 造 2 階 令和 4年 新耐震基準 ― 有り

北地域センター S造 平屋 昭和 43年 耐震診断対象外 ― ―

中央東地域事務所

(宮崎ナナイロ内）
SRC 造

地下 1階・

地上 8階
昭和 63年 新耐震基準 ― 有り

中央西地域事務所
RC 造

一部 S造
1階 平成 19年 新耐震基準 ― 有り

小戸地域事務所 LGS 造 1 階 平成 21年 新耐震基準 ― 有り

大宮地域事務所 S造 1階 平成 21年 新耐震基準 ― 有り

東大宮地域事務所 S造 1階 平成 18年 新耐震基準 ― 有り
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※１：構造・・・軽量鉄骨造り(LGS 造)・鉄骨造り（S造）・鉄筋コンクリート造(RC 造)・鉄筋鉄骨コ

ンクリート造(SRC 造)

※２：耐震診断対象外・・・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」と施行令により、特定建築物

に該当する建築物は、耐震診断を行い必要に応じて耐震改修に努めなければならないとされて

いる。ここに記載している「耐震診断対象外」は、その特定建築物（新耐震基準に適合しない

建築物のうち、学校、病院、ホテル、事務所その他多数が利用する建物では、３階建て以上で

かつ床面積が１０００㎡以上の建築物）に該当していないため、耐震診断を未実施ということ。

② 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定

本庁舎が被災した場合、「第二庁舎、第三庁舎、第四庁舎及び会議室棟」の損傷状況を調査

し、空きスペースを代替執務室とすることを基本とする。

また、庁舎及び会議室棟が使用できない場合、「宮崎市民プラザ」の活用を検討するととも

に、行政情報ネットワークの復旧に時間を要する場合には、住民情報（業務）システムを利用

する業務の代替庁舎として「清武総合支所」の活用も検討する。

図５ 代替庁舎イメージ図

庁舎等の名称 構造※１ 階数 建築年度
耐震診断

実施年度※２

耐震改修

実施年度

耐震

性能

檍地域事務所 S造 1階 平成 18年 新耐震基準 ― 有り

大淀地域事務所 SRC 造 2 階 昭和 62年 新耐震基準 ― 有り

大塚地域事務所 S造 1階 平成 18年 新耐震基準 ― 有り

大塚台地域事務所 RC 造 2 階 昭和 51年 平成 16年 改修不要 有り

生目台地域事務所
RC 造

一部 S造
1階 平成 9年 新耐震基準 ― 有り

小松台地域事務所 S造 1階 平成 22年 新耐震基準 ― 有り

本郷地域事務所 S造 1階 平成 4年 新耐震基準 ― 有り
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（２）電力

庁舎等の名称

設置場所

供給範囲

燃料

タンク

容量

運転可能

時間
発電機 配電盤

本庁舎
本庁舎南

側架台上

本庁舎南

側架台上

空調設備を除く、本庁舎のほ

とんどの電気設備
6,950ℓ 72 時間

第二庁舎

地上 9階 地上 9階

エレベーター1 基、消火ポン

プ設備等、非常用照明、一部

のコンセント

390ℓ 50 時間

地上 地上
非常用照明、一部のコンセン

ト
55ℓ 12 時間

第三庁舎 無し ― ― ― ―

第四庁舎

地上 2階

第四庁舎

西側架台

上

地上 2階

第四庁舎

西側架台

上

非常用照明、一部のコンセン

ト（電話設備含む）
990ℓ 42 時間

保健所 5階 5階
エレベーター１基、消火ポン

プ設備、非常用照明
390ℓ

6～7 時間

程度

佐土原総合支所 地上 地上
空調設備を除く、佐土原総合

支所のほとんどの電気設備
990ℓ 31 時間

高岡総合支所 地上 地上

エレベーター、消火ポンプ設

備、非常用照明、一部のコン

セント

990ℓ 50 時間

田野総合支所 地上 地上

エレベーター、消火ポンプ設

備、非常用照明、一部のコン

セント

290ℓ 10 時間

清武総合支所 地上 地上

エレベーター、消火ポンプ設

備、非常用照明、一部のコン

セント

990ℓ 29 時間

赤江地域センター 地上 地上 一部の照明及びコンセント 36ℓ 15 時間

木花地域センター 地上 地上 一部の照明及びコンセント 36ℓ 12 時間

青島地域総合センター 屋上 屋上

エレベーター、消火ポンプ設

備、一部の照明、一部のコン

セント、給気ファン

1,950ℓ 57 時間

住吉地域センター 地上 地上 一部の照明及びコンセント 36ℓ 12 時間

生目地区交流センター 地上 地上 一部の照明及びコンセント 1,950ℓ 100 時間

北地域センター 地上 地上 一部の照明及びコンセント 36ℓ 15 時間

中央東地域事務所 東館 8階 東館 8階 全館 900ℓ ―
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（３）電話

災害時優先電話を以下のとおり設置している。なお詳細は、地域防災計画に掲載している。

（４）情報システム

① 情報システムの非常用電源の確保状況

② 情報システム等の復旧見込時間

③ その他

・民間事業者との連携

情報システムの障害対応については、職員で対応できないこともあるので、民間事業者（運

用担当、支援担当、ハード・ソフトの業者）との連絡体制を整備している。

設置場所 回線数 設置場所 回線数

本庁舎 22 佐土原総合支所 5

第二庁舎 6 田野総合支所 2

第三庁舎 1 高岡総合支所 6

第四庁舎 1 清武総合支所 2

保健所 2 各地域センター 8

中央卸売市場（市場課） 1

場所・用途 有無・使用可能時間 備考

本庁舎（マシン室）
有り

本庁舎の非常用発電機により 83.7 時間
空調も稼動

清武総合支所（サーバ室）

有り

サーバ室単体であれば非常用発電機により

72 時間

空調も稼動

システム名 電源回復後からの見込時間 備考

住民記録（異動・各種証明） 1 時間後 「機器障害なし」の前提

国保 1 時間後 「機器障害なし」の前提

税 1 時間後 「機器障害なし」の前提

介護 1 時間後 「機器障害なし」の前提

総合福祉 1 時間後 「機器障害なし」の前提

戸籍 1 時間後 「機器障害なし」の前提

GIS 1 時間後 「機器障害なし」の前提

グループウェア 1 時間後 「機器障害なし」の前提

全庁共有ファイルサーバ 1 時間後 「機器障害なし」の前提

庶務事務 1 時間後 「機器障害なし」の前提

財務会計 1 時間後 「機器障害なし」の前提

インターネット 1 時間後 「機器障害なし」の前提
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・重要データのバックアップと保存サイクル

清武総合支所サーバ室に存在するサーバ内の住民情報は、オンライン業務終了後、ハード

ディスクにバックアップし、翌日、磁気テープ(LTO)に退避している。

津波による浸水の危機回避として、退避した磁気テープを毎週、浸水の恐れがない清武総

合支所の耐火金庫に保管している。

また、清武総合支所倒壊の危機回避として、保存データの副本を毎月１回（第１水曜日）、

本庁舎の耐火金庫へ移送している。

・マシン室の耐震化及びサーバ等の転落防止対策

マシン室の耐震化を行い、サーバや周辺機器を耐震ラックに設置している。また、今後追

加する機器については、免震化したラックに搭載する。

（５）防災行政無線等

（６）エレベーター

種別 災害時への備え 備考

同報系防災行政無線 非常用電源有り・使用可能時間 72時間

移動系防災行政無線 充電式・使用可能時間 8～10 時間

ＭＣＡ無線 充電式・使用可能時間 18時間

庁舎等の名称 地震時・停電時の作動復旧の手順など 備考

本庁舎

1号機(左)・2号機(右)

・P波地震時管制運転装置自動運転復旧運転機能

・停電時自動着床停止 ・自家発管制運転

第二庁舎

1号機(左)・2号機(右)

・P波地震時管制運転装置自動運転復旧運転機能

・停電時自動着床停止 ・自家発管制運転（2号機のみ）

第三庁舎 ・地震時管制運転(旧基準)

第四庁舎
1号機(左) ・2号機(右)

・地震時管制運転(旧基準) ・停電時自動着床

保健所
来客用エレベーターは、地震時は最寄階に着床しドアが

開き停止する。地震後の使用は、業者の点検後になる。

貨物用エレベータ

ーは、単独動力あり

佐土原総合支所
・P波地震時管制運転装置自動運転復旧運転機能

・停電時自動着床停止

高岡総合支所
・P波地震時管制運転装置自動運転復旧運転機能

・停電時自動着床停止

田野総合支所
・P波地震時管制運転装置自動運転復旧運転機能

・停電時自動着床停止
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(７）空調

（８）上水道

上水道が停止した場合の手洗い・飲料水・雑用水（トイレ用排水）は、以下の受水槽・高架水

槽に蓄えられたものを供給する。

庁舎等の名称 地震時・停電時の作動復旧の手順など 備考

清武総合支所
・P波地震時管制運転装置自動運転復旧運転機能

・停電時自動着床停止

青島地域総合セン

ター

・地震時は最寄階に着床しドアが開き停止する

・P波地震時管制運転装置自動運転復旧運転機能

・停電時自動着床停止

生目地区交流セン

ター

・地震時は最寄階に着床しドアが開き停止する

・P波地震時管制運転装置自動運転復旧運転機能

・停電時自動着床停止

各地域センター 設置無し

青島地域総合セン

ター・生目地区交流

センターを除く

中央東地域事務所
地震時は最寄階に着床しドアが開き停止する。地震後の

使用は、業者の点検後になる。

大淀地域事務所
地震時は震度 4以上を感知し最寄階に着床しドアが開

き停止する。地震後の使用は、業者の点検後になる。

庁舎等の名称 地震時・停電時の運転について 備考

本庁舎
災害対策本部室等の空調機と情報機器〔サーバ〕に伴う空調は運

転可能。他の空調機は停止する。

第二庁舎 運転停止

第三庁舎 運転停止

第四庁舎 運転停止

保健所 運転停止

各総合支所 運転停止（清武は、サーバー室の空調は運転可）

各地域センター 運転停止

各地域事務所 運転停止

庁舎等の名称 受水槽 高架水槽 備考

本庁舎 36 ㎥ 無し

第二庁舎
10 ㎥ 5 ㎥

8 ㎥ 4 ㎥

第三庁舎 無し 無し
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（９）トイレ

電力・水の供給があり、下水道に不具合がなければ、トイレの使用は可能である。市民の方々

の庁舎閉庁時の庁舎内のトイレ使用については基本的に認めていないが、災害時には本庁舎等に

市民が避難してくることが考えられるため、使用可能なトイレについては開放を行う。

（１０）食料・飲料水

本市職員は災害発生時に応急対策や災害対応を行うこととなる。食料等については、持参する

ことを原則とし、当面は、避難者等への備蓄物資の供給を優先することとする。

（１１）消耗品等（用紙、インク・トナーなど）

災害時に備えた備蓄は、現時点では特に行っていない。

第６章 非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題

第４章３（４）で想定した職員参集人数と第５章１の現在の資源等の整備状況を基に、各課が非常

時優先業務を行うにあたって、どのような資源（人材、資機材、通信システム等）が必要か、またそ

の必要資源の現在の整備状況はどうかを各課が評価しました（資料編に掲載）。

なお、評価は、Ⅰ～Ⅲで行い、さらにⅡ・Ⅲのように、現状の対策では地震発生時に不十分な場合

は、問題点や課題を記入し、非常時優先業務の実施を阻害する要因を洗い出すことにしました。

※評価方法

Ⅰ 資源は足りる。あるいは代替手段の確保など、十分に対策を講じることができる。

Ⅱ 現状の対策では、想定にあるような地震発生時には不十分、あるいは未対策。対策は各課で講

じることができる。

Ⅲ 現状の対策では、想定にあるような地震発生時には不十分、あるいは未対策。対策は他部署と

の連携が必要。

庁舎等の名称 受水槽 高架水槽 備考

第四庁舎 4.5 ㎥ 2 ㎥

保健所 52 ㎥ 無し

佐土原総合支所 8㎥ 5.63 ㎥

高岡総合支所 無し 8㎥

田野総合支所 無し 無し

清武総合支所 13 ㎥ 4 ㎥

青島地域総合センター 10 ㎥ 無し

各地域センター 無し 無し 青島地域総合センターを除く

各地域事務所

（中央東地域事務所以外）
無し 無し

中央東地域事務所 168.0 ㎥ 39.0 ㎥ 有効水量 186 ㎥ 使用可能期間は約 5日
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第７章 問題点・課題に対する今後の全庁的な対策

ＢＣＰの実効性を高めるためには、非常時優先業務の実施を阻害する要因を解消していく必要があ

ります。ここでは、第５章１で把握した現在の資源等の整備状況や、第６章で各課が作成した表など

を基に、非常時優先業務を実施する際の問題点・課題の中で、その解決に全庁的に取り組む必要があ

るものを抽出しました。これらの中には、すぐに解消はできませんが、中・長期的に課題の解決に取

り組むべきものも挙げています。

必要資源 現状・課題 対策 担当

人員 ・各部署で人員不足が予想さ

れる業務がある。

・各部署では、非常時優先業務にあ

たる職員が参集できないことも想

定し、業務知識の共有化を図る。

・他の自治体等からの派遣職員を受

け入れる際の体制を整備する。

全課（室）

危機管理課

地域安全課

・保健師、被災宅地判定士、

応急危険度判定士が不足

する。

・事前に不足が想定されている資格

職については、関係団体等との連

携を強化して、人員の確保を図る。

・他の自治体等からの派遣職員を受

け入れる際の体制を整備する。

・決められた避難所配備職

員が被災等により配置で

きない場合、避難所配備職

員をどう確保するか未定。

・被災等で避難所配備職員が配置で

きない場合、以下の順で配置する。

①同支部内で開設していない避難

所を担当する避難所配備職員を配

置する。②①が手配できない場合、

各支部に所属する職員を配備す

る。③②が手配できない場合、災

害対策本部避難対策班で手配す

る。

・全避難所が開設になった場

合、他の非常時優先業務も

ある中で、避難所配備職員

を配置できるか。

・市全体として、非常時優先業務の

中で、何に優先的に人員を確保す

るかを決める必要があるが、避難

所への配備については住民の安全

確保の点から、発災当初は、優先

して配備するものとする。

建物 ・地域センターの機能確保が

検証されていない。

・地域センターへの機能の持たせ方

を検討し、場合によっては、二次

拠点（代替）施設の選定について

も検討する。

管財課

地域センター

人事課

危機管理課
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必要資源 現状・課題 対策 担当

電力 ・第三庁舎、保健所は、事業

継続を行うための非常用

発電機が設置されていな

い。

・総合支所など、一部のコン

セントしか非常用発電機

からの電気の供給がない

施設がある。

・非常用発電機の設置目的は、停電

時に市民等を安全に避難させると

ともに、情報機器等を守るために

設置してあるが、今後、災害時の

対策を検証したうえで、非常用発

電機や使用回路の整備を検討す

る。

管財課

総合支所

地域センター

保健所

燃料 ・非常用発電機と公用車への

燃料が確保できるか分か

らない。

・非常用発電機には燃料タンクが備

わっているため、ある程度の電力

の供給は可能である。

・県と宮崎県石油商業組合との災害

協定により、燃料を確保する。

危機管理課

管財課

車両 ・被災現場や指定避難所への

往来、人的及び住家等の被

害調査、所管施設の被害調

査等、車両が多く必要。

・平常時の公用車数で不足する場合、

別途車両をリースする。また、職

員の私有車を保険に加入させた上

で、公用として使用する。

管財課

通信 ・災害時優先電話の整理がさ

れていない。

・災害対策本部の機能性を検証し、

災害時優先電話の活用方法を確立

する。

管財課

危機管理課

・電話がつながらない場合の

通信手段の確保。

・災害対策本部と支部・避難所間は、

ＭＣＡ無線や防災行政無線を活用

する。

危機管理課

各総合支所、

地域センター

等

・携帯メールは比較的つながりやすい

ため、メールでの連絡を積極的に利

用する。そのために、所属長及び対

策部長は、職員のメールアドレスを把

握しておく。

各課（室）

・発災時に、通信の確保に支障があ

る場合、九州総合通信局に移動通

信機器の無償貸与の要請が迅速に

行えるように、所定の様式の準備

や配備先の優先順位の想定などを

行う。

危機管理課

備蓄 ・職員用の飲料水・食料の備

蓄をしていない。

・持参することを原則とする。 各課（室）
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第８章 ＢＣＰの点検・見直し

本計画は、現時点における資源の確保状況等の下、一定の想定に沿って策定したものです。今後、

非常時優先業務の実施に伴う問題点や課題を解消した結果や、各部署の取組み等で得られた知見等を

適切に計画に反映させ、計画をレベルアップさせていく必要があります。また、所管事業に変更があ

った場合などに内容を点検したりして、常に実効性のある計画にしておくことも必要です。このため、

ＢＣＰの見直しは定期的に行うこととし、地域防災計画との整合性を図るために、地域防災計画を見

直した際には、本計画も見直すものとします。

なお、被害想定の見直しを行った場合は、その見直しに伴う修正を反映させたＢＣＰを別途作成す

るものとします。

必要資源 現状・課題 対策 担当

トイレ ・庁舎内のトイレが使えなく

なる可能性がある。

・「災害用トイレセット」を備蓄す

る。

地域安全課

室内の

安全

・窓ガラスが飛散する恐れが

ある。

・窓ガラスの飛散による被害が軽減

できるように、飛散防止フイルム

等による対策を検討する。

管財課

消耗品 ・災害時に備えたコピー用紙

やプリンターのトナー等

の保管をしていない。

・コピー用紙やトナー等は、常時保

管量を確認し、常に 1か月分以上

あるように備えておく。

各課（室）



部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

総合政策部 企画政策課 情勢の収集及び伝達に関すること 市中央情勢、市周辺部情勢の収集及
び伝達 ●

災害の報告・陳情に関すること 政府・国会・県等への報告、陳情
●

災害対策要望に関すること 災害対策要望書等の作成配付
●

秘書課 コールセンター運営に関すること コールセンターでの市民の問い合わ
せに対する対応・連絡調整 ●

コールセンター運営に関すること コールセンターでの市民の問い合わ
せに対する対応・連絡調整 ●

情報伝達に関すること
（緊急情報）

緊急情報の多言語化、市HPへの掲載
●

情報伝達に関すること
（避難所、食糧・物資配布等の情報）

避難所、食糧・物資配布等の情報の
多言語化、市HPへの掲載 ●

外国人相談窓口の設置 外国人が困っている事柄（言葉、食べ
物など）を情報収集し、対応する。 ●

報道機関への連絡手段確保に関する
こと

報道機関との連絡調整
●

被害状況の記録撮影に関すること カメラ、ビデオによる記録
●

報道機関・市民への災害情報の提供
に関すること

的確な情報の入手と提供
●

二役の安否等確認に関すること 市長、副市長の所在、安否の確認
●

二役の災害対策本部への移動手段の
確保に関すること

本部設置場所の確認を行うとともに、
本部までの移動手段を検討し、手配す
る

●

本部長室の設営、本部長の特命に関
すること

本部長室にかかる必要資機材の設置
指示系統の伝達確認 ●

市内の被災状況の確認、通信、交通
関係などの被災状況把握に関すること

本部から提供される情報について、適
宜二役への連絡調整を行う ●

避難所開設情報の把握・提供に関す
ること

本部提供の情報把握と報道・市民へ
の情報提供 ●

通信・交通関係の復旧状況・見込みの
把握に関すること

本部提供の情報把握と報道・市民へ
の情報提供 ●

被害関係記事の収集に関すること おもに新聞記事による情報収集
●

市内の被災状況の詳細把握に関する
こと

本部から提供される情報について、適
宜二役への連絡調整を行う ●

被災者支援情報の収集・提供に関す
ること

本部提供の情報把握と報道・市民へ
の情報提供 ●

二役の災害視察に関すること 視察箇所の選定、被害状況の把握、
視察先関係部署等との連絡調整、防
災服の準備

●

復旧・復興情報の収集提供に関する
こと

本部提供の情報把握と報道・市民へ
の情報提供 ●

視察者及び見舞い者の接遇に関する
こと

首長等、二役で対応しなければならな
い方の来訪スケジュールの調整及び
接遇対応

●

都市戦略課 コミュニティ交通の被害調査に関する
こと

総合支所・地域センターや運行団体と
連携し、コミュニティ交通の被害状況を
調査

●

総務部 総務法制課 公用令書の発行業務に関すること 公用令書の発行に関すること
●

漂流物及び難破船の対応に関するこ
と

漂流物及び難破船を確認した場合、
その対応を行う ●

人事課 職員の安否確認、初動体制の確立に
関すること

職員の安否確認等
●

被害情報の収集に関すること 被害情報の収集
●

避難所の開設箇所の確認に関するこ
と

避難所の開設箇所の確認
●

非常時優先業務集約表(応急業務)

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

資料1 - 1



部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

総務部 人事課 協力協定締結事業所の救護物資の数
量等を連絡ラインにて確認に関すること

協力協定締結事業所の救護物資の数
量等を連絡ラインにて確認 ●

被災者及び避難者の人数把握に関す
ること

被災者及び避難者の人数把握
●

必要給食量の把握に関すること 必要給食量の把握
●

協定に基づく物資調達(非常食、飲料
水、日用品）の要請、供給に関すること

協定に基づく物資調達(非常食、飲料
水、日用品）の要請、供給 ●

備蓄品の供給
支援物資(申出分)の調整に関すること

備蓄品の供給
支援物資(申出分)の調整 ●

り災職員の把握に関すること り災職員の把握
●

支援物資等の供給 支援物資等の供給
●

支援物資等の供給の継続 支援物資等の供給の継続
●

情報政策課 災害情報・被害状況等の広報に関す
ること

災害情報・被害状況等の広報
●

情報システムの対策に関すること 情報システムの対策
●

管財課 避難指示及び避難状況の把握に関す
ること

避難指示及び避難状況を把握する
●

庁舎・構築物、貸付施設、設備の点検
及び被害状況の把握に関すること

庁舎・構築物、貸付施設、設備の点検
及び被害状況の把握を行う ●

利用可能公用車の確認及び確保に関
すること

利用可能な公用車の確認及び確保を
行う ●

車両確保台数等の本部への連絡に関
すること

車両確保台数等を本部へ連絡する
●

災害対策本部の指示による配車に関
すること

災害対策本部の指示により配車を行
う ●

庁舎・構築物、貸付施設、設備の修繕
に関すること

庁舎・構築物、貸付施設、設備の不良
箇所等の修繕の実施 ●

危険建物及び立ち入り禁止区域の表
示に関すること

危険建物及び立ち入り禁止区域を表
示する ●

災害対策本部従事者用の場所の確保
に関すること

災害対策本部従事者用の場所を確保
する ●

各課貼付車両の管財課引き上げに関
すること

各課貼付の車両をすべて管財課に引
き上げ管理する ●

旧１市４町各地域の被害状況に応じた
車両配置、移動に関すること

旧１市４町各地域の被害状況に応じた
車両配置、移動 ●

一般避難者用のスペースの確保に関
すること

一般避難者用のスペースを確保する
●

車両不足分の借上業務に関すること 不足する車両を借り上げる
①民間からのレンタル
②職員私用車の公用化

●

借上車両の任意保険加入に関するこ
と

借り上げた車両を任意保険に加入す
る ●

危機管理部 危機管理課 災害対策本部の設置に関すること 職員への連絡、招集、電話機など必
要資機材の設置 ●

情報の収集・伝達、連絡調整に関する
こと

市内の被害情報を収集
県その他の防災機関から情報を収
集・伝達
本部各部、各支部との連絡調整

●

自衛隊の受け入れ準備に関すること 「自衛隊災害派遣要請計画」に基づき
作業計画を策定し、資機材の確保な
どを実施

●

財政部 財政課 災害対策関連予算の総合調整に関す
ること

災害復旧に伴う予算・執行の調整
●

義援金品の管理、取扱い業務に関す
ること

義援金の集約・管理、領収書の発行
●

部内の連絡調整に関すること 部内の被害状況の把握・情報共有
●

納税管理課 建物・民需被害調査に関すること 職員により担当地区の被害状況の調
査を行う ●
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部局名 課名
3
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間
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担当 開始目標時間

業務名 業務内容

財政部 納税管理課 被災者の生活再建等の支援に関する
こと

災害の状況等に応じ、収納方針を協
議、決定する ●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

災害による市税の徴収猶予申請受付
●

市民税課 建物、民需被害調査に関すること 建物、民需被害調査業務
●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

市税申告期限延長申請受付
●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

市税の災害による減免申請受付
●

資産税課 建物・民需被害調査に関すること 人的及び住家等の被害調査に関する
業務 ●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

災害による固定資産税の減免に関す
る業務 ●

国保年金課 建物、民需被害調査に関すること 職員を確保し、市内担当地区の被害
状況調査の実施 ●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

被災世帯の保険税の減免
一部負担金の徴収猶予及び減免
被保険者証の発行

●

国保収納課 建物・民需被害調査に関すること 人的及び住家等の被害調査に関する
業務 ●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

災害による国保税の徴収猶予申請受
付 ●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

災害後の収納業務について協議し、
国保税に関する方針を決定する ●

地域振興部 地域コミュ
ニティ課

対策本部、地域事務所への職員配置
に関すること

地域コミュニティ課職員の対策本部、
地域事務所への配置調整 ●

情報の収集・伝達、連絡調整に関する
こと

所管施設（旧宮崎市域公立公民館を
含む)の被災状況情報の収集・伝達本
部各部、各支部との連絡調整を行う

●

避難情報の把握、避難所開設準備に
関すること

避難情報の把握、本部との連絡調整
を行い、避難所の開設を行なう ●

被災者及び避難者への支援に関する
こと

避難所の実態把握と食料配布等の避
難生活の支援 ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

被災者及び避難者への支援に関する
こと

避難所の実態把握と食料配布等の避
難生活の支援 ●

被害施設の応急復旧に関すること 状況に応じ、応急復旧のための調整、
手配を行なう ● ●

市民課 食糧の調達に関すること 食糧調達業者等に協力要請し、食糧
の確保を行う ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

埋火葬許可証の受付及び宮崎市葬祭
センター使用許可申請の受付に関す
ること

埋火葬許可証の受付及び宮崎市葬祭
センター使用許可申請の受付に関す
ること

●

文化・市民
活動課

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

所管施設を避難所として開設に関する
こと

避難所開設及び運営が速やかにでき
るよう、支援を行なう ●

被害施設の応急復旧に関すること 状況に応じ、応急復旧のための調整、
手配を行なう ● ●

災害ボランティアセンター本部の運営
に関すること

災害対策本部との調整とボランティア
センターの設置 ●

避難所の運営全般に係る業務に関す
ること

避難者の管理及び衛生対策等
＊施設所管課として補助的に関わる ●

赤江地域セ
ンター

被害情報に関すること 地区内の被害情報を収集し、本部に
報告する ●

避難情報等に関すること 避難情報を把握し、住民に必要な情
報を提供する ●

避難所開設等に関すること 避難所開設及び運営が速やかにでき
るよう支援を行う ●
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地域振興部 赤江地域セ
ンター

要配慮者支援に関すること 要配慮者に対し、避難に関する支援
等を行う ●

災害現地調査に関すること 災害調査に伴う資料作成、調査報告
等を行う ●

木花地域セ
ンター

被害情報に関すること 地区内の被害情報を収集し、本部に
報告する ●

避難情報等に関すること 避難情報を把握し、住民に必要な情
報を提供する ●

避難所開設等に関すること 避難所開設及び運営が速やかにでき
るよう支援を行う ●

要配慮者支援に関すること 要配慮者に対し、避難に関する支援
等を行う ●

災害現地調査に関すること 災害調査に伴う資料作成、調査報告
等を行う ●

青島地域セ
ンター

被害情報に関すること 地区内の被害情報を収集し、本部に
報告する ●

避難情報等に関すること 避難情報を把握し、住民に必要な情
報を提供する ●

避難所開設等に関すること 避難所開設及び運営が速やかにでき
るよう支援を行う ●

要配慮者支援に関すること 要配慮者に対し、避難に関する支援
等を行う ●

災害現地調査に関すること 災害調査に伴う資料作成、調査報告
等を行う ●

住吉地域セ
ンター

被害情報に関すること 地区内の被害情報を収集し、本部に
報告する ●

避難情報等に関すること 避難情報を把握し、住民に必要な情
報を提供する ●

避難所開設等に関すること 避難所開設及び運営が速やかにでき
るよう支援を行う ●

要配慮者支援に関すること 要配慮者に対し、避難に関する支援
等を行う ●

災害現地調査に関すること 災害現地調査を実施し、調査に伴う資
料作成、調査報告等を行う ●

生目地域セ
ンター

被害情報に関すること 地区内の被害情報を収集し、本部に
報告する ●

避難情報等に関すること 避難情報を把握し、住民に必要な情
報を提供する ●

避難所開設等に関すること 避難所開設及び運営が速やかにでき
るよう支援を行う ●

要配慮者支援に関すること 要配慮者に対し、避難に関する支援
等を行う ●

災害現地調査に関すること 災害調査に伴う資料作成、調査報告
等を行う ●

北地域セン
ター

被害情報に関すること 地区内の被害情報を収集し、本部に
報告する ●

避難情報等に関すること 避難情報を把握し、住民に必要な情
報を提供する ●

避難所開設等に関すること 避難所開設及び運営が速やかにでき
るよう支援を行う ●

要配慮者支援に関すること 要配慮者に対し、避難に関する支援
等を行う ●

災害現地調査に関すること 災害調査に伴う資料作成、調査報告
等を行う ●

環境部 環境政策課 衛生係体制の業務確認・指示に関す
ること

衛生係の業務を確認整理し指示する
●

葬祭センターの災害対応及び被害調
査に関すること

葬祭センターでの災害対応や被害状
況の調査確認 ●

他自治体の葬祭センターの被災状況
確認に関すること

他自治体火葬場の被災状況を調査
し、利用できるか確認する ●

行方不明者（死体）の捜索に関するこ
と

遺体安置名簿と照合
●
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環境部 環境政策課 遺体の収容、処置に関すること 遺体処理班を編成し、遺体の受付、警
察・医師等との検視・検案調整、遺体
及び遺留金品の遺体安置所への輸送
手配

●

遺体安置所の設置に関すること 遺体安置所を設置し、遺体の受け入
れ、遺族対応、遺体、遺留金品の引渡
し、死亡届の説明などを行う

●

建物、民需被害調査に関すること 建物、民需被害調査
●

身元確認と身元引受人の発見に関す
ること

遺体の身元確認と身元引受人の発見
に努める ●

防疫班の編成、運用に関すること 浸水家屋の消毒等を計画し実施する
●

その他市営墓地の被害調査に関する
こと

市営墓地の被害調査
●

遺族のいない遺体の応急的な火葬の
実施に関すること

遺族のいない遺体の応急的な火葬を
実施するため、火葬計画を立て火葬
場等との連絡調整を行う

●

共同利用施設の被害調査、応急措置
に関すること

共同利用施設７館の被害調査と応急
措置 ●

災害廃棄物の推計・実行計画の策定
に関すること

災害廃棄物量を推計し、実行計画（し
尿・運搬を含む）を策定する ●

仮置場の選定・設置･運営に関するこ
と

仮置場を選定し、設置する
●

所管施設の被害調査に関すること 所管する廃棄物処理施設の被害情報
収集及び調査を行う ●

周辺自治体等へ廃棄物処理施設への
受入れ要請に関すること

周辺自治体等へ、ごみ・し尿の受入れ
を要請する ●

一般廃棄物の緊急処置に関すること 一般廃棄物の仮置き場等について関
係機関及び地元等との協議を行い確
保に努める

●

部内の応援･調整に関すること 災害廃棄物などの処理
●

環境業務課 災害廃棄物収集運搬に関すること 災害廃棄物の収集運搬を行う
●

仮設トイレの設置に関すること（避難
所のし尿処理に関すること）

仮設トイレの設置要請に対し、リース
業者に設置を依頼する ●

仮設トイレのし尿収集運搬業務に関す
ること

し尿収集運搬委託業者の業務継続お
よびし尿処理施設受け入れを確認し、
仮設トイレのし尿収集運搬を手配する

●

環境指導課 井戸水提供可能者宅情報提供に関す
ること

非常時の井戸水提供了解者の情報提
供 ●

大気測定局の被害調査に関すること 大気測定局６か所の被害調査
●

環境施設課 公設合併処理浄化槽の施工中物件の
確認に関すること

施工状況を確認し安全策を講じる
●

所管被害施設の応急復旧業務に関す
ること

業務委託等関連業者及び被害施設の
施工メーカと連絡を取り、応急復旧に
取り組む

●

公設合併処理浄化槽の状況確認に関
すること

被害状況を確認し適切な対策を立て
るための情報収集

●

公設合併処理浄化槽の修繕に関する
こと

収集した情報を基に応急措置及び修
繕を講じる ●

所管被害施設の復旧業務に関するこ
と

被害施設の施工メーカと連絡を取り、
早期復旧に取り組む ●

福祉部 福祉総務課 福祉避難所配備職員の派遣に関する
こと

福祉避難所の開設を行う所管の福祉
避難所に配備職員を派遣する ●

災害救助法適用後の対応に関するこ
と

被災者生活再建支援制度及び災害援
護資金貸付の申請受付を行う ●

被災者情報の集約に関すること 被災者情報を集約し、被災者支援シ
ステムに登録する ●

各種団体への災害奉仕協力要請に関
すること

各種団体への災害奉仕協力を要請す
る ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●
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福祉部 福祉総務課 福祉避難所の開設に関すること 所管の福祉避難所の開設を行う
●

障がい福祉
課

指定避難所に避難した要配慮者の把
握・調整に関すること

要配慮者支援班や指定避難所と連携
し、状況の把握を行うほか、必要に応
じ福祉避難所開設の必要性を検討す
る

●

生活必需品等の調達・配布に関する
こと

障がい者にとって必要な生活必需品
等を調達し、必要な避難所へ届ける ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

各種団体への災害奉仕協力要請に関
すること

各種団体へ災害奉仕に関する協力を
要請する ●

福祉避難所の開設に関すること 協定に基づき福祉避難所を開設し、指
定避難所の要配慮者を移送するため
の調整等を行う

●

要配慮者に対する援護対策計画の立
案及び実施に関すること

要配慮者の被災状況を把握し、今後
の支援計画の立案及び実施を行う ●

透析患者への対応に関すること 透析患者に対して、対応可能な病院
等を案内する ●

ストーマ用品等手配連絡体制確立に
関すること

ストーマ用品等の手配のため、業者及
びオストミー協会と連絡調整を行い、
体制を整備する

●

災害救助法適用時の対応に関するこ
と

生活必需品など必要な物資を配布す
る ●

要配慮障がい者への支援業務に関す
ること

要配慮被災者に対する障がい福祉
サービス等の需要調査、サービス提
供可能事業所の把握、事業所や医療
機関等が支援時に必要となる市保管
個人情報の提供、介護職員等が不足
している事業所への派遣調整など

●

介護保険課 被災者の生活再建等の支援に関する
こと

被災世帯の介護保険料の減免
一部負担金の納期延長及び減免
被保険者証の発行

●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

災害による介護保険料の徴収猶予申
請受付 ●

被災者の生活再建等の支援に関する
こと

災害後の収納業務について協議し、
介護保険料に関する方針を決定する

●

要配慮高齢者への支援業務に関する
こと

要配慮被災者に対する介護サービス
等の需要調査、サービス提供可能事
業所の把握、事業所等が支援時に必
要となる市保管個人情報の提供、介
護職員等が不足している事業所への
派遣調整など

●

社会福祉第
一課・二課

被害状況の把握 各保護者の被害調査
●

被災被保護世帯に対する対応 各被保護世帯への必要な措置を行う
●

要配慮者支
援班

避難行動要支援者の情報集約に関す
ること

各支部より報告を受け、避難行動要
支援者の避難状況及び安否情報の全
体集約を行う

●

福祉避難所との連絡調整に関するこ
と

福祉避難所の開設・運営に関する連
絡調整を行う ●

子ども未来
部

子育て支援
課

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

子ども家庭
支援課

要配慮者支援に関すること 災害時要配慮者（妊産婦・乳幼児）の
支援 ●

保育幼稚園
課

市立保育所・市立幼稚園の被害状況
の確認に関すること

市立保育所・市立幼稚園の被害状況
（入所児童の安否を含む）の確認を行
う

●

緊急に保育が必要な児童等の受入れ
に関すること

市立保育所において、緊急に保育が
必要な児童等の受入れを行う ●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

子ども未来
部

親子保健課 私立保育所（認可・認可外）、私立・国
立幼稚園の被害状況の確認と対策指
示に関すること

私立保育所（認可・認可外）、私立・国
立幼稚園の被害状況の確認を行い、
その対策を指示する

●

救護活動に関すること 救護所における活動、医療救護班と
連携した医療救護活動の応援 ●

要配慮者支援に関すること 災害時要配慮者（小児慢性疾病）の支
援 ●

所管施設及び障がい福祉サービス事
業所等の被害状況調査等に関するこ
と

総合発達支援センターの被害状況調
査を行い、応急の措置を講ずる ●

保健活動に関すること 避難所・被災地における保健活動
●

健康管理部 保健医療課 部内事務の連絡調整に関すること 職員への連絡・招集
災害対策本部との連携 ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

救護に関すること 救護所（応急救護所）を設置するととも
に医療救護班の編成及び医療機関と
の連絡調整
医薬品・資機材の調達
保健所各班の連絡調整及び応援に関
する業務

●

毒劇物に関すること 毒劇物の流出状況調査（実地検査）
●

保健所各班に属しない業務に関する
こと

保健所各班に属しない業務
●

部の庶務に関すること 応急業務の実施に係る所内各課との
調整、庶務業務 ●

地域保健課 救護活動に関すること 救護所における活動、医療救護班と
連携した医療救護活動の応援 ●

保健活動に関すること 避難所・被災地における保健活動（活
動班の編成、職員の心身の健康管理
を含む）

●

要配慮者支援に関すること 要配慮者の支援（各担当部署との連
携） ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

健康支援課 救護活動に関すること 救護所における活動、医療救護班と
連携した医療救護活動の応援 ●

要配慮者支援に関すること 災害時要配慮者（難病・精神障がい）
の支援 ● ●

保健活動に関すること 避難所・被災地における保健活動
●

感染症に関すること 避難所・被災地における健康調査及
び感染症患者の対応 ●

救護活動に関すること 救護所における活動、医療救護班と
連携した歯科医療救護活動の応援 ●

保健衛生課 被災動物救護に関すること 動物救護所の設置
被災動物の救護活動 ●

食中毒（疑）調査に関すること 患者数の把握・病状調査・原因施設・
原因食品の特定等 ●

食品の苦情処理に関すること 食品の腐敗・変敗、異物混入、表示違
反等の調査対応 ●

違反食品に関すること 違反食品の回収命令等
●

避難所における環境衛生の指導に関
すること

避難所における、衛生状況調査、指導
●

入浴可能施設の把握に関すること 公衆浴場・旅館業許可施設の入浴可
能施設調査 ●

飲料水の衛生確保に関すること 専用水道、簡易専用水道、飲料水供
給施設、小規模貯水槽水道、飲用井
戸の衛生指導

●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

農政部 農政企画課 被害情報収集に関すること 関係機関団体等への聴取等による被
害情報収集 ●

農作物被害等状況調査に関すること 現地巡回調査
（主要地域） ●

農作物被害等状況調査に関すること 現地巡回調査
（詳細調査） ●

融資相談窓口設置、罹災証明発行(農
業制度資金用)に関すること

窓口相談業務等
●

農業振興課 情報の収集に関すること 農業の被害情報の収集
●

被害調査及び応急措置に関すること 農業用施設（ビニルハウス、重油タン
ク、畜舎等）の被害状況調査及び応急
措置

●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

復旧・復興に係る業務に関すること 農畜産業の復旧・復興に係る業務
●

復旧に係る業務に関すること 所管施設の復旧に係る業務
●

森林水産課 水産関係施設の被害情報収集に関す
ること

市内４漁協への被害状況の問い合わ
せ ●

青 島宮崎市自然休養村センター、椿
山森林公園施設の被害状況収集に関
すること

指定管理者への被害状況の問い合わ
せ ●

林道の被害情報収集に関すること 総合支所、地域センターのほか、施設
利用者へ被害状況の問い合わせ ●

被害状況調査に関すること 現地調査
●

所管施設の復旧に係る業務に関する
こと

所管施設について業者へ復旧手配
●

農村整備課 ダム管理規程、地震後農業用ダム臨
時点検要領に基づく業務遂行に関す
ること

広沢ダム等の点検

●

ダム管理規程、地震後農業用ダム臨
時点検要領に基づく業務遂行に関す
ること

天神ダム等の点検

●

上記に基づく農政局・県等への報告に
関すること

点検結果等の報告
●

【排水機場】
情報の収集、伝達に関すること

排水機場危機管理マニュアルに基づ
き被害情報の収集 ●

【排水機場】
緊急点検の実施に関すること

排水機場危機管理マニュアルに基づく
緊急調査を実施する ●

宮崎市農業用ため池危機管理マニュ
アルに基づく業務遂行に関すること

土地改良団体等が管理するため池等
施設情報入手、課内報告等 ●

地震情報入手に関すること 土地改良団体等関係者からの地震情
報の入手、課内報告等 ●

地震時緊急点検箇所について、目視
による外観点検の実施に関すること

上記報告による目視調査必要箇所の
外観点検 ●

農政局、県等への報告に関すること 点検結果の報告
●

土地改良団体等への運営指導に関す
る事務に関すること

土地改良団体等が管理する水利施設
の情報入手及び課内報告等 ●

その他農業用施設の被害調査に関す
ること

市内の被害情報収集及び被害調査
●

ため池地震点検調査表による点検及
び報告に関すること

土地改良団体等による調査報告の受
理、課内報告 ●

市場課 所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

関係業界の被害状況把握に関するこ
と

市場関係者との連携を図り、被害状況
を把握する ●

施設、卸売業者、仲卸業者の被害調
査に関すること

施設、人員、取引先への被害状況を
調査する ●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

農政部 市場課 生鮮食料品の調達に関すること 市場関係者及び全国中央卸売市場協
会との連携を図り生鮮食料品の確保
に努める

●

観光商工部 観光戦略課 観光施設等の災害対策及び被害調査
に関すること

所管指定管理施設の利用者の安否
（避難）状況確認、救助体制の要請 ●

観光施設等の災害対策及び被害調査
に関すること

被害状況、交通状況等を勘案し、施設
の一時閉鎖等を検討する ●

スポーツラ
ンド推進課

所管施設及び施設利用者の被災状況
の確認把握に関すること

所管施設への連絡及び情報収集
●

所管施設を避難所として開設に関する
こと

避難所開設運営業務
●

避難施設の応急復旧に係る業務に関
すること

避難者数の把握及び避難所の安全対
策の確認
※施設所管課として補助的に関わる

●

産業政策課 所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況を調査・把握し、
必要に応じて応急措置を行う ●

商工業者の被害調査に関すること 商工会議所等の関係団体と連携し、
被害状況を調査・把握する ●

企業立地推
進課

被災情報の収集業務に関すること 所管工業団地内の公共施設（道路・水
路・法面等）の被災状況を確認する

●

建設部 土木課 土木施設及び急傾斜地等の被災状況
調査、確認、報告に関すること

道路・河川・雨水施設等の土木施設や
急傾斜地等の危険箇所の被害調査を
行う

●

水門配備業務に関すること 召集箇所の決定及び招集者への連絡
●

緊急輸送道路確保計画策定に関する
こと

輸送路となる道路の状況を点検し、道
路の制限等輸送路状況について警察
署と調整する

●

主要被災施設の応急復旧に関するこ
と

被災土木施設の応急復旧を行う
●

河川災害・土砂災害及び浸水被害の
被害拡大防止及び二次災害の防止に
関すること

調査等により確認できた災害箇所の
応急復旧工事を行う ●

国・県との応急復旧連絡調整及び要
請に関すること

各施設管理者と復旧の連絡調整を行
う ●

部内緊急事務の連絡調整に関するこ
と

建設対策部内における情報の共有を
行う ●

一般土木施設の被害状況把握に関す
ること

道路、河川、雨水施設等の被害状況
を把握・整理する ●

一般土木施設の復旧計画に関するこ
と

道路・河川・雨水施設等の復旧計画を
検討・策定する ●

用地管理課 里道・水路被災対応業務に関すること 里道・水路等の被災通報があった場
合、機能管理課に連絡や取次ぎを行
う

●

市道占用物被災対応業務に関するこ
と

市道占用物の被災通報があった場
合、占用者や道路維持課に連絡や取
次ぎを行う

●

道路維持課 道路や橋梁の被害状況把握に関する
こと

通行の可・不可：通行途中の状況や他
部署や住民等からの聞取り情報を収
集

●

国・県と情報交換に関すること 国県道含めた道路情報を把握し、通
行可能な道路を確認する ●

収集情報の伝達(報告)に関すること 随時災害対策本部に収集した情報を
伝達する ●

避難できるルートの選定、案内に関す
ること

比較的安全に通行ができる道路や橋
梁を図面に落とし、避難できるルート
を案内する

●

危険箇所の交通規制に関すること 主要幹線道をはじめとして、通行が困
難になった道路や橋梁の部分に、バリ
ケード等を設置する

●

道路・橋梁の点検、被害状況の伝達
に関すること

被害の程度等を調査し、災害対策本
部並びに国・県に情報を伝達する ●

資料1 - 9



部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

建設部 道路維持課 緊急物資輸送ルートの選定、確保に
関すること

物資輸送のため車で輸送できるルート
を確保する ●

主要幹線道の応急復旧工事の検討に
関すること

物資輸送のほか市民生活の速やかな
復旧のために、主要幹線道をはじめと
する道路や橋梁の復旧工事の準備を
行う

●

応急復旧工事の対応に関すること 応急復旧工事により、市民生活の復
旧に努める ●

災害復旧工事の対策に関すること 応急復旧工事を進めると同時に、主
要幹線道等の本復旧に向けての検討
を行う

●

建築住宅課 市営住宅被害状況調査に関すること 市営住宅建物等の被害状況について
情報収集や調査を実施 ●

市営住宅入居者相談窓口に関するこ
と

入居者からの災害に対するあらゆる
問い合わせに対応 ●

被災者に対する住宅支援に関するこ
と

被災者への行政財産目的外使用によ
る住宅提供 ●

市営住宅応急修繕に関すること ライフラインの復旧、住戸の応急修繕
●

応急仮設住宅の建設・入居管理に関
すること

居住できない被災者数の把握、仮設
住宅敷地の確保、建設、入居者の管
理

●

情報収集に関すること 防災拠点施設・避難施設等の被災状
況の情報収集を行う ●

被災調査に関すること 防災拠点施設・避難施設等の被災状
況の現地調査を行う ●

応急仮設住宅用地調査に関すること 応急仮設住宅設計に当り、用地の安
全性確認等の調査を実施 ●

応急仮設住宅の建設・入居管理に関
すること

居住できない被災者数の把握、仮設
住宅敷地の確保、建設、入居者の管
理

●

応急仮設住宅設計に関すること 応急仮設住宅および附帯設備、外構
の実施設計業務 ●

都市整備部 都市計画課 所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること【バスターミナル】

被災状況を調査し、必要に応じて供用
の休止等の措置を講ずる ●

まちづくり課 グリーンスローモビリティの被害調査
に関すること

運行事業者や運行協議会と連携し、
被害状況を調査 ●

公園緑地課 所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること【公園】

避難場所となる公園の状況を把握す
る（直接または指定管理者経由） ●

一時的避難に関すること 避難者等からの、避難可能な公園に
ついての照会に対応する ●

所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること
動物園（脱走動物）

脱走動物の有無等を確認し、必要に
応じて確保（捕獲）等を行う
※特に猛獣等

●

所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること【一時避難場所等公園】

一時避難場所等となる公園について、
現地確認等により、被災や瓦礫の状
況を把握し避難の適否を判断する ●

所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること
動物園（園内猛獣等、脱走動物）

園内動物にかかる安全性確保
（猛獣の殺処分検討ほか）
脱走動物の捕獲

●

所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること【公園】

避難先となった公園の被災や瓦礫の
状況を把握する ●

所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること
動物園（捕獲、緊急工事等）

脱走動物の捕獲、施設内動物にかか
る安全性確保のための緊急工事等検
討

●

所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること【避難先公園】

引き続き避難地となっている公園の瓦
礫処理等を行う ●

所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること【公園：復旧への対策検討】

施設の復旧に向けた対策を検討する
●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

都市整備部 公園緑地課 所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること【動物園：復旧への対策検
討】

施設の復旧に向けた対策を検討する

●

市街地整備
課

所管施設の災害対策及び被害調査に
関すること

事業地区内全体の被災状況の把握・
報告 ●

建築行政課 被災建築の危険度判定に関すること 大地震や余震により被災した建築物
について、その後に発生する余震によ
る二次災害防止のため、被災建築物
応急危険度判定実施本部を立ち上げ
判定を行う

●

被災建築物の災害対策・指導に関す
ること

建築物の被害情報及び県、国からの
情報を収集し、災対本部等との連絡調
整のうえ、被災建築物に対する対策・
指導を行う

●

災害復興住宅融資の適用指導に関す
ること

独立行政法人住宅金融支援機構との
災害時における住宅復興に向けた協
力に係る基本協定に基づく受託業務
を行う

●

建築物の災害対策指導に関すること 災対本部又は復旧対策本部等との連
絡調整のうえ、建築物に対する復旧対
策・指導を行う

●

開発審査課 被災宅地危険度判定業務に関するこ
と

被災情報の収集
県への被災宅地判定士の要請 ●

景観課 公共掲示板被害状況把握に関するこ
と

市内34箇所に設置してある公共掲示
板の被害状況を確認し、毀損箇所に
ついては、応急処置を行う

●

佐土原総合
支所

本部及び各対策部との連絡調整に関
すること

本部及び各対策部との連絡調整を行
う ●

各班からの被害状況の収集・把握に
関すること

各班から被害状況を収集・把握する
●

災害対策本部支部の設置に関するこ
と

職員への連絡、召集、消防団への連
絡調整、電話機や防災無線など必要
資機材の設置

●

災害対策本部支部会議に関すること 総合支所災害対策本部の会議開催
●

自主防災組織等との連携調整に関す
ること

自主防災組織等との連携調整を図る
●

避難に関する情報等の広報に関する
こと

避難に関する情報や警報等を正確か
つ速やかに住民へ広報する ●

各班との連絡調整に関すること 総合支所内各班との連絡をとる
●

職員の動員に関すること 必要に応じ、職員に対し動員の指示を
出す ●

消防団との連携調整に関すること 消防団の幹部および各部との連絡調
整 ●

防災無線の運用に関すること 防災行政無線の操作・運用
●

庁内の非常用の電気及び電話に関す
ること

庁内の非常用電源装置及び災害時優
先電話の運用 ●

避難所の開設及び連絡調整に関する
こと

避難所の開設を必要とする場合に、関
係部署・職員への連絡調整を行う ●

情報の収集、伝達、連絡調整に関す
ること

地域内の被害情報、気象情報を収集
する
県などの防災機関から情報を収集す
る
本部や各班との連絡調整を行う

●

本部対策室との連絡調整に関するこ
と

本部対策室と状況等の必要事項につ
いて随時連絡調整する ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

救助食料、物資の調達確保及び輸送
に関すること

本部対策室と連携を図り、救助食料、
物資の調達確保・輸送を行う ●

佐土原・地
域市民福祉
課
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

佐土原総合
支所

災害時のごみ、し尿、廃棄物等の連絡
調整に関すること

ごみ、し尿、廃棄物等を適正に処理す
るための連絡調整を行う ●

災害資料の作成及び災害記録に関す
ること

災害に関する各種記録の作成と保存
●

災害時要配慮者支援に関すること 安否確認、消防団などと連携する避難
支援、及び避難所へ障害者用仮設ト
イレ等の設置を行う

●

被害状況の把握に関すること 自治会長へ人的及び住家等被害状況
の聞き取り調査を行う ●

指定避難所への炊き出しの連絡調整
に関すること

指定避難所との連絡調整を行う
●

指定避難所への食料品の供与及び生
活必需品の供給と配付に関すること

必要数の把握と、食料品と生活必需
品を配付する ●

医薬品衛生材料供給に関すること 医薬品衛生材料の供給確認
●

人的及び住家等の被害調査及び集計
に関すること

人的及び住家等の被害を調査し集計
する ●

「国（厚生労働省）から埋火葬における
特例許可の通知」後に火葬許可申請
の受付及び葬祭センター使用許可申
請の受付に関すること

死亡届の受付後、又は「国（厚生労働
省）から埋火葬における特例許可の通
知」後に火葬許可申請の受付及び葬
祭センター使用許可申請の受付開始

●

災害に関する相談に関すること 災害相談窓口を開設し、災害対策業
務の受付案内等を行う ●

佐土原・農
林建設課

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

排水機場施設の被害状況調査
●

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

ため池・橋梁等施設の被害状況調査
●

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

所管する加工室等施設の被害状況調
査 ●

所管施設からの人命救助、火災発生
の初期消火に関すること

被災者がいる場合救助、火災発生の
場合初期消火 ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

農林作物及び家畜の被害状況調査に
関すること

農林作物及び家畜の被害状況調査
●

家畜の応急措置に関すること 家畜の応急措置の実施
●

農地及び林地等の被害状況調査に関
すること

農地及び林地等の被害状況調査
●

農道及び林道等の被害状況調査及び
応急復旧に関すること

土砂崩壊等による車両通行不可、危
険性の高い箇所の情報収集を行う
又、応急復旧により対応可能分は実
施

●

農林作物及び家畜の災害対策に関す
ること

農林作物及び家畜の災害対策の検討
●

被災農家等への災害復旧指導に関す
ること

被災農家等への災害復旧指導
●

農地及び林地等の応急復旧対策に関
すること

農地及び林地等の応急復旧対策の検
討 ●

所管する主要施設の被災状況の調査
に関すること

所管主要施設の状況調査
●

被災施設の被害拡大防止及び仮復旧
に関すること

バリケード等の設置、業者との調整依
頼、仮復旧の実施 ●

公園等の被災状況調査に関すること 公園施設の状況調査、報告
避難所としての確認 ●

所管施設の応急復旧対策に関するこ
と

被害調査・応急復旧対策
●

主要道路の状況調査に関すること 緊急輸送道路と広域避難場所間道路
等の調査及び報告 ●

被災施設の復旧に関すること 被災施設の復旧計画及び実施
●

佐土原・地
域市民福祉
課
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

田野総合支
所

田野・地域
市民福祉課

本部及び各対策部との連絡調整に関
すること

本部及び各対策部との連絡調整を行
う ●

各班からの被害状況の収集・把握に
関すること

各班からの被害状況の収集・把握を
行う ●

災害対策本部支部の設置に関するこ
と

職員への連絡、召集、消防団への連
絡調整、電話機や防災無線など必要
資機材の設置

●

災害対策本部支部会議に関すること 総合支所災害対策本部の会議開催
●

自主防災組織等との連携調整に関す
ること

自主防災組織等との連携調整を図る
●

避難に関する情報等の広報に関する
こと

避難に関する情報や警報等を正確か
つ速やかに住民へ広報する ●

各班との連絡調整に関すること 総合支所内各班との連絡をとる
●

職員の動員に関すること 必要に応じ、職員に対し動員の指示を
出す ●

消防団との連携調整に関すること 消防団の幹部および各部との連絡調
整 ●

防災無線の運用に関すること 防災行政無線の操作・運用
●

庁内の非常用の電気及び電話に関す
ること

庁内の非常用電源装置及び災害時優
先電話の運用 ●

避難所の開設及び連絡調整に関する
こと

避難所の開設を必要とする場合に、関
係部署・職員への連絡調整を行う ●

情報の収集、伝達、連絡調整に関す
ること

地域内の被害情報、気象情報を収集
する
県などの防災機関から情報を収集す
る
本部や各班との連絡調整を行う

●

本部対策室との連絡調整に関するこ
と

本部対策室と状況等の必要事項につ
いて随時連絡調整する ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

救助食料、物資の調達確保及び輸送
に関すること

本部対策室と連携を図り、救助食料、
物資の調達確保・輸送を行う ●

災害時のごみ、し尿、廃棄物等の連絡
調整に関すること

ごみ、し尿、廃棄物等を適正に処理す
るための連絡調整を行う ●

災害資料の作成及び災害記録に関す
ること

災害に関する各種記録の作成と保存
●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

指定避難所への炊き出しの連絡調整
に関すること

指定避難所との連絡調整を行う
●

指定避難所への食料品の供与及び生
活必需品の供給と配付に関すること

必要数の把握と、食料品と生活必需
品を配付する ●

医薬品衛生材料供給に関すること 医薬品衛生材料の供給確認
●

災害時要配慮者支援に関すること 安否確認、消防団などと連携する避難
支援、及び避難所へ障害者用仮設ト
イレ等の設置を行う

●

被害状況の把握に関すること 自治会長へ人的及び住家等被害状況
の聞き取り調査を行う ●

人的及び住家等の被害調査及び集計
に関すること

人的及び住家等の被害を調査し集計
する ●

「国（厚生労働省）から埋火葬における
特例許可の通知」後に火葬許可申請
の受付及び葬祭センター使用許可申
請の受付に関すること

死亡届の受付後、又は「国（厚生労働
省）から埋火葬における特例許可の通
知」後に火葬許可申請の受付及び葬
祭センター使用許可申請の受付開始

●

災害に関する相談に関すること 災害相談窓口を開設し、災害対策業
務の受付案内等を行う ●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

田野総合支
所

田野・農林
建設課

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

ため池・橋梁等施設の被害状況調査
●

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

所管する加工室等施設の被害状況調
査 ●

所管施設からの人命救助、火災発生
の初期消火に関すること

被災者がいる場合救助、火災発生の
場合初期消火 ●

農林作物及び家畜の被害状況調査に
関すること

農林作物及び家畜の被害状況調査
●

農林作物及び家畜の災害対策に関す
ること

農林作物及び家畜の災害対策の検討
●

家畜の応急措置に関すること 家畜の応急措置の実施
●

農地及び林地等の被害状況調査に関
すること

農地及び林地等の被害状況調査
●

農道及び林道等の被害状況調査及び
応急復旧に関すること

土砂崩壊等による車両通行不可、危
険性の高い箇所の情報収集を行う
又、応急復旧により対応可能分は実
施

●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

被災農家等への災害復旧指導に関す
ること

被災農家等への災害復旧指導
●

農地及び林地等の応急復旧対策に関
すること

農地及び林地等の応急復旧対策の検
討 ●

所管する主要施設の被災状況の調査
に関すること

所管主要施設の状況調査
●

被災施設の被害拡大防止及び仮復旧
に関すること

バリケード等の設置、業者との調整依
頼、仮復旧の実施 ●

田野・農林
建設課

主要道路の状況調査に関すること 緊急輸送道路と広域避難場所間道路
等の調査及び報告 ●

公園等の被災状況調査に関すること 公園施設の状況調査、報告
避難所としての確認 ●

所管施設の応急復旧対策に関するこ
と

被害調査・応急復旧対策
●

被災施設の復旧に関すること 被災施設の復旧計画及び実施
●

高岡総合支
所

高岡・地域
市民福祉課

本部及び各対策部との連絡調整に関
すること

本部及び各対策部との連絡調整を行
う ●

各班からの被害状況の収集・把握に
関すること

各班からの被害状況の収集・把握を
行う ●

災害対策本部支部の設置に関するこ
と

職員への連絡、召集、消防団への連
絡調整、電話機や防災無線など必要
資機材の設置

●

災害対策本部支部会議に関すること 総合支所災害対策本部の会議開催
●

自主防災組織等との連携調整に関す
ること

自主防災組織等との連携調整を図る
●

避難に関する情報等の広報に関する
こと

避難に関する情報や警報等を正確か
つ速やかに住民へ広報する ●

各班との連絡調整に関すること 総合支所内各班との連絡をとる
●

職員の動員に関すること 必要に応じ、職員に対し動員の指示を
出す ●

消防団との連携調整に関すること 消防団の幹部および各部との連絡調
整 ●

防災無線の運用に関すること 防災行政無線の操作・運用
●

庁内の非常用の電気及び電話に関す
ること

庁内の非常用電源装置及び災害時優
先電話の運用 ●

避難所の開設及び連絡調整に関する
こと

避難所の開設を必要とする場合に、関
係部署・職員への連絡調整を行う ●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

高岡総合支
所

高岡・地域
市民福祉課

情報の収集、伝達、連絡調整に関す
ること

地域内の被害情報、気象情報を収集
する
県などの防災機関から情報を収集す
る
本部や各班との連絡調整を行う

●

本部対策室との連絡調整に関するこ
と

本部対策室と状況等の必要事項につ
いて随時連絡調整する ●

救助食料、物資の調達確保及び輸送
に関すること

本部対策室と連携を図り、救助食料、
物資の調達確保・輸送を行う ●

災害時のごみ、し尿、廃棄物等の連絡
調整に関すること

ごみ、し尿、廃棄物等を適正に処理す
るための連絡調整を行う ●

災害資料の作成及び災害記録に関す
ること

災害に関する各種記録の作成と保存
●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

被害状況の把握に関すること 自治会長へ人的及び住家等被害状況
の聞き取り調査を行う ●

指定避難所への炊き出しの連絡調整
に関すること

指定避難所との連絡調整を行う
●

指定避難所への食料品の供与及び生
活必需品の供給と配付に関すること

必要数の把握と、食料品と生活必需
品を配付する ●

医薬品衛生材料供給に関すること 医薬品衛生材料の供給確認
●

災害時要配慮者支援に関すること 安否確認、消防団などと連携する避難
支援、及び避難所へ障害者用仮設ト
イレ等の設置を行う

●

人的及び住家等の被害調査及び集計
に関すること

人的及び住家等の被害を調査し集計
する ●

「国（厚生労働省）から埋火葬における
特例許可の通知」後に火葬許可申請
の受付及び葬祭センター使用許可申
請の受付に関すること

死亡届の受付後、又は「国（厚生労働
省）から埋火葬における特例許可の通
知」後に火葬許可申請の受付及び葬
祭センター使用許可申請の受付開始

●

災害に関する相談に関すること 災害相談窓口を開設し、災害対策業
務の受付案内等を行う ●

高岡・農林
建設課

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

ため池・橋梁等施設の被害状況調査
●

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

所管する加工室等施設の被害状況調
査 ●

所管施設からの人命救助、火災発生
の初期消火に関すること

被災者がいる場合救助、火災発生の
場合初期消火 ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

農林作物及び家畜の被害状況調査に
関すること

農林作物及び家畜の被害状況調査
●

家畜の応急措置に関すること 家畜の応急措置の実施
●

農地及び林地等の被害状況調査に関
すること

農地及び林地等の被害状況調査
●

農道及び林道等の被害状況調査及び
応急復旧に関すること

土砂崩壊等による車両通行不可、危
険性の高い箇所の情報収集を行う
又、応急復旧により対応可能分は実
施

●

農林作物及び家畜の災害対策に関す
ること

農林作物及び家畜の災害対策の検討
●

被災農家等への災害復旧指導に関す
ること

被災農家等への災害復旧指導
●

農地及び林地等の応急復旧対策に関
すること

農地及び林地等の応急復旧対策の検
討 ●

所管する主要施設の被災状況の調査
に関すること

所管主要施設の状況調査
●

主要道路の状況調査に関すること 緊急輸送道路と広域避難場所間道路
等の調査及び報告 ●

被災施設の被害拡大防止及び仮復旧
に関すること

バリケード等の設置、業者との調整依
頼、仮復旧の実施 ●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

高岡総合支
所

高岡・農林
建設課

公園等の被災状況調査に関すること 公園施設の状況調査、報告
避難所としての確認 ●

所管施設の応急復旧対策に関するこ
と

被害調査・応急復旧対策
●

被災施設の復旧に関すること 被災施設の復旧計画及び実施
●

清武総合支
所

清武・地域
市民福祉課

本部及び各対策部との連絡調整に関
すること

本部及び各対策部との連絡調整を行
う ●

災害対策本部支部の設置に関するこ
と

職員への連絡、召集、消防団への連
絡調整、電話機や防災無線など必要
資機材の設置

●

災害対策本部支部会議に関すること 総合支所災害対策本部の会議開催
●

自主防災組織等との連携調整に関す
ること

自主防災組織等との連携調整を図る
●

避難に関する情報等の広報に関する
こと

避難に関する情報や警報等を正確か
つ速やかに住民へ広報する ●

各班との連絡調整に関すること 総合支所内各班との連絡をとる
●

職員の動員に関すること 必要に応じ、職員に対し動員の指示を
出す ●

消防団との連携調整に関すること 消防団の幹部および各部との連絡調
整 ●

防災無線の運用に関すること 防災行政無線の操作・運用
●

庁内の非常用の電気及び電話に関す
ること

庁内の非常用電源装置及び災害時優
先電話の運用 ●

避難所の開設及び連絡調整に関する
こと

避難所の開設を必要とする場合に、関
係部署・職員への連絡調整を行う ●

情報の収集、伝達、連絡調整に関す
ること

地域内の被害情報、気象情報を収集
する
県などの防災機関から情報を収集す
る
本部や各班との連絡調整を行う

●

本部対策室との連絡調整に関するこ
と

本部対策室と状況等の必要事項につ
いて随時連絡調整する ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

災害資料の作成及び災害記録に関す
ること

災害に関する各種記録の作成と保存
●

救助食料、物資の調達確保及び輸送
に関すること

本部対策室と連携を図り、救助食料、
物資の調達確保・輸送を行う ●

災害時のごみ、し尿、廃棄物等の連絡
調整に関すること

ごみ、し尿、廃棄物等を適正に処理す
るための連絡調整を行う ●

各班からの被害状況の収集・把握に
関すること

各班から被害状況を収集・把握する
●

災害時要配慮者支援に関すること 安否確認、消防団などと連携する避難
支援、及び避難所へ障害者用仮設ト
イレ等の設置を行う

●

被害状況の把握に関すること 自治会長へ人的及び住家等被害状況
の聞き取り調査を行う ●

指定避難所への炊き出しの連絡調整
に関すること

指定避難所との連絡調整を行う
●

指定避難所への食料品の供与及び生
活必需品の供給と配付に関すること

必要数の把握と、食料品と生活必需
品を配付する ●

医薬品衛生材料供給に関すること 医薬品衛生材料の供給確認
●

人的及び住家等の被害調査及び集計
に関すること

人的及び住家等の被害を調査し集計
する ●

「国（厚生労働省）から埋火葬における
特例許可の通知」後に火葬許可申請
の受付及び葬祭センター使用許可申
請の受付に関すること

死亡届の受付後、又は「国（厚生労働
省）から埋火葬における特例許可の通
知」後に火葬許可申請の受付及び葬
祭センター使用許可申請の受付開始

●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

清武総合支
所

清武・地域
市民福祉課

災害に関する相談に関すること 災害相談窓口を開設し、災害対策業
務の受付案内等を行う ●

清武・農林
建設課

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

ため池・橋梁等施設の被害状況調査
●

所管施設等の被害状況調査に関する
こと

所管する加工室等施設の被害状況調
査 ●

所管施設からの人命救助、火災発生
の初期消火に関すること

被災者がいる場合救助、火災発生の
場合初期消火 ●

農林作物及び家畜の被害状況調査に
関すること

農林作物及び家畜の被害状況調査
●

農林作物及び家畜の災害対策に関す
ること

農林作物及び家畜の災害対策の検討
●

家畜の応急措置に関すること 家畜の応急措置の実施
●

農地及び林地等の被害状況調査に関
すること

農地及び林地等の被害状況調査
●

農道及び林道等の被害状況調査及び
応急復旧に関すること

土砂崩壊等による車両通行不可、危
険性の高い箇所の情報収集を行う
又、応急復旧により対応可能分は実
施

●

被災農家等への災害復旧指導に関す
ること

被災農家等への災害復旧指導
●

農地及び林地等の応急復旧対策に関
すること

農地及び林地等の応急復旧対策の検
討 ●

所管する主要施設の被災状況の調査
に関すること

所管主要施設の状況調査
●

被災施設の被害拡大防止及び仮復旧
に関すること

バリケード等の設置、業者との調整依
頼、仮復旧の実施 ●

主要道路の状況調査に関すること 緊急輸送道路と広域避難場所間道路
等の調査及び報告 ●

公園等の被災状況調査に関すること 公園施設の状況調査、報告
避難所としての確認 ●

所管施設の応急復旧対策に関するこ
と

被害調査・応急復旧対策
●

被災施設の復旧に関すること 被災施設の復旧計画及び実施
●

議会 総務課 議員との連絡調整に関すること
災害情報および被災情報の把握に関
すること

議員の安否を確認する
災害情報および被災情報を収集し、各
議員と連絡調整を行う
宮崎市災害対策連絡会議に従事する
（議長が設置した場合）

●

重要書類の保管、搬出に関すること 必要に応じて重要書類の保管場所を
変更する ●

議事調査課 重要書類の保管、搬出に関すること 必要に応じて重要書類の保管場所を
変更する ●

選挙管理委
員会

選挙管理委
員会

投票所の閉鎖避難（選挙時）に関する
こと

業務不可能であることの事務処理及
び現地での避難活動 ●

啓発活動の中止等に関すること 活動の中止と避難誘導
●

ポスター掲示場業務中止等に関する
こと

ポスター掲示場設置に伴う状況判断
及び避難誘導 ●

繰延投票、再投票の判断（選挙時）に
関すること

選挙が行えるかの判断及び事務処理
●

職員配置の確保（選挙時）に関するこ
と

職員配置により投票事務が確保でき
るか判断する ●

農業委員会 農業委員会 農地における災害応急措置に関する
農地転用業務に関すること

国・県と協議し、応急仮設住宅、災害
ゴミ仮置場等の用地選定 ●

農地における災害復旧に関する農地
転用業務に関すること

国・県と協議し、復旧に必要な代替施
設の用地選定及び農地転用の許可が
必要なものについて、迅速な処理を行
なう

●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

教育委員会 企画総務課 復旧手段の確保に関すること 各種災害復旧関連業務に必要となる
手段を確保する ●

学校との連絡手段の確保に関するこ
と

児童生徒・教職員の安否、施設の被
害状況、避難者の状況などを把握す
るために通信手段を確保する

●

児童生徒、教員の避難先の把握（学
校教育課との連携）に関すること

学校教育課と連携し、把握する
●

児童生徒の引渡し状況の把握（学校
教育課との連携）に関すること

学校教育課と連携し、把握する
●

教育委員への報告に関すること 被害状況等を教育委員に報告する
●

学校施設課 学校施設の被害状況調査に関するこ
と

学校の災害用ＰＨＳを活用し、小中学
校施設の被害状況を調査し、復旧工
事の準備をする

●

学校施設の緊急復旧工事の実施に関
すること

小中学校施設で人命等への被害を食
い止めるために緊急復旧工事を実施
する

●

学校施設応急危険度判定業務に関す
ること

地震により被災した学校施設（建築
物）の危険性の度合いを判定する ●

学校施設の復旧工事計画策定に関す
ること

被害調査の結果を基に復旧工事計画
を立案する ●

学校施設の応急工事の実施に関する
こと

復旧工事計画に基づく応急工事を行う
●

学校教育課 被害情報の収集・伝達・報告に関する
こと

市内市立小中学校の被害情報を収集
する
関係各課・関係機関からの情報を収
集・伝達・報告する

●

学校教育課 児童生徒の安全確認と安全確保、保
護者への引渡し方法の確認に関する
こと

市内市立小中学校の児童生徒の安否
状況を確認するとともに、保護者への
引渡しを含め、避難誘導が適切になさ
れるよう指導を行う

●

臨時休業等の措置に関すること 被害の状況等を勘案し、臨時休業等
の措置について判断するとともに、学
校をはじめ関係機関等に周知を行う

●

避難所運営に係る学校への指示に関
すること

避難所となっている学校に対し、適切
に運営がなされるよう指導等を行う ●

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

授業再開計画の作成支援、臨時指導
計画の作成支援に関すること

被害の状況に応じた各学校の教育活
動再開及び、臨時的な指導計画作成
の指導を行う

●

教材、学用品等の調達、指導体制の
確立（職員の体制、指導組織の再編）
に関すること

授業再開の教材・教具の準備を行うと
ともに、指導組織の再編にあたって指
導を行う

●

教育情報研
修センター

小中学校情報機器類及び教育ネット
ワークの災害対策、被害調査に関す
ること

情報機器、教育ネットワーク（ＬＡＮ、
サーバ等）の被害情報収集、復旧対
策

●

小中学校情報機器類及び教育ネット
ワークの災害対策、被害調査に関す
ること

情報機器、教育ネットワーク（ＬＡＮ、
サーバ等）の被害情報収集、復旧対
策

●

生涯学習課 所管施設利用者の被害調査に関する
こと

所管施設利用者の被災状況を調査
●

所管施設の被害調査（図書館資料含）
に関すること

所管施設の被災状況を調査
●

避難所開設に伴う連絡調整に関する
こと

担当地区に開設された避難所に係る
連絡調整（初動期事務分掌対応） ●

児童・生徒の避難誘導に関すること 児童・生徒の避難誘導に係る連絡調
整 ●

所管施設の応急復旧に関すること 所管施設の最低限の応急復旧
●

所管施設の復旧に関すること 所管施設の管理運営が可能状況への
復旧作業 ●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

教育委員会 保健給食課 被害調査に関すること 学校給食センター及び学校給食室の
被害状況調査 ●

文化財課 生目の杜遊古館(福祉避難所)の被災
状況調査に関すること

埋蔵文化財センター、体験学習館、宿
泊棟ほか付属施設の被災状況を調査
する

●

所管施設の被災状況調査に関するこ
と

歴史資料館及び田野伝承芸能館の被
災状況を調査する ●

指定文化財等の被災状況調査に関す
ること

国・県・市指定文化財の被災状況を調
査する ●

被災文化財の応急保護対策に関する
こと

被災文化財の保護及び周辺の安全確
保措置を図る ●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

総合政策部 秘書課 二役の秘書に関すること
●

二役のスケジュール調整に関すること
●

市民等からの問い合わせに関するこ
と（要望・苦情等）

市民が必要とする情報の把握
●

ラジオ・新聞等による広報に関するこ
と

放送（掲載）予定項目の確認、変更、
枠の追加確保 ●

報道機関に関すること 報道機関への行事等の中止、変更の
情報提供 ●

広報紙に関すること 特別号編集の検討、掲載内容、発行
日、配布方法の検討、印刷・流通関係
の被災状況確認

●

都市戦略 ふるさと納税に関すること 相談体制の確保
●

総務部 総務法制課 公印の管理に関すること 公印の管理・保管・審査を行う
●

議会事務局との連絡調整に関するこ
と

議会事務局との議会関連の連絡調整
を行う ●

郵便物の収受・発送業務に関すること 郵便物の収受・発送業務を行う
●

庁内印刷に関すること 庁内の印刷業務を行う
●

人事課 職員の安否確認、初動体制の確立に
関すること

職員の安否確認等
●

人事・給与・庶務事務システムチェック
に関すること

サーバー、ネットワーク機器稼動確認
システムチェック(エラー発生の有無) ●

人事・給与・庶務事務システムチェック
に関すること（影響度Ａ）

システム不具合度の確認(5段階の優
先順位で確認)：影響度A(重大)
支給自体に影響が発生する業務処理

●

人事・給与・庶務事務システムチェック
に関すること（影響度Ｂ）

システム不具合度の確認(5段階の優
先順位で確認)：影響度B(大)
広範囲の対象者に対する正確な支払
いに影響する業務処理

●

人事・給与・庶務事務システムチェック
に関すること（影響度Ｃ）

システム不具合度の確認(5段階の優
先順位で確認)：影響度C(中)
一部の対象者に対する正確な支払い
に影響する業務処理

●

人事・給与・庶務事務システムチェック
に関すること（影響度Ｄ）

システム不具合度の確認(5段階の優
先順位で確認)：影響度D(小)
支払いに影響は発生しないが、当該
業務の停止が対象者へのｻｰﾋﾞｽ低下
を招く業務処理

●

人事・給与・庶務事務システムチェック
に関すること（影響度Ｅ）

システム不具合度の確認(5段階の優
先順位で確認)：影響度E(軽微)
支払いに影響は発生せず、災害時に
おいて、当該業務の停止が許容範囲
と理解される業務処理

●

人事・給与・庶務事務システム復旧に
関すること

優先順位での復旧作業
影響への対策を関係者へ通知 ●

人事・給与・庶務事務システム復旧に
関すること

必要に応じて復旧作業の継続
●

情報政策課 サーバ等の被災状況の確認に関する
こと

サーバ等の被災状況の確認
●

電気・通信等の状況確認に関すること 電気・通信等の状況確認
●

出先機関の被災状況の確認に関する
こと

出先機関の被災状況の確認
●

提供可能システムの周知と再開準備
に関すること

提供可能システムの周知と再開準備
●

非常時優先業務集約表(通常業務)

担当 開始目標時間

業務名 業務内容
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

総務部 情報政策課 業務システム再開に関すること 業務システム再開
●

契約課 土木工事積算システム復旧に関する
こと

土木工事積算システムを復旧させる
●

物品・資機材等の調達に関すること 配給される生活必需品以外の物品・
資機材等の調達 ●

公共施設等の応急復旧活動に関する
こと

災害直後から発注する応急復旧工事
の契約業務
緊急工事（応急復旧）と本工事の整理
迅速な業者選定

●

管財課 会議室の貸出停止に関すること 会議室棟の貸出を停止し、避難所とし
て活用 ●

通常車両貸出の停止に関すること 通常の車両貸出停止
●

各課への車両再配置に関すること 使用可能公用車台数、業務内容に応
じた各課への車両再配置を実施 ●

共用車（貸出車両）の確保に関するこ
と

使用可能公用車台数に応じ、各課通
常業務機能の回復に伴う共用車（貸
出車両）の確保

●

危機管理部 危機管理課 り災証明に関すること り災証明の発行
●

財政部 財政課 予算調整（財政計画・予算編成）に関
すること

次年度の予算編成・財政計画の作成
●

予算執行管理に関すること 各課の予算執行における決裁等
●

納税管理課 滞納整理資料の保全業務に関するこ
と

滞納処分関係調書の確認・保全
●

滞納処分履行期限前の案件の確認と
対応、取立依頼済分の調整に関する
こと

差押による取立の履行について金融
機関及び会計課と調整する ●

収納等のデータ確認に関すること 収納等のデータ受渡しと消込み作業
の状況を確認する ●

前日収納金の納入に関すること 前日の収納金を宮崎銀行窓口に納入
する ●

通常業務再開
に関すること（滞納処分を除く）

全体的な業務再開（滞納処分を除く）
●

市税収納窓口に関すること 市税収納体制の確保
●

納税相談窓口の開設に関すること 相談体制の確保
●

市民税課 課税資料の保全に関すること 課税資料の保全業務
●

委託業務の受託者との連絡調整に関
すること

委託業務の受託者との連絡調整
●

各種申告受付に関すること 各種申告受付
●

各税目賦課に関すること 各税目賦課業務
●

資産税課 課税資料の保全業務に関すること 課税資料の保全業務
●

通常業務再開に関すること 全体的な業務再開
●

国保年金課 被保険証、限度額認定証等発行対応
に関すること

各種保険証、限度額認定証の発行
●

通常業務再開に関すること 全体的な業務再開
●

国保収納課 被保険者証交付に関すること 国保年金課と連携し被保険者証を交
付 ●

収納金の管理に関すること 前日、当日に収納した現金の管理等
を行う（徴収嘱託員分も含む） ●

通常業務再開に関すること 全体的な業務再開（滞納処分を除く）
●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

地域振興部 地域コミュ
ニティ課

業務継続に関すること 書類の有無、保管、公印管理に関す
る確認 ●

地域事務所の窓口業務に関すること 市民課等との調整と窓口業務の開始
準備 ●

地域事務所の窓口業務に関すること 地域事務所の業務システム再開
● ●

所管施設の発注済工事・業務委託の
再開に関すること

所管施設（旧宮崎市域の公立公民館
を含む）の請負業者に業務再開を指
示

●

地域事務所の窓口業務に関すること 通常業務の開始（届出受理、証明書
発行） ●

所管施設の業務再開に関すること 所管施設（旧宮崎市域の公立公民館
を含む）の業務再開 ●

市民課 戸籍届の受領に関すること 戸籍届書類を預かる行為
●

戸籍届の受理に関すること 戸籍届出内容の確認・受理（法的に正
式な手続き） ●

一部窓口の再開に関すること 災害後の戸籍届に関係のない方につ
いてのみ窓口を開設（届出処理・証明
書発行）

●

文化・市民
活動課

業務継続に関すること 書類の有無、保管、公印管理に関す
る確認 ●

関係各課との所管施設の取扱いにつ
いて連絡調整に関すること

関係各課との協議
●

所管施設の業務再開に関すること 所管施設の業務再開
●

赤江地域セ
ンター

重要書類等の管理業務に関すること 公印、非常時持出し書類等を確認し、
保管する ●

戸籍届の受領に関すること 戸籍届書類を預かる行為
●

窓口業務に関すること 窓口での証明等の事務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

木花地域セ
ンター

重要書類等の管理業務に関すること 公印、非常時持出し書類等を確認し、
保管する ●

戸籍届の受領に関すること 戸籍届書類を預かる行為
●

窓口業務に関すること 窓口での証明等の事務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

青島地域セ
ンター

重要書類等の管理業務に関すること 公印、非常時持出し書類等を確認し、
保管する ●

戸籍届の受領に関すること 戸籍届書類を預かる行為
●

窓口業務に関すること 窓口での証明等の事務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

住吉地域セ
ンター

重要書類等の管理業務に関すること 公印、非常時持出し書類等を確認し、
保管する ●

戸籍届の受領に関すること 戸籍届書類を預かる行為
●

窓口業務に関すること 窓口での証明等の事務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

生目地域セ
ンター

重要書類等の管理業務に関すること 公印、非常時持出し書類等を確認し、
保管する ●

戸籍届の受領に関すること 戸籍届書類を預かる行為
●

窓口業務に関すること 窓口での証明等の事務を行う
●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

地域振興部 生目地域セ
ンター

り災証明に関すること り災証明の発行
●

北地域セン
ター

重要書類等の管理業務に関すること 公印、非常時持出し書類等を確認し、
保管する ●

戸籍届の受領に関すること 戸籍届書類を預かる行為
●

窓口業務に関すること 窓口での証明等の事務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

環境部 環境政策課 葬祭センター火葬業務の再開に関す
ること

葬祭センター火葬業務の再開
●

通常業務再開に関すること 全体的な業務再開
●

環境業務課 生活系一般廃棄物の収集運搬に関す
ること(特別ごみ収集含む）

集積所の状況把握と臨時集積所の設
置等 ●

生活系一般廃棄物の収集運搬の周知
に関すること

問い合わせ対応や臨時集積所の周知
収集品目変更の周知 ●

し尿汲取りに関すること し尿汲取りの問い合せ対応
●

し尿収集汲取りに関すること し尿汲取り業務
●

環境指導課 石綿飛散防止指導に関すること 破損した建物からの石綿飛散防止応
急措置（建物所有者への指導） ●

悪臭等連絡対応に関すること 各種施設の破損や電力停止による悪
臭等への対応 ●

有害物質使用（貯蔵）施設の被害状況
把握に関すること

設置業者からの通報により漏えいが
確認された場合、公共用水域への影
響を調査

●

河川状況の把握に関すること 油流出等水質事故が発生した場合の
対応 ●

産業廃棄物処理業許可業務に関する
こと

産業廃棄物処理業等の申請受付
●

環境指導課
（浄化槽保
守点検は環
境施設課）

一般廃棄物処理業許可業務に関する
こと

一般廃棄物処理業、浄化槽保守点検
業等の申請受付

●

環境施設課 被害にあった浄化槽の措置等に関す
ること

被害にあった浄化槽の措置等の問合
せ対応 ●

一般廃棄物処理施設への直接搬入に
関すること

一般廃棄物処理施設への直接搬入の
問合せ対応 ●

福祉部 障がい福祉
課

地域生活支援事業の一部業務に関す
ること

日常生活用具給付事業の業務・相談
支援事業などの実施 ●

補装具費給付事業の一部業務に関す
ること

補装具費給付事業の一部の業務の相
談・申請受付ほか ●

身体障がい者手帳の認定及び交付に
関すること

身体障がい者手帳の認定・交付に関
する相談・申請受付ほか ●

療育手帳に関すること 療育手帳の申請受付ほか
●

各種手当に関すること 各種手当の申請受付・給付事務ほか
●

自立支援医療（更生医療）に関するこ
と

更生医療に関する相談・申請受付ほ
か ●

障がい福祉サービス事業に関すること 給付費支給の決定・変更決定、受給
者証再交付、事業所からの受給資格
問合わせ
への対応、やむを得ない事由による措
置決定ほか

●

相談支援専門員との連携（バックアッ
プ）に関すること

相談支援専門員との連携・バックアッ
プによる相談体制の確保 ●

地域包括ケ
ア推進課

生活支援配食サービス事業者の状況
確認に関すること

サービスの継続可否及び利用者の状
況確認

●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

福祉部 介護保険課 被保険証、限度額認定証等発行対応
に関すること

各種保険証、限度額認定証の発行
●

収納金の管理に関すること 前日、当日に収納した現金の管理等
を行う（徴収嘱託員分も含む） ●

介護サービス事業所等の支援に関す
ること

事業所等からの相談等の問合せ対応
●

通常業務再開に関すること 全体的な業務再開 ●

社会福祉第
一課

中国残留邦人支援 中国残留邦人に対する生活支援
●

社会福祉第
一課・二課

医療券・介護券の発行 医療券・介護券の発行に関すること
●

子ども未来
部

子育て支援
課

児童扶養手当事務に関すること 相談、申請受付、認定、支給事務
●

ひとり親家庭等・寡婦医療費助成事務
に関すること

相談、申請受付、認定、支給事務
●

母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務に
関すること

相談、申請受付、審査、認定、貸付事
務 ●

子ども家庭
支援課

親子健康手帳の交付に関すること 親子健康手帳を交付する
●

健診助成券（つぐみセット）の交付に関
すること

健診助成券（つぐみセット）を交付する
●

妊産婦・乳児の要フォロー者把握に関
すること

妊産婦・乳児の要フォロー者を把握し
フォローを行う ●

妊婦健診自己負担免除 妊婦健診自己負担免除証を発行する
●

保育幼稚園
課

児童手当支給事務に関すること 支給認定請求書等受付、審査、認定、
支給事務 ●

子ども医療費受給資格証の交付に関
すること

子ども医療費受給資格証を発行する
●

保育施設利用に関すること 相談、申請受付、認定、保育料決定
●

親子保健課 子ども医療費受給資格証の交付に関
すること

子ども医療費受給資格証を発行する
●

小慢・育成・養育受給資格者証の交付
に関すること

小慢・育成・養育受給資格者を発行す
る ●

健康管理部 保健医療課 庁舎の維持管理に関すること 継続的な執務が行える環境の確保
●

救急医療の提供に関すること 夜間急病センターの運営
●

医療に関すること 総合相談窓口業務
医療相談窓口業務
医療に関する及び指導監督

●

部課内の連絡調整 所内各課との調整、庶務
●

地域保健課 精神障がい者緊急対応に関すること 精神障がい者の緊急対応を行う
●

地域保健活動に関すること 健康相談・訪問指導等を行う
●

健康支援課 精神障がい者緊急対応に関すること 精神障がい者の緊急対応(措置入院
等） ●

感染症に関すること 感染症発生時の健康調査等
●

結核対応に関すること 結核患者の初回面接や服薬の確認
●

精神障がい者対応に関すること 精神障がい者の医療保護入院や応急
入院等の手続き ●

難病患者支援に関すること 難病患者の訪問・相談・一時入院等の
対応 ●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

健康管理部 保健衛生課 動物愛護・管理に関すること 放れている犬の保護および返還
負傷動物の保護
咬傷事故対応

●

墓地経営等許可等の対応に関するこ
と

死体の埋・火葬場所等の法的判断
●

食品関係営業施設の実態把握及び監
視指導に関すること

営業施設に対する衛生指導
●

避難所における食品衛生指導及び啓
発に関すること

食品の取扱い及び衛生指導
●

炊き出し施設等の把握及び衛生指導
に関すること

施設数の把握及び衛生指導
●

避難所用弁当調整施設等の監視指導
に関すること

施設の衛生指導
●

農政部 農政企画課 各種申請受付業務に関すること 農振法、農業経営基盤強化法に関す
る各種申請受付、認定業務 ●

各種証明発行に関する業務 農用地区域内証明等、発行業務
●

農業次世代人材投資事業及び新規就
農者総合対策事業関連業務

受給者に対する現地調査及び資金交
付事務 ●

森林水産課 許可申請書、届出書に関すること 書類内容の審査及び許可証等の発行
●

市場課 卸売・仲卸業務指導に関すること 可能な範囲での卸売りをする場合の
指導をする ●

原票訂正、各種申請等に関すること 可能な範囲での卸売りをする場合の
必要な処理をする ●

観光商工部 観光戦略課 情報提供に関すること 電話対応、報道等への情報提供
●

スポーツラ
ンド推進課

所管施設の使用許可取消の連絡に関
すること

使用予定者への連絡
●

所管施設の取扱いについて関係各課
との連絡調整に関すること

関係各課との協議
●

公印等非常持出書類の確認に関する
こと

公印等非常持出書類の確認
●

電話対応に関すること 市民からの問合せ対応業務
●

使用許可取消の使用料還付に関する
こと

還付書類の作成及び還付口座などの
調査 ●

企業立地推
進課

所管施設の被害調査及び応急措置に
関すること

所管施設の被害状況調査を行い応急
の措置を講ずる ●

事業者の被害調査に関すること 所管する事業者の被害状況等を情報
収集 ●

建設部 用地管理課 法定外公共物の占使用許可業務に関
すること

里道、水路等法定外公共物の占使用
許可業務 ●

法定外公共物の用途廃止、財産処分
に関すること

里道、水路等法定外公共物の用途廃
止、及び払下げ業務 ●

道路占用許可業務に関すること 市道内の電柱、看板、埋設物等許可
業務 ●

境界立会に関すること 立会記録の保全、保管状況の確認市
道、里道、水路等の境界立会業務 ●

道路維持課 道路情報システムの閲覧業務、証明
等交付事務に関すること

道路情報システムの閲覧を再開し、ま
た、各証明等の交付事務を再開する ●

建築住宅課 市営住宅入居者相談に関すること 入居者からの入居に関する通常の相
談の対応 ●

市営住宅応急修繕に関すること 住戸の応急修繕
●

市営住宅返還等手続に関すること 退去申請等の手続
●

現場調査に関すること 現場の被災状況の把握および応急対
応の指示 ●

現場監理に関すること 現場の被災状況に応じ適切な対策を
実施 ●

資料2 - 6



部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

都市整備部 市街地整備
課

事業に関する重要な個人情報の保護
に関すること

重要情報の退避
●

窓口業務に関すること 申請受付、証明書発行（電子データを
伴わないもの） ●

窓口業務に関すること 申請受付、証明書発行（電子データを
伴うもの） ●

金銭の支払に関すること
●

所管施設の災害対策に関すること 事業実施中の施設の被災状況の調査
及び対策 ●

都市計画道路の整備に関すること 用地買収・建物補償及び道路改良工
事 ●

建築確認申請等の審査の処理に関す
ること

申請書類の審査を実施し建築主事に
よる処分を実施 ●

建築許可申請、建築確認申請その他
の受付に関すること

各申請書の受理要件を審査し、手数
料を受取り申請書を受理する ●

諸証明に関すること 台帳記載証明書の申請を受付、証明
書を発行し、手数料を受取る ●

建築許可申請、承認申請の処理に関
すること

申請書類の審査を実施し特定行政庁
による処分を行う ●

開発審査課 開発許可に関すること 許可申請及びその他の受付
許可証及び諸証明の発行
開発の相談

●

景観課 届出受付等事務に関すること 各種許可及び届出に関する受付・発
行等に関すること ●

佐土原総合
支所

区長会・自治公民館に関すること 区長会長または各区長への連絡調整
●

来庁している市民の案内に関すること 来庁各者に必要な案内・情報を提供
する ●

支所庁舎の被害状況の把握庁舎の非
常設備の運用及び対策に関すること

支所庁舎の被害状況の把握庁舎の非
常設備の運用及び対策 ●

電話交換業務に関すること 地域市民福祉課代表番号への電話の
各課への取次ぎ ●

公印・公金の管守及び書類等の確認
に関すること

公印・公金の管理及び書類等の確認
●

公用車の管理に関すること 公用車の管理
●

被害状況調査及び報告に関すること 支所庁舎・構造物・設備・管内施設の
被害状況点検、把握及び報告 ●

本庁、総合支所内各課との連絡調整
に関すること

本庁、総合支所内各課との連絡調整
を行う ●

社会的に重大な行事等の延期調整に
関すること

行事等の調整
●

まちづくり協議会等団体に関すること まちづくり協議会との連絡調整
●

改葬の許可に関すること 墓地の改葬の許可証を交付する
●

市営墓地に関すること 市営墓地の使用許可等を行う
●

畜犬業務に関すること 保健所と連携をとり、畜犬業務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

金銭の支払業務（契約、物品購入等）
に関すること

予算に伴う支出事務を行う
●

公印の管理保管及び収納金等の保管
に関すること

公印、現金等の管理
●

戸籍・住基に関すること 戸籍届出・住民異動届受付
●

国保・後期高齢者に関すること 国保資格（保険証の再交付）
後期高齢者医療資格（被保険者証の
再交付）
減額認定証の交付
医療券の交付

●

建築行政課

佐土原・地
域市民福祉
課
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

佐土原総合
支所

医療保険等資格証の再交付に関する
こと

手書きによる諸資格証の再交付
●

所管業務の相談、申請書等の受領及
び医療・福祉の諸認定証交付、再交
付に関すること

所管業務の相談、申請・届書の受領
及び手書きによる諸認定証の交付 ●

診療依頼書（生保医療券）の発行に関
すること

生保受給者証の紛失者が医療機関を
受診する際、診療依頼書を発行する ●

乳幼児医療費等助成受給者資格証の
交付に関すること

乳幼児、ひとり親、重度心身の各医療
受給者証を発行する ●

介護保険被保険者証の発行に関する
こと

介護保険被保険者証を発行する
●

窓口機能の回復に関すること 窓口行政機能の回復にあわせて通常
業務の再開 ●

システム復旧後に戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式な手続き）開始
に関すること

システム復旧後に戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式な手続き）開始 ●

システム復旧後に一部窓口再開（上
記の戸籍届出に関係の無いもの）に
関すること

システム復旧後に一部窓口再開（上
記の戸籍届出に関係の無いもの） ●

佐土原・農
林建設課

経営農地証明書の交付に関すること 経営農地証明書の交付
●

地籍調査成果の交付に関すること 地籍調査成果の交付
●

公印、貴重書類非常持出確認に関す
ること

公印、貴重書類非常持出確認
●

農地、農業施設の防災・保全に関する
こと

被災した農業用施設の長期的な整備
計画を立案
実施スケジュールの作成

●

農道・林道の整備に関すること 被災した農業用施設の長期的な整備
計画を立案
実施スケジュールの作成

●

農業用水の水質保全に関すること 災害による農業用水の汚染状況の把
握とその対応 ●

農業金融に関すること 被災農家への災害融資に関する事務
手続きの指導 ●

廃プラスチックの処理に関すること 農業用ビニール廃材の処理業務
●

施工中工事対策に関すること 受注業者との調整及び対策依頼
●

道路、河川、公園等の占用、使用の事
務に関すること

施設の使用等に関し、適切な事務処
理を行う ●

田野総合支
所

田野・地域
市民福祉課

区長会・自治公民館に関すること 区長会長または各区長への連絡調整
●

来庁している市民の案内に関すること 来庁各者に必要な案内・情報を提供
する ●

支所庁舎の被害状況の把握庁舎の非
常設備の運用及び対策に関すること

支所庁舎の被害状況の把握庁舎の非
常設備の運用及び対策 ●

本庁、総合支所内各課との連絡調整
に関すること

本庁、総合支所内各課との連絡調整
を行う ●

電話交換業務に関すること 地域市民福祉課代表番号への電話の
各課への取次ぎ ●

公印・公金の管守及び書類等の確認
に関すること

公印・公金の管理及び書類等の確認
●

公用車の管理に関すること 公用車の管理
●

被害状況調査及び報告に関すること 支所庁舎・構造物・設備・管内施設の
被害状況点検、把握及び報告 ●

社会的に重大な行事等の延期調整に
関すること

行事等の調整
●

まちづくり協議会等団体に関すること まちづくり協議会との連絡調整
●

改葬の許可に関すること 墓地の改葬の許可証を交付する
●

佐土原・地
域市民福祉
課
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

田野総合支
所

田野・地域
市民福祉課

畜犬業務に関すること 保健所と連携をとり、畜犬業務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

金銭の支払業務（契約、物品購入等）
に関すること

予算に伴う支出事務を行う
●

公印の管理保管及び収納金等の保管
に関すること

公印、現金等の管理
●

戸籍・住基に関すること 戸籍届出・住民異動届受付
●

医療保険等資格証の再交付に関する
こと

手書きによる諸資格証の再交付
●

所管業務の相談、申請書等の受領及
び医療・福祉の諸認定証交付、再交
付に関すること

所管業務の相談、申請・届書の受領
及び手書きによる諸認定証の交付 ●

国保・後期高齢者に関すること 国保資格（保険証の再交付）
後期高齢者医療資格（被保険者証の
再交付）
減額認定証の交付
医療券の交付

●

診療依頼書（生保医療券）の発行に関
すること

生保受給者証の紛失者が医療機関を
受診する際、診療依頼書を発行する ●

乳幼児医療費等助成受給者資格証の
交付に関すること

乳幼児、ひとり親、重度心身の各医療
受給者証を発行する ●

介護保険被保険者証の発行に関する
こと

介護保険被保険者証を発行する
●

窓口機能の回復に関すること 窓口行政機能の回復にあわせて通常
業務の再開 ●

システム復旧後に戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式な手続き）開始
に関すること

システム復旧後に戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式な手続き）開始 ●

システム復旧後に一部窓口再開（上
記の戸籍届出に関係の無いもの）に
関すること

システム復旧後に一部窓口再開（上
記の戸籍届出に関係の無いもの） ●

田野・農林
建設課

経営農地証明書の交付に関すること 経営農地証明書の交付
●

地籍調査成果の交付に関すること 地籍調査成果の交付
●

農業金融に関すること 被災農家への災害融資に関する事務
手続きの指導 ●

施工中工事対策に関すること 受注業者との調整及び対策依頼
●

道路、河川、公園等の占用、使用の事
務に関すること

施設の使用等に関し、適切な事務処
理を行う ●

高岡総合支
所

高岡・地域
市民福祉課

区長会・自治公民館に関すること 区長会長または各区長への連絡調整
●

来庁している市民の案内に関すること 来庁各者に必要な案内・情報を提供
する ●

支所庁舎の被害状況の把握庁舎の非
常設備の運用及び対策に関すること

支所庁舎の被害状況の把握庁舎の非
常設備の運用及び対策 ●

本庁、総合支所内各課との連絡調整
に関すること

本庁、総合支所内各課との連絡調整
を行う ●

電話交換業務に関すること 地域市民福祉課代表番号への電話の
各課への取次ぎ ●

公用車の管理に関すること 公用車の管理
●

被害状況調査及び報告に関すること 支所庁舎・構造物・設備・管内施設の
被害状況点検、把握及び報告 ●

社会的に重大な行事等の延期調整に
関すること

行事等の調整
●

まちづくり協議会等団体に関すること まちづくり協議会との連絡調整
●

公印・公金の管守及び書類等の確認
に関すること

公印・公金の管理及び書類等の確認
●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

高岡総合支
所

高岡・地域
市民福祉課

改葬の許可に関すること 墓地の改葬の許可証を交付する
●

市営墓地に関すること 市営墓地の使用許可等を行う
●

畜犬業務に関すること 保健所と連携をとり、畜犬業務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

金銭の支払業務（契約、物品購入等）
に関すること

予算に伴う支出事務を行う
●

公印の管理保管及び収納金等の保管
に関すること

公印、現金等の管理
●

戸籍・住基に関すること 戸籍届出・住民異動届受付
●

医療保険等資格証の再交付に関する
こと

手書きによる諸資格証の再交付
●

所管業務の相談、申請書等の受領及
び医療・福祉の諸認定証交付、再交
付に関すること

所管業務の相談、申請・届書の受領
及び手書きによる諸認定証の交付 ●

国保・後期高齢者に関すること 国保資格（保険証の再交付）
後期高齢者医療資格（被保険者証の
再交付）
減額認定証の交付
医療券の交付

●

診療依頼書（生保医療券）の発行に関
すること

生保受給者証の紛失者が医療機関を
受診する際、診療依頼書を発行する ●

乳幼児医療費等助成受給者資格証の
交付に関すること

乳幼児、ひとり親、重度心身の各医療
受給者証を発行する ●

介護保険被保険者証の発行に関する
こと

介護保険被保険者証を発行する
●

窓口機能の回復に関すること 窓口行政機能の回復にあわせて通常
業務の再開 ●

システム復旧後に戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式な手続き）開始
に関すること

システム復旧後に戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式な手続き）開始 ●

システム復旧後に一部窓口再開（上
記の戸籍届出に関係の無いもの）に
関すること

システム復旧後に一部窓口再開（上
記の戸籍届出に関係の無いもの） ●

高岡・農林
建設課

経営農地証明書の交付に関すること 経営農地証明書の交付
●

地籍調査成果の交付に関すること 地籍調査成果の交付
●

農業金融に関すること 被災農家への災害融資に関する事務
手続きの指導 ●

施工中工事対策に関すること 受注業者との調整及び対策依頼
●

道路、河川、公園等の占用、使用の事
務に関すること

施設の使用等に関し、適切な事務処
理を行う ●

清武総合支
所

清武・地域
市民福祉課

区長会・自治公民館に関すること 区長会長または各区長への連絡調整
●

来庁している市民の案内に関すること 来庁各者に必要な案内・情報を提供
する ●

支所庁舎の被害状況の把握庁舎の非
常設備の運用及び対策に関すること

支所庁舎の被害状況の把握庁舎の非
常設備の運用及び対策 ●

本庁、総合支所内各課との連絡調整
に関すること

本庁、総合支所内各課との連絡調整
を行う ●

電話交換業務に関すること 地域市民福祉課代表番号への電話の
各課への取次ぎ ●

公印・公金の管守及び書類等の確認
に関すること

公印・公金の管理及び書類等の確認
●

公用車の管理に関すること 公用車の管理
●

被害状況調査及び報告に関すること 支所庁舎・構造物・設備・管内施設の
被害状況点検、把握及び報告 ●

資料2 - 10



部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

清武総合支
所

清武・地域
市民福祉課

社会的に重大な行事等の延期調整に
関すること

行事等の調整
●

まちづくり協議会等団体に関すること まちづくり協議会との連絡調整
●

改葬の許可に関すること 墓地の改葬の許可証を交付する
●

市営墓地に関すること 市営墓地の使用許可等を行う
●

畜犬業務に関すること 保健所と連携をとり、畜犬業務を行う
●

り災証明に関すること り災証明の発行
●

金銭の支払業務（契約、物品購入
等）に関すること

予算に伴う支出事務を行う
●

戸籍・住基に関すること 戸籍届出・住民異動届受付
●

公印の管理保管及び収納金等の保管
に関すること

公印、現金等の管理
●

国保・後期高齢者に関すること 国保資格（保険証の再交付）
後期高齢者医療資格（被保険者証の
再交付）
減額認定証の交付
医療券の交付

●

診療依頼書（生保医療券）の発行に関
すること

生保受給者証の紛失者が医療機関を
受診する際、診療依頼書を発行する ●

所管業務の相談、申請書等の受領及
び医療・福祉の諸認定証交付、再交
付に関すること

所管業務の相談、申請・届書の受領
及び手書きによる諸認定証の交付 ●

乳幼児医療費等助成受給者資格証の
交付に関すること

乳幼児、ひとり親、重度心身の各医療
受給者証を発行する ●

介護保険被保険者証の発行に関する
こと

介護保険被保険者証を発行する
●

窓口機能の回復に関すること 窓口行政機能の回復にあわせて通常
業務の再開 ●

システム復旧後に戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式な手続き）開始
に関すること

システム復旧後に戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式な手続き）開始 ●

システム復旧後に一部窓口再開（上
記の戸籍届出に関係の無いもの）に
関すること

システム復旧後に一部窓口再開（上
記の戸籍届出に関係の無いもの） ●

清武・農林
建設課

経営農地証明書の交付に関すること 経営農地証明書の交付
●

地籍調査成果の交付に関すること 地籍調査成果の交付
●

農業金融に関すること 被災農家への災害融資に関する事務
手続きの指導 ●

施工中工事対策に関すること 受注業者との調整及び対策依頼
●

道路、河川、公園等の占用、使用の事
務に関すること

施設の使用等に関し、適切な事務処
理を行う ●

会計管理者 会計課 会計課内の重要物品等の確認及び重
要書類の確保・保管に関すること

公印ほか重要物品、重要書類、必要
資機材等の確認 ●

財務会計システム、FDシステム等の
稼働状況確認に関すること

出納事務に必要なシステムの稼働状
況確認 ●

金融機関の稼働状況確認に関するこ
と

指定・収納代理金融機関の状況確認
●

金融機関等からの問い合わせ対応に
関すること

各金融機関からの電話等による問い
合わせに対応 ●

緊急に支払を要するもの、支払が迫っ
ている支出の確認及びその支払に向
けての準備に関すること

緊急・至急支出しなければならないも
のの確認とその準備 ●

支払に関する問い合わせ対応に関す
ること

金融機関以外（関係機関、関係各課、
業者、市民等）からの問い合わせに対
応

●
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部局名 課名
3
時
間

24
時
間

3
日

2
週
間

1
ヶ
月

担当 開始目標時間

業務名 業務内容

会計管理者 会計課 緊急に支払いを要するもの、支払が
迫っているものの支払いに関すること

緊急・至急支出しなければならないも
のの支払い業務 ●

関係各課の支出負担行為書等の重要
書類の保管状況確認に関すること

各課における支出に必要な支出負担
行為書等の重要書類の保管状況の確
認

●

通常業務の再開に関すること 出納業務の再開
●

議会 総務課 議長秘書に関すること 災害情報および被害情報を収集後、
正副議長に説明し、今後の対応につ
いて指示を受ける

●

議事調査課 本会議、全員協議会および議会運営
委員会の招集ならびに議事に関する
こと

議長の指示を受け、各議員を招集し、
会議開催の準備を行う ●

選挙管理委
員会

選挙管理委
員会

不在者投票事務に関すること 他自治体の不在者投票を受付、送付
●

郵便等投票証明書事務に関すること 対象者に郵便等投票に必要な証明書
を発行 ●

選挙人名簿登録証明書事務に関する
こと

対象者に選挙人名簿に登録されてい
ることの証明書を発行 ●

選挙管理委員会事務に関すること 選挙管理委員会の開催等
●

監査 監査 監査委員等への連絡に関すること 監査委員等への連絡
●

農業委員会 農業委員会 各種申請受付業務に関すること 農地法、農業経営基盤強化法に関す
る各種申請受付業務 ●

各種証明発行業務に関すること 経営農地証明等発行業務
●

教育委員会 企画総務課 文書等管理に関すること 文書事務及び公
印の看守 ●

電話対応に関すること 外部からの各種
問合せへの対応 ●

課内庶務等の再開に関すること
●

学校施設課 発注済工事及び業務委託の被災状況
調査に関すること

発注済工事及び業務委託の被災状況
を把握 ●

契約関連業務の日程調整に関するこ
と

現場説明・入札等の延期又は中止の
決定や業者連絡 ●

発注工事・業務委託への応急対策に
関すること

発注済工事及び業務委託の請負業者
へ応急対策の確認と指示を実施 ●

契約関連業務の再開に関すること 延期している契約関連業務などを再
開 ●

発注済工事・業務委託の再開に関す
ること

発注済工事及び業務委託の請負者に
再開の指示 ●

発注予定工事・業務委託の執行計画
の見直しに関すること

発注予定工事及び業務委託の執行計
画の見直し ●

学校教育課 児童生徒の健康状況チェックに関する
こと

被害を受けた児童生徒の健康状態の
把握 ●

児童生徒の心のケアに関すること 被害を受けた児童生徒に対するカウ
ンセリング等のメンタルケアを実施 ●

教育情報研
修センター

教育情報研修センターの研修、会議
等の貸館業務に関すること

施設の研修、会議等の貸館業務
●

ＩＣＴ支援員、ＡＬＴ、外国語講師派遣業
務に関すること

市内小中学校へのＩＣＴ支援員、ＡＬＴ、
外国語講師の派遣 ●

教育情報研修センターのライフライン
復旧に関すること

施設のライフライン復旧
●

生涯学習課 収納金等保管に関すること 収納金の保管
●

課内庶務事務に関すること 課内の諸事務
●

児童クラブに関すること 児童クラブの再開
●

文化財課 埋蔵文化財包蔵地における緊急の災
害復旧工事等への職員派遣に関する
こと

埋蔵文化財包蔵地における緊急の災
害復旧等へ専門職員を派遣する ●
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
情勢の収集及び伝達
に関すること

市中央情勢、市周辺
部情勢の収集及び伝
達

企画政策課 Ａ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン

Ⅱ

情勢の収集、伝達に
使用する電話、ＦＡＸ
等が利用できない場
合が想定される

2
災害の報告・陳情に
関すること

政府・国会・県等への
報告、陳情

企画政策課 Ｃ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンター

Ⅰ
転倒・落下による破
損する可能性あり

3
災害対策要望に関す
ること

災害対策要望書等の
作成配付

企画政策課 Ｄ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンター

Ⅰ
転倒・落下による破
損する可能性あり

4
コールセンター運営
に関すること

コールセンターでの
市民の問い合わせに
対する対応・連絡調
整

秘書課 Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員で対応
可能

電話、庁内
LAN、PBX（電
話交換機）、自
家発電源

Ⅱ

機器がすべて被害を
受けた際は、市に対
する市民からの連絡
方法がない

FAQシステム Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は紙又はス
タンドアローンでの対
応

コールセンター
委託事業者

Ⅰ
緊急時には必ず登庁
して対応するよう契約
を行う

5
コールセンター運営
に関すること

コールセンターでの
市民の問い合わせに
対する対応・連絡調
整

秘書課 Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員で対応
可能

GW（ゲートウェ
イ）

Ⅲ

コールセンター業務
に必要なGW配下の
機器が停止した場合
には、守衛室から各
課への転送業務のみ
となる

6
情報伝達に関するこ
と
（緊急情報）

緊急情報の多言語
化、市HPへの掲載

秘書課 Ａ 2 Ⅲ

翻訳ややさしい日本
語作成のスキルのあ
る職員が参集できな
い場合の対応及び語
学ボランティアや他市
町村、関係機関から
の応援職員の確保が
課題。

電話、ＦＡＸ、プ
リンター、パソ
コン

Ⅲ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール、イン
ターネット使用
可能端末

Ⅲ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な点がある

市国際交流協
会

Ⅲ

多言語化や協会ＳＮ
Ｓ等を活用した情報
の拡散について協力
を求めるが、対応で
きない可能性があ
る。

7

情報伝達に関するこ
と
（避難所、食糧・物資
配布等の情報）

避難所、食糧・物資
配布等の情報の多言
語化、市HPへの掲載

秘書課 Ｂ 3 Ⅲ

翻訳ややさしい日本
語作成のスキルのあ
る職員が参集できな
い場合の対応及び語
学ボランティアや他市
町村、関係機関から
の応援職員の確保が
課題。

電話、ＦＡＸ、プ
リンター、パソ
コン

Ⅲ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール、イン
ターネット使用
可能端末

Ⅲ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な点がある

市国際交流協
会

Ⅲ

多言語化 及びやSNS
等を活用した情報の
拡散 のについて協力
を求めるが、対応で
きない可能性があ
る。

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総合政策部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総合政策部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

8
外国人相談窓口の設
置

外国人が困っている
事柄（言葉、食べ物な
ど）を情報収集し、対
応する。

秘書課 Ｂ 3 Ⅲ

語学力のある職員が
参集できない場合の
対応及び語学ボラン
ティア、他市町村や関
係機関からの 援護応
援職員の確保が課
題。

電話、ＦＡＸ、プ
リンター、パソ
コン

Ⅲ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール、イン
ターネット使用
可能端末

Ⅲ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な点がある

市国際交流協
会

Ⅲ

外国人向け相談窓口
の設置とその対応を
想定した訓練を実施
する必要がある。語
学ボランティアが見つ
からない可能性があ
る。

・タブレット、携
帯用翻訳機
（ポケトーク等）
・他県の国際
交流団体・
NPO等からの
人的支援

Ⅲ

他県の国際交流団
体・ＮＰＯ等からの人
的支援を受け入れる
ための準備が必要。

9
報道機関への連絡手
段確保に関すること

報道機関との連絡調
整

秘書課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

10
被害状況の記録撮影
に関すること

カメラ、ビデオによる
記録

秘書課 Ａ 4 Ⅱ

業務遂行上さまざま
な連絡調整が生じる
恐れがあり、記録人
員が確保できるか不
明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール、カメ
ラ、ビデオ、車

Ⅲ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

11
報道機関・市民への
災害情報の提供に関
すること

的確な情報の入手と
提供

秘書課 Ａ 4 Ⅱ

業務遂行上さまざま
な連絡調整が生じる
恐れがあり、記録人
員が確保できるか不
明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

12
二役の安否等確認に
関すること

市長、副市長の所
在、安否の確認

秘書課 Ａ 2人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

13
二役の災害対策本部
への移動手段の確保
に関すること

本部設置場所の確認
を行うとともに、本部
までの移動手段を検
討し、手配する

秘書課 Ａ 3人×3時間 Ⅱ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
メール、公用
車

Ⅲ

移動の手段について
は管財車等に頼らざ
るを得ない場合があ
る

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

14
本部長室の設営、本
部長の特命に関する
こと

本部長室にかかる必
要資機材の設置
指示系統の伝達確認

秘書課 Ａ 3人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
メール、パソコ
ン、机、椅子等

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

防災情報共有
システム

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合、支部等と
の情報共有手段を考
える必要がある

15

市内の被災状況の確
認、通信、交通関係
などの被災状況把握
に関すること

本部から提供される
情報について、適宜
二役への連絡調整を
行う

秘書課 Ａ 3 Ⅲ

多方面にわたり各種
の情報を時系列に整
理し的確に二役に伝
える上で他部署との
連携が必要

電話、ＦＡＸ、
メール、防災
情報共有シス
テム

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール、防災情
報共有システ
ム

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

16
避難所開設情報の把
握・提供に関すること

本部提供の情報把握
と報道・市民への情
報提供

秘書課 Ｂ 4 Ⅱ

業務遂行上さまざま
な連絡調整が生じる
恐れがあり、記録人
員が確保できるか不
明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある
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（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総合政策部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

17
通信・交通関係の復
旧状況・見込みの把
握に関すること

本部提供の情報把握
と報道・市民への情
報提供

秘書課 Ｂ 4 Ⅱ

業務遂行上さまざま
な連絡調整が生じる
恐れがあり、記録人
員が確保できるか不
明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

18
被害関係記事の収集
に関すること

おもに新聞記事によ
る情報収集

秘書課 Ｂ 4 Ⅱ

業務遂行上さまざま
な連絡調整が生じる
恐れがあり、記録人
員が確保できるか不
明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール、新聞

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

19
市内の被災状況の詳
細把握に関すること

本部から提供される
情報について、適宜
二役への連絡調整を
行う

秘書課 Ｂ 3 Ⅲ

多方面にわたり各種
の情報を時系列に整
理し的確に二役に伝
える上で他部署との
連携が必要

電話、ＦＡＸ、
メール、防災
情報共有シス
テム

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール、防災情
報共有システ
ム

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

20
被災者支援情報の収
集・提供に関すること

本部提供の情報把握
と報道・市民への情
報提供

秘書課 Ｃ 4 Ⅱ

業務遂行上さまざま
な連絡調整が生じる
恐れがあり、記録人
員が確保できるか不
明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

21
二役の災害視察に関
すること

視察箇所の選定、被
害状況の把握、視察
先関係部署等との連
絡調整、防災服の準
備

秘書課 Ｃ 2 Ⅲ

状況について詳細な
説明が現場で必要な
ことから、把握した関
係部長との連携が必
要

公用車、カメラ Ⅲ
公用車については、
管財車等に頼らざる
を得ない場合がある

防災情報共有
システム

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合、支部等と
の情報共有手段を考
える必要がある支部
等との情報共有手段
を考える必要がある

22
復旧・復興情報の収
集提供に関すること

本部提供の情報把握
と報道・市民への情
報提供

秘書課 Ｄ 4 Ⅱ

業務遂行上さまざま
な連絡調整が生じる
恐れがあり、記録人
員が確保できるか不
明な点がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

23
視察者及び見舞い者
の接遇に関すること

首長等、二役で対応
しなければならない
方の来訪スケジュー
ルの調整及び接遇対
応

秘書課 Ｄ 3 Ⅱ

説明資料の作成、来
訪者に係る情報提供
については他部署に
依頼する必要がある

県市町村課等 Ⅰ
平時から情報交換等
を行っている

24
コミュニティ交通の被
害調査に関すること

総合支所・地域セン
ターや運行団体と連
携し、コミュニティ交
通の被害状況を調査
する

都市戦略課 Ｂ
2

交通物流政策
室

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、ＦＡＸ、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
公用令書の発行業務
に関すること

公用令書の発行に関
すること

総務法制課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

文書収発簿
データファイル

Ⅰ
データファイルが使用
できない場合は手書
きで対応する

2
漂流物及び難破船の
対応に関すること

漂流物及び難破船を
確認した場合、その
対応を行う

総務法制課 Ｄ 2 Ⅲ
状況によっては他
課、関係機関からの
応援が必要

車・燃料 Ⅲ
車・燃料の確保状況
は管財課でないと分
からない

3
職員の安否確認、初
動体制の確立に関す
ること

職員の安否確認等 人事課 Ａ
各課長補佐又
は各所属1名

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、携帯 Ⅰ

各自の保有する携帯
で対応可能である
が、使用できない場
合の対応を考える必
要性がある。

4
被害情報の収集に関
すること

被害情報の収集 人事課 Ａ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能

防災情報共有
システム
IPK(庁内ﾒｰﾙ)

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合、情報収集
や連絡手段を考える
必要がある。

㈱富士通
ｽﾊﾟｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ
㈱

Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である。

5
避難所の開設箇所の
確認に関すること

避難所の開設箇所の
確認

人事課 Ａ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能

防災情報共有
システム
IPK(庁内ﾒｰﾙ)

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合、情報収集
や連絡手段を考える
必要がある。

㈱富士通
ｽﾊﾟｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ
㈱

Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である。

6

協力協定締結事業所
の救護物資の数量等
を連絡ラインにて確
認に関すること

協力協定締結事業所
の救護物資の数量等
を連絡ラインにて確
認

人事課 Ａ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能

防災情報共有
システム
IPK(庁内ﾒｰﾙ)

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合、情報収集
や連絡手段を考える
必要がある。

㈱富士通
ｽﾊﾟｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ
㈱

Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である。

7
被災者及び避難者の
人数把握に関するこ
と

被災者及び避難者の
人数把握

人事課 Ｂ 14 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード、
車、燃料、代
車

Ⅲ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能
車、燃料の確保につ
いては関係課との連
携が必要

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総務部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内
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業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

8
必要給食量の把握に
関すること

必要給食量の把握 人事課 Ｂ 14 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード、
車、燃料、代
車

Ⅲ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能
車、燃料の確保につ
いては関係課との連
携が必要

9

協定に基づく物資調
達(非常食、飲料水、
日用品）の要請、供
給に関すること

協定に基づく物資調
達(非常食、飲料水、
日用品）の要請、供
給

人事課 Ｂ 14 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード、
車、燃料、代
車

Ⅲ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能
車、燃料の確保につ
いては関係課との連
携が必要

10
備蓄品の供給
支援物資(申出分)の
調整に関すること

備蓄品の供給
支援物資(申出分)の
調整

人事課 Ｂ 14 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード、
車、燃料、代
車

Ⅲ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能
車、燃料の確保につ
いては関係課との連
携が必要

11
り災職員の把握に関
すること

り災職員の把握 人事課 Ｂ 14 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード、
車、燃料、代
車

Ⅲ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能
車、燃料の確保につ
いては関係課との連
携が必要

12 支援物資等の供給 支援物資等の供給 人事課 Ｃ 14 Ⅰ

物資、備蓄品の供
給・輸送について、協
力協定を締結してい
る団体がある。

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード、
車、燃料、代
車

Ⅲ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能
車、燃料の確保につ
いては関係課との連
携が必要

資料3 - 5



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総務部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

13
支援物資等の供給の
継続

支援物資等の供給の
継続

人事課 Ｄ 14 Ⅰ

物資、備蓄品の供
給・輸送について、協
力協定を締結してい
る団体がある。

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、ホ
ワイトボード、
車、燃料、代
車

Ⅲ

保有する資機材で対
応可能であるが、電
話等が使用できない
場合、情報収集や連
絡は不可能
車、燃料の確保につ
いては関係課との連
携が必要

14
災害情報・被害状況
等の広報に関するこ
と

災害情報・被害状況
等の広報

情報政策課 Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、プ
リンタ、テレ
ビ、ラジオ　等

Ⅰ
保有する資機材で対
応可能である。

Ｌアラート、防
災メール、庁内
LAN　等

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である。

15
情報システムの対策
に関すること

情報システムの対策 情報政策課 Ｂ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット、プ
リンタ　等

Ⅰ
保有する資機材で対
応可能である。

基幹系業務シ
ステム、庁内L
ＡＮ　等

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である。

システム及び
電気・通信委
託業者

Ⅰ
連絡体制は整備して
ある。

16
避難指示及び避難状
況の把握に関するこ
と

避難指示及び避難状
況を把握する

管財課
Ａ

14人×
1時間

Ⅲ
必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

電話
庁内LAN

Ⅰ

17

庁舎・構築物、貸付
施設、設備の点検及
び被害状況の把握に
関すること

庁舎・構築物、貸付
施設、設備の点検及
び被害状況の把握を
行う

管財課
Ａ 8人×3時間 Ⅲ

建築・電気の専門的
な知識を持つ職員の
応援が必要

ヘルメット、懐
中電灯、テス
ター、ハンマー

Ⅲ
必要数の確保ができ
ていない

電話
庁内LAN

Ⅰ
電話・ネットワーク連
絡又は職員による連
絡が可能

18
利用可能公用車の確
認及び確保に関する
こと

利用可能な公用車の
確認及び確保を行う

管財課
Ａ 4 Ⅰ

参集可能人員内で対
応可能

電話
庁内LAN

Ⅰ
電話・ネットワーク連
絡又は職員による連
絡が可能

19
車両確保台数等の本
部への連絡に関する
こと

車両確保台数等を本
部へ連絡する

管財課
Ａ 2 Ⅰ

参集可能人員内で対
応可能

電話
庁内LAN

Ⅰ
電話・ネットワーク連
絡又は職員による連
絡が可能

20
災害対策本部の指示
による配車に関する
こと

災害対策本部の指示
により配車を行う

管財課
Ａ 4 Ⅲ

配車数及び配車場所
によっては他課から
の応援が必要

電話
庁内LAN

Ⅰ
電話・ネットワーク連
絡又は職員による連
絡が可能

資料3 - 6



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総務部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

21
庁舎・構築物、貸付
施設、設備の修繕に
関すること

庁舎・構築物、貸付
施設及び設備の不良
箇所等の修繕の実施

管財課
Ｂ 3 Ⅰ

参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ Ⅰ
電話・ＦＡＸによる連
絡が可能

設備保守点検
委託業者

Ⅲ

委託先業者の機能状
況に左右され、また
広域的な影響であれ
ば業者による点検・
修復はできない

22
危険建物及び立ち入
り禁止区域の表示に
関すること

危険建物及び立ち入
り禁止区域を表示す
る

管財課
Ｂ 8 Ⅲ

必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

看板、ロープ、
カラーコーン

Ⅲ
必要数の確保ができ
ていない。

23
災害対策本部従事者
用の場所の確保に関
すること

災害対策本部従事者
用の場所を確保する

管財課
Ｂ Ⅰ

場所の確保ができれ
ば人員はほとんど必
要ない

電話
庁内LAN

Ⅰ
電話・ネットワーク連
絡又は職員による連
絡が可能

24
各課貼付車両の管財
課引き上げに関する
こと

各課貼付の車両をす
べて管財課に引き上
げ管理する

管財課
Ｂ 2 Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能

電話
庁内LAN

Ⅰ
電話・ネットワーク連
絡又は職員による連
絡が可能

25

旧１市４町各地域の
被害状況に応じた車
両配置、移動に関す
ること

旧１市４町各地域の
被害状況に応じた車
両配置、移動

管財課
Ｂ 20 Ⅲ

必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

26
一般避難者用のス
ペースの確保に関す
ること

一般避難者用のス
ペースを確保する

管財課
Ｃ

看板、ロープ、
カラーコーン

Ⅲ
必要数の確保ができ
ていない。

27
車両不足分の借上業
務に関すること

不足する車両を借り
上げる
①民間からのレンタ
ル
②職員私用車の公用
化

管財課
Ｃ 30 Ⅲ

必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

電話
庁内LAN

Ⅲ
職員私用車の公用化
について、人事課と
の協議が必要

28
借上車両の任意保険
加入に関すること

借り上げた車両を任
意保険に加入する

管財課
Ｃ 2 Ⅰ

参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ

職員私用車の保険加
入について、市有物
件共済会との協議が
必要

資料3 - 7



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
災害対策本部の設置
に関すること

職員への連絡、招
集、電話機など必要
資機材の設置

危機管理課 Ａ 2人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、プ
リンター、イン
ターネット、ホ
ワイトボード

Ⅰ

万が一、職員招集
メールを配信できな
い場合でも、参集基
準により職員は自主
的に参集する。

防災情報共有
システム、職員
招集メール配
信システム

Ⅰ

システムの使用と併
せて、各課は緊急連
絡網により参集状況
を確認する。

2
情報の収集・伝達、
連絡調整に関するこ
と

市内の被害情報を収
集
県その他の防災機関
から情報を収集・伝
達
本部各部、各支部と
の連絡調整

危機管理課 Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
防災行政無
線、ＭＣＡ・ＩＰ
無線

Ⅰ

電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定。防
災行政無線は非常用
電源あり。

防災情報共有
システム
県災害対策支
援情報システ
ム

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、ＦＡＸや
防災行政無線、ＭＣ
Ａ・ＩＰ無線等で情報の
共有を行う。

県危機管理課 Ⅰ

連絡手段を確保して
いる（専用回線ＦＡＸ、
衛星電話）。普段から
大雨等で情報連絡本
部を立ち上げた場合
に情報伝達を行って
いる。

3
自衛隊の受け入れ準
備に関すること

「自衛隊災害派遣要
請計画」に基づき作
業計画を策定し、資
機材の確保などを実
施

危機管理課 Ａ
2人×4時間×

2日
Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定。

自衛隊 Ⅰ

地域防災計画に派遣
要請の基準や要請要
領、受入れ体制につ
いて記載している。

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【危機管理部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
災害対策関連予算の
総合調整に関するこ
と

災害復旧に伴う予
算・執行の調整

財政課 Ｃ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンターの作動

Ⅲ
転倒・落下による破
損する可能性あり

財務会計シス
テム

Ⅲ
システムダウンし復
旧できない可能性あ
り

2
義援金品の管理、取
扱い業務に関するこ
と

義援金の集約・管
理、領収書の発行

財政課 Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンター、義援金
箱

Ⅱ
転倒・落下による破
損する可能性あり

3
部内の連絡調整に関
すること

部内の被害状況の把
握・情報共有

財政課 Ａ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

事務機器一式 Ⅰ
PC、電話等が使用で
きない場合もある程
度対応可能

4
建物・民需被害調査
に関すること

職員により担当地区
の被害状況の調査を
行う

納税管理課 Ｂ 10 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

車両等 Ⅲ
管財課又は
個人車両借り上げ

5
被災者の生活再建等
の支援に関すること

災害の状況等に応
じ、収納方針を協議、
決定する

納税管理課 Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

事務機器一式 Ⅰ
PC等が使用できない
場合でも代替手段に
より対応する

6
被災者の生活再建等
の支援に関すること

災害による市税の徴
収猶予申請受付

納税管理課 Ｄ 29 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

事務機器一式 Ⅰ
PC等が使用できない
場合でも手書等で対
応する

MICJET
THINK

Ⅲ

システム上の税情報
の参照が必須
仮にホストが復旧して
も第３庁舎の電力確
保が不透明である

7
建物、民需被害調査
に関すること

建物、民需被害調査
業務

市民税課 Ｂ 6 Ⅰ 職員の参集想定 車両、燃料 Ⅲ
管財課又は
個人車両借り上げ

8
被災者の生活再建等
の支援に関すること

市税申告期限延長申
請受付

市民税課 Ｄ 4 Ⅰ 職員の参集想定

会場、電話、Ｆ
ＡＸ、コピー
機、パソコン、
プリンタ

Ⅱ
施設管理者等との調
整

税情報システ
ム

Ⅰ
システムが復旧する
までは受付のみ行う

9
被災者の生活再建等
の支援に関すること

市税の災害による減
免申請受付

市民税課 Ｄ 6 Ⅰ 職員の参集想定

会場、電話、Ｆ
ＡＸ、コピー
機、パソコン、
プリンタ

Ⅱ
施設管理者等との調
整

税情報システ
ム

Ⅰ
システムが復旧する
までは受付のみ行う

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【財政部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【財政部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
建物・民需被害調査
に関すること

人的及び住家等の被
害調査に関する業務

資産税課 Ｂ
16

（2名8組）
Ⅰ

他部署への応援及び
避難所配備職員を除
く参集可能職員で対
応

電話、ＦＡＸ、コ
ピー機、車両

Ⅲ
管財課又は
個人車両借り上げ

ゼンリン地図 Ⅰ

11
被災者の生活再建等
の支援に関すること

災害による固定資産
税の減免に関する業
務

資産税課 Ｄ
20

（2名10組）
Ⅰ 職員参集想定

会場、電話、Ｆ
ＡＸ、コピー
機、車両、カメ
ラ

Ⅲ
管財課又は個人車両
借り上げ

情報システム
（MICJET税、
住基）、スマー
トアシスト

Ⅲ
情報政策課
システムが稼動して
いれば対応可能

朝日航洋㈱ Ⅲ
システムが稼動可能
であれば対応可能

12
建物、民需被害調査
に関すること

職員を確保し、市内
担当地区の被害状況
調査の実施

国保年金課 Ｂ 10 Ⅲ
配置予定職員での対
応が、出来ない可能
性がある

車両等 Ⅲ
管財課又は
個人車両借り上げ

情報共有手段
の確保

Ⅲ
通信手段等、電気の
供給や通信事業者等
に依存する

13
被災者の生活再建等
の支援に関すること

被災世帯の保険税の
減免
一部負担金の徴収猶
予及び減免
被保険者証の発行

国保年金課 Ｄ 10 Ⅲ
課内で、必要最小人
数を確保できること

PCなど事務機
器一式

Ⅲ 基幹システムの復旧
基幹システム
の復旧

Ⅲ
電力供給及び情報シ
ステムの復旧・ＰＣ、
プリンター等の確保

紙媒体等の確
保

Ⅱ

手処理対応におい
て、事務処理の経過
を紙媒体等で記録す
る

14
建物・民需被害調査
に関すること

人的及び住家等の被
害調査に関する業務

国保収納課 Ｂ 10 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

車両等 Ⅲ
管財課又は
個人車両借り上げ

ゼンリン地図 Ⅰ

15
被災者の生活再建等
の支援に関すること

災害による国保税の
徴収猶予申請受付

国保収納課 Ｄ 22 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

事務機器一式 Ⅰ
THINKTAX,
MICJETの稼働

Ⅲ
システム上税情報の
参照が必要

16
被災者の生活再建等
の支援に関すること

災害後の収納業務に
ついて協議し、国保
税に関する方針を決
定する

国保収納課 Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

事務機器一式 Ⅰ
THINKTAX,
MICJETの稼働

Ⅲ
システム上税情報の
参照が必要
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
対策本部、地域事務
所への職員配置に関
すること

地域コミュニティ課職
員の対策本部、地域
事務所への配置調整

地域コミュニ
ティ課

Ａ 4人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、プリ
ンター、MCA無
線、コピー

Ⅰ

万が一、職員召集
メールを配信できな
い場合でも、参集基
準により、職員は自
主的に参集する

防災情報共有
システム

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、電話等
により参集状況を確
認する

2
情報の収集・伝達、
連絡調整に関するこ
と

所管施設（旧宮崎市
域公立公民館を含
む)の被災状況情報
の収集・伝達本部各
部、各支部との連絡
調整を行う

地域コミュニ
ティ課

Ａ

20人×3時間
本部、支部調

整（5人）
地域事務所

（11人）
公民館等（4

人）

Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能（総務グルー
プ＋災害対策グルー
プ）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、プリ
ンター、MCA無
線、コピー、ホ
ワイトボード

Ⅰ
電話・ＦＡＸの優先使
用、MCA無線の利用
で対応可能

防災情報共有
システム

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は、電話等
により確認する

3
避難情報の把握、避
難所開設準備に関す
ること

避難情報の把握、本
部との連絡調整を行
い、避難所の開設を
行なう

地域コミュニ
ティ課

Ａ

2～3人×3～6
時間×11地域
事務所（避難
所数による）

Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能（総務グルー
プ＋避難対策グルー
プ）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、プリ
ンター、MCA無
線、コピー、ホ
ワイトボード

Ⅰ
電話・ＦＡＸの優先使
用、MCA無線の利用
で対応可能

防災情報共有
システム

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は、電話等
により確認する

4
被災者及び避難者へ
の支援に関すること

避難所の実態把握と
食料配布等の避難生
活の支援

地域コミュニ
ティ課

Ｂ

2～3人×3～6
時間×11地域
事務所（避難
所数による）

Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能（総務グルー
プ＋避難対策グルー
プ）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、プリ
ンター、MCA無
線、コピー、ホ
ワイトボード

Ⅰ
電話・ＦＡＸの優先使
用、MCA無線の利用
で対応可能

防災情報共有
システム

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は、電話等
により確認する

5
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

地域コミュニ
ティ課

Ｂ 4人×3日 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、プリ
ンター、MCA無
線、コピー、公
用車

Ⅰ
パソコン、庁内LAN等
が復旧するまでは、
電話等で対応可能

・防災情報共
有システム
・財務システム

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は、電話等
により確認する

補修等請負業
者

Ⅲ
施設復旧には専門的
知識の業者に委ねる
必要がある

6
被災者及び避難者へ
の支援に関すること

避難所の実態把握と
食料配布等の避難生
活の支援

地域コミュニ
ティ課 Ｂ

7
被害施設の応急復旧
に関すること

状況に応じ、応急復
旧のための調整、手
配を行なう

地域コミュニ
ティ課

Ｂ・Ｃ
6人×3時間×

3日
Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、プリ
ンター、MCA無
線、コピー、ホ
ワイトボード

Ⅰ
パソコン、庁内LAN等
が復旧するまでは、
電話等で対応

8
食糧の調達に関する
こと

食糧調達業者等に協
力要請し、食糧の確
保を行う

市民課 Ｂ 10 Ⅰ
協力締結している関
係団体があるため

電話・ＦＡＸ
車又はバイク

Ⅱ
電話回線不通の場
合、直接依頼に行く
必要があるため

協定締結事業
所
宮崎県農業振
興課
周辺市町村
宮崎農政事務
所

Ⅲ

政府所有食糧を保管
する複数の倉庫の場
所が宮崎港周辺にあ
り、津波が起きた際
に被害にあう可能性
が高いため

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

9
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

市民課 Ｂ 2人×2か所 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ
車又はバイク

Ⅱ
電話回線不通の場
合、直接依頼に行く
必要があるため

株式会社宮交
シティ
イオンモール
株式会社

Ⅲ

施設管理者（賃貸借
契約）との協議（施設
内立ち入り禁止時の
対応等）が必要であ
るため

10

埋火葬許可証の受付
及び宮崎市葬祭セン
ター使用許可申請の
受付に関すること

埋火葬許可証の受付
及び宮崎市葬祭セン
ター使用許可申請の
受付に関すること

市民課 Ｃ 4 Ⅱ

専門性が高く、戸籍
係職員にて対応する
ため（戸籍係職員が
避難所配置の場合
は、課内で交代要員
を手配する）

電話・ＦＡＸ
防災無線（電
話回線不通
時）

Ⅲ

厚生労働省からの
「埋火葬における特
例通知」後に環境政
策課（葬祭センター所
管課）との連携（使用
許可の予約方法な
ど）が必要であるため

環境政策課
警察

Ⅲ

厚生労働省からの
「特例通知」後の宮崎
市葬祭センターの使
用限度を超える申請
時の対応（他の自治
体への協力及び使用
許可の予約方法な
ど）が必要であるため

11
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

文化・市民
活動課

Ａ 4 Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能
※帰宅困難者対応が
生じたときは別途必
要。

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅰ
パソコン、庁内LAN等
が復旧するまでは、
電話等で対応可能

指定管理者 Ⅰ

12
所管施設を避難所と
して開設に関すること

避難所開設及び運営
が速やかにできるよ
う、支援を行なう

文化・市民
活動課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅰ
パソコン、庁内LAN等
が復旧するまでは、
電話等で対応可能

指定管理者及
び災害対策本
部

Ⅰ
避難所配備職
員の参集

Ⅰ

13
被害施設の応急復旧
に関すること

状況に応じ、応急復
旧のための調整、手
配を行なう

文化・市民
活動課

Ｂ・Ｃ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、プリ
ンター、MCA無
線、コピー、ホ
ワイトボード

Ⅰ
パソコン、庁内LAN等
が復旧するまでは、
電話等で対応

14
災害ボランティアセン
ター本部の運営に関
すること

災害対策本部との調
整とボランティアセン
ターの設置

文化・市民
活動課

Ｃ 2 Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能（外部機関と
の調整が必要なた
め、できるだけ市民
活動・男女共同参画
係で対応）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、プリ
ンター、MCA無
線、コピー、ホ
ワイトボード

Ⅰ
パソコン、庁内LAN等
が復旧するまでは、
電話等で対応可能

市社会福祉協
議会
市民活動セン
ター
SVCみやざき

Ⅰ

宮崎市災害ボラン
ティアセンター設置・
運営マニュアルの役
割分担に沿って対応

15
避難所の運営全般に
係る業務に関するこ
と

避難者の管理及び衛
生対策等
＊施設所管課として
補助的に関わる

文化・市民
活動課

Ｃ 1 Ⅰ
避難所配備職員等の
現地人員が必要

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
衛生用品等

Ⅰ
パソコン、庁内LAN等
が復旧するまでは、
電話等で対応可能

指定管理者及
び災害対策本
部

Ⅰ
避難所配備職
員の参集

Ⅰ

16
被害情報に関するこ
と

地区内の被害情報を
収集し、本部に報告
する

赤江地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
MCA、ホワイト
ボード

Ⅰ
使用できない場合、
何らかの手段を考え
る必要がある

防災情報共有
システム

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
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システム名な

ど

評
価
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は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価
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（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
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（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

17
避難情報等に関する
こと

避難情報を把握し、
住民に必要な情報を
提供する

赤江地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
MCA、ホワイト
ボード、車、燃
料

Ⅰ
使用できない場合、
何らかの手段を考え
る必要がある

防災情報共有
システム、防災
メール

Ⅰ

18
避難所開設等に関す
ること

避難所開設及び運営
が速やかにできるよ
う支援を行う

赤江地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、
MCA、車、燃
料

Ⅰ
避難所配備職
員の参集

Ⅰ

19
要配慮者支援に関す
ること

要配慮者に対し、避
難に関する支援等を
行う

赤江地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、パ
ソコン、コ
ピー、プリン
ター

自治会、民生
児童委員等

Ⅰ

警戒配備職員
（他課）の参
集・避難対策
班

Ⅰ

20
災害現地調査に関す
ること

災害調査に伴う資料
作成、調査報告等を
行う

赤江地域セ
ンター

Ｂ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、コ
ピー、プリン
ター

Ⅰ
警戒配備職員
（他課）の参集

Ⅰ

21
被害情報に関するこ
と

地区内の被害情報を
収集し、本部に報告
する

木花地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
ＭＣＡ，ホワイ
トボード

Ⅰ

木花地域センター機
能が麻痺した場合、
木花中学校多目的室
を拠点とする

防災情報共有
システム

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、ＦＡＸや
防災行政無線、ＭＣ
Ａ・ＩＰ無線等で情報の
共有を行う

消防団木花分
団、自治会等

Ⅰ

避難所開設情報等に
ついては、自治会の
緊急連絡網や、公式
SNSで地域住民に伝
達している。消防団と
は、発災時に地域セ
ンターに集結した際
に直接打ち合わせる

木花中学校多
目的室を拠点
とする場合、Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、庁内ＬＡ
Ｎ、自家発電
設備など

Ⅲ
必要な物品等や保管
場所など、環境整備
が不充分である

22
避難情報等に関する
こと

避難情報を把握し、
住民に必要な情報を
提供する

木花地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
ＭＣＡ，ホワイ
トボード、車、
燃料

Ⅰ

木花地域センター機
能が麻痺した場合、
木花中学校多目的室
を拠点とする

防災情報共有
システム、防災
メール

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、ＦＡＸや
防災行政無線、ＭＣ
Ａ・ＩＰ無線等で情報の
共有を行う

消防団木花分
団、自治会等

Ⅰ

避難所開設情報等に
ついては、自治会の
緊急連絡網や、公式
SNSで地域住民に伝
達している。消防団と
は、発災時に地域セ
ンターに集結した際
に直接打ち合わせる

木花中学校多
目的室を拠点
とする場合、Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、庁内ＬＡ
Ｎ、自家発電
設備など

Ⅲ
必要な物品等や環境
整備が不充分である

23
避難所開設等に関す
ること

避難所開設及び運営
が速やかにできるよ
う支援を行う

木花地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、Ｍ
ＣＡ、車、燃料

Ⅰ

木花地域センター機
能が麻痺した場合、
木花中学校多目的室
を拠点とする

小中学校、宮
大、休養村セ
ンター等

Ⅰ
避難所配備職
員の参集・避
難対策班

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

24
要配慮者支援に関す
ること

要配慮者に対し、避
難に関する支援等を
行う

木花地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、パ
ソコン、コ
ピー、プリン
ター

Ⅰ

木花地域センター機
能が麻痺した場合、
木花中学校多目的室
を拠点とする

自治会、民生
児童委員等

Ⅰ

警戒配備職員
（他課）の参
集・避難対策
班

Ⅰ

25
災害現地調査に関す
ること

災害調査に伴う資料
作成、調査報告等を
行う

木花地域セ
ンター

Ｃ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、コ
ピー、プリン
ター

Ⅰ

木花地域センター機
能が麻痺した場合、
木花中学校多目的室
を拠点とする

警戒配備職員
（他課）の参
集・災害対策
班

Ⅰ

26
被害情報に関するこ
と

地区内の被害情報を
収集し、本部に報告
する

青島地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
IP無線、ホワイ
トボード、車、
燃料等

Ⅱ

道路事情等により青
島地域総合センター
に職員が到着出来な
い場合には木花中学
校多目的室を拠点と
する。

防災情報共有
システム

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、ＦＡＸや
防災行政無線、ＩＰ無
線等で情報の共有を
行う。

本部及び木花
地域センター、
消防団青島分
団、自治会等

木花中学校多
目的室を拠点
とする場合、Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、庁内ＬＡ
Ｎ、自家発電
設備など

Ⅲ
必要な物品等や環境
整備が不充分である

27
避難情報等に関する
こと

避難情報を把握し、
住民に必要な情報を
提供する

青島地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
IP無線，ホワイ
トボード、車、
燃料等

Ⅰ

道路事情等により青
島地域総合センター
に職員が到着出来な
い場合には木花中学
校多目的室を拠点と
する。

防災情報共有
システム、防災
メール

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、ＦＡＸや
防災行政無線、ＩＰ無
線等で情報の共有を
行う

本部及び木花
地域センター、
消防団青島分
団、自治会等

木花中学校多
目的室を拠点
とする場合、Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、庁内ＬＡ
Ｎ、自家発電
設備など

Ⅲ
必要な物品等や環境
整備が不充分である

28
避難所開設等に関す
ること

避難所開設及び運営
が速やかにできるよ
う支援を行う

青島地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
IP無線、ホワイ
トボード、車、
燃料等

Ⅰ

道路事情等により青
島地域総合センター
に職員が到着出来な
い場合には木花中学
校多目的室を拠点と
する。

防災情報共有
システム、防災
ﾒｰﾙ

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、ＦＡＸや
防災行政無線、ＩＰ無
線等で情報の共有を
行う

内海小、青島
中学校 等

Ⅰ

防災連絡会議や支部
配備職員向け研修に
て、連絡体制を構築
している

警戒配備職員
（他課）の参
集・避難対策
班

Ⅰ

29
要配慮者支援に関す
ること

要配慮者に対し、避
難に関する支援等を
行う

青島地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
IP無線、ホワイ
トボード、車、
燃料等

Ⅱ

道路事情等により青
島地域総合センター
に職員が到着出来な
い場合には木花中学
校多目的室を拠点と
する。

自治会、民生
児童委員、福
祉協力員等

Ⅰ

要配慮者支援体制の
推進に関する説明会
を開催し、関係者との
情報共有に務めてい
る

警戒配備職員
（他課）の参
集・避難対策
班

Ⅰ

30
災害現地調査に関す
ること

災害調査に伴う資料
作成、調査報告等を
行う

青島地域セ
ンター

Ｃ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、コ
ピー、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、
車、燃料、IP無
線

Ⅰ

道路事情等により青
島地域総合センター
に職員が到着出来な
い場合には木花中学
校多目的室を拠点と
する。

31
被害情報に関するこ
と

地区内の被害情報を
収集し、本部に報告
する

住吉地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
ＭＣＡ、ホワイ
トボード

Ⅰ
使用できない場合、
何らかの手段を考え
る必要がある

防災情報共有
システム

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

32
避難情報等に関する
こと

避難情報を把握し、
住民に必要な情報を
提供する

住吉地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
ＭＣＡ、ホワイ
トボード、車、
燃料

Ⅰ
使用できない場合、
何らかの手段を考え
る必要がある

防災情報共有
システム、防災
メール

Ⅰ

33
避難所開設等に関す
ること

避難所開設及び運営
が速やかにできるよ
う支援を行う

住吉地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、Ｍ
ＣＡ、車、燃料

Ⅰ
避難所配備職
員の参集

Ⅰ

34
要配慮者支援に関す
ること

要配慮者に対し、避
難に関する支援等を
行う

住吉地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、パ
ソコン、コ
ピー、プリン
ター

Ⅰ
自治会、民生
児童委員等

Ⅱ
電話で連絡が取れな
い場合、協力は得ら
れない。

警戒配備職員
（他課）の参
集・避難対策
班

Ⅱ
参集できない場合が
ある。

35
災害現地調査に関す
ること

災害現地調査を実施
し、調査に伴う資料作
成、調査報告等を行
う

住吉地域セ
ンター

Ｂ
8

（2人×4班）
Ⅲ

他課(警戒配備職員
以外）の応援が必要
となる。

電話、防災無
線、車4台、燃
料、カメラ、メ
ジャー、バリ
ケード、ゼンリ
ン、ＦＡＸ、パソ
コン、コピー、
プリンター

Ⅱ
車、燃料の確保がで
きない場合がある。

住吉地区まち
づくり推進委員
会

Ⅰ 青パト用車両を活用
警戒配備職員
（他課）の参集

Ⅱ
参集できない場合が
ある。

36
被害情報に関するこ
と

地区内の被害情報を
収集し、本部に報告
する

生目地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

電話、ＦＡＸ、
防災
無線、インター
ネット、ＭＣＡ，
ホワイトボード

Ⅱ
CAＴＶ回線がないた
めCATVの災害情報
が得られない

防災情報共
有システム

Ⅰ

37
避難情報等に関する
こと

避難情報を把握し、
住民に必要な情報を
提供する

生目地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
ＭＣＡ，ホワイ
トボード、車、
燃料

Ⅱ
CAＴＶ回線がないた
めCATVの災害情報
が得られない

防災情報共
有システム、
防災メール

Ⅰ

38
避難所開設等に関す
ること

避難所開設及び運営
が速やかにできるよ
う支援を行う

生目地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、
ＭＣＡ、車、
燃料

Ⅰ
各避難所
（小・中学校
公民館等）

Ⅰ
避難所配備職員に対
する研修の実施

避難所配備職
員の参集

Ⅰ

39
要配慮者支援に関す
ること

要配慮者に対し、避
難に関する支援等を
行う

生目地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対応可能

電話、ＦＡＸ、
防災無線、
パソコン、
プリンター

Ⅰ
自治会、
民生委員・児
童委員等

Ⅰ
警戒配備職員
（他課）の参集

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

40
災害現地調査に関す
ること

災害調査に伴う資料
作成、調査報告等を
行う

生目地域セ
ンター

Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

パソコン、
コピー、
プリンター

Ⅰ
調査担当課
（他課）の参集

Ⅰ

41
被害情報に関するこ
と

地区内の被害情報を
収集し、本部に報告
する

北地域セン
ター

Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
MCA、IP、ホワ
イトボード、
車、燃料

Ⅰ
使用できない場合、
何らかの手段を考え
る必要がある

防災情報共有
システム

Ⅰ

42
避難情報等に関する
こと

避難情報を把握し、
住民に必要な情報を
提供する

北地域セン
ター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処

電話、ＦＡＸ、
防災無線、イ
ンターネット、
MCA、IP、ホワ
イトボード、
車、燃料

Ⅰ
使用できない場合、
何らかの手段を考え
る必要がある

防災情報共有
システム

Ⅰ

43
避難所開設等に関す
ること

避難所開設及び運営
が速やかにできるよ
う支援を行う

北地域セン
ター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処

電話、ＦＡＸ、
防災無線、
MCA、IP、車、
燃料

Ⅰ
避難所配備職
員の参集

Ⅰ

44
要配慮者支援に関す
ること

要配慮者に対し、避
難に関する支援等を
行う

北地域セン
ター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処

電話、ＦＡＸ、
防災無線、パ
ソコン、コ
ピー、プリン
ター

自治会、民生
児童委員等

Ⅰ

警戒配備職員
（他課）の参
集・避難対策
班

Ⅰ

45
災害現地調査に関す
ること

災害調査に伴う資料
作成、調査報告等を
行う

北地域セン
ター

Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処

パソコン、コ
ピー、プリン
ター

Ⅰ
警戒配備職員
（他課）の参集

Ⅲ 参集可能か否か不明
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
衛生係体制の業務確
認・指示に関すること

衛生係の業務を確認
整理し指示する

環境政策課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

2
葬祭センターの災害
対応及び被害調査に
関すること

葬祭センターでの災
害対応や被害状況の
調査確認

環境政策課 Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅱ

電話・携帯が使用で
きない場合に葬祭ｾﾝ
ﾀｰとの連絡手段が自
動車・自転車・徒歩等
に限られる。

葬祭センター
災害対応及び
被害調査人員
4人

Ⅰ
葬祭センター従業員
で対処可能

3
他自治体の葬祭セン
ターの被災状況確認
に関すること

他自治体火葬場の被
災状況を調査し、利
用できるか確認する

環境政策課 Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅱ

電話・携帯が使用で
きない場合に他自治
体との連絡手段が確
保できない

4
行方不明者（死体）の
捜索に関すること

遺体安置名簿と照合 環境政策課 Ｂ 10 Ⅲ
必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

電話・ＦＡＸ Ⅱ

電話・携帯が使用で
きない場合に遺体安
置所との連絡手段が
自動車・自転車・徒歩
等に限られる。

5
遺体の収容、処置に
関すること

遺体処理班を編成
し、遺体の受付、警
察・医師等との検視・
検案調整、遺体及び
遺留金品の遺体安置
所への輸送手配

環境政策課 Ｂ

90
（20遺体2人で
対応するとし
て、想定死者
数900人÷20
遺体×2人）

Ⅲ
必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

電話・ＦＡＸ、車
両

Ⅲ

遺体の取扱いついて
警察、医師、歯科医
師,市民課,生活課と
の模擬訓練を行った
が、遺体の数や状態
によっては対応が困
難になる可能性があ
る。

関係機関 Ⅲ
遺体輸送の関係機関
が不明

6
遺体安置所の設置に
関すること

遺体安置所を設置
し、遺体の受け入れ、
遺族対応、遺体、遺
留金品の引渡し、死
亡届の説明などを行
う

環境政策課 Ｂ

90
（20遺体2人で
対応するとし
て、想定死者
数900人÷20
遺体×2人）

Ⅲ
必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

遺体安置所、
納棺用品等

Ⅱ

葬祭業者と災害時に
おける協力協定を締
結し、遺体収容に必
要な機材、遺体安置
場所、遺体搬送等の
協力を受けることとし
ているが、周辺を含
む災害規模によって
はそれらが不足する
可能性がある。

葬儀業者 Ⅱ

葬祭業者等と協定を
締結し、遺体収容に
必要な機材、遺体安
置場所、遺体搬送等
の協力を得ることとし
ているが、周辺を含
む災害規模によって
はそれらが不足する
可能性がある。

7
建物、民需被害調査
に関すること

建物、民需被害調査 環境政策課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【環境部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

資料3 - 17



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
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業務
開始
目標
時間

8
身元確認と身元引受
人の発見に関するこ
と

遺体の身元確認と身
元引受人の発見に努
める

環境政策課 Ｃ
遺体収容所と
遺体安置所担

当で対応
Ⅲ

必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

9
防疫班の編成、運用
に関すること

浸水家屋の消毒等を
計画し実施する

環境政策課 Ｃ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
薬剤、噴霧
器、車輌

Ⅱ

ペストコントロール協
会等との協定に基づ
き浸水家屋等の消毒
等を実施するが、被
害状況により、人員、
薬剤、資材等が不足
する可能性がある。

ペストコント
ロール協会等

Ⅰ

災害時の浸水家屋の
消毒作業等に関する
協定をペストコント
ロール協会、県造園
協会と締結してる。

10
その他市営墓地の被
害調査に関すること

市営墓地の被害調査 環境政策課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

11
遺族のいない遺体の
応急的な火葬の実施
に関すること

遺族のいない遺体の
応急的な火葬を実施
するため、火葬計画
を立て火葬場等との
連絡調整を行う

環境政策課 Ｄ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅲ

災害全体の死亡者が
多数の場合は、本市
の葬祭センターのみ
では対応できない。

他市町村
葬儀業者

Ⅱ

他市町村とは応援協
定の中で対応可能。
葬祭業者との協力協
定により遺体収容に
必要な機材、遺体安
置場所、遺体搬送等
の協力を受けることと
しているが、周辺を含
む災害規模によって
はそれらが不足する
可能性がある。また、
火葬場も周辺市町の
みでは対応できない
場合が予想される。

12
共同利用施設の被害
調査、応急措置に関
すること

共同利用施設７館の
被害調査と応急措置

環境政策課 Ａ
2人×2組×3

時間
Ⅰ

参集可能な人員内で
対応可能

車、カメラ、脚
立、懐中電灯

Ⅱ
課保有の公用車がな
いため、調査時の公
用車確保が課題

なし 指定管理者 Ⅱ
災害発生時の対応マ
ニュアル等の作成及
び対応訓練が不十分

13
災害廃棄物の推計・
実行計画の策定に関
すること

災害廃棄物量を推計
し、実行計画（し尿・
運搬を含む）を策定
する

環境政策課 Ａ

部内課長・補
佐・係長・担当

者
（16人）

Ⅱ
担当者1名確保が必
要

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイト
ボード、住宅地
図

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

14
災害廃棄物の推計・
実行計画の策定に関
すること

災害廃棄物量を推計
し、実行計画（し尿・
運搬を含む）を策定
する

環境政策課 B

部内課長・補
佐・係長・担当

者
（16人）

Ⅱ
担当者1名確保が必
要

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイト
ボード、住宅地
図

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
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必要資源の具体的内容と現状評価・対策
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業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

15
仮置場の選定・設置・
運営に関すること

仮置場を選定し、設
置する

環境政策課 C 2 Ⅱ
担当者2名確保が必
要

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネットホ
ワイトボード、
住宅地図、
車、燃料

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

16
周辺自治体等へ廃棄
物処理施設への受入
れ要請に関すること

周辺自治体等へ、ご
み・し尿の受入れを要
請する

環境政策課 Ｂ 2 Ⅰ 参集可能人員で対応
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

周辺自治体、
中部地区衛生
組合、上下水
道対策部

Ⅲ
周辺自治体等での受
け入れの可能性
災害時協定締結

Ⅲ
災害対策本部との連
携

17
一般廃棄物の緊急処
置に関すること

一般廃棄物の仮置き
場等について関係機
関及び地元等との協
議を行い確保に努め
る

環境政策課 Ｂ 2 Ⅰ 参集可能人員で対応
電話、ＦＡＸ、ホ
ワイトボード、
車、燃料

Ⅲ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

関係機関及び
地元等

Ⅲ
関係機関及び地元等
の同意が必要

Ⅲ
災害対策本部との連
携

18
仮置場の運営に関す
ること

仮置場の管理運営を
行う

環境政策課 C 7 Ⅱ
仮置場ごとに担当者6
名の確保が必要

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネットホ
ワイトボード、
車、燃料

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

県産業廃棄物
協会

Ⅱ
災害協定に基づく委
託を行う

19
災害廃棄物収集運搬
業務に関すること

災害廃棄物の収集運
搬を行う

環境業務課 B 30 Ⅲ
参集可能人員での対
処は不可能なため、
他からの応援が必要

パッカー車、平
ボディー、ダン
プ他

他市応援職員
の宿泊施設、
布団

電話、ＦＡＸ、ｲ
ﾝﾀｰﾈｯﾄ、住宅
地図他

Ⅲ

委託先の集運搬車両
等の不足が見込まれ
る
また、他市からの応
援車両の受け入れを
行うための施設につ
いても、不足が見込
まれる。

生活系一般廃
棄物収集運搬
委託事業者
災害時協定先
団体
他市応援職員

Ⅲ

生活系一般廃棄物収
集委託業者と災害時
の協定を締結すると
ともに、委託単価等に
ついての合意書の締
結

燃料（ガソリ
ン、軽油、
LPG）

Ⅲ

作業車両の燃料等の
確保が必要
津波被害を受けにく
い燃料補給所と契約
を締結しておく

他市からの応援を受
け入れるための寝具
のレンタルについて
検討する

20

仮設トイレの設置に
関すること（避難所の
し尿処理に関するこ
と）

仮設トイレの設置要
請に対し、リース業者
に設置を依頼する

環境業務課 Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

仮設トイレ、身
障者用トイレ、
電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット

Ⅲ

電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
トイレの基数を確認
する必要がある

防災情報共有
システム

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は、電話等
で避難状況を確認

仮設トイレを保
有しているリー
ス会社

Ⅲ
リース会社との連携
が必要となる
災害時協定締結

災害時用トイレ Ⅲ
危機管理室、トラック
協会との連携災害時
協定締結

21
仮設トイレのし尿収
集運搬業務に関する
こと

し尿収集運搬委託業
者の業務継続および
し尿処理施設受け入
れを確認し、仮設トイ
レのし尿収集運搬を
手配する

環境業務課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

し尿収集車、し
尿処理施設、
電話、ＦＡＸ、
パソコン、イン
ターネット

Ⅲ

電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
収集車、処理施設の
確保のため事前協定
が必要となる

防災情報共有
システム

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は、電話等
で避難状況を確認

し尿収集委託
業者

Ⅲ

避難所のし尿収集を
考慮すると現状の収
集量を超えると予想
されるため、他自治
体等との連携を図る
必要がある
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22
井戸水提供可能者宅
情報提供に関するこ
と

非常時の井戸水提供
了解者の情報提供

環境指導課 Ｂ 1 Ⅰ

参集可能な人員で対
処可能
環境指導課、各総合
支所、地域センター、
地域事務所でデータ
を保有している

災害時に提供
可能な井戸の
現地表示

Ⅰ
災害時に提供可能な
井戸の標示板を設置

ホームページ Ⅲ

井戸の状況につい
て、所有者から情報
を取得し、更新した情
報を提供していくこと
が必要
所有者の了解が必要

23
大気測定局の被害調
査に関すること

大気測定局６か所の
被害調査

環境指導課 Ｃ
2人×2組×3

時間
Ⅰ

参集可能な人員内で
対応可能

車、カメラ、脚
立、懐中電灯

Ⅱ
課保有の公用車がな
いため、調査時の公
用車確保が課題

なし
管理委託事業
者

Ⅱ
管理事業者との災害
時対応協定等が締結
されていない

24
所管施設の被害調査
に関すること

所管する廃棄物処理
施設の被害情報収集
及び調査を行う

環境施設課 Ｂ 6 Ⅰ 参集可能人員で対応

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボー
ド、車、燃料

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

業務委託業者 Ⅰ
委託業者との連携を
図る

25
部内の応援･調整に
関すること

災害廃棄物などの処
理

環境施設課 Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
車、燃料、住
宅地図

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

26
公設合併処理浄化槽
の施工中物件の確認
に関すること

施工状況を確認し安
全策を講じる

環境施設課 Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

電話、車、燃
料、住宅地図

Ⅰ
電話は災害時優先電
話に指定

整備推進事業
委託事業者
（PFI浄化槽宮
崎）

Ⅱ
施工事業者の営業が
可能かどうかによる

27
所管被害施設の応急
復旧業務に関するこ
と

業務委託等関連業者
及び被害施設の施工
メーカと連絡を取り、
応急復旧に取り組む

環境施設課 Ｃ 6 Ⅰ 参集可能人員で対応

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボー
ド、車、燃料

Ⅲ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

業務委託業
者・施工メー
カー

Ⅲ
業務委託業者、施工
メーカーの緊急対応

修繕等資機材 Ⅲ
修繕等資機材の確保
及び調達

28
公設合併処理浄化槽
の状況確認に関する
こと

被害状況を確認し適
切な対策を立てるた
めの情報収集

環境施設課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

電話、車、燃
料、住宅地図

Ⅰ
電話は災害時優先電
話に指定

保守点検事業
者

Ⅱ
保守点検事業所の営
業が可能かどうかに
よる

29
公設合併処理浄化槽
の修繕に関すること

収集した情報を基に
応急措置及び修繕を
講じる

環境施設課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

電話、車、燃
料、住宅地図

Ⅰ
電話は災害時優先電
話に指定

保守点検事業
者
清掃事業者

Ⅱ

保守点検及び清掃事
業所の営業、汚泥の
受入れが可能かどう
かによる

修繕資材 Ⅲ
修繕資材の確保が可
能かどうかによる
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【環境部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

30
所管被害施設の復旧
業務に関すること

被害施設の施工メー
カと連絡を取り、早期
復旧に取り組む

環境施設課 Ｄ 6 Ⅰ 参集可能人員で対応

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボー
ド、車、燃料

Ⅲ
電話・ＦＡＸは災害時
優先

業務委託業
者・施工メー
カー、上下水
道対策本部

Ⅲ
業務委託業者、施工
メーカーの緊急対応

修繕等資機材 Ⅲ
修繕等資機材の確保
及び調達
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
福祉避難所配備職員
の派遣に関すること

福祉避難所の開設を
行う所管の福祉避難
所に配備職員を派遣
する

福祉総務課 Ｃ 3 Ⅰ
参集可能人数で対応
可能

電話・ＦＡＸ・携
帯電話

Ⅰ 福祉避難所 Ⅰ

2
災害救助法適用後の
対応に関すること

被災者生活再建支援
制度及び災害援護資
金貸付の申請受付を
行う

福祉総務課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ等
災害時優先電話等に
よる対応

災害援護資金
貸付事業管理
システム

3
被災者情報の集約に
関すること

被災者情報を集約
し、被災者支援シス
テムに登録する

福祉総務課 Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン、プリ
ンター

Ⅰ
配置済みの設備で対
応可能

被災者支援シ
ステム

Ⅰ
配置済みのシステム
で対応可能

4
各種団体への災害奉
仕協力要請に関する
こと

各種団体への災害奉
仕協力を要請する

福祉総務課 B 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ
・インターネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

5
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

福祉総務課 B 8 Ⅲ 人員不足 電話・ＦＡＸ・車 Ⅲ

災害時優先電話等に
よる対応　
※回線の確保
車は管財課との連携
が必要

6
福祉避難所の開設に
関すること

所管の福祉避難所の
開設を行う

福祉総務課 C 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

協定締結の民
間福祉施設等　
※未締結有

Ⅰ
災害時優先電話によ
る対応

7
指定避難所に避難し
た要配慮者の把握・
調整に関すること

要配慮者支援班や指
定避難所と連携し、
状況の把握を行うほ
か、必要に応じ福祉
避難所開設の必要性
を検討する

障がい福祉
課

Ｂ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

8
生活必需品等の調
達・配布に関すること

障がい者にとって必
要な生活必需品等を
調達し、必要な避難
所へ届ける

障がい福祉
課

Ｂ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

紙おむつ、水
など
車

Ⅲ

危機管理課との連携
が必要
車は管財課との連携
が必要

9
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

障がい福祉
課

Ｂ 10 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット
車

Ⅲ
車は管財課との連携
が必要

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【福祉部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【福祉部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
各種団体への災害奉
仕協力要請に関する
こと

各種団体へ災害奉仕
に関する協力を要請
する

障がい福祉
課

Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・
インター
ネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

障がい者団体 Ⅱ
連携を更に図る必要
がある

11
福祉避難所の開設に
関すること

協定に基づき福祉避
難所を開設し、指定
避難所の要配慮者を
移送するための調整
等を行う

障がい福祉
課

Ｃ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

福祉避難所
協定事業所

Ⅰ
障がい福祉サービス
事業所と協定を締結
している

12
要配慮者に対する援
護対策計画の立案及
び実施に関すること

要配慮者の被災状況
を把握し、今後の支
援計画の立案及び実
施を行う

障がい福祉
課

Ｃ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

福祉避難所
協定事業所

Ⅰ
障がい福祉サービス
事業所と協定を締結
している

13
透析患者への対応に
関すること

透析患者に対して、
対応可能な病院等を
案内する

障がい福祉
課

Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

病院等 Ⅱ
地域毎の透析可能な
病院リストを整備して
おく必要あり

14
ストーマ用品等手配
連絡体制確立に関す
ること

ストーマ用品等の手
配のため、業者及び
オストミー協会と連絡
調整を行い、体制を
整備する

障がい福祉
課

Ｃ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

オストミー協
会、ストーマ取
り扱い業者

Ⅱ
連携を更に図る必要
がある

15
災害救助法適用時の
対応に関すること

生活必需品など必要
な物資を配布する

障がい福祉
課

Ｃ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

車 Ⅲ
管財課との連携が必
要

16
要配慮障がい者への
支援業務に関するこ
と

要配慮被災者に対す
る障がい福祉サービ
ス等の需要調査、
サービス提供可能事
業所の把握、事業所
や医療機関等が支援
時に必要となる市保
管個人情報の提供、
介護職員等が不足し
ている事業所への派
遣調整など

障がい福祉
課

Ｄ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット

Ⅰ
課内の資材で対応可
能

MCWEL障がい
福祉

Ⅲ

システムが復旧する
までは可能な範囲で
対応（情報政策課と
の連携が必要）

障がい福祉
サービス事業
所

Ⅱ
連携を更に図る必要
がある

17
被災者の生活再建等
の支援に関すること

被災世帯の介護保険
料の減免
被保険者証の発行

介護保険課 Ｄ 8 Ⅲ
課内で、必要最小人
数を確保できること

PCなど事務機
器一式

Ⅲ 基幹システムの復旧
基幹システム
の復旧

Ⅲ
電力供給及び情報シ
ステムの復旧・ＰＣ、
プリンター等の確保

紙媒体等の確
保

Ⅱ

手処理対応におい
て、事務処理の経過
を紙媒体等で記録す
る

資料3 - 23



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【福祉部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

18
被災者の生活再建等
の支援に関すること

災害による介護保険
料の徴収猶予申請受
付

介護保険課 Ｄ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

事務機器一式 Ⅰ
THINKTAX,
MICWELの稼
働

Ⅲ
システム上税情報の
参照が必要

19
被災者の生活再建等
の支援に関すること

災害後の収納業務に
ついて協議し、介護
保険料に関する方針
を決定する

介護保険課 Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

事務機器一式 Ⅰ
THINKTAX,
MICWELの稼
働

Ⅲ
システム上税情報の
参照が必要

20 被害状況の把握 各保護者の被害調査
社会福祉第
一課・二課

Ａ 75 Ⅰ
参集可能人数で対応
可能

電話・車・自転
車

Ⅱ
遠い地区への移動手
段の確保が難しい可
能性あり

生活保護シス
テム

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は、台帳等
で確認可

21
被災被保護世帯に対
する対応

各被保護世帯への必
要な措置を行う

社会福祉第
一課・二課

Ｂ 75 Ⅰ
参集可能人数で対応
可能

電話・車・自転
車

Ⅰ
遠い地区への移動手
段の確保が難しい可
能性あり

生活保護シス
テム

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は、台帳等
で確認可

22
避難行動要支援者の
情報集約に関するこ
と

各支部より報告を受
け、避難行動要支援
者の避難状況及び安
否情報の全体集約を
行う

要配慮者支
援班

Ａ 9 Ⅰ
参集可能人数で対応
可能

電話・ＦＡＸ・携
帯電話

Ⅰ
宮崎市情報シ
ステム・地図情
報システム

Ⅰ

支部・福祉対
策部各班・子
ども未来対策
部各班・福祉
避難所

Ⅰ

23
福祉避難所との連絡
調整に関すること

福祉避難所の開設・
運営に関する連絡調
整を行う

要配慮者支
援班

Ａ 9 Ⅰ
参集可能人数で対応
可能

電話・ＦＡＸ・携
帯電話

Ⅰ

支部・福祉対
策部各班・子
ども未来対策
部各班・福祉
避難所

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

子育て支援
課

Ｂ 8 Ⅲ

所管施設が多く、広
範囲のため、参集可
能人員で対処できな
い

電話・ＦＡＸ、移
動用バイク又
は自転車、燃
料

Ⅲ
調査のための移動手
段を確保できていな
い

指定管理者・
委託事業者

Ⅰ
災害対応マニュアル
を策定している

2
要配慮者支援に関す
ること

災害時要配慮者（妊
産婦・乳幼児）の支援

子ども家庭
支援課

Ｃ 4 Ⅲ
人員の不足
（保健師）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

ＭＩＣＪＥＴ
健康管理ｼｽﾃ
ﾑ

Ⅲ

システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり
紙カルテの保管方法

医療機関・警
察・県助産師
会など

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

3
市立保育所・市立幼
稚園の被害状況の確
認に関すること

市立保育所・市立幼
稚園の被害状況（入
所児童の安否を含
む）の確認を行う

保育幼稚園
課

Ａ 13 Ⅰ

参集可能人員で対処
本課　1名
保育所8名
（保育士2名×4ヶ所）
幼稚園2名(2名×1ヶ
所)

電話、ＦＡＸ Ⅰ

4
緊急に保育が必要な
児童等の受入れに関
すること

市立保育所におい
て、緊急に保育が必
要な児童等の受入れ
を行う

保育幼稚園
課

Ｂ

1か所あたり
保育士3名以
上
調理師1名以
上

Ⅰ
被害状況、参集可能
人員等で開設できる
保育所を判断する

市立保育所、
ライフライン・
食料等の確保

Ⅲ

ライフライン・食料等
の確保については、
関係部局との連携が
必要

5

私立保育所（認可・認
可外）、私立・国立幼
稚園の被害状況の確
認と対策指示に関す
ること

私立保育所（認可・認
可外）、私立・国立幼
稚園の被害状況の確
認を行い、その対策
を指示する

保育幼稚園
課

Ｂ 8 Ⅰ 参集可能人員で対処 電話、ＦＡＸ Ⅰ

6
救護活動に関するこ
と

救護所における活
動、医療救護班と連
携した医療救護活動
の応援

親子保健課 Ａ 3 Ⅲ
人員の不足
（保健師）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
ネット使用不可の場
合は電話連絡

医師会
医療機関

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

7
要配慮者支援に関す
ること

災害時要配慮者（小
児慢性疾病）の支援

親子保健課 Ａ ・Ｃ 1 Ⅲ
人員の不足
（保健師）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

健康管理ｼｽﾃ
ﾑ
ｱｲﾋﾞｰｼｽﾃﾑ
避難行動用支
援者名簿

Ⅲ
システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり

医療機関・薬
局・相談支援
事業所・県難
病連絡協議会
など

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

8

所管施設及び障がい
福祉サービス事業所
等の被害状況調査等
に関すること

総合発達支援セン
ターの被害状況を調
査を行い、応急の措
置を講ずる

親子保健課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット
車

Ⅱ
ネット使用不可の場
合は電話連絡

9
保健活動に関するこ
と

避難所・被災地にお
ける保健活動

親子保健課 Ｂ 3 Ⅲ
人員の不足
（保健師）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
ネット使用不可の場
合は電話連絡

医療機関 Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【子ども未来部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

資料3 - 25



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【子ども未来部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
避難行動要支援者の
情報集約に関するこ
と

各支部より報告を受
け、避難行動要支援
者の避難状況及び安
否情報の全体集約を
行う

要配慮者支
援班

Ａ 9 Ⅰ
参集可能人数で対応
可能

電話・ＦＡＸ・携
帯電話

Ⅰ
宮崎市情報シ
ステム・地図情
報システム

Ⅰ

支部・子ども未
来対策部各
班・福祉避難
所

Ⅰ

11
福祉避難所との連絡
調整に関すること

福祉避難所の開設・
運営に関する連絡調
整を行う

要配慮者支
援班

Ａ 9 Ⅰ
参集可能人数で対応
可能

電話・ＦＡＸ・携
帯電話

Ⅰ

支部・子ども未
来対策部各
班・福祉避難
所

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
部内事務の連絡調整
に関すること

職員への連絡・招集
災害対策本部との連
携

保健医療課 Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、防災無
線、防災電
話、パソコン

Ⅰ

万が一、招集の連絡
が取れない場合で
も、参集基準により職
員は自主的に参集す
る

電話、防災無
線、防災電話

Ⅰ
電話が災害時優先電
話に指定されている
ため使用可

市災害対策本
部

Ⅰ
連携をとれる体制が
整っているため

2
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

保健医療課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、非常用
発電、上下水
道

Ⅲ

予備燃料を確保して
おらず、3時間以上の
停電が予想される場
合は電話も使用でき
なくなる可能性がある
ため
水道も供給停止

電話、防災無
線、防災電話

Ⅰ
電話が災害時優先電
話に指定されている
ため使用可

保守点検委託
業者

Ⅲ

専門的な技術が必要
になることが予想さ
れ、緊急時の体制は
不十分である

3 救護に関すること

救護所（応急救護所）
を設置するとともに医
療救護班の編成及び
医療機関との連絡調
整
医薬品・資機材の調
達
保健所各班の連絡調
整及び応援に関する
業務

保健医療課 A 3 Ⅰ 対応可 電話、パソコン Ⅰ

市郡薬剤師会・ドラッ
グストア協会との協
定締結により医療救
護活動と医薬品等の
調達を要請

電話、防災無
線、防災電話

Ⅰ
電話が災害時優先電
話に指定されている
ため使用可

日本赤十字社
宮崎県支部
県医師会
市郡薬剤師会
ドラッグストア
協会

Ⅰ

①市郡薬剤師会・ド
ラッグストア協会との
協定締結により医療
救護活動と医薬品等
の調達を要請
②県が日本赤十字社
宮崎県支部、県医師
会、県医薬品卸業協
会と災害時における
協力・業務協定を締
結しており、県に要請
し必要な協力を得ら
れる

4 毒劇物に関すること
毒劇物の流出状況調
査（実地検査）

保健医療課 Ｂ 3 Ⅲ

人員不足
有害物質（毒物・劇物
等）に対する知識を
持つ必要最低人数の
確保が困難、他課か
らの応援が必要

公用車、電話 Ⅰ
電話が使用できない
場合は実地調査

5
保健所各班に属しな
い業務に関すること

保健所各班に属しな
い業務

保健医療課 Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、防災無
線、衛星電
話、パソコン

Ⅰ
電話が使用できない
場合も防災電話で通
信可

県・市関係各
課

Ⅰ
協力を得られる体制
が整っているため

6
部の庶務に関するこ
と

応急業務の実施に係
る所内各課との調
整、庶務業務

保健医療課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、防災無
線、防災電
話、パソコン、

Ⅰ
システムが使用でき
ない場合は紙決裁等
で対応

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【健康管理部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【健康管理部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

7
救護活動に関するこ
と

救護所における活
動、医療救護班と連
携した医療救護活動
の応援

地域保健課 Ａ 6 Ⅲ
人員の不足
（保健師）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

医師会、医療
機関、日本赤
十字、看護協
会、看護大な
ど

Ⅲ
連絡手段の構築が必
要

8
保健活動に関するこ
と

避難所・被災地にお
ける保健活動（活動
班の編成、職員の心
身の健康管理を含
む）

地域保健課 Ｂ 18 Ⅲ
人員の不足
（保健師）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

医師会、医療
機関、日本赤
十字、看護協
会、看護大、栄
養士会など

Ⅲ
連絡手段の構築が必
要

9
要配慮者支援に関す
ること

要配慮者の支援（各
担当部署との連携）

地域保健課 B 6 Ⅲ
人員の不足
（保健師）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

医師会、医療
機関、日本赤
十字、看護協
会、看護大な
ど

Ⅲ
連絡手段の構築が必
要

10
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

地域保健課 B 2 Ⅱ
場合により人員不足
の可能性あり

11
救護活動に関するこ
と

救護所における活
動、医療救護班と連
携した医療救護活動
の応援

健康支援課 Ａ
保健師等

6
Ⅲ

人員の不足
（保健師）

車両・電話、Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、ホワイ
トボード･PC・
プリンタ

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

医師会
医療機関

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

12
要配慮者支援に関す
ること

災害時要配慮者（難
病・精神障がい）の支
援

健康支援課 Ａ・Ｃ
保健師等

6
Ⅲ

人員の不足
（保健師）

車両・電話、Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、ホワイ
トボード・ＰＣ･
プリンタ

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

ＭＩＣＪＥＴ
ＭＣＷＥＬ

Ⅱ
システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり

医療機関・警
察・難病診療
連携拠点病
院･県精神保
健福祉セン
ターなど

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

13
保健活動に関するこ
と

避難所・被災地にお
ける保健活動

健康支援課 Ｂ
保健師等

6
Ⅲ

人員の不足
（保健師）

車両・電話、Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、ホワイ
トボード

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

医療機関 Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

14 感染症に関すること
避難所・被災地にお
ける健康調査及び感
染症患者の対応

健康支援課 Ｂ 5 Ⅲ
人員の不足
（保健師）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

健康管理シス
テム

Ⅱ
システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり

医療機関 Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

15
救護活動に関するこ
と

救護所における活
動、医療救護班と連
携した歯科医療救護
活動の応援

健康支援課 Ｃ 4 Ⅱ
人員の不足
（歯科衛生士）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
ホワイトボード

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

歯科医師会
歯科医療機関

Ⅲ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

歯ブラシ、歯み
がき粉等の備
蓄

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【健康管理部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

16
被災動物救護に関す
ること

動物救護所の設置
被災動物の救護活動

保健衛生課 Ｂ

11～20人程
度・

（内6名獣医
師）

Ⅲ
被災動物の頭数・飼
主の避難期間等によ
り必要人員は拡大

リード、えさ、
車両、医薬品
など動物の保
護、治療等に
必要な資材

Ⅲ
被災動物の頭数や避
難期間等により必要
資材は拡大

携帯電話 Ⅲ

現状３台あるが、不
足が予想される
個人の携帯により対
応

宮崎県獣医師
会宮崎支部

Ⅲ
獣医師会会員自身が
被災していることが予
想される

17
食中毒（疑）調査に関
すること

患者数の把握・病状
調査・原因施設・原因
食品の特定等

保健衛生課 Ｃ 6 Ⅲ
調査が広域に及ぶ可
能性があり交通手段
の確保が必要

電話、ＦＡＸ、
車両、パソコン
等の機器

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定、車
両・燃料の確保

①食中毒調査
支援システム
（NESFD）
②衛生総合情
報システム

Ⅰ

①システムが使用で
きない場合、電話の
活用により対応
②食品営業施設許可
台帳の使用

県衛生管理課 Ⅰ
普段から食中毒等の
情報交換を行ってい
る

18
食品の苦情処理に関
すること

食品の腐敗・変敗、
異物混入、表示違反
等の調査対応

保健衛生課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
車両、パソコン
等の機器

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定、車
両・燃料の確保

衛生総合情報
システム

Ⅰ
食品営業施設許可台
帳の使用

19
違反食品に関するこ
と

違反食品の回収命令
等

保健衛生課 Ｄ 4 Ⅲ
調査が広域に及ぶ可
能性があり交通手段
の確保が必要

電話、ＦＡＸ、
車両、パソコン
等の機器

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定、車
両・燃料の確保

衛生総合情報
システム

Ⅰ
食品営業施設許可台
帳の使用

県衛生管理課 Ⅰ
普段から食中毒等の
情報交換を行ってい
る

20
避難所における環境
衛生の指導に関する
こと

避難所における、衛
生状況調査、指導

保健衛生課 Ｄ
8人×7時間×

10日
Ⅲ

避難所２３４箇所の調
査、指導が必要となり
交通手段の確保が必
要

電話、ＦＡＸ、
車両

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定、車
両・燃料の確保

21
入浴可能施設の把握
に関すること

公衆浴場・旅館業許
可施設の入浴可能施
設調査

保健衛生課 Ｄ
2人×7時間×

3日
Ⅰ

２４０施設への電話、
ＦＡＸでの照会のため
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン等の
機器

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

衛生総合情報
システム

Ⅰ
公衆浴場・旅館業許
可台帳の使用

22
飲料水の衛生確保に
関すること

専用水道、簡易専用
水道、飲料水供給施
設、小規模貯水槽水
道、飲用井戸の衛生
指導

保健衛生課 Ｄ
2人×7時間×

3日
Ⅰ

電話、ＦＡＸ、メディア
の利用により注意喚
起を行うため参集可
能人員内で対処可能

電話、ＦＡＸ、
車両、パソコン
等の機器

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

衛生総合情報
システム

Ⅰ

専用水道、簡易専用
水道、飲料水供給施
設、小規模貯水槽水
道台帳の使用

上下水道局給
排水設備課

Ⅰ

簡易専用水道、小規
模貯水槽水道の衛生
指導を連携して行っ
ている
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
被害情報収集に関す
ること

関係機関団体等への
聴取等による被害情
報収集

農政企画課 Ａ 4 Ⅰ
電話・メール等による
情報収集が主となる
と想定

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ 庁舎の電源確保 庁内LAN Ⅲ
電源の確保次第では
外部との連絡困難の
場合あり

県振興局
JA等

Ⅲ

電源確保・相手方の
被災状況により連携
が困難な場合も想定
される

2
農作物被害等状況調
査に関すること

現地巡回調査
（主要地域）

農政企画課 Ｂ 2 Ⅱ

被害情報収集と並行
して行うことが想定さ
れる
農政部各課との連携
が必要

公用車 Ⅲ 必要台数の確保
県振興局
JA等

Ⅲ

電源確保・相手方の
被災状況により連携
が困難な場合も想定
される

3
農作物被害等状況調
査に関すること

現地巡回調査
（詳細調査）

農政企画課 Ｂ 6 Ⅱ
農政部各課との連携
が必要

公用車 Ⅲ 必要台数の確保
県振興局
JA等

Ⅲ

電源確保・相手方の
被災状況により連携
が困難な場合も想定
される

4

融資相談窓口設置、
罹災証明発行(農業
制度資金用)に関す
ること

窓口相談業務等 農政企画課 Ｄ 3 Ⅰ
被害情報収集、被害
状況調査が概ね終了
すれば対応可能

電話、ＦＡＸ、
パソコン、コ
ピー機、紙

Ⅲ
庁舎の電源確保、機
器等の破損・汚損

庁内LAN Ⅲ
電源の確保次第では
外部との連絡困難の
場合あり

県振興局
JA等

Ⅲ

電源確保・相手方の
被災状況により連携
が困難な場合も想定
される

市長印 Ⅲ
罹災証明書に押印す
る市長印の破損も想
定される

5
情報の収集に関する
こと

農業の被害情報の収
集

農業振興課 Ａ 10 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
車

Ⅲ

停電により課からの
通信機能は、各自の
携帯電話のみ
交通機能支障により
現場の情報収集は困
難

6
被害調査及び応急措
置に関すること

農業用施設（ビニル
ハウス、重油タンク、
畜舎等）の被害状況
調査及び応急措置

農業振興課 Ｂ 2人×4組 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
車

Ⅲ

停電により課からの
通信機能は、各自の
携帯電話のみ
交通機能支障により
現場の情報収集は困
難

7
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

農業振興課 Ｂ 2人×1施設 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
車

Ⅲ

停電により課からの
通信機能は、各自の
携帯電話のみ
交通機能支障により
現場の情報収集は困
難

指定管理者 Ⅲ

電源確保・相手方の
被災状況により連携
が困難な場合も想定
される

8
復旧・復興に係る業
務に関すること

農畜産業の復旧・復
興に係る業務

農業振興課 Ｄ 11 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
車

Ⅱ
対策は各課で講じる
ことができる

9
復旧に係る業務に関
すること

所管施設の復旧に係
る業務

農業振興課 Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
車

Ⅱ
対策は各課で講じる
ことができる

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【農政部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【農政部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
水産関係施設の被害
情報収集に関するこ
と

市内４漁協への被害
状況の問い合わせ

森林水産課 Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
公用車

Ⅱ
対策は当課で講じる
ことができる

各漁協
宮崎県

Ⅰ

普段から大雨等で情
報連絡本部を立ち上
げた場合に情報の伝
達を行っている

11

青 島宮崎市自然休養
村センター、椿山森
林公園施設の被害状
況収集に関すること

指定管理者への被害
状況の問い合わせ

森林水産課 Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
公用車

Ⅱ
対策は当課で講じる
ことができる

指定管理者 Ⅰ

普段から大雨等で情
報連絡本部を立ち上
げた場合に情報の伝
達を行っている

12
林道の被害情報収集
に関すること

総合支所、地域セン
ターのほか、施設利
用者へ被害状況の問
い合わせ

森林水産課 Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
公用車

Ⅱ
対策は当課で講じる
ことができる

宮崎県 Ⅰ

普段から大雨等で情
報連絡本部を立ち上
げた場合に情報の伝
達を行っている

13
被害状況調査に関す
ること

現地調査 森林水産課 Ｂ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

公用車 Ⅰ
公用車の確保が困難
な場合は自家用車を
使用

各漁協
宮崎県

Ⅰ

普段から大雨等で情
報連絡本部を立ち上
げた場合に情報の伝
達を行っている

14
所管施設の復旧に係
る業務に関すること

所管施設について業
者へ復旧手配

森林水産課 Ｄ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ
対策は当課で講じる
ことができる

15

ダム管理規程、地震
後農業用ダム臨時点
検要領に基づく業務
遂行に関すること

広沢ダム等の点検 農村整備課 Ａ 1～2 Ⅲ

小林市、綾町、高岡
総合支所農林建設課
の応急業務との調整
必要

車両 Ⅲ
現場までの道路状況
の把握及び交通手段
(車両）の確保

左岸土地改良
区

Ⅰ

16

ダム管理規程、地震
後農業用ダム臨時点
検要領に基づく業務
遂行に関すること

天神ダム等の点検 農村整備課 Ａ 1～2 Ⅲ
田野及び清武総合支
所農林建設課の応急
業務と調整必要

車両 Ⅲ
現場までの道路状況
の把握及び交通手段
(車両）の確保

右岸土地改良
区

Ⅰ

17
農政局・県等への報
告に関すること

点検結果等の報告 農村整備課 Ａ 1 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネットPC

Ⅲ
課内の設備を利用で
きるか不明

中部農林振興
局・九州農政
局

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【農政部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

18
【排水機場】
情報の収集、伝達に
関すること

排水機場危機管理マ
ニュアルに基づき被
害情報の収集

農村整備課 Ａ 4 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、
車、テレビ

Ⅱ 燃料の確保が不明

運転管理委員
会
中部農林振興
局
宮崎県土地改
良事業団体連
合会
九州電気管理
協同組合
井上諭電気管
理事務所
荏原製作所宮
崎営業所
(株)テクノ宮崎
新菱工業㈱九
州営業所

Ⅰ

19
【排水機場】
緊急点検の実施に関
すること

排水機場危機管理マ
ニュアルに基づく緊
急調査を実施する

農村整備課 Ａ 4 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、
車

Ⅱ 燃料の確保が不明

運転管理委員
会
中部農林振興
局
宮崎県土地改
良事業団体連
合会
九州電気管理
協同組合
井上諭電気管
理事務所
荏原製作所宮
崎営業所
(株)テクノ宮崎
新菱工業㈱九
州営業所

Ⅰ

20

宮崎市農業用ため池
危機管理マニュアル
に基づく業務遂行に
関すること

土地改良団体等が管
理するため池等施設
情報入手、課内報告
等

農村整備課 Ａ 2 Ⅰ 電話、ＦＡＸ Ⅲ
庁舎内設備、各土地
改良団体等の連絡設
備の使用可否不明

土地改良区、
水利組合

Ⅰ

21
地震情報入手に関す
ること

土地改良団体等関係
者からの地震情報の
入手、課内報告等

農村整備課 Ａ 2 Ⅰ 電話、ＦＡＸ Ⅲ
庁舎内設備、各土地
改良団体等の連絡設
備の使用可否不明

土地改良区、
水利組合

Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【農政部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

22

地震時緊急点検箇所
について、目視によ
る外観点検の実施に
関すること

上記報告による目視
調査必要箇所の外観
点検

農村整備課 Ａ 2 Ⅰ 車両 Ⅲ
点検箇所までの道路
状況が不明

土地改良区、
水利組合

Ⅰ

23
上記に基づく農政
局、県等への報告に
関すること

点検結果の報告 農村整備課 Ａ 1 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネットＰ
Ｃ

Ⅲ
庁舎内設備の使用可
否不明

中部農林振興
局
農政局

Ⅰ

24
土地改良団体等への
運営指導に関する事
務に関すること

土地改良団体等が管
理する水利施設の情
報入手及び課内報告
等

農村整備課 Ｂ 1 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネットPC

Ⅲ
課内の設備を利用で
きるか不明

土地改良区･
水利組合

Ⅰ

25
その他農業用施設の
被害調査に関するこ
と

市内の被害情報収集
及び被害調査

農村整備課 Ｂ 2 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、
車

Ⅱ 燃料の確保が不明

26
ため池地震点検調査
表による点検及び報
告に関すること

土地改良団体等によ
る調査報告の受理、
課内報告

農村整備課 Ｂ 4 Ⅰ 電話、ＦＡＸ Ⅲ
庁舎内設備、各土地
改良団体等の連絡設
備の使用可否不明

土地改良区、
水利組合

Ⅰ

27
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

市場課 Ａ 4 Ⅲ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ等 Ⅱ

市場施設全体が甚大
な被害を被っている
場合は実施できない
可能性がある

28
関係業界の被害状況
把握に関すること

市場関係者との連携
を図り、被害状況を把
握する

市場課 Ｂ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ等 Ⅰ
災害時優先電話で対
応可能

卸・仲卸会社
等

Ⅰ
既存の危機管理マ
ニュアルで対応

29
施設、卸売業者、仲
卸業者の被害調査に
関すること

施設、人員、取引先
への被害状況を調査
する

市場課 Ｃ 4 Ⅱ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

30
生鮮食料品の調達に
関すること

市場関係者及び全国
中央卸売市場協会と
の連携を図り生鮮食
料品の確保に努める

市場課 Ｃ 4 Ⅲ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は、何らかの
手段を検討する必要
がある

電話、ＦＡＸ、
移送手段

Ⅲ

優先電話での連絡調
整以上の対応は未対
策
災害本部との調整が
必要

全国中央卸売
市場協会

Ⅰ

「全国中央卸売市場
協会災害時相互応援
に関する協定
(H20.9.1締結)」に基づ
き応援依頼を検討・
実施
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
観光施設等の災害対
策及び被害調査に関
すること

所管指定管理施設の
利用者の安否（避難）
状況確認、救助体制
の要請

観光戦略課 Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

通信設備（電
話・ＦＡＸ・イン
ターネット等）、
及び救急資材
（ＡＥＤ・担架・
救急箱等）

Ⅱ

固定電話、携帯電話
ともに不通となった場
合が課題
救急資材の準備を施
設に一任しており、不
十分である恐れがあ
ること

各施設の指定
管理者

Ⅲ

道の駅フェニックスへ
の避難者への対応に
向け、指定管理者と
の調整が不十分であ
る

2
観光施設等の災害対
策及び被害調査に関
すること

被害状況、交通状況
等を勘案し、施設の
一時閉鎖等を検討す
る

観光戦略課 Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

施設の状況を
告知する看板
等

Ⅰ
他の目的で掲出して
いる看板等で代用可
能

各マスコミ等 Ⅲ

非常時には対応可能
な業者数が限られる
公共施設全般に関
し、被害の程度や早
期復旧の必要性等に
応じて一元的に優先
順位を付ける等の工
夫が必要と思われる

3
所管施設及び施設利
用者の被災状況の確
認把握に関すること

所管施設への連絡及
び情報収集

スポーツラ
ンド推進課

Ａ 14 Ⅰ

本課内人員で対応可
能
＊生目台地域事務所
応援職員２人は除く

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
車

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

指定管理者及
び各支部

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

4
所管施設を避難所と
して開設に関すること

避難所開設運営業務
スポーツラ
ンド推進課

Ａ 5 Ⅲ
指定管理者の協力が
必要

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

指定管理者及
び災害対策本
部・各支部

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

5
避難施設の応急復旧
に係る業務に関する
こと

避難者数の把握及び
避難所の安全対策の
確認
※施設所管課として
補助的に関わる

スポーツラ
ンド推進課

Ｂ 5 Ⅲ
避難所配備職員等の
現地人員が必要

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

指定管理者及
び災害対策本
部・各支部

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

6
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
を調査・把握し、必要
に応じて応急措置を
行う

産業政策課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ
災害時優先電話に指
定

7
商工業者の被害調査
に関すること

商工会議所等の関係
団体と連携し、被害
状況を調査・把握す
る

産業政策課 Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ
災害時優先電話に指
定

8
被災情報の収集業務
に関すること

所管工業団地内の公
共施設（道路・水路・
法面等）の被災状況
を確認する

企業立地推
進課

Ｂ 2 Ⅱ
参集可能人員内で対
応可能

公用車、防災
無線

Ⅲ
資機材を自前で調達
できない

防災情報共有
システム

Ⅲ
システムが使用でき
ない場合、対応でき
ない

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【観光商工部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1

土木施設及び急傾斜
地等の被災状況調
査、確認、報告に関
すること

道路・河川・雨水施設
等の土木施設や急傾
斜地等の危険箇所の
被害調査を行う

土木課 Ａ 16 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・防災行
政無線・車等

Ⅲ

通信手段が途絶して
いる場合でも参集基
準により参集は可能
災害時優先電話の確
保が必要
出水時における車の
確保は可能である
が、地震時における
調査車両の確保は関
係課との調整が必要

2
水門配備業務に関す
ること

召集箇所の決定及び
招集者への連絡

土木課 Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・
メール

Ⅲ

通信手段が途絶して
いる場合でも参集基
準により参集は可能
但し、大津波警報発
令時の水門配備は行
わないので、水門の
遠隔操作化及び無動
力化が必要

3
緊急輸送道路確保計
画策定に関すること

輸送路となる道路の
状況を点検し、道路
の制限等輸送路状況
について警察署と調
整する

土木課 Ａ 7 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・防
災行政無線・
車等

Ⅲ
災害時優先電話の確
保が必要

宮崎河川国道
事務所
宮崎土木事務
所
NEXCO
警察署

Ⅲ
連絡体制の確立・強
化が必要

4
主要被災施設の応急
復旧に関すること

被災土木施設の応急
復旧を行う

土木課 Ｂ
17

宮崎地区建設
業協会

Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能
協力協定を締結して
いる団体である

重機・車等 Ⅲ

機材の確保は可能と
考えるが、被災箇所
までの経路確保に課
題が残る

宮崎地区建設
業協会

Ⅰ
協力協定により対応
が可能である

5

河川災害・土砂災害
及び浸水被害の被害
拡大防止及び二次災
害の防止に関するこ
と

調査等により確認で
きた災害箇所の応急
復旧工事を行う

土木課 Ｂ
17

宮崎地区建設
業協会

Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能
協力協定を締結して
いる団体である

重機・車等 Ⅲ

機材の確保は可能と
考えるが、被災箇所
までの経路確保に課
題が残る

宮崎地区建設
業協会

Ⅰ
協力協定により対応
が可能である

6
国・県との応急復旧
連絡調整及び要請に
関すること

各施設管理者と復旧
の連絡調整を行う

土木課 Ｂ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

7
部内緊急事務の連絡
調整に関すること

建設対策部内におけ
る情報の共有を行う

土木課 Ｂ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【建設部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【建設部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

8
一般土木施設の被害
状況把握に関するこ
と

道路、河川、雨水施
設等の被害状況を把
握・整理する

土木課 Ｃ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・
メール・イン
ターネット等

Ⅲ
災害時優先電話の確
保が必要

9
一般土木施設の復旧
計画に関すること

道路・河川・雨水施設
等の復旧計画を検
討・策定する

土木課 Ｄ 16 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

宮崎河川国道
事務所
宮崎土木事務
所
宮崎地区建設
業協会等

Ⅲ

計画策定においては
関係機関との協議調
整及び実施部隊の宮
崎地区建設業協会の
協力が必要

10
里道・水路被災対応
業務に関すること

里道・水路等の被災
通報があった場合、
機能管理課に連絡や
取次ぎを行う

用地管理課 Ｂ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、　住
宅地図、コピー
機

Ⅲ

電気・通信インフラの
復旧が必要
土木課、道路維持
課、農村整備課との
連携が必要

電話、ＦＡＸ Ⅲ
電気・通信インフラの
復旧が必要

11
市道占用物被災対応
業務に関すること

市道占用物の被災通
報があった場合、占
用者や道路維持課に
連絡や取次ぎを行う

用地管理課 Ｂ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、　住
宅地図、コピー
機

Ⅲ

電気・通信インフラの
復旧が必要道路維持
課、上下水道局の連
携が必要

電話、ＦＡＸ Ⅲ
電気・通信インフラの
復旧が必要

九州電力
ＮＴＴ

Ⅲ
占用者が対応可能か
不明

12
道路や橋梁の被害状
況把握に関すること

通行の可・不可：通行
途中の状況や他部署
や住民等からの聞取
り情報を収集

道路維持課 Ａ
調査：10
電話受：6

取り纏め：2
Ⅲ

調査に当たる職員の
確保が必要
住民から直接情報を
得るのは困難

電話、ＦＡＸ、
地図(ゼンリン
等)
自転車、バイ
ク、(車)

Ⅱ

通信手段が途絶して
いる場合、状況把握
に時間を要する
（災害時優先電話の
確保）

13
国・県と情報交換に
関すること

国県道含めた道路情
報を把握し、通行可
能な道路を確認する

道路維持課 Ａ 1 Ⅰ
窓口を一本にすれ
ば、参集可能人員内
で対処可能

電話、ＦＡＸ、
地図(ゼンリン
等)

Ⅱ

通信手段が途絶して
いる場合、状況把握
に時間を要する
（災害時優先電話の
確保）

14
収集情報の伝達(報
告)に関すること

随時災害対策本部に
収集した情報を伝達
する

道路維持課 Ａ 1 Ⅰ
窓口を一本にすれ
ば、参集可能人員内
で対処可能

電話、ＦＡＸ、
地図(ゼンリン
等)

Ⅱ

通信手段が途絶して
いる場合、状況把握
に時間を要する
（災害時優先電話の
確保）

15
避難できるルートの
選定、案内に関する
こと

比較的安全に通行が
できる道路や橋梁を
図面に落とし、避難で
きるルートを案内する

道路維持課 Ａ 3 Ⅲ
情報の信憑性の判定
と状況の程度の整理
が必要

ＰＣ（GISサー
バー・端末）、
プロッタ、地図
(ゼンリン)

Ⅱ

本課のGISサーバー、
端末、プロッタが使用
できる環境(非常用電
源)が整えば可能

道路維持課情
報システム

Ⅰ
システムが使用でき
ないときは、既存の
図面等で対応する

16
危険箇所の交通規制
に関すること

主要幹線道をはじめ
として、通行が困難に
なった道路や橋梁の
部分に、バリケード等
を設置する

道路維持課 Ａ 10 Ⅲ

規制に当たる職員の
確保が必要
箇所数が多いと十分
な対応ができない

自転車、バイ
ク、(車)、バリ
ケード等

Ⅲ

資機材の搬送ができ
るか不明
また、資機材の不足
が予想される

単価契約業
者、その他土
木業者
(建設業協会と
の連携）

Ⅲ

連携は取れるが、各
事業者の被害状況に
よっては計画が立て
られない
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【建設部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

17
道路・橋梁の点検、
被害状況の伝達に関
すること

被害の程度等を調査
し、災害対策本部並
びに国・県に情報を
伝達する

道路維持課 Ｂ
調査：14
電話受：6

取り纏め：2
Ⅲ

調査に当たる職員の
確保が必要
住民から直接情報を
得るのは困難

電話、ＦＡＸ、
地図(ゼンリン
等)、自転車、
バイク、(車)

Ⅰ

通信手段が途絶して
いる場合、状況把握
に時間を要する
（災害時優先電話の
確保）

単価契約業
者、その他土
木業者
(建設業協会と
の連携）

Ⅲ

連携は取れるが、各
事業者の被害状況に
よっては計画が立て
られない

18
緊急物資輸送ルート
の選定、確保に関す
ること

物資輸送のため車で
輸送できるルートを確
保する

道路維持課 Ｂ 3 Ⅲ

広範囲な場合、それ
ぞれの避難所に輸送
車が通れる道を確保
できるかが不明

ＰＣ（GISサー
バー・端末）、
プロッタ、地図
(ゼンリン)

Ⅱ

本課のGISサーバー、
端末、プロッタが使用
できる環境(非常用電
源)が整えば可能

道路維持課情
報システム

Ⅰ
システムが使用でき
ないときは、既存の
図面等で対応する

19
主要幹線道の応急復
旧工事の検討に関す
ること

物資輸送のほか市民
生活の速やかな復旧
のために、主要幹線
道をはじめとする道
路や橋梁の復旧工事
の準備を行う

道路維持課 Ｃ 調査・設計：6 Ⅲ
被害の程度によっ
て、どの程度の人員
で対応できるか不明

ＰＣ、プロッタ Ⅰ
ＰＣ、プロッタが使用
できる環境(非常用電
源)が整えば可能

単価契約業
者、その他土
木業者

Ⅲ

連携は取れるが、各
事業者の被害状況に
よっては計画が立て
られない

20
応急復旧工事の対応
に関すること

応急復旧工事によ
り、市民生活の復旧
に努める

道路維持課 Ｃ 調査・設計：6 Ⅲ
被害の程度によっ
て、どの程度の人員
で対応できるか不明

ＰＣ、プロッタ Ⅰ
ＰＣ、プロッタが使用
できる環境(非常用電
源)が整えば可能

単価契約業
者、その他土
木業者

Ⅲ

連携は取れるが、各
事業者の被害状況に
よっては計画が立て
られない

21
災害復旧工事の対策
に関すること

応急復旧工事を進め
ると同時に、主要幹
線道等の本復旧に向
けての検討を行う

道路維持課 Ｄ 調査・設計：6 Ⅱ
被害の程度によっ
て、どの程度の人員
で対応できるか不明

ＰＣ、
プロッタ

Ⅰ
ＰＣ、プロッタが使用
できる環境(非常用電
源)が整えば可能

22
市営住宅被害状況調
査に関すること

市営住宅建物等の被
害状況について情報
収集や調査を実施

建築住宅課 Ｂ

4
※他業務
(No23・
 No24・
No25・
No26)
と兼務

Ⅲ

被災情報がどの程度
得られるか、建物等
の被害状況確認に技
術者が必要である
が、他課の応援、指
定管理者との連携を
想定。

電話、
車

Ⅱ

車が使用できない場
合は、確認調査業務
ができない
通信手段が途絶して
いる場合、指定管理
者との連携不可

被災者支援シ
ステム

Ⅲ

システムが使用でき
ない時は、個別に関
係課及び指定管理者
から被災情報を収集
する必要がある

宮崎市住宅管
理センター

Ⅱ

指定管理者及び地区
管理会社が機能しな
い場合、宮崎市職員
による情報収集や調
査を実施することにな
る。
他課の応援を想定。

23
市営住宅入居者相談
窓口に関すること

入居者からの災害に
対するあらゆる問い
合わせに対応

建築住宅課 Ｂ

4
※他業務
(No22・
 No24・
No25・
No26)
と兼務

Ⅲ

ライフラインや住戸等
の修繕、食料、健康
問題などあらゆる問
い合わせがあると思
われる。
他課の応援、指定管
理者との連携を想
定。

電話 Ⅱ
災害時優先電話の時
は、窓口対応しかで
きない

宮崎市住宅管
理センター

Ⅱ

指定管理者及び地区
管理会社が機能しな
い場合、宮崎市職員
による対応となる。
他課の応援を想定。
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【建設部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

24
被災者に対する住宅
支援に関すること

被災者への行政財産
目的外使用による住
宅提供

建築住宅課 Ｂ

2
※他業務
(No22・
 No23・
No24・
No26)
と兼務

Ⅲ
指定管理者との連携
も必要
他課の応援が必要

電話、
ＦＡＸ

Ⅱ
指定管理者への依頼
ができない

住宅管理シス
テム

Ⅰ

システムが使用でき
ない時は、紙ベース
のみでの一時処理を
行う

宮崎市住宅管
理センター

Ⅱ

指定管理者及び地区
管理会社が機能しな
い場合、宮崎市職員
による対応となる。
他課の応援が必要。

25
市営住宅応急修繕に
関すること

ライフラインの復旧、
住戸の応急修繕

建築住宅課 Ｃ

2
※他業務
(No22・
 No23・
No25・
No26)
と兼務

Ⅲ

ライフラインの復旧や
住戸等の応急修繕は
専門業者の対応が必
要であり、対応できる
状況であるか不透明

電話、
ＦＡＸ 

Ⅱ
指定管理者や応急修
繕業者等への依頼が
できない

宮崎市住宅管
理センター

Ⅱ

指定管理者及び地区
管理会社が機能しな
い場合、建築住宅課
から直接、応急修繕
業者等への依頼とな
る。
他課の応援が必要。

26
応急仮設住宅の建
設・入居管理に関す
ること

居住できない被災者
数の把握、仮設住宅
敷地の確保、建設、
入居者の管理

建築住宅課 Ｄ 2 Ⅲ

仮設住宅の敷地の選
定、確保、建設、入居
者管理に亘り、関係
課との連携が必要

電話、
ＦＡＸ、
車

Ⅰ

仮設住宅の準備等を
行うのには支障がな
い
（通信インフラは復旧
済みと想定）

被災者支援シ
ステム

Ⅲ

システムが使用でき
ない時は、個別に関
係課から被災情報を
収集する必要がある

(県）建築住宅
課

Ⅰ 連携体制は可能

27
情報収集に関するこ
と

防災拠点施設・避難
施設等の被災状況の
情報収集を行う

建築住宅課 Ａ 20 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、
ＦＡＸ

Ⅲ
電気・通信インフラの
復旧が必要

28
被災調査に関するこ
と

防災拠点施設・避難
施設等の被災状況の
現地調査を行う

建築住宅課 Ｂ 20 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、
車

Ⅲ
電気・通信インフラの
復旧が必要
車の確保が可能か

29
応急仮設住宅用地調
査に関すること

応急仮設住宅設計に
当り、用地の安全性
確認等の調査を実施

建築住宅課 Ｃ 10 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、
車

Ⅲ
電気・通信インフラの
復旧が必要
車の確保が可能か

(県）建築住宅
課

Ⅲ
電気・通信インフラの
復旧が必要
車の確保が可能か

30
応急仮設住宅の建
設・入居管理に関す
ること

居住できない被災者
数の把握、仮設住宅
敷地の確保、建設、
入居者の管理

建築住宅課 Ｄ 6 Ⅲ

仮設住宅の敷地の選
定、確保、建設、入居
者管理に亘り、関係
課との連携が必要

電話、
ＦＡＸ、
車

Ⅰ

仮設住宅の準備等を
行うのには支障がな
い
（通信インフラは復旧
済みと想定）

被災者支援シ
ステム

Ⅲ

システムが使用でき
ない時は、個別に関
係課から被災情報を
収集する必要がある

(県）建築住宅
課

Ⅰ 連携体制は可能

31
応急仮設住宅設計に
関すること

応急仮設住宅および
附帯設備、外構の実
施設計業務

建築住宅課 Ｄ 20 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ Ⅰ

設計作業に支障はな
い
（電気・通信インフラ
は復旧済みと想定）

(県）建築住宅
課

Ⅰ

設計作業に支障はな
い
（電気・通信インフラ
は復旧済みと想定）
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1

所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること【バスターミナ
ル】

被災状況を調査し、
必要に応じて供用の
休止等の措置を講ず
る

都市計画課 Ａ
2

都市企画係
Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅰ
応急措置に関してバ
ス事業者協議会と連
携して実施する

宮崎駅西口高
速バスターミナ
ル使用バス事
業者協議会

Ⅰ

基本協定において左
記事業者との速やか
な応急措置、報告、
協議を規定している
災害時等対応マニュ
アルを策定している

2
グリーンスローモビリ
ティの被害調査に関
すること

運行事業者や運行協
議会と連携し、被害
状況を調査

まちづくり課 A
2

企画係
Ⅰ

参集可能人員内で対
処可能

携帯電話、イ
ンターネット、
公用車、カメラ

Ⅰ
公用車が使用できな
い場合は、自転車又
は徒歩

運行事業者
運行協議会

Ⅰ

運行業務委託契約書
に運行事業者の管理
責任について定めて
おり、市の緊急連絡
先を記載している

3
所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること【公園】

避難場所となる公園
の状況を把握する
（直接または指定管
理者経由）

公園緑地課 Ａ

旧市域：14
旧町域：8
課内：4

①

Ⅲ

旧市域、旧町域とも
に状況把握の必要が
あり、他課からの応
援を要する
消防との連携を要す
る

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

一部施設：指
定管理者
消防

Ⅲ 災害対策体制の構築

避難場所とな
る公園に防災
のための施設
を設置する
防災カマド・水
槽等

4
避難者の誘導
一時的避難に関する
こと

避難者等からの、避
難可能な公園につい
ての照会に対応する

公園緑地課 Ａ
4

①と兼務
Ⅱ

一時的に避難場所と
なる公園について、
事前の情報整理が必
要

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

一部施設：指
定管理者

Ⅱ
一部の指定管理施設
には施設内に常駐し
ない管理形態もある

5

所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること
動物園（脱走動物）

脱走動物の有無等を
確認し、必要に応じて
確保（捕獲）等を行う
※特に猛獣等

公園緑地課 Ａ
4

（指示等）
②

Ⅲ

動物園担当職員の参
集が望まれる
消防との連携を要す
る

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード、麻酔
銃・網等捕獲
用具（動物園）

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

宮崎市フェニッ
クス自然動物
園管理株式会
社（指定管理
者）／捕獲作
業
警察ほか

Ⅲ

市と指定管理者との
災害時対策体制の構
築
事業者における対策
費用・資機材の確保
猟友会等、他機関の
応援を要する可能性
がある

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【都市整備部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【都市整備部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

6

所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること【一時避難場所
等公園】

一時避難場所等とな
る公園について、現
地確認等により、被
災や瓦礫の状況を把
握し避難の適否を判
断する

公園緑地課 Ｂ

旧市域：14
旧町域：8
課内：4

①が引き続き
従事

Ⅱ

複数の班編成が望ま
れる
他課からの応援を要
する
消防との連携を要す
る

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード

Ⅱ

整備費用の確保が困
難

ガソリンの確保が困
難

一部施設：指
定管理者
消防

Ⅲ
災害時対策体制の構
築

7

所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること
動物園（園内猛獣
等、脱走動物）

園内動物にかかる安
全性確保
（猛獣の殺処分検討
ほか）
脱走動物の捕獲

公園緑地課 Ｂ
4

②が引き続き
従事

Ⅱ
動物園担当職員の参
集が望まれる

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード、捕獲
網、ロープ、麻
酔銃、薬剤ほ
か（動物園）

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

宮崎市フェニッ
クス自然動物
園管理株式会
社（指定管理
者）、消防、警
察

Ⅲ

市と指定管理者との
災害時対策体制の構
築
事業者における対策
費用・資機材の確保
猟友会等、他機関の
応援を要する可能性
がある

8
所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること【公園】

避難先となった公園
の被災や瓦礫の状況
を把握する

公園緑地課 Ｃ

旧市：8
旧町：8
課内：4

①が引き続き
従事

Ⅱ
複数の班編成が望ま
れる

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

一部施設：指
定管理者

Ⅱ
災害時対策体制の構
築

9

所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること
動物園（捕獲、緊急
工事等）

脱走動物の捕獲、施
設内動物にかかる安
全性確保のための緊
急工事等検討

公園緑地課 Ｃ
4

②が引き続き
従事

Ⅱ
動物園担当職員の参
集が望まれる

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード、捕獲
網、ロープ、麻
酔銃、薬剤ほ
か（動物園）

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

宮崎市フェニッ
クス自然動物
園管理株式会
社（指定管理
者）
工事業者

Ⅱ

市と指定管理者との
災害時対策体制の構
築
事業者における対策
費用・資機材の確保
猟友会等、他機関の
応援を要する可能性
がある
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【都市整備部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること【避難先公園】

引き続き避難地と
なっている公園の瓦
礫処理等を行う

公園緑地課 Ｄ

旧市域：8
旧町域：4

①が引き続き
従事

Ⅱ
複数の班編成が望ま
れる

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード、シャベ
ル、一輪車、
掲示用品ほか

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

一部施設：指
定管理者
工事業者

Ⅱ
災害時対策体制の構
築
業者の態勢回復

11

所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること【公園：復旧へ
の対策検討】

施設の復旧に向けた
対策を検討する

公園緑地課 Ｄ
6

①が引き続き
従事

Ⅱ
可能な限り指定管理
者や年間管理委託事
業者を活用する

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

一部施設：指
定管理者
工事業者

Ⅱ 業者の態勢回復

12

所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること【動物園：復旧
への対策検討】

施設の復旧に向けた
対策を検討する

公園緑地課 Ｄ
2

②が引き続き
従事

Ⅱ
可能な限り指定管理
者や年間管理委託事
業者を活用する

ラジオ等の情
報入手手段、
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
カメラ、車、光
源、ホワイト
ボード

Ⅱ

整備費用の確保が困
難
ガソリンの確保が困
難

宮崎市フェニッ
クス自然動物
園管理株式会
社（指定管理
者）
工事業者

Ⅱ
市と指定管理者との
災害時対策体制の構
築

13
所管施設の災害対策
及び被害調査に関す
ること

事業地区内全体の被
災状況の把握・報告

市街地整備
課

Ａ
5

 本課 2
 東部第二3

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

公用車、カメラ Ⅰ
公用車が使用できな
い場合は、自転車又
は徒歩

電話、ＦＡＸ、庁
内ＬＡＮ、携帯
電話

Ⅱ

通信手段が使用でき
ない場合は、出先の
事務所との連絡がで
きない

14
被災建築の危険度判
定に関すること

大地震や余震により
被災した建築物につ
いて、その後に発生
する余震による二次
災害防止のため、被
災建築物応急危険度
判定実施本部を立ち
上げ判定を行う

建築行政課 Ｂ

5
但し、判定実
施本部要員と
する（判定コー
ディネーター２

人を含む）

Ⅰ
参集可能人員内で処
理可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
応急危険度判
定実施器材

Ⅰ

これまでに年度計画
で整備を行っており、
概ね整備完了してい
る

宮崎県（建築
住宅課）、一般
社団法人宮崎
県建築士会

Ⅰ

災対本部の要請によ
り、応急危険度判定
実施マニュアルに基
づき、登録された応
急危険度判定士によ
る判定作業が実施さ
れる
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【都市整備部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

15
被災建築物の災害対
策・指導に関すること

建築物の被害情報及
び県、国からの情報
を収集し、災対本部
等との連絡調整のう
え、被災建築物に対
する対策・指導を行う

建築行政課 Ｂ 6 Ⅰ
参集可能人員内で処
理可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ 対応未整備

16
災害復興住宅融資の
適用指導に関するこ
と

独立行政法人住宅金
融支援機構との災害
時における住宅復興
に向けた協力に係る
基本協定に基づく受
託業務を行う

建築行政課 Ｄ 3 Ⅰ

主な業務は協力協定
を締結している住宅
金融支援機構が実施
し、市は補助的事務
を行う為、参集可能
人員内で処理可能

Ⅰ
住宅金融支援機構で
対応

独立行政法人
住宅金融支援
機構

Ⅰ
協定書に係る業務マ
ニュアルが整備され
ている

17
建築物の災害対策指
導に関すること

災対本部又は復旧対
策本部等との連絡調
整のうえ、建築物に
対する復旧対策・指
導を行う

建築行政課 Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で処
理可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ 対応未整備

18
被災宅地危険度判定
業務に関すること

被災情報の収集
県への被災宅地判定
士の要請

開発審査課 Ｂ
2

被災宅地判定
士

Ⅲ

被災宅地判定士の資
格が必要
県、他の市町村から
の応援が必要

電話機、ＦＡ
Ｘ、インター
ネット、判定機
材

Ⅱ
電話、ＦＡＸは災害優
先電話に指定

情報防災共有
システム

Ⅱ
システムが使用でき
ない場合、情報の収
集が必要である

県建築住宅課 Ⅱ
被災宅地判定士の応
援要請が順調に行え
るか不明である

19
公共掲示板被害状況
把握に関すること

市内34箇所に設置し
てある公共掲示板の
被害状況を確認し、
毀損箇所について
は、応急処置を行う

景観課 Ｂ 2 Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
本部及び各対策部と
の連絡調整に関する
こと

本部及び各対策部と
の連絡調整を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
防災行政無線
（MCA、IP）

Ⅰ
電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

防災情報共有
システム

Ⅰ
使用できない場合
は、電話等により代
替可能である

2
各班からの被害状況
の収集・把握に関す
ること

各班から被害状況を
収集・把握する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
防災行政無線
（MCA、IP）

Ⅰ
電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

防災情報共有
システム

Ⅰ
使用できない場合
は、電話等により代
替可能である

3
災害対策本部支部の
設置に関すること

職員への連絡、召
集、消防団への連絡
調整、電話機や防災
無線など必要資機材
の設置

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 2 Ⅰ

4
災害対策本部支部会
議に関すること

総合支所災害対策本
部の会議開催

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

5
自主防災組織等との
連携調整に関するこ
と

自主防災組織等との
連携調整を図る

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ
電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

消防団佐土原
分団
自主防災組織

Ⅱ
自主防災組織の連絡
先一覧を作成してい
ない。

6
避難に関する情報等
の広報に関すること

避難に関する情報や
警報等を正確かつ速
やかに住民へ広報す
る

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 6 Ⅲ
各課から応援が必要
（総合支所各課）

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
防災行政無線
（MCA、IP）、公
用車

Ⅱ

電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
ただし、公用車の使
用は道路状況等によ
る

消防団佐土原
分団

7
各班との連絡調整に
関すること

総合支所内各班との
連絡をとる

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

8
職員の動員に関する
こと

必要に応じ、職員に
対し動員の指示を出
す

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

9
消防団との連携調整
に関すること

消防団の幹部および
各部との連絡調整

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
防災無線の運用に関
すること

防災行政無線の操
作・運用

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ
1

無線従事者免
許

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

防災行政無線 Ⅰ

11
庁内の非常用の電気
及び電話に関するこ
と

庁内の非常用電源装
置及び災害時優先電
話の運用

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 2 Ⅰ
非常用発電
機、電話

Ⅰ

12
避難所の開設及び連
絡調整に関すること

避難所の開設を必要
とする場合に、関係
部署・職員への連絡
調整を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
防災行政無線
（MCA、IP）

Ⅰ
電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

防災情報共有
システム

Ⅰ
使用できない場合
は、電話等により代
替可能である

13
情報の収集、伝達、
連絡調整に関するこ
と

地域内の被害情報、
気象情報を収集する
県などの防災機関か
ら情報を収集する
本部や各班との連絡
調整を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

14
本部対策室との連絡
調整に関すること

本部対策室と状況等
の必要事項について
随時連絡調整する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

15
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

16
救助食料、物資の調
達確保及び輸送に関
すること

本部対策室と連携を
図り、救助食料、物資
の調達確保・輸送を
行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ 6 Ⅲ
他課からの応援が必
要（避難対策班、輸
送班）

電話、ＦＡＸ、
防災行政無線
（MCA、IP）公
用車

Ⅱ

電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
ただし、公用車による
輸送は道路状況等に
よる

17
災害時のごみ、し尿、
廃棄物等の連絡調整
に関すること

ごみ、し尿、廃棄物等
を適正に処理するた
めの連絡調整を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
PC

Ⅰ
電話、ＦＡＸ、は災害
時優先電話に指定

18
災害資料の作成及び
災害記録に関するこ
と

災害に関する各種記
録の作成と保存

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

PC、プリン
ター、カメラ

Ⅰ
電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

19
災害時要配慮者支援
に関すること

安否確認、消防団な
どと連携する避難支
援、及び避難所へ障
害者用仮設トイレ等
の設置を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 10 Ⅲ

必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要となる可
能性あり

電話・車・燃料 Ⅲ

災害優先電話に未指
定のため使用できな
い可能性がある
車、燃料の確保がで
きない可能性がある

20
被害状況の把握に関
すること

自治会長へ人的及び
住家等被害状況の聞
き取り調査を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 4 Ⅰ 電話 Ⅲ
災害優先電話に未指
定のため使用できな
い可能性がある

21
指定避難所への炊き
出しの連絡調整に関
すること

指定避難所との連絡
調整を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ 4 Ⅰ 電話 Ⅲ
災害時優先電話に未
指定のため使用でき
ない可能性がある

22

指定避難所への食料
品の供与及び生活必
需品の供給と配付に
関すること

必要数の把握と、食
料品と生活必需品を
配付する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ 14 Ⅲ

必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要となる可
能性あり

台車、車、燃
料

Ⅲ
車、燃料の確保がで
きない可能性がある

23
医薬品衛生材料供給
に関すること

医薬品衛生材料の供
給確認

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ

24
人的及び住家等の被
害調査及び集計に関
すること

人的及び住家等の被
害を調査し集計する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ 10 Ⅲ

必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要となる可
能性あり

車、燃料 Ⅲ
車、燃料の確保がで
きない可能性がある

25

「国（厚生労働省）か
ら埋火葬における特
例許可の通知」後に
火葬許可申請の受付
及び葬祭センター使
用許可申請の受付に
関すること

死亡届の受付後、又
は「国（厚生労働省）
から埋火葬における
特例許可の通知」後
に火葬許可申請の受
付及び葬祭センター
使用許可申請の受付
開始

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｃ 3 Ⅰ 電話 Ⅲ
災害時優先電話に未
指定のため使用でき
ない可能性がある

26
災害に関する相談に
関すること

災害相談窓口を開設
し、災害対策業務の
受付案内等を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｄ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

27
所管施設等の被害状
況調査に関すること

排水機場施設の被害
状況調査

佐土原・農
林建設課

Ａ 2人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

MCA無線・ＩＰ
無線

Ⅰ
課内設置無線で対応
可能

運転管理者 Ⅰ
管理者との連絡手段
の確保・通路の確保

28
所管施設等の被害状
況調査に関すること

ため池・橋梁等施設
の被害状況調査

佐土原・農
林建設課

Ａ 4人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

MCA無線・ＩＰ
無線

Ⅰ
課内設置無線で対応
可能

管理者である
土地改良区等

Ⅰ
管理者との連絡手段
の確保・通路の確保

29
所管施設等の被害状
況調査に関すること

所管する加工室等施
設の被害状況調査

佐土原・農
林建設課

Ａ 4人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

MCA無線・ＩＰ
無線

Ⅰ
課内設置無線で対応
可能

指定管理者 Ⅰ
管理者との連絡手段
の確保・通路の確保

30
所管施設からの人命
救助、火災発生の初
期消火に関すること

被災者がいる場合救
助、火災発生の場合
初期消火

佐土原・農
林建設課

Ａ

31
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

佐土原・農
林建設課

Ｂ 4人×4時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅰ

32
農林作物及び家畜の
被害状況調査に関す
ること

農林作物及び家畜の
被害状況調査

佐土原・農
林建設課

Ｂ 4人×2時間 Ⅱ
被災の程度により他
課の応援必要

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

MCA無線・ＩＰ
無線

33
家畜の応急措置に関
すること

家畜の応急措置の実
施

佐土原・農
林建設課

Ｃ

34
農地及び林地等の被
害状況調査に関する
こと

農地及び林地等の被
害状況調査

佐土原・農
林建設課

Ｃ 2人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

MCA無線・ＩＰ
無線

35
農道及び林道等の被
害状況調査及び応急
復旧に関すること

土砂崩壊等による車
両通行不可、危険性
の高い箇所の情報収
集を行う
又、応急復旧により
対応可能分は実施

佐土原・農
林建設課

Ｃ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

36
農林作物及び家畜の
災害対策に関するこ
と

農林作物及び家畜の
災害対策の検討

佐土原・農
林建設課

Ｄ

37
被災農家等への災害
復旧指導に関するこ
と

被災農家等への災害
復旧指導

佐土原・農
林建設課

Ｄ 6人×4時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車 Ⅰ 所有車で対応可能

38
農地及び林地等の応
急復旧対策に関する
こと

農地及び林地等の応
急復旧対策の検討

佐土原・農
林建設課

Ｄ

39
所管する主要施設の
被災状況の調査に関
すること

所管主要施設の状況
調査

佐土原・農
林建設課

Ａ

調査班2人/班
×4班

集約3人
計11人

Ⅲ
必要最低人数が確保
できないため他課か
らの応援が必要

公用車4台
バリケード

Ⅲ

公用車が被災してな
ければ台数は確保で
きるが総合支所で
持っているため絶対
数が足りない

携帯電話・
MCA無線・IP
無線

Ⅱ

・防災無線の絶対数
が不足
・通信手段が使用で
きない場合に外部と
の連絡が困難

40
被災施設の被害拡大
防止及び仮復旧に関
すること

バリケード等の設置、
業者との調整依頼、
仮復旧の実施

佐土原・農
林建設課

A

現場指示2人/
班×3班
集約1人
計7人

Ⅲ
必要最低人数が確保
できないため他課か
らの応援が必要

公用車3台
バリケード Ⅲ

公用車が被災してな
ければ台数は確保で
きるが総合支所で
持っているため絶対
数が足りない

携帯電話・
MCA無線・IP
無線

Ⅲ 上記と同様 管内建設業者 Ⅰ

市と建設業協会と協
定を結んでいるため
対応が可能である(佐
土原町 建設協議会と    
申合せ済)

41
公園等の被災状況調
査に関すること

公園施設の状況調
査、報告
避難所としての確認

佐土原・農
林建設課

Ｂ

調査2人/班×
2班

集約1人
計5人

Ⅰ
会計年度任用職員で
対応可

公用車2台
Ⅱ

公用車が被災してな
ければ台数は確保で
きるが総合支所で
持っているため絶対
数が足りない

携帯電話・
MCA無線・IP
無線

Ⅲ 上記と同様

42
所管施設の応急復旧
対策に関すること

被害調査・応急復旧
対策

佐土原・農
林建設課

Ｃ

43
主要道路の状況調査
に関すること

緊急輸送道路と広域
避難場所間道路等の
調査及び報告

佐土原・農
林建設課

A

44
被災施設の復旧に関
すること

被災施設の復旧計画
及び実施

佐土原・農
林建設課

Ｄ 6 Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
本部及び各対策部と
の連絡調整に関する
こと

本部及び各対策部と
の連絡調整を行う

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・デ
ジタル無線（Ｍ
ＣＡ・ＩＰ）

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

防災情報共有
システム

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、電話や
デジタル無線機にて
連絡をとる

2
各班からの被害状況
の収集・把握に関す
ること

各班からの被害状況
の収集・把握を行う

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・デ
ジタル無線（Ｍ
ＣＡ・ＩＰ）

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

防災情報共有
システム

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、電話や
デジタル無線機にて
連絡をとる

3
災害対策本部支部の
設置に関すること

職員への連絡、召
集、消防団への連絡
調整、電話機や防災
無線など必要資機材
の設置

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・デ
ジタル無線（Ｍ
ＣＡ・ＩＰ）

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

4
災害対策本部支部会
議に関すること

総合支所災害対策本
部の会議開催

田野・地域
市民福祉課

Ａ

5
自主防災組織等との
連携調整に関するこ
と

自主防災組織等との
連携調整を図る

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

6
避難に関する情報等
の広報に関すること

避難に関する情報や
警報等を正確かつ速
やかに住民へ広報す
る

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

防災無線・広
報車

Ⅰ
防災無線が使用でき
ない場合は広報車で
広報する

7
各班との連絡調整に
関すること

総合支所内各班との
連絡をとる

田野・地域
市民福祉課

Ａ

8
職員の動員に関する
こと

必要に応じ、職員に
対し動員の指示を出
す

田野・地域
市民福祉課

Ａ

9
消防団との連携調整
に関すること

消防団の幹部および
各部との連絡調整

田野・地域
市民福祉課

Ａ

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
防災無線の運用に関
すること

防災行政無線の操
作・運用

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

防災無線 Ⅱ

田野町域の防災無線
はアナログ式で老朽
化のため、災害時に
正常に作動するか不
安

11
庁内の非常用の電気
及び電話に関するこ
と

庁内の非常用電源装
置及び災害時優先電
話の運用

田野・地域
市民福祉課

Ａ

12
避難所の開設及び連
絡調整に関すること

避難所の開設を必要
とする場合に、関係
部署・職員への連絡
調整を行う

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

13
情報の収集、伝達、
連絡調整に関するこ
と

地域内の被害情報、
気象情報を収集する
県などの防災機関か
ら情報を収集する
本部や各班との連絡
調整を行う

田野・地域
市民福祉課

Ａ

14
本部対策室との連絡
調整に関すること

本部対策室と状況等
の必要事項について
随時連絡調整する

田野・地域
市民福祉課

Ａ

15
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

田野・地域
市民福祉課

Ｂ

16
救助食料、物資の調
達確保及び輸送に関
すること

本部対策室と連携を
図り、救助食料、物資
の調達確保・輸送を
行う

田野・地域
市民福祉課

Ｂ 4 Ⅱ

必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要（輸送班
等）

電話・ＦＡＸ・デ
ジタル無線（Ｍ
ＣＡ・ＩＰ）・公用
車

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

17
災害時のごみ、し尿、
廃棄物等の連絡調整
に関すること

ごみ、し尿、廃棄物等
を適正に処理するた
めの連絡調整を行う

田野・地域
市民福祉課

Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

18
災害資料の作成及び
災害記録に関するこ
と

災害に関する各種記
録の作成と保存

田野・地域
市民福祉課

Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・Ｐ
Ｃ・プリンター・
カメラ等

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

19
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅱ
当課だけでは、対応
が厳しい、総合支所
各課と連携が必要

公用車 Ⅰ
総合支所の公用車で
対応可

20
指定避難所への炊き
出しの連絡調整に関
すること

指定避難所との連絡
調整を行う

田野・地域
市民福祉課

Ｂ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

公用車 Ⅰ
総合支所の公用車で
対応可

21

指定避難所への食料
品の供与及び生活必
需品の供給と配付に
関すること

必要数の把握と、食
料品と生活必需品を
配付する

田野・地域
市民福祉課

Ｂ

22
医薬品衛生材料供給
に関すること

医薬品衛生材料の供
給確認

田野・地域
市民福祉課

Ｂ

23
災害時要配慮者支援
に関すること

安否確認、消防団な
どと連携する避難支
援、及び避難所へ障
害者用仮設トイレ等
の設置を行う

田野・地域
市民福祉課

Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ファック
ス、公用車

Ⅱ
通信網が遮断されて
いる時は、現地訪問
にて状況確認

24
被害状況の把握に関
すること

自治会長へ人的及び
住家等被害状況の聞
き取り調査を行う

田野・地域
市民福祉課

Ｂ 1人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ファック
ス、公用車

Ⅱ
通信網が遮断されて
いる時は、現地訪問
にて状況確認

25
人的及び住家等の被
害調査及び集計に関
すること

人的及び住家等の被
害を調査し集計する

田野・地域
市民福祉課

Ｂ

26

「国（厚生労働省）か
ら埋火葬における特
例許可の通知」後に
火葬許可申請の受付
及び葬祭センター使
用許可申請の受付に
関すること

死亡届の受付後、又
は「国（厚生労働省）
から埋火葬における
特例許可の通知」後
に火葬許可申請の受
付及び葬祭センター
使用許可申請の受付
開始

田野・地域
市民福祉課

Ｃ 2 Ⅰ
電話、ファック
ス

Ⅲ

通信網が遮断されて
いる時は、葬祭セン
ター予約等業務に支
障
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

27
災害に関する相談に
関すること

災害相談窓口を開設
し、災害対策業務の
受付案内等を行う

田野・地域
市民福祉課

Ｄ

28
所管施設等の被害状
況調査に関すること

ため池・橋梁等施設
の被害状況調査

田野・農林
建設課

Ａ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ、プリンタ、
車両

Ⅲ
現場までの道路事情
及び交通手段（車両）
の確保

電話、防災行
政無線、ＭＣ
Ａ・ＩＰ無線

Ⅲ
電源確保次第で外部
との連絡困難の場合
あり

県中部農林振
興局
大淀川右岸土
地改良区
田野町土地改
良区合同事務
所

Ⅲ
電源確保次第で外部
との連絡困難の場合
あり

29
所管施設等の被害状
況調査に関すること

所管する加工室等施
設の被害状況調査

田野・農林
建設課

Ａ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ、プリンタ、
車両

Ⅲ
現場までの道路事情
及び交通手段（車両）
の確保

電話、防災行
政無線、ＭＣ
Ａ・ＩＰ無線

Ⅲ
電源確保次第で外部
との連絡困難の場合
あり

県中部農林振
興局
大淀川右岸土
地改良区
田野町土地改
良区合同事務
所
道の駅田野・
みちくさ指定管
理者

Ⅲ
電源確保次第で外部
との連絡困難の場合
あり

30
所管施設からの人命
救助、火災発生の初
期消火に関すること

被災者がいる場合救
助、火災発生の場合
初期消火

田野・農林
建設課

Ａ

31
農林作物及び家畜の
被害状況調査に関す
ること

農林作物及び家畜の
被害状況調査

田野・農林
建設課

Ｂ

32
農林作物及び家畜の
災害対策に関するこ
と

農林作物及び家畜の
災害対策の検討

田野・農林
建設課

Ｃ

33
家畜の応急措置に関
すること

家畜の応急措置の実
施

田野・農林
建設課

Ｃ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

34
農地及び林地等の被
害状況調査に関する
こと

農地及び林地等の被
害状況調査

田野・農林
建設課

Ｃ

35
農道及び林道等の被
害状況調査及び応急
復旧に関すること

土砂崩壊等による車
両通行不可、危険性
の高い箇所の情報収
集を行う
又、応急復旧により
対応可能分は実施

田野・農林
建設課

Ｃ

36
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

田野・農林
建設課

Ｄ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ、プリンタ、
車両

Ⅲ
現場までの道路事情
及び交通手段（車両）
の確保

電話、防災行
政無線、ＭＣ
Ａ・ＩＰ無線

Ⅲ
電源確保次第で外部
との連絡困難の場合
あり

県中部農林振
興局
大淀川右岸土
地改良区
田野町土地改
良区合同事務
所
道の駅田野・
みちくさ指定管
理者

Ⅲ
電源確保次第で外部
との連絡困難の場合
あり

37
被災農家等への災害
復旧指導に関するこ
と

被災農家等への災害
復旧指導

田野・農林
建設課

Ｄ

38
農地及び林地等の応
急復旧対策に関する
こと

農地及び林地等の応
急復旧対策の検討

田野・農林
建設課

Ｄ

39
所管する主要施設の
被災状況の調査に関
すること

所管主要施設の状況
調査

田野・農林
建設課

Ａ

40
被災施設の被害拡大
防止及び仮復旧に関
すること

バリケード等の設置、
業者との調整依頼、
仮復旧の実施

田野・農林
建設課

Ａ

41
主要道路の状況調査
に関すること

緊急輸送道路と広域
避難場所間道路等の
調査及び報告

田野・農林
建設課

Ａ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

42
公園等の被災状況調
査に関すること

公園施設の状況調
査、報告
避難所としての確認

田野・農林
建設課

Ｂ 3 Ⅱ
参集基準により自主
的に参集

１）車両　　　
２）燃料　　　

Ⅰ

43
所管施設の応急復旧
対策に関すること

被害調査・応急復旧
対策

田野・農林
建設課

Ｃ 6 Ⅰ
１）車両　　　
２）燃料　　　
３）補修材料

Ⅰ 建設業者 Ⅲ
建設業者との連絡体
制の不備

建設業者の建
設機械

Ⅲ
建設機械の確保が不
明確

44
被災施設の復旧に関
すること

被災施設の復旧計画
及び実施

田野・農林
建設課

Ｄ 6 Ⅰ
１）車両　　　
２）燃料　　　
３）補修材料

Ⅲ
燃料及び補修資材等
の不足

広域的資材調
達

Ⅲ
広域的な資材調達体
制が未確立

建設業者 Ⅲ
建設業者との連絡体
制の不備

建設業者の建
設機械

Ⅲ
建設機械の確保が不
明確
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
本部及び各対策部と
の連絡調整に関する
こと

本部及び各対策部と
の連絡調整を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、ＦＡＸ 、
防災無線

Ⅰ 現状設備で対応可能
防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、電話Ｆ
ＡＸ等により集合状況
の確認が必要

2
各班からの被害状況
の収集・把握に関す
ること

各班からの被害状況
の収集・把握を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、防災無
線、ホワイト
ボード

Ⅰ 現状設備で対応可能
防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、電話Ｆ
ＡＸ等により集合状況
の確認が必要

3
災害対策本部支部の
設置に関すること

職員への連絡、召
集、消防団への連絡
調整、電話機や防災
無線など必要資機材
の設置

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、ＦＡＸ 、
インターネッ
ト、防災無線、
消防無線、ホ
ワイトボード、
ＰＣ、プリンタ

Ⅰ
参集基準により職員
は自主的に集合が可
能

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、電話Ｆ
ＡＸ等により集合状況
の確認が必要

消防団

4
災害対策本部支部会
議に関すること

総合支所災害対策本
部の会議開催

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 8 Ⅰ 各自で参集可能
ホワイトボー
ド、コピー機

Ⅰ
自家発電機により電
力の確保

5
自主防災組織等との
連携調整に関するこ
と

自主防災組織等との
連携調整を図る

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、ＦＡＸ 、
インターネッ
ト、消防無線、
ホワイトボー
ド、ＰＣ、プリン
タ

Ⅲ
電話、ＦＡＸ等が使用
できない場合の連絡
手段がない

各地区自主防
災組織

Ⅲ
電話、ＦＡＸ等が使用
できない場合の連絡
手段がない

6
避難に関する情報等
の広報に関すること

避難に関する情報や
警報等を正確かつ速
やかに住民へ広報す
る

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、ＦＡＸ 、
インターネッ
ト、防災無線、
消防無線、衛
星電話、広報
車、ＰＣ、プリン
タ

Ⅰ

電話・ＦＡＸは、災害
時優先電話に指定
衛星電話・防災無線
等は、非常電源有

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、電話Ｆ
ＡＸ等により集合状況
の確認が必要

消防団
各自主防組織

Ⅲ

電話、ＦＡＸ等が使用
できない場合の連絡
手段がない。
携帯電話も大災害や
停電等で利用できな
い可能性もある。

7
各班との連絡調整に
関すること

総合支所内各班との
連絡をとる

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、防災無
線、ホワイト
ボード

Ⅰ
自家発電機により電
力を維持

災害情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、情報
共有の手段を検討す
る

8
職員の動員に関する
こと

必要に応じ、職員に
対し動員の指示を出
す

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、防災無
線、ホワイト
ボード

Ⅰ
連絡が取れない場合
も災害メールで参集
する

災害情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、情報
共有の手段を検討す
る

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

9
消防団との連携調整
に関すること

消防団の幹部および
各部との連絡調整

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ

参集可能人員内で対
応が可能
必要に応じて、消防
局と連携する

電話・ＦＡＸ Ⅰ
自家発電機により電
力の確保

10
防災無線の運用に関
すること

防災行政無線の操
作・運用

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

防災行政無線
機

Ⅰ
自家発電機により電
力の確保

11
庁内の非常用の電気
及び電話に関するこ
と

庁内の非常用電源装
置及び災害時優先電
話の運用

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

災害時優先電
話の設定

Ⅰ
自家発電機により電
力の確保

12
避難所の開設及び連
絡調整に関すること

避難所の開設を必要
とする場合に、関係
部署・職員への連絡
調整を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、ホワイト
ボード、ＰＣ、プ
リンタ

Ⅰ

電話・ＦＡＸは、災害
時優先電話に指定
衛星電話・防災無線
等は、非常電源有

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、電話Ｆ
ＡＸ等により集合状況
の確認が必要

13
情報の収集、伝達、
連絡調整に関するこ
と

地域内の被害情報、
気象情報を収集する
県などの防災機関か
ら情報を収集する
本部や各班との連絡
調整を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、ＦＡＸ 、
インターネッ
ト、防災無線、
消防無線、衛
星電話、ＰＣ、
プリンタ

Ⅰ

電話・ＦＡＸは、災害
時優先電話に指定
衛星電話・防災無線
等は、非常電源有

防災情報共有
システム
県総合河川砂
防情報管理シ
ステム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、電話Ｆ
ＡＸ等により集合状況
の確認が必要

高岡土木事務
所

Ⅰ

日頃から情報の伝達
体制は構築されてい
る
互いの建物が道路を
挟んで隣同士である

14
本部対策室との連絡
調整に関すること

本部対策室と状況等
の必要事項について
随時連絡調整する

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ 参集職員で耐用可能
電話、ＦＡＸ 、
防災無線、ＰＣ

Ⅰ

15
救助食料、物資の調
達確保及び輸送に関
すること

本部対策室と連携を
図り、救助食料、物資
の調達確保・輸送を
行う

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ 12 Ⅲ
必要最低人数が確保
できず他課から応援
が必要

台車、車、燃
料

Ⅲ 台車の確保が不明

16
災害時のごみ、し尿、
廃棄物等の連絡調整
に関すること

ごみ、し尿、廃棄物等
を適正に処理するた
めの連絡調整を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ｃ 3 Ⅲ
必要最低人数が確保
できず他課から応援
が必要

電話、ホワイト
ボード、ＰＣ、プ
リンタ

Ⅰ
災害時優先電話の設
定

17
災害資料の作成及び
災害記録に関するこ
と

災害に関する各種記
録の作成と保存

高岡・地域
市民福祉課

Ｄ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

ＰＣ、プリンタ Ⅰ
自家発電装置により
電力確保

災害情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合には、電話Ｆ
ＡＸ等により集合状況
の確認が必要

資料3 - 55



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

18
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

高岡・地域
市民福祉課

Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、ホワイト
ボード、ＰＣ、プ
リンタ

19
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ Ⅱ人×2日 Ⅰ
参集人員内で対処可
能

電話、カメラ、
自動車、ガソリ
ン

Ⅲ
ガソリンが不足、道路
寸断で調査できない
可能性あり。

20
被害状況の把握に関
すること

自治会長へ人的及び
住家等被害状況の聞
き取り調査を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ 電話、ＦＡＸ Ⅲ
自治会との連絡の際
の電話回線の不通

自治会 Ⅲ 自治会の協力が必要

21
指定避難所への炊き
出しの連絡調整に関
すること

指定避難所との連絡
調整を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ

連絡調整
2人

炊き出し要員、
配送要員は別

Ⅰ
電話、ＦＡＸ，
防災行政無線

Ⅲ
電話回線の不通、不
通時の代替通信手段

22

指定避難所への食料
品の供与及び生活必
需品の供給と配付に
関すること

必要数の把握と、食
料品と生活必需品を
配付する

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ
7人

1人2箇所
Ⅲ

他部署からの応援が
必要

自動車、電
話、ＦＡＸ，防
災行政無線

Ⅲ
道路網の不通、車両
の不足、電話回線の
不通

防災情報共有
システム

Ⅰ

23
医薬品衛生材料供給
に関すること

医薬品衛生材料の供
給確認

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ

24
災害時要配慮者支援
に関すること

安否確認、消防団な
どと連携する避難支
援、及び避難所へ障
害者用仮設トイレ等
の設置を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ 2 Ⅰ
自動車、電
話、ＦＡＸ，防
災行政無線

Ⅲ

道路網の不通、車両
の不足、電話回線の
不通、不通時の代替
通信手段

自治会（自主
防災組織）
消防団
高岡地区民生
委員児童委員
協議会

Ⅲ
自治会（自主防災組
織）、消防団、民生委
員等の協力が必要

25
人的及び住家等の被
害調査及び集計に関
すること

人的及び住家等の被
害を調査し集計する

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ
14

（2人×7組）
Ⅲ

他部署からの応援が
必要

自動車、自転
車、電話、ＦＡ
Ｘ

Ⅲ

道路網の不通、車両
の不足
自治会との連絡の際
の電話回線の不通

自治会
消防団

Ⅲ
自治会、消防団の協
力が必要
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

26

「国（厚生労働省）か
ら埋火葬における特
例許可の通知」後に
火葬許可申請の受付
及び葬祭センター使
用許可申請の受付に
関すること

死亡届の受付後、又
は「国（厚生労働省）
から埋火葬における
特例許可の通知」後
に火葬許可申請の受
付及び葬祭センター
使用許可申請の受付
開始

高岡・地域
市民福祉課

Ｃ 2 Ⅰ 電話、ＦＡＸ Ⅲ
電話回線不通の場
合、火葬場との連絡
が不能となる

生活課
東諸葬祭場
警察
他自治体

Ⅲ
不備書類（死体検案
書）と、使用許可を超
える申請の予約方法

27
災害に関する相談に
関すること

災害相談窓口を開設
し、災害対策業務の
受付案内等を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ｄ 3 Ⅱ

必要人員は確保でき
るが、受付業務が長
期になるため、通常
業務に支障がある

電話、ファック
ス「、パソコン、
プリンター

28
所管施設等の被害状
況調査に関すること

ため池・橋梁等施設
の被害状況調査

高岡・農林
建設課

Ａ 4人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、防災行
政無線、車

Ⅱ
防災行政無線、車の
確保が可能か

管理者である
土地改良区・
水利組合等

Ⅰ 連絡手段を確保

29
所管施設等の被害状
況調査に関すること

所管する加工室等施
設の被害状況調査

高岡・農林
建設課

Ａ 4人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、防災行
政無線、車

Ⅱ
防災行政無線、車の
確保が可能か

指定管理者 Ⅰ 連絡手段を確保

30
所管施設からの人命
救助、火災発生の初
期消火に関すること

被災者がいる場合救
助、火災発生の場合
初期消火

高岡・農林
建設課

Ａ 10人以上 Ⅱ
被災の程度により他
課の応援必要

電話、防災行
政無線、車

Ⅱ
防災行政無線、車の
確保が可能か

指定管理者 Ⅰ 連絡手段を確保

31
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

高岡・農林
建設課

Ｂ 4人×4時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ

32
農林作物及び家畜の
被害状況調査に関す
ること

農林作物及び家畜の
被害状況調査

高岡・農林
建設課

Ｂ 4人×4時間 Ⅱ
参集可能人員内で対
処できない見込み
他課の応援必要

電話、防災行
政無線、車

Ⅱ
防災行政無線、車の
確保が可能か

33
家畜の応急措置に関
すること

家畜の応急措置の実
施

高岡・農林
建設課

Ｃ 4人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、防災行
政無線、車

Ⅱ
防災行政無線、車の
確保が可能か

宮崎県獣医師
会東諸県支部

Ⅰ 連絡手段を確保
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

34
農地及び林地等の被
害状況調査に関する
こと

農地及び林地等の被
害状況調査

高岡・農林
建設課

Ｃ 6人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、防災行
政無線、車

Ⅱ
防災行政無線、車の
確保が可能か

35
農道及び林道等の被
害状況調査及び応急
復旧に関すること

土砂崩壊等による車
両通行不可、危険性
の高い箇所の情報収
集を行う
又、応急復旧により
対応可能分は実施

高岡・農林
建設課

Ｃ

36
農林作物及び家畜の
災害対策に関するこ
と

農林作物及び家畜の
災害対策の検討

高岡・農林
建設課

Ｄ 4人×4時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ

37
被災農家等への災害
復旧指導に関するこ
と

被災農家等への災害
復旧指導

高岡・農林
建設課

Ｄ 4人×8時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、車 Ⅰ

38
農地及び林地等の応
急復旧対策に関する
こと

農地及び林地等の応
急復旧対策の検討

高岡・農林
建設課

Ｄ 4人×4時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ

39
所管する主要施設の
被災状況の調査に関
すること

所管主要施設の状況
調査

高岡・農林
建設課

Ａ 2人×4班 Ⅲ
必要最低人数が確保
できず、他課からの
応援が必要

電話、ＦＡＸ Ⅰ
電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

防災行政無線 Ⅱ
防災行政無線端末3
機で足りない

40
主要道路の状況調査
に関すること

緊急輸送道路と広域
避難場所間道路等の
調査及び報告

高岡・農林
建設課

Ａ

41
被災施設の被害拡大
防止及び仮復旧に関
すること

バリケード等の設置、
業者との調整依頼、
仮復旧の実施

高岡・農林
建設課

Ｂ

42
公園等の被災状況調
査に関すること

公園施設の状況調
査、報告
避難所としての確認

高岡・農林
建設課

Ｂ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

43
所管施設の応急復旧
対策に関すること

被害調査・応急復旧
対策

高岡・農林
建設課

Ｃ 2人×4班 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ
電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

防災行政無線 Ⅱ
防災行政無線端末機
は上記で使用するた
め足りない

44
被災施設の復旧に関
すること

被災施設の復旧計画
及び実施

高岡・農林
建設課

Ｄ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
本部及び各対策部と
の連絡調整に関する
こと

本部及び各対策部と
の連絡調整を行う

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、ホ
ワイトボード

Ⅰ 現状設備で対応可能
防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

2
災害対策本部支部の
設置に関すること

職員への連絡、召
集、消防団への連絡
調整、電話機や防災
無線など必要資機材
の設置

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、ホ
ワイトボード

Ⅰ
参集基準により自主
的に参集する

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

3
災害対策本部支部会
議に関すること

総合支所災害対策本
部の会議開催

清武・地域
市民福祉課

Ａ 8 Ⅰ

本部長、副本部長
各班班長
連絡が取れない場合
でも自主参集する

ホワイトボー
ド、複写機

Ⅰ
非常用電源で対応可
能

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

4
自主防災組織等との
連携調整に関するこ
と

自主防災組織等との
連携調整を図る

清武・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、ホ
ワイトボード

Ⅱ
電話、ＦＡＸ等が使用
できない場合の連絡
手段がない

各地区自主防
災組織

Ⅱ
電話、ＦＡＸ等が使用
できない場合の連絡
手段がない

5
避難に関する情報等
の広報に関すること

避難に関する情報や
警報等を正確かつ速
やかに住民へ広報す
る

清武・地域
市民福祉課

Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災行政無
線、ホワイト
ボード

Ⅱ
災害時優先電話の設
定がない

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

消防団、各地
区区長

Ⅰ

電話等が使えず区長
への連絡ができない
場合は、消防団に直
接伝達を依頼する

6
各班との連絡調整に
関すること

総合支所内各班との
連絡をとる

清武・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、ホ
ワイトボード、
防災行政無線

Ⅰ
参集基準により自主
的に参集する

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

7
職員の動員に関する
こと

必要に応じ、職員に
対し動員の指示を出
す

清武・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、ホ
ワイトボード

Ⅰ
連絡が取れない場合
でも参集基準により
自主参集する

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

8
消防団との連携調整
に関すること

消防団の幹部および
各部との連絡調整

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
防災行政無
線、ホワイト
ボード

Ⅰ

災害時優先電話の設
定がないが、消防局
経由での連絡調整が
可能

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

9
防災無線の運用に関
すること

防災行政無線の操
作・運用

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

行政防災無線 Ⅰ
非常用電源で対応可
能

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
庁内の非常用の電気
及び電話に関するこ
と

庁内の非常用電源装
置及び災害時優先電
話の運用

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

非常用電源、
災害時優先電
話

Ⅱ

非常用自家発電機を
新設
災害時優先電話の設
定がない

11
避難所の開設及び連
絡調整に関すること

避難所の開設を必要
とする場合に、関係
部署・職員への連絡
調整を行う

清武・地域
市民福祉課

Ａ 6 Ⅰ
各班班長と連絡が取
れない場合でも自主
参集する

ホワイトボー
ド、複写機

Ⅰ
非常用電源で対応可
能

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

12
情報の収集、伝達、
連絡調整に関するこ
と

地域内の被害情報、
気象情報を収集する
県などの防災機関か
ら情報を収集する
本部や各班との連絡
調整を行う

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
PC端末、イン
ターネット

Ⅲ
電話回線、ネット回線
が輻輳した場合に収
集手段が限られる

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

13
本部対策室との連絡
調整に関すること

本部対策室と状況等
の必要事項について
随時連絡調整する

清武・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
PC端末、ホワ
イトボード

Ⅰ
非常用電源で対応可
能

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

14
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

清武・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅲ
災害時優先電話の設
定がない

15
災害資料の作成及び
災害記録に関するこ
と

災害に関する各種記
録の作成と保存

清武・地域
市民福祉課

Ｂ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

PC端末、カメ
ラ、ホワイト
ボード、複写機

Ⅰ
非常用電源で対応可
能

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

16
救助食料、物資の調
達確保及び輸送に関
すること

本部対策室と連携を
図り、救助食料、物資
の調達確保・輸送を
行う

清武・地域
市民福祉課

Ｂ 5 Ⅱ
災害の状況によって
は、人手不足となる
可能性がある

台車、車、燃
料、非常食、
毛布等

Ⅱ

被災の度合いにより
変動
救助物資については
備蓄品の消費後は危
機管理課の対応に依
存する

17
災害時のごみ、し尿、
廃棄物等の連絡調整
に関すること

ごみ、し尿、廃棄物等
を適正に処理するた
めの連絡調整を行う

清武・地域
市民福祉課

Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅲ
災害時優先電話の設
定がない

18
各班からの被害状況
の収集・把握に関す
ること

各班から被害状況を
収集・把握する

清武・地域
市民福祉課

Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、ホ
ワイトボード、
PC端末

Ⅰ
非常用電源で対応可
能

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

資料3 - 61



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

19
災害時要配慮者支援
に関すること

安否確認、消防団な
どと連携する避難支
援、及び避難所へ障
害者用仮設トイレ等
の設置を行う

清武・地域
市民福祉課

Ａ 10 Ⅲ
必要人員が確保でき
ず、他課からの応援
が必要

電話、ＦＡＸ、
パソコン、プリ
ンター、コピー
機、車、燃料

Ⅲ
車又は燃料の不足、
電話回線不通の可能
性がある

災害時要配慮
者システム

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合は、事前に
印刷するリストを参考
にする

警察
消防団
社会福祉協議
会
民生児童委員
区長（自主防
災組織）

Ⅲ
システム登録者以外
の要配慮者情報がな
い

20
被害状況の把握に関
すること

自治会長へ人的及び
住家等被害状況の聞
き取り調査を行う

清武・地域
市民福祉課

Ａ 5 Ⅱ
必要人員が確保でき
ない可能性あり

電話、ＦＡＸ Ⅲ
電話回線不通の可能
性がある

自治会

21
指定避難所への炊き
出しの連絡調整に関
すること

指定避難所との連絡
調整を行う

清武・地域
市民福祉課

Ｂ 2 Ⅰ 電話、ＦＡＸ Ⅲ
電話回線不通の可能
性がある

22

指定避難所への食料
品の供与及び生活必
需品の供給と配付に
関すること

必要数の把握と、食
料品と生活必需品を
配付する

清武・地域
市民福祉課

Ｂ 4 Ⅱ
必要人員が確保でき
ず、他課からの応援
が必要

電話、ＦＡＸ、
車、燃料

Ⅱ
車又は燃料の不足、
電話回線不通の可能
性がある

23
医薬品衛生材料供給
に関すること

医薬品衛生材料の供
給確認

清武・地域
市民福祉課

Ｂ 2 Ⅱ
必要人員が確保でき
ず、他課からの応援
が必要

電話、ＦＡＸ Ⅱ
電話回線不通の可能
性がある

被災地の防疫
体制について
災害対策本部
と調整

24
人的及び住家等の被
害調査及び集計に関
すること

人的及び住家等の被
害を調査し集計する

清武・地域
市民福祉課

Ｂ 7 Ⅱ
必要人員が確保でき
ず、他課からの応援
が必要

車、燃料 Ⅱ
車又は燃料不足の可
能性がある

25

「国（厚生労働省）か
ら埋火葬における特
例許可の通知」後に
火葬許可申請の受付
及び葬祭センター使
用許可申請の受付に
関すること

死亡届の受付後、又
は「国（厚生労働省）
から埋火葬における
特例許可の通知」後
に火葬許可申請の受
付及び葬祭センター
使用許可申請の受付
開始

清武・地域
市民福祉課

Ｃ 3 Ⅰ 参集人員内で対応
電話、ファック
ス

Ⅲ

通信網が遮断されて
いる場合は、葬祭セ
ンター予約等業務に
支障

ＭＩＣＪＥＴ・戸籍
システム・住民
記録システム

Ⅲ
システム復旧まで個
人情報等の確認がで
きないため

市民課

26
災害に関する相談に
関すること

災害相談窓口を開設
し、災害対策業務の
受付案内等を行う

清武・地域
市民福祉課

Ｄ 3人×30日 Ⅱ
長期に渡るため通常
業務に支障が生じる
恐れがある

電話、ファック
ス、パソコン、
プリンター

Ⅲ
専用電話回線の必要
性が考えられる
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

27
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

清武・農林
建設課

Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・安
全管理資材

Ⅰ
安全管理資材のス
トックが必要

地図情報シス
テム

Ⅰ
地図情報が配信され
ている

関係土地改良
区
水利組合
町内建設業者

Ⅰ
おおむね協力体制が
機能している

28
所管施設等の被害状
況調査に関すること

ため池・橋梁等施設
の被害状況調査

清武・農林
建設課

Ａ 4人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

ＭＣＡ無線・ＩＰ
無線

Ⅱ

課内設置無線で対応
可能だが、講習会、
演習などが無く、運用
能力がない

関係土地改良
区
水利組合

Ⅰ
管理者との連絡手段
の確保・通路の確保

29
所管施設等の被害状
況調査に関すること

所管する加工室等施
設の被害状況調査

清武・農林
建設課

Ａ 4人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

電話、ＭＣＡ無
線・ＩＰ無線

Ⅱ

課内設置無線で対応
可能だが、講習会、
演習などが無く、運用
能力がない

指定管理者 Ⅰ
管理者との連絡手段
の確保・通路の確保

30
所管施設からの人命
救助、火災発生の初
期消火に関すること

被災者がいる場合救
助、火災発生の場合
初期消火

清武・農林
建設課

Ａ 4人以上 Ⅱ
被災の程度により応
援が必要

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

電話、ＭＣＡ無
線・ＩＰ無線

Ⅱ

課内設置無線で対応
可能だが、講習会、
演習などが無く、運用
能力がない

指定管理者 Ⅰ
管理者との連絡手段
の確保・通路の確保

31
農林作物及び家畜の
被害状況調査に関す
ること

農林作物及び家畜の
被害状況調査

清武・農林
建設課

Ｂ 3人×4時間 Ⅱ
被災の程度により応
援が必要

電話・車・ＦＡＸ Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定
専用ＦＡＸがない

地図情報シス
テム

Ⅰ
地図情報が配信され
ている

ＪＡ
農業共済
県（中部農林）

Ⅰ
普段から連絡を取り
合っており、協力体制
は整っている

32
農林作物及び家畜の
災害対策に関するこ
と

農林作物及び家畜の
災害対策の検討

清武・農林
建設課

Ｄ 4人×4時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット

Ⅱ 専用ＦＡＸがない
地図情報シス
テム

Ⅰ
地図情報が配信され
ている

ＪＡ
農業共済
県（中部農林）

Ⅰ
普段から連絡を取り
合っており、協力体制
は整っている

33
家畜の応急措置に関
すること

家畜の応急措置の実
施

清武・農林
建設課

Ｃ 3人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車・ＦＡＸ Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定
専用ＦＡＸがない

地図情報シス
テム

Ⅰ
地図情報が配信され
ている

ＪＡ
農業共済
県（中部農林）

Ⅰ
普段から連絡を取り
合っており、協力体制
は整っている

34
農地及び林地等の被
害状況調査に関する
こと

農地及び林地等の被
害状況調査

清武・農林
建設課

Ｃ

（農）
2人×2時間
（林）
4人×4時間

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・車 Ⅱ
車・燃料の確保が未
確定

電話、ＭＣＡ無
線・ＩＰ無線

Ⅱ

課内設置無線で対応
可能だが、講習会、
演習などが無く、運用
能力がない

県（中部農林） Ⅰ
連絡体制が確立して
いる
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価
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は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価
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①～④以外で
必要な資源

評
価
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（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

35
農道及び林道等の被
害状況調査及び応急
復旧に関すること

土砂崩壊等による車
両通行不可、危険性
の高い箇所の情報収
集を行う
又、応急復旧により
対応可能分は実施

清武・農林
建設課

Ｃ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・イ
ンターネット　　　　　　
応急復旧資材
（土のう・シート
等）
安全管理資材

Ⅱ

専用ＦＡＸがない
応急復旧資材（土の
う・シート等）、安全管
理資材のストックが必
要

電話、ＭＣＡ無
線・ＩＰ無線

Ⅱ

課内設置無線で対応
可能だが、講習会、
演習などが無く、運用
能力がない

関係土地改良
区
水利組合
建設業者

Ⅰ
管理者との連絡手段
の確保・通路の確保

36
被災農家等への災害
復旧指導に関するこ
と

被災農家等への災害
復旧指導

清武・農林
建設課

Ｄ 4人×8時間 Ⅰ
現課、本庁配置人員
内で対処可能

電話・車 Ⅰ 所有車で対応可能
地図情報シス
テム

Ⅰ
地図情報が配信され
ている

県（中部農林） Ⅰ
連絡体制が確立して
いる

37
農地及び林地等の応
急復旧対策に関する
こと

農地及び林地等の応
急復旧対策の検討

清武・農林
建設課

Ｄ 4人×4時間 Ⅰ
現課、本庁配置人員
内で対処可能

電話・車 Ⅰ 所有車で対応可能
地図情報シス
テム

Ⅰ
地図情報が配信され
ている

県（中部農林） Ⅰ
連絡体制が確立して
いる

38
所管する主要施設の
被災状況の調査に関
すること

所管主要施設の状況
調査

清武・農林
建設課

Ａ
8

・調査6人
・集約2人

Ⅲ
必要最低人員の確保
が困難で、絶対数が
不足する

公用車3台
バリケード

Ⅲ
公用車等の被害
バリケードの不足

防災無線 Ⅱ
・防災無線の絶対数
が不足

39
被災施設の被害拡大
防止及び仮復旧に関
すること

バリケード等の設置、
業者との調整依頼、
仮復旧の実施

清武・農林
建設課

Ａ

8
・現場指示
　対応　6人
・集約調整
　　　　　2人

Ⅲ
必要最低人員の確保
が困難で、絶対数が
不足する

公用車3台
バリケード

Ⅲ
公用車等の被害
バリケードの不足

防災無線 Ⅱ
・防災無線の絶対数
が不足

建設業者 Ⅲ

業界団体との協定締
結はあるが、地元業
者との体制が不備で
ある

・建設機械およ
び機材
・必要な資材
の確保

Ⅲ
必要機材等の確保が
不明確
資材確保が不明確

40
主要道路の状況調査
に関すること

緊急輸送道路と広域
避難場所間道路等の
調査及び報告

清武・農林
建設課

Ａ

41
公園等の被災状況調
査に関すること

公園施設の状況調
査、報告
避難所としての確認

清武・農林
建設課

Ｃ

5
調査4人
集約1人

Ⅰ
可能人員内で対処可
能

公用車2台 Ⅱ 公用車等の被害

42
所管施設の応急復旧
対策に関すること

被害調査・応急復旧
対策

清武・農林
建設課

Ｃ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

資料3 - 64



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

43
被災施設の復旧に関
すること

被災施設の復旧計画
及び実施

清武・農林
建設課

Ｄ 5 Ⅰ

資料3 - 65



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1

議員との連絡調整に
関すること
災害情報および被災
情報の把握に関する
こと

議員の安否を確認す
る
災害情報および被災
情報を収集し、各議
員と連絡調整を行う
宮崎市議会災害対策
連絡会議の業務に従
事する（議長が設置し
た場合）

総務課 Ａ 3 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット等
通信機器

Ⅱ

災害時優先電話が利
用できるが、回線が
限られている
また現在議員への連
絡手段としている
LINEWORKSが利用
できず、時間を要する
ことが懸念される

非常電源やデ
ジタルＭＣＡ無
線の活用など
を検討する必
要がある

Ⅲ
情報収集や連絡につ
いて他部署と連携が
必要である

2
重要書類の保管、搬
出に関すること

必要に応じて重要書
類の保管場所を変更
する

総務課 Ａ 4 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット等
通信機器

Ⅱ

建物の破損や棚の転
倒などにより持出しが
できない可能性があ
る

3
重要書類の保管、搬
出に関すること

必要に応じて重要書
類の保管場所を変更
する

議事調査課 Ａ 4 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット等
通信機器

Ⅱ

建物の破損や棚の転
倒などにより持出しが
できない可能性があ
る

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【議会事務局・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要なシステ
ム名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
投票所の閉鎖避難
（選挙時）に関するこ
と

業務不可能であるこ
との事務処理及び現
地での避難活動

選挙管理委
員会事務局

Ａ 20 Ⅲ

多くの投票所にわた
らない時には併任・応
援職員活用により対
応可能

電話等 Ⅲ
電話機器等のトラブ
ル時は対応不能

道路状況等の
把握

Ⅲ
委員会招集のため状
況を把握する必要が
ある

2
啓発活動の中止等に
関すること

活動の中止と避難誘
導

選挙管理委
員会事務局

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話等 Ⅲ
電話機器等のトラブ
ル時は対応不能

ｲﾍﾞﾝﾄ関係者
及び委託業者

Ⅰ
連絡手段を確保して
いる

3
ポスター掲示場業務
中止等に関すること

ポスター掲示場設置
に伴う状況判断及び
避難誘導

選挙管理委
員会事務局

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話等 Ⅲ
電話機器等のトラブ
ル時は対応不能

ｲﾍﾞﾝﾄ関係者
及び委託業者

Ⅰ
連絡手段を確保して
いる

4
繰延投票、再投票の
判断（選挙時）に関す
ること

選挙が行えるかの判
断及び事務処理

選挙管理委
員会事務局

Ｂ 20 Ⅲ

多くの投票所にわた
らない時には併任職
員活用により対応可
能

電話等 Ⅲ
電話機器等のトラブ
ル時は対応不能

道路状況等の
把握

Ⅲ
委員会招集のため状
況を把握する必要が
ある

5
職員配置の確保（選
挙時）に関すること

職員配置により投票
事務が確保できるか
判断する

選挙管理委
員会事務局

Ｂ 10 Ⅲ
多くの場所にわたる
時には対応不可能

電話等 Ⅲ
電話機器等のトラブ
ル時は対応不能

道路状況等の
把握

Ⅲ
投票可能な状況かど
うかを把握する必要
がある

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【選挙管理委員会事務局・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1

農地における災害応
急措置に関する農地
転用業務に関するこ
と

国・県と協議し、応急
仮設住宅、災害ゴミ
仮置場等の用地選定

農業委員会
事務局

Ｃ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ、プリンタ Ⅲ

設備等への損害、通
電状況が影響する
設備等を使用しない
部分での対応となる

農地台帳シス
テム

Ⅲ

システムへの損害、
通電状況が影響する
システムを使用しな
い部分での対応とな
る

2
農地における災害復
旧に関する農地転用
業務に関すること

国・県と協議し、復旧
に必要な代替施設の
用地選定及び農地転
用の許可が必要なも
のについて、迅速な
処理を行なう

農業委員会
事務局

Ｄ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ、プリンタ Ⅲ

設備等への損害、通
電状況が影響する
設備等を使用しない
部分での対応となる

農地台帳シス
テム

Ⅲ

システムへの損害、
通電状況が影響する
システムを使用しな
い部分での対応とな
る

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【農委事務局対策部・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
復旧手段の確保に関
すること

各種災害復旧関連業
務に必要となる手段
を確保する

教育委員会
企画総務課

Ａ 1 Ⅰ

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
自動車、バイ
ク、自転車、運
行に必要な燃
料など

Ⅲ

自動車等の交通手段
には限りがある
各学校に停電時の非
常用電源の確保が必
要である
施設の被害状況に応
じて、個別のケースに
対応する必要がある

運輸、宅配、郵
便

Ⅲ
活動が制限され十分
に活用できない

2
学校との連絡手段の
確保に関すること

児童生徒・教職員の
安否、施設の被害状
況、避難者の状況な
どを把握するために
通信手段を確保する

教育委員会
企画総務課

Ａ 1人×0.5日 Ⅰ

災害用PHSの
電池、電話、Ｆ
ＡＸ、インター
ネット

Ⅲ

各学校に停電時の非
常用電源の確保が必
要である
施設の被害状況に応
じて、個別のケースに
対応する必要がある

3

児童生徒、教員の避
難先の把握（学校教
育課との連携）に関
すること

学校教育課と連携
し、把握する

教育委員会
企画総務課

Ａ
3人×0.5日

(小学校2名、
中学校1名）

Ⅰ
電話、パソコ
ン、プリン
ター、コピー機

Ⅲ

各学校に停電時の非
常用電源の確保が必
要である
施設の被害状況に応
じて、個別のケースに
対応する必要がある

4

児童生徒の引渡し状
況の把握（学校教育
課との連携）に関する
こと

学校教育課と連携
し、把握する

教育委員会
企画総務課

Ｂ
3人×0.5日

(小学校2名、
中学校1名）

Ⅰ
電話、パソコ
ン、プリン
ター、コピー機

Ⅲ

各学校に停電時の非
常用電源の確保が必
要である
施設の被害状況に応
じて、個別のケースに
対応する必要がある

5
教育委員への報告に
関すること

被害状況等を教育委
員に報告する

教育委員会
企画総務課

Ｂ 1人×0.5日 Ⅰ
電話、パソコ
ン、プリン
ター、コピー機

Ⅱ
文書が送付できない
場合は口頭で被害概
要を報告する

6
学校施設の被害状況
調査に関すること

学校の災害用ＰＨＳを
活用し、小中学校施
設の被害状況を調査
し、復旧工事の準備
をする

学校施設課 Ａ 5人×0.5日 Ⅰ
電話・パソコ
ン・プリンター・
コピー機・照明

Ⅲ

現地確認が困難であ
る
停電時の非常用電源
の確保が必要である

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【教育委員会・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【教育委員会・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

7
学校施設の緊急復旧
工事の実施に関する
こと

小中学校施設で人命
等への被害を食い止
めるために緊急復旧
工事を実施する

学校施設課 Ｂ 5 Ⅲ

1日以内の想定参集
技術職員数が10名で
あるため全小中学校
への対応が困難であ
る

電話、パソコ
ン、プリン
ター、コピー機

Ⅲ
停電に対応した非常
用電源が確保されて
いない

グループウェ
ア・財務会計

Ⅲ
停電に対応した非常
用電源が確保されて
いない

工事施工業者 Ⅲ
対応できる工事業者
が非常に限定される

8
学校施設応急危険度
判定業務に関するこ
と

地震により被災した
学校施設（建築物）の
危険性の度合いを判
定する

学校施設課 Ｂ

2人×4組×14
日=112人　応
急危険度判定
士登録者数7
人（6割は4.2

人）

Ⅲ

職員だけでは調査期
間が長くなりすぎる
県内の又は県外から
の応援が必要となる

電話、パソコ
ン、プリン
ター、コピー
機、照明、自
動車、バイク、
自転車

Ⅲ

停電に対応した非常
用電源が確保されて
いない
自動車等の交通手段
には限りがある

9
学校施設の復旧工事
計画策定に関するこ
と

被害調査の結果を基
に復旧工事計画を立
案する

学校施設課 Ｂ 9 Ⅲ

1日以内の想定参集
技術職員数が10名で
あるため全小中学校
への対応が困難であ
る

電話、パソコ
ン、プリン
ター、コピー機

Ⅲ

手書きで計画書を作
成する
停電時の非常用電源
の確保が必要である

10
学校施設の応急工事
の実施に関すること

復旧工事計画に基づ
く応急工事を行う

学校施設課 Ｃ 7 Ⅲ

3日以内の想定参集
技術職員数が10名で
あるため全小中学校
への対応が困難であ
る

電話、パソコ
ン、プリン
ター、コピー機

Ⅲ
停電に対応した非常
用電源が確保されて
いない

グループウェ
ア・財務会計

Ⅲ
停電に対応した非常
用電源が確保されて
いない

工事施工業者 Ⅲ
対応できる工事業者
が非常に限定される

11
被害情報の収集・伝
達・報告に関すること

市内市立小中学校の
被害情報を収集する
関係各課・関係機関
からの情報を収集・
伝達・報告する

学校教育課 Ａ 10人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機型
携帯電話（ＰＨ
Ｓ）

Ⅱ

電話、ＦＡＸについて
は、災害時優先電話
に指定していないの
で、対策を講じる必要
がある

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

県教育委員会 Ⅰ

常日頃から県教育委
員会と連を図ってい
ることから、対応でき
るものと考える

12

児童生徒の安全確認
と安全確保、保護者
への引渡し方法の確
認に関すること

市内市立小中学校の
児童生徒の安否状況
を確認するとともに、
保護者への引渡しを
含め、避難誘導が適
切になされるよう指導
を行う

学校教育課 Ａ 10人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機型
携帯電話（ＰＨ
Ｓ）

Ⅱ

電話、ＦＡＸについて
は、災害時優先電話
に指定していないの
で、対策を講じる必要
がある

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

県教育委員会 Ⅰ

常日頃から県教育委
員会と連を図ってい
ることから、対応でき
るものと考える

13
臨時休業等の措置に
関すること

被害の状況等を勘案
し、臨時休業等の措
置について判断する
とともに、学校をはじ
め関係機関等に周知
を行う

学校教育課 Ａ 10人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機型
携帯電話（ＰＨ
Ｓ）

Ⅱ

電話、ＦＡＸについて
は、災害時優先電話
に指定していないの
で、対策を講じる必要
がある

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

県教育委員会 Ⅰ

常日頃から県教育委
員会と連を図ってい
ることから、対応でき
るものと考える

14
避難所運営に係る学
校への指示に関する
こと

避難所となっている
学校に対し、適切に
運営がなされるよう指
導等を行う

学校教育課 Ａ 10人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機型
携帯電話（ＰＨ
Ｓ）

Ⅱ

電話、ＦＡＸについて
は、災害時優先電話
に指定していないの
で、対策を講じる必要
がある

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

県教育委員会 Ⅰ

常日頃から県教育委
員会と連を図ってい
ることから、対応でき
るものと考える
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【教育委員会・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

15
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

学校教育課 Ａ 10人×3時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機型
携帯電話（ＰＨ
Ｓ）

Ⅱ

電話、ＦＡＸについて
は、災害時優先電話
に指定していないの
で、対策を講じる必要
がある

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

県教育委員会 Ⅰ

常日頃から県教育委
員会と連を図ってい
ることから、対応でき
るものと考える

16

授業再開計画の作成
支援、臨時指導計画
の作成支援に関する
こと

被害の状況に応じた
各学校の教育活動再
開及び、臨時的な指
導計画作成の指導を
行う

学校教育課 Ｃ

8人×9校×
2時間

1人×10校
×2時間

Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機型
携帯電話（ＰＨ
Ｓ）

Ⅱ
施設の被害状況に応
じて、個別のケースに
対応する必要がある

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

学用品等業
者
県教育委員
会

Ⅱ

学用品等運搬のため
の交通手段の確保
等、状況に応じた対
応が必要がある

17

教材、学用品等の調
達、指導体制の確立
（職員の体制、指導
組織の再編）に関す
ること

授業再開の教材・教
具の準備を行うととも
に、指導組織の再編
にあたって指導を行う

学校教育課 Ｄ

9人×7校×
7時間

1人×10校
×7時間

Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機型
携帯電話（ＰＨ
Ｓ）

Ⅱ
施設の被害状況に応
じて、個別のケースに
対応する必要がある

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

学用品等業
者
県教育委員
会

Ⅱ

学用品等運搬のため
の交通手段の確保
等、状況に応じた対
応が必要がある

18

小中学校情報機器類
及び教育ネットワーク
の災害対策、被害調
査に関すること

情報機器、教育ネット
ワーク（ＬＡＮ、サーバ
等）の被害情報収
集、復旧対策

教育情報研
修センター

Ｄ 8 Ⅲ

被害状況によって
は、他部署との協力、
専門的な技術・知識
が必要となり、十分な
対応が困難と考えら
れる

電源、サーバ、
ＨＵＢ等

Ⅲ

ネットワークの核であ
るサーバの代替機確
保が困難と考えられ
る

教育ネットワー
ク、ＭＣネット、
GIGAスクール
用校内ネット
ワーク

Ⅲ

サーバ等の復旧が見
込めないと、ネット
ワークの復旧も困難
である

ＭＣＮ、富士電
機ＩＴ、ＮＴＴ、、
パナソニック

Ⅲ
復旧は、業者の対応
に一任する部分が大
きい

19

小中学校情報機器類
及び教育ネットワーク
の災害対策、被害調
査に関すること

情報機器、教育ネット
ワーク（ＬＡＮ、サーバ
等）の被害情報収
集、復旧対策

教育情報研
修センター

Ｄ
教育情報アド
バイザー2人

Ⅲ

被害状況によって
は、他部署との協力、
専門的な技術・知識
が必要となり、十分な
対応が困難と考えら
れる

富士電機ＩＴ Ⅲ
復旧は、業者の対応
に一任する部分が大
きい

20
所管施設利用者の被
害調査に関すること

所管施設利用者の被
災状況を調査

生涯学習課 Ａ 2人×4時間 Ⅰ
参集可能人員内での
対応は可能

公用車、電
話、パソコン

Ⅱ

使用可能な公用車の
確保
所管施設の電話等を
含め使用可能な状況
となっているのか不
明

（公財）宮崎文
化振興協会
みやざき子ど
も文化センター

Ⅱ
通信手段が途絶の場
合の対策が必要

21
所管施設の被害調査
（図書館資料含）に関
すること

所管施設の被災状況
を調査

生涯学習課 Ａ 2人×8時間 Ⅰ
参集可能人員内での
対応は可能

公用車、電
話、パソコン

Ⅱ

使用可能な公用車の
確保
所管施設の電話等を
含め使用可能な状況
となっているのか不
明

（公財）宮崎文
化振興協会
みやざき子ど
も文化センター

Ⅱ
通信手段が途絶の場
合の対策が必要

22
避難所開設に伴う連
絡調整に関すること

担当地区に開設され
た避難所に係る連絡
調整（初動期事務分
掌対応）

生涯学習課 Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内での
対応は可能

公用車、電話 Ⅱ

使用可能な公用車の
確保
所管施設の電話等を
含め使用可能な状況
となっているのか不
明

（公財）宮崎文
化振興協会
（大淀川学習
館）

Ⅱ
通信手段が途絶の場
合の対策が必要

23
児童・生徒の避難誘
導に関すること

児童・生徒の避難誘
導に係る連絡調整

生涯学習課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内での
対応は可能

公用車、電話 Ⅱ

使用可能な公用車の
確保
所管施設の電話等を
含め使用可能な状況
となっているのか不
明

（公財）宮崎文
化振興協会
みやざき子ど
も文化センター
市社協ほか

Ⅱ
通信手段が途絶の場
合の対策が必要
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は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
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（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【教育委員会・応急業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

24
所管施設の応急復旧
に関すること

所管施設の最低限の
応急復旧

生涯学習課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内での
対応は可能

公用車、電話 Ⅱ

使用可能な公用車の
確保
所管施設の電話等を
含め使用可能な状況
となっているのか不
明

25
所管施設の復旧に関
すること

所管施設の管理運営
が可能状況への復旧
作業

生涯学習課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内での
対応は可能

公用車、電話 Ⅱ

使用可能な公用車の
確保
所管施設の電話等を
含め使用可能な状況
となっているのか不
明

26
被害調査に関するこ
と

学校給食センター及
び学校給食室の被害
状況調査

保健給食課 Ｂ 8人×6時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、
車

Ⅰ
電話が使用できない
場合は、現地調査が
必要

27
生目の杜遊古館(福
祉避難所)の被災状
況調査に関すること

埋蔵文化財セン
ター、体験学習館、宿
泊棟ほか付属施設の
被災状況を調査する

文化財課 Ａ 1人×2時間 Ⅰ
1名いれば調査は可
能

連絡用通信手
段

Ⅰ
防災無線のバッテ
リーが持続する間は
通信が可能

28
所管施設の被災状況
調査に関すること

歴史資料館及び田野
伝承芸能館の被災状
況を調査する

文化財課 Ｂ 1人×2時間 Ⅰ
職員は3時間以内に
参集可

連絡用通信手
段(電話、ＦＡＸ
等)

Ⅰ
電話は災害時優先電
話に指定

指定管理者 Ⅲ
指定管理者側の通信
手段が確保できない
恐れがある

29
指定文化財等の被災
状況調査に関するこ
と

国・県・市指定文化財
の被災状況を調査す
る

文化財課 Ｂ 4人×2日 Ⅰ
必要人員は確保でき
る

公用車、連絡
用手段(携帯電
話)

Ⅲ

公用車の確保が不明
確
携帯電話が通話可能
な限りは現場からの
連絡手段が確保でき
る

30
被災文化財の応急保
護対策に関すること

被災文化財の保護及
び周辺の安全確保措
置を図る

文化財課 Ｄ 4 Ⅰ
必要人員は確保でき
る

公用車、消耗
品(ブルーシー
ト、土のう、
ロープ類ほか)

Ⅲ
公用車の確保が不明
確

関係業者 Ⅱ
必要に応じて業者へ
の業務発注が発生す
る
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評価の理由
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は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など
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価
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（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
二役の秘書に関する
こと

秘書課 Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
メール、イン
ターネット

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

二役スケ
ジュール管理
システム

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

2
二役のスケジュール
調整に関すること

秘書課 Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

二役スケ
ジュール管理
システム

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

3
市民等からの問い合
わせに関すること（要
望・苦情等）

市民が必要とする情
報の把握

秘書課 Ｂ 2 Ⅲ

対応に必要な情報取
得や市民から寄せら
れた苦情・要望の伝
達については他部署
との連携が必要

電話、FAX、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、FAX、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

4
ラジオ・新聞等による
広報に関すること

放送（掲載）予定項目
の確認、変更、枠の
追加確保

秘書課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、FAX、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

5
報道機関に関するこ
と

報道機関への行事等
の中止、変更の情報
提供

秘書課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、FAX、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

6 広報紙に関すること

特別号編集の検討、
掲載内容、発行日、
配布方法の検討、印
刷・流通関係の被災
状況確認

秘書課 Ｃ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
メール

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、FAX、
メール、広報誌
編集機材

Ⅲ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

印刷・配送業
者

Ⅲ
委託先事業者が十分
に機能できるか不明
な点がある

7
ふるさと納税に関す
ること

相談体制の確保 都市戦略課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
メール、イン
ターネット

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

電話、FAX、
メール、イン
ターネット

Ⅱ
必要な設備・資機材
が発災時に機能する
か不明な面がある

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総合政策部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
公印の管理に関する
こと

公印の管理・保管・審
査を行う

総務法制課 Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

2
議会事務局との連絡
調整に関すること

議会事務局との議会
関連の連絡調整を行
う

総務法制課 Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

3
郵便物の収受・発送
業務に関すること

郵便物の収受・発送
業務を行う

総務法制課 Ｃ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

日本郵便 Ⅱ
郵便物の流通の回復
状況による

4
庁内印刷に関するこ
と

庁内の印刷業務を行
う

総務法制課 Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

印刷機・裁断
機

Ⅱ
電力の復旧状況によ
る

5
職員の安否確認、初
動体制の確立に関す
ること

職員の安否確認等 人事課 Ａ 各所属1名 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、携帯 Ⅰ

各自の保有する携帯
で対応可能である
が、使用できない場
合の対応を考える必
要性がある

6
人事・給与・庶務事務
システムチェックに関
すること

サーバー、ネットワー
ク機器稼動確認
システムチェック(エ
ラー発生の有無)

人事課 Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、プリンタ、
非常用電源設
備からの電気
供給
上記電源供給
を受けて、作
業が出来る場
所

Ⅰ

ネットワーク、電気供
給があれば、保有す
る資機材で対応可能
であるが、使用でき
ない場合の対応を考
える必要性がある

人事・給与庶
務事務ｼｽﾃﾑ

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である

㈱富士通 Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である

7
人事・給与・庶務事務
システムチェックに関
すること（影響度Ａ）

システム不具合度の
確認(5段階の優先順
位で確認)：影響度
A(重大)
支給自体に影響が発
生する業務処理

人事課 Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、庁内LAN

Ⅰ

ネットワーク、電気供
給があれば、保有す
る資機材で対応可能
であるが、使用でき
ない場合の対応を考
える必要性がある

人事・給与庶
務事務ｼｽﾃﾑ

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である

㈱富士通 Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総務部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総務部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

8
人事・給与・庶務事務
システムチェックに関
すること（影響度Ｂ）

システム不具合度の
確認(5段階の優先順
位で確認)：影響度
B(大)
広範囲の対象者に対
する正確な支払いに
影響する業務処理

人事課 Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、庁内LAN

Ⅰ

ネットワーク、電気供
給があれば、保有す
る資機材で対応可能
であるが、使用でき
ない場合の対応を考
える必要性がある

人事・給与庶
務事務ｼｽﾃﾑ

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である

㈱富士通 Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である

9
人事・給与・庶務事務
システムチェックに関
すること（影響度Ｃ）

システム不具合度の
確認(5段階の優先順
位で確認)：影響度
C(中)
一部の対象者に対す
る正確な支払いに影
響する業務処理

人事課 Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、庁内LAN

Ⅰ

ネットワーク、電気供
給があれば、保有す
る資機材で対応可能
であるが、使用でき
ない場合の対応を考
える必要性がある

人事・給与庶
務事務ｼｽﾃﾑ

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である

㈱富士通 Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である

10
人事・給与・庶務事務
システムチェックに関
すること（影響度Ｄ）

システム不具合度の
確認(5段階の優先順
位で確認)：影響度
D(小)
支払いに影響は発生
しないが、当該業務
の停止が対象者への
ｻｰﾋﾞｽ低下を招く業
務処理

人事課 Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、庁内LAN

Ⅰ

ネットワーク、電気供
給があれば、保有す
る資機材で対応可能
であるが、使用でき
ない場合の対応を考
える必要性がある

人事・給与庶
務事務ｼｽﾃﾑ

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である

㈱富士通 Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である

11
人事・給与・庶務事務
システムチェックに関
すること（影響度Ｅ）

システム不具合度の
確認(5段階の優先順
位で確認)：影響度
E(軽微)
支払いに影響は発生
せず、災害時におい
て、当該業務の停止
が許容範囲と理解さ
れる業務処理

人事課 Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、庁内LAN

Ⅰ

ネットワーク、電気供
給があれば、保有す
る資機材で対応可能
であるが、使用でき
ない場合の対応を考
える必要性がある

人事・給与庶
務事務ｼｽﾃﾑ

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である

㈱富士通 Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である

12
人事・給与・庶務事務
システム復旧に関す
ること

優先順位での復旧作
業
影響への対策を関係
者へ通知

人事課 Ｃ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ﾊﾟｿｺﾝ、
庁内LAN

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要性が
ある

人事・給与庶
務事務ｼｽﾃﾑ

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である

㈱富士通 Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【総務部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

13
人事・給与・庶務事務
システム復旧に関す
ること

必要に応じて復旧作
業の継続

人事課 Ｄ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ﾊﾟｿｺﾝ、
庁内LAN

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要性が
ある

人事・給与庶
務事務ｼｽﾃﾑ

Ⅰ
保有する設備で対応
可能である

㈱富士通 Ⅰ
近隣に事業所があ
り、非常時の対応は
可能である

14
サーバ等の被災状況
の確認に関すること

サーバ等の被災状況
の確認

情報政策課 Ａ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電気・通信回
線の確保、
サーバ等機
器、パソコン

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

各業務システ
ム等

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

通信、システム
委託業者

Ⅰ

宮崎市情報システム
部門業務継続計画
（ICT-BCP)により支
援事業者リストを作
成しており、非常時の
対応は可能である

15
電気・通信等の状況
確認に関すること

電気・通信等の状況
確認

情報政策課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電気・通信回
線の確保、パ
ソコン

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

ネットワーク等 Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

通信、システム
委託業者

Ⅰ

宮崎市情報システム
部門業務継続計画
（ICT-BCP)により支
援事業者リストを作
成しており、非常時の
対応は可能である

16
出先機関の被災状況
の確認に関すること

出先機関の被災状況
の確認

情報政策課 Ｂ 4 Ⅱ

参集可能人員内で対
処可能であるが、施
設数が多いため各施
設職員等の協力が必
要

電気・通信回
線の確保、パ
ソコン

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

ネットワーク等 Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

通信、システム
委託業者

Ⅰ

宮崎市情報システム
部門業務継続計画
（ICT-BCP)により支
援事業者リストを作
成しており、非常時の
対応は可能である

17
提供可能システムの
周知と再開準備に関
すること

提供可能システムの
周知と再開準備

情報政策課 Ｃ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電気・通信回
線の確保、
サーバ等機
器、パソコン

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

各業務システ
ム等

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

通信、システム
委託業者

Ⅰ

宮崎市情報システム
部門業務継続計画
（ICT-BCP)により支
援事業者リストを作
成しており、非常時の
対応は可能である

18
業務システム再開に
関すること

業務システム再開 情報政策課 Ｄ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電気・通信回
線の確保、
サーバ等機
器、パソコン

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

各業務システ
ム等

Ⅱ

保有する資機材で対
応可能であるが、使
用できない場合の対
応を考える必要があ
る

通信、システム
委託業者

Ⅰ

宮崎市情報システム
部門業務継続計画
（ICT-BCP)により支
援事業者リストを作
成しており、非常時の
対応は可能である

19
土木工事積算システ
ム復旧に関すること

土木工事積算システ
ムを復旧させる

契約課 Ｄ 2 Ⅰ
課内で確保できる
（本部付職員の対応
が必要）

サーバー、パ
ソコン、プリン
ター、バック
アップテープ

Ⅲ
破損の可能性がある
修理には専門の技術
者が必要である

庁内LAN（ネッ
トワーク）

Ⅲ

システムを復旧させ
るためにはネットワー
クの復旧が前提とな
る

㈱システム開
発、NECキャピ
タルソリュー
ション

Ⅲ

部品の修理やシステ
ムの復旧にはシステ
ム委託業者の協力が
必要

20
物品・資機材等の調
達に関すること

配給される生活必需
品以外の物品・資機
材等の調達

契約課 Ｅ 3 Ⅰ

参集可能人員では対
応不可
（本部付職員の対応
が必要）

パソコン
プリンタ
庁内ラン

Ⅰ
保有する資機材で対
応する

契約管理シス
テム

Ⅰ
保有する資機材で対
応する

システム委
託業者、㈱
南日本ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ

Ⅱ

システムの提供が必
要である
又は、システムを介し
ない事務処理の実施
を検討

21
公共施設等の応急復
旧活動に関すること

災害直後から発注す
る応急復旧工事の契
約業務
緊急工事（応急復旧）
と本工事の整理
迅速な業者選定

契約課 Ｅ 3 Ⅰ

参集可能人員では対
応不可
（本部付職員の対応
が必要）

パソコン
プリンタ
庁内ラン

Ⅰ
保有する資機材で対
応する

庁内LAN（ネッ
トワーク）

Ⅰ
保有する資機材で対
応する
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必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

22
会議室の貸出停止に
関すること

会議室棟の貸出を停
止し、避難所として活
用

管財課 Ｄ 10 Ⅲ
他部署や他市からの
応援、臨時職員の雇
用等により対応する

パソコン、プリ
ンター

Ⅰ
保有する資機材で対
応

被害調査の結
果

Ⅰ

調査は、福祉総務班
を中心に、地域ごと
の調査担当班におい
て実施する

23
通常車両貸出の停止
に関すること

通常の車両貸出停止 管財課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話
庁内LAN

Ⅰ
電話・ネットワーク連
絡又は職員による連
絡が可能

24
各課への車両再配置
に関すること

使用可能公用車台
数、業務内容に応じ
た各課への車両再配
置を実施

管財課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話
庁内LAN

Ⅰ
電話・ネットワーク連
絡又は職員による連
絡が可能

25
共用車（貸出車両）の
確保に関すること

使用可能公用車台数
に応じ、各課通常業
務機能の回復に伴う
共用車（貸出車両）の
確保

管財課 Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話
庁内LAN

Ⅲ
災害対策本部と連携
し、車両再配置を実
施する必要がある

資料4 - 5



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行 危機管理課 Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話
庁内LAN

Ⅲ
災害対策本部と連携
し、共用車を確保す
る必要がある

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【危機管理部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

資料4 - 6



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
予算調整（財政計画・
予算編成）に関する
こと

次年度の予算編成・
財政計画の作成

財政課 Ｃ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンターの作動

Ⅲ
転倒・落下による破
損する可能性あり

財務会計シス
テム

Ⅲ
システムダウンし復
旧できない可能性あ
り

2
予算執行管理に関す
ること

各課の予算執行にお
ける決裁等

財政課 Ｄ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンターの作動

Ⅲ
転倒・落下による破
損する可能性あり

財務会計シス
テム

Ⅲ
システムダウンし復
旧できない可能性あ
り

3
滞納整理資料の保全
業務に関すること

滞納処分関係調書の
確認・保全

納税管理課 Ａ 10 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

4

滞納処分履行期限前
の案件の確認と対
応、取立依頼済分の
調整に関すること

差押による取立の履
行について金融機関
及び会計課と調整す
る

納税管理課 Ｂ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、プリンター
の作動

Ⅱ
転倒・落下により破
損する恐れがある

各金融機関 Ⅲ
金融機関の業務再開
状況による

5
収納等のデータ確認
に関すること

収納等のデータ受渡
しと消込み作業の状
況を確認する

納税管理課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

会計課
宮崎銀行
収代金融機関
公金センター

Ⅲ
金融機関の業務再開
状況による

6
前日収納金の納入に
関すること

前日の収納金を宮崎
銀行窓口に納入する

納税管理課 Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

宮崎銀行 Ⅲ
宮崎銀行の業務再開
状況による

7
通常業務再開
に関すること（滞納処
分を除く）

全体的な業務再開
（滞納処分を除く）

納税管理課 Ｄ 36 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により破
損する恐れがある

MICJET
THINK

8
市税収納窓口に関す
ること

市税収納体制の確保 納税管理課 Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

事務機器一式 Ⅰ
パソコン等が使用で
きない場合でも手書
等で対応

MICJET
THINK

Ⅲ

ｼｽﾃﾑ上の税情報の
参照が必須。仮にホ
ストが復旧しても第３
庁舎の電力確保が不
透明である

9
納税相談窓口の開設
に関すること

相談体制の確保 納税管理課 Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

事務機器一式 Ⅰ
パソコン等が使用で
きない場合でも手書
等で対応

MICJET
THINK

Ⅲ

ｼｽﾃﾑ上の税情報の
参照が必須。仮にホ
ストが復旧しても第３
庁舎の電力確保が不
透明である

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【財政部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【財政部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
課税資料の保全に関
すること

課税資料の保全業務 市民税課 Ａ 5 Ⅰ 職員の参集想定

11
委託業務の受託者と
の連絡調整に関する
こと

委託業務の受託者と
の連絡調整

市民税課 Ｃ 4 Ⅰ 職員の参集想定

12
各種申告受付に関す
ること

各種申告受付 市民税課 Ｄ 6 Ⅰ 職員の参集想定
電話、コピー
機、パソコン、
プリンタ

Ⅰ
税情報システ
ム

Ⅰ
システムが復旧する
までは受付のみ行
う。

13
各税目賦課に関する
こと

各税目賦課業務 市民税課 Ｄ 10 Ⅰ 職員の参集想定
電話、コピー
機、パソコン、
プリンタ

Ⅰ
税情報システ
ム

Ⅲ システム復旧

14
課税資料の保全業務
に関すること

課税資料の保全業務 資産税課 Ａ 10 Ⅰ 職員の参集想定

15
通常業務再開に関す
ること

全体的な業務再開 資産税課 Ｄ 20 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

電話、ＦＡＸ、
パソコン、プリ
ンター、コピー
機

Ⅲ 基幹システムの復旧 MICJETの稼動 Ⅲ

ｼｽﾃﾑ上の税情報の
参照が必須。仮にホ
ストが復旧しても第３
庁舎の電力確保が不
透明である

㈱朝日航洋、
ＳＢＳ

Ⅱ 電力の確保

16
被保険証、限度額認
定証等発行対応に関
すること

各種保険証、限度額
認定証の発行

国保年金課 Ｄ 10 Ⅲ
課内で、必要最小人
数を確保できること

パソコン、プリ
ンター等

Ⅲ 基幹システムの復旧
ＭＩＣＪＥＴ等基
幹システム

Ⅲ

電力供給及び情報シ
ステムの復旧・パソコ
ン、プリンター等の確
保

国保連合会等
の国保、後期
高齢医療等関
係機関

Ⅲ
関係機関の業務再開
状況による

17
通常業務再開に関す
ること

全体的な業務再開 国保年金課 Ｄ 40 Ⅲ
課内で、必要最小人
数を確保できること

パソコン、プリ
ンター等

Ⅲ 基幹システムの復旧
ＭＩＣＪＥＴ等基
幹システム

Ⅲ

電力供給及び情報シ
ステムの復旧・パソコ
ン、プリンター等の確
保

国保連合会等
の国保、後期
高齢医療等関
係機関

Ⅲ
関係機関の業務再開
状況による

18
被保険者証交付に関
すること

国保年金課と連携し
被保険者証を交付

国保収納課 Ｂ 5 Ⅰ

参集可能人員内で対
応（参集状況によって
はできない可能性も
ある

パソコン、プリ
ンターの動作

Ⅱ
システムが復旧する
までは手書で発行す
る

THINKTAX,
MICJETの稼働

資料4 - 8



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【財政部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

19
収納金の管理に関す
ること

前日、当日に収納し
た現金の管理等を行
う（徴収会計年度任
用職員分も含む）

国保収納課 Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

各金融機関 Ⅲ
金融機関の業務再開
状況による

20
通常業務再開に関す
ること

全体的な業務再開
（滞納処分を除く）

国保収納課 Ｄ 22 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

パソコン、プリ
ンターの動作

Ⅱ
システムが復旧する
までは手書で発行す
る

THINKTAX,
MICJETの稼働

資料4 - 9



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
業務継続に関するこ
と

書類の有無、保管、
公印管理に関する確
認

地域コミュニ
ティ課

Ａ 3人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

2
地域事務所の窓口業
務に関すること

市民課等との調整と
窓口業務の開始準備

地域コミュニ
ティ課

Ａ
2人×8時間45
分×6事務所

Ⅲ

事務所配属の会計年
度任用職員を前提に
当該会計年度任用職
員が参集可能である
ことと、市民課との連
携が必要

パソコン、プリ
ンター、コ
ピー、FAX

Ⅲ
市民課、情報政策課
との連携が必要

ＭＩＣＪＥＴ
統合端末
証発システム

Ⅲ

システムが復旧する
までの対応（手書き、
FAXのやり取り）の協
議が必要

3
地域事務所の窓口業
務に関すること

地域事務所の業務シ
ステム再開

地域コミュニ
ティ課

Ｂ・Ｃ
2人×8時間45
分×11事務所

Ⅱ

事務所配属の正副所
長のうちどちらかでも
参集可能であること
と、本課との連携が
必要

パソコン、プリ
ンター、コ
ピー、FAX

Ⅱ
本課（地コミ課）との
連携が必要

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合は、電話等
で本課との情報交換
が必要

4
所管施設の発注済工
事・業務委託の再開
に関すること

所管施設（旧宮崎市
域の公立公民館を含
む）の請負業者に業
務再開を指示

地域コミュニ
ティ課

Ｃ 4 Ⅱ
参集可能人員での対
応は可能

パソコン、プリ
ンター、コ
ピー、FAX、イ
ンターネット

Ⅱ
パソコン、庁内LAN等
が復旧するまでは、
電話等で対応可能

・防災情報共
有システム
・財務システム

Ⅱ
システムが使用でき
ない場合は、電話等
により確認する

工事・委託等
請負業者

Ⅲ
施設復旧には専門的
知識の業者に委ねる
必要がある

5
地域事務所の窓口業
務に関すること

通常業務の開始（届
出受理、証明書発
行）

地域コミュニ
ティ課

Ｄ
2人×8時間45
分×6事務所

Ⅲ

事務所配属の会計年
度任用職員を前提に
当該会計年度任用職
員が参集可能である
ことと、市民課との連
携が必要

パソコン、プリ
ンター、コ
ピー、FAX

Ⅲ
市民課、情報政策課
との連携が必要

ＭＩＣＪＥＴ
統合端末
証発システム

Ⅲ

システムが復旧する
までの対応（手書き、
FAXのやり取り）の協
議が必要

6
所管施設の業務再開
に関すること

所管施設（旧宮崎市
域の公立公民館を含
む）の業務再開

地域コミュニ
ティ課

Ｄ 4 Ⅲ
参集可能人員での対
応は可能

パソコン、プリ
ンター、コ
ピー、FAX、イ
ンターネット

Ⅲ
情報政策課・スポー
ツランド推進課等との
連携が必要

施設予約シス
テム

Ⅲ

システムが復旧する
までの対応（手書き、
FAXのやり取り）の協
議が必要

7
戸籍届の受領に関す
ること

戸籍届書類を預かる
行為

市民課 Ａ 2 Ⅰ
参集可能人数内で対
処可能であるため

電話・コピー
機・パソコン・
プリンター・ＦＡ
Ｘの作動

Ⅱ
転倒・落下により破
損する可能性がある
が受領自体は可能

8
戸籍届の受理に関す
ること

戸籍届出内容の確
認・受理（法的に正式
な手続き）

市民課 Ｄ 13 Ⅱ

専門性が高いため戸
籍係職員にて対応す
るため（戸籍係職員
が避難所配置の場合
は、課内で交代要員
を手配）

電話・コピー
機・パソコン・
プリンター・ＦＡ
Ｘの作動

Ⅱ
転倒・落下により破
損する可能性がある
ため

MICJET戸籍シ
ステム
MICJET住民記
録

Ⅲ
システムが復旧後に
手続を開始するため

宮崎地方法務
局

Ⅲ

システム復旧不可の
場合は、法務局の戸
籍副本データ管理シ
ステムにより対応す
るため

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

9
一部窓口の再開に関
すること

災害後の戸籍届に関
係のない方について
のみ窓口を開設（届
出処理・証明書発行）

市民課 Ｄ 53 Ⅱ

課内調整で対応可能
であるため（但し、災
害後の戸籍届出に関
係のある人は、戸籍
の入力が完了しない
限り戸籍をはじめ、住
民票（異動入力・証
明）・印鑑証明・税証
明すべてに影響が及
ぶため、窓口の一部
再開としての人数を
記載する）

電話・コピー
機・パソコン・
プリンター・ＦＡ
Ｘの作動

Ⅱ
転倒・落下により破
損する可能性がある
ため

MICJET戸籍シ
ステムMICJET
住民記録
MICJET税務情
報
介護システム
学齢簿システ
ム
統合端末
外国人端末

Ⅲ
システム復旧後に一
部窓口を再開するた
め

他市区町村
入国管理局
地方公共団体
情報システム
機構

Ⅲ

システム復旧不可の
場合、他市区町村等
のデータを元に届出
の受付等対応するた
め

10
業務継続に関するこ
と

書類の有無、保管、
公印管理に関する確
認

文化・市民
活動課

Ａ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

11

関係各課との所管施
設の取扱いについて
連絡調整に関するこ
と

関係各課との協議
文化・市民
活動課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員での対
応は可能

12
所管施設の業務再開
に関すること

所管施設の業務再開
文化・市民
活動課

Ｃ 4 Ⅰ
参集可能人員での対
応は可能

パソコン、プリ
ンター、コ
ピー、FAX、イ
ンターネット

Ⅰ
破損した場合、取替
が必要。

指定管理者 Ⅲ
施設予約状況の把握
や使用制限等の調
整・検討

13
重要書類等の管理業
務に関すること

公印、非常時持出し
書類等を確認し、保
管する

赤江地域セ
ンター

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

金庫 Ⅰ
破損した場合取替え
が必要

14
戸籍届の受領に関す
ること

戸籍届書類を預かる
行為

赤江地域セ
ンター

Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

15
窓口業務に関するこ
と

窓口での証明等の事
務を行う

赤江地域セ
ンター

Ｄ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、イ
ンターネット、
パソコン、コ
ピー、プリン
ター

Ⅲ
機器の破損次第では
取替等が必要

ＭＩＣＪＥＴ
統合端末
証発システム

Ⅲ
関係課との連携が必
要

16
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
赤江地域セ
ンター

Ｄ 3 Ⅰ
正職員、会計年度任
用職員等により対応

パソコン、プリ
ンター

Ⅰ
現在の機器で対応可
能

被害調査の結
果

Ⅰ
調査は、福祉総務課
を中心に、いくつかの
班で分担して行う

資料4 - 11



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

17
重要書類等の管理業
務に関すること

公印、非常時持出し
書類等を確認し、保
管する

木花地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

金庫 Ⅰ
破損した場合、取替
えが必要

18
戸籍届の受領に関す
ること

戸籍届書類を預かる
行為

木花地域セ
ンター

Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・コピー
機・パソコン・
プリンター・ＦＡ
Ｘの作動

Ⅲ

地震で機器が転倒・
落下し破損した場合
は、取替が必要（PC
については情報政策
課と連携が必要）

戸籍V3、
MICJET住記・
国保・年金

Ⅲ 市民課と連携が必要

地域センター
が被災した場
合、仮事務所
の設置が必要

Ⅲ
簡易な事務しか対応
できない

19
窓口業務に関するこ
と

窓口での証明等の事
務を行う

木花地域セ
ンター

Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、コ
ピー、プリン
ター、公印

Ⅱ
地震で機器が転倒・
落下し破損した場合
は、取替が必要

ＭＩＣＪＥＴ
統合端末
証発システム

Ⅲ

・関係課と連携が必
要
・関連システム稼動
後でないと出来ない
業務がある

地域センター
が被災した場
合、仮事務所
の設置が必要

Ⅲ
簡易な事務しか対応
できない

20
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
木花地域セ
ンター

Ｄ 3 Ⅰ
正職員、会計年度任
用職員等により対応

パソコン、プリ
ンター、公印

Ⅰ

現在の機器で対応可
能(ﾜｰﾄﾞ、ｴｸｾﾙ等)
但し、ｼｽﾃﾑでの発行
の場合は、ｼｽﾃﾑ稼
動後での運用となる

被害調査の結
果

Ⅰ
調査は、福祉総務課
を中心に、いくつかの
班で分担して行う

地域センター
が被災した場
合、仮事務所
の設置が必要

Ⅲ
簡易な事務しか対応
できない

21
重要書類等の管理業
務に関すること

公印、非常時持出し
書類等を確認し、保
管する

青島地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

金庫 Ⅰ
破損した場合、取替
えが必要

22
戸籍届の受領に関す
ること

戸籍届書類を預かる
行為

青島地域セ
ンター

Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、イ
ンターネット、
パソコン、コ
ピー、プリン
ター等

Ⅱ
地震で機器が転倒・
落下し破損した場合
は、取替が必要

戸籍システム、
MICJET

Ⅲ 市民課と連携が必要

23
窓口業務に関するこ
と

窓口での証明等の事
務を行う

青島地域セ
ンター

Ｄ 3 Ⅰ
正職員、会計年度任
用職員等により対応

電話、FAX、ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄ、ﾊﾟｿｺ
ﾝ、ｺﾋﾟｰ、ﾌﾟﾘﾝ
ﾀｰや偽造防止
用紙、公印

Ⅲ
機器の破損次第では
取替等が必要

ＭＩＣＪＥＴ
統合端末
証発システム

Ⅲ 関係課と連携が必要

24
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
青島地域セ
ンター

Ｄ 3 Ⅰ
正職員、会計年度任
用職員等により対応

パソコン、プリ
ンター、公印

Ⅰ

現在の機器で対応可
能(ﾜｰﾄﾞ、ｴｸｾﾙ等)
但し、ｼｽﾃﾑでの発行
の場合は、ｼｽﾃﾑ稼
動後での運用となる

被害調査の結
果

Ⅰ
調査は、福祉総務課
を中心に、いくつかの
班で分担して行う
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

25
重要書類等の管理業
務に関すること

公印、非常時持出し
書類等を確認し、保
管する

住吉地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

金庫 Ⅰ
破損した場合、取替
えが必要

26
戸籍届の受領に関す
ること

戸籍届書類を預かる
行為

住吉地域セ
ンター

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

27
窓口業務に関するこ
と

窓口での証明等の事
務を行う

住吉地域セ
ンター

Ｄ 7 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、コ
ピー、プリン
ター

Ⅲ
機器の破損次第で
は、取替等が必要

ＭＩＣＪＥＴ
統合端末
証発システム

Ⅲ 関係課と連携が必要

28
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
住吉地域セ
ンター

Ｄ 3 Ⅰ
正職員、会計年度任
用職員等により対応

パソコン、プリ
ンター

Ⅰ
現在の機器で対応可
能

被害調査の結
果

Ⅰ
調査は、福祉総務課
を中心に、いくつかの
班で分担して行う

29
重要書類等の管理業
務に関すること

公印、非常時持出し
書類等を確認し、保
管する

生目地域セ
ンター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

金庫 Ⅰ
破損した場合、取替
えが必要

30
戸籍届の受領に関す
ること

戸籍届書類を預かる
行為

生目地域セ
ンター

Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

31
窓口業務に関するこ
と

窓口での証明等の事
務を行う

生目地域セ
ンター

Ｄ 7 Ⅲ

応急業務に正職員３
名が対応するため、
別途窓口対応人員の
確保が必要である

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
パソコン、コ
ピー、プリン
ター、専用用
紙類

Ⅲ
機器の破損次第で
は、取替等が必要

ＭＩＣＪＥＴ
統合端末
証発システム

Ⅲ
関係課と連携が
必要

32
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
生目地域セ
ンター

Ｄ
正職員、会計年度任
用職員等により対応

パソコン、プリ
ンター

Ⅰ
現在の機器で対応可
能

被害調査の結
果

Ⅰ
調査は、福祉総務課
を中心に、いくつかの
班で分担して行う
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【地域振興部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

33
重要書類等の管理業
務に関すること

公印、非常時持出し
書類等を確認し、保
管する

北地域セン
ター

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処

金庫 Ⅰ
破損した場合、取替
えが必要

34
戸籍届の受領に関す
ること

戸籍届書類を預かる
行為

北地域セン
ター

Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処

35
窓口業務に関するこ
と

窓口での証明等の事
務を行う

北地域セン
ター

Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処

電話、FAX、イ
ンターネット、
パソコン、コ
ピー、プリン
ター

Ⅲ
機器の破損次第では
取替等が必要

ＭＩＣＪＥＴ
統合端末
証発システム

Ⅲ 関係課と連携が必要

36
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
北地域セン
ター

Ｄ 3 Ⅰ
正職員、会計年度任
用職員等により対応

パソコン、プリ
ンター

Ⅰ
現在の機器で対応可
能

被害調査の結
果

Ⅰ
調査は、福祉総務課
を中心に、いくつかの
班で分担して行う
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
葬祭センター火葬業
務の再開に関するこ
と

葬祭センター火葬業
務の再開

環境政策課 Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・FAX Ⅲ
葬祭センターとの連
絡手段が確保されて
いない

指定管理者 Ⅰ
葬祭センター従業員
で対処可能

2
通常業務再開に関す
ること

全体的な業務再開 環境政策課 Ｄ 10 Ⅲ
課内では必要最低人
数を確保できない可
能性がある

3

生活系一般廃棄物の
通常収集に関するこ
と
(特別収集含む）

集積所の状況把握と
臨時集積所の設置等

環境業務課 B 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、パ
ソコン、車
住宅地図他

Ⅲ

電話は、シークレット
ナンバーの直通電話
を設置
電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
現地調査用の車が必
要

委託業者 Ⅲ
委託業者も被害を受
けることが想定される

4
生活系一般廃棄物の
収集運搬の周知に関
すること

問い合わせ対応や臨
時集積所の周知
収集品目変更の周知

環境業務課 B 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、パ
ソコン、車

Ⅲ

電話、ＦＡＸは災害時
優先電話に指定
周知チラシの配布や
看板設置用の車が必
要

ホームページ、
ごみ分別アプ
リ、自治会長
へのFAX他

Ⅲ
出先機関との情報の
共有が必要

5
し尿汲取りに関する
こと

し尿汲取りの問い合
せ対応

環境業務課 Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内
で対応可能

電話、FAX Ⅰ
電話・FAXは災害
時優先電話に指
定

6
し尿収集汲取りに関
すること

し尿汲取り業務 環境業務課 Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

し尿収集車、し
尿処理施設、
電話、FAX

Ⅰ
電話・FAXは災害
時優先電話に指
定

し尿汲取り
システム

Ⅰ
システムが復旧する
までは、手書きで発
行する

し尿収集委
託業者

Ⅲ

現状の収集量を超え
ると予想されるため、
他自治体等との連携
を図る必要がある

7
石綿飛散防止指導に
関すること

破損した建物からの
石綿飛散防止応急措
置（建物所有者への
指導）

環境指導課 Ｃ 4 Ⅲ

飛散防止機材の設置
作業には専門事業者
の指導が必要
※確認の際、他課
（建築行政課等）専門
職員との連携が必要

車、カメラ、懐
中電灯、飛散
防止用資機材
（ブルーシー
ト、トラロープ、
表示板等）、建
物確認用資機
材（防護服、防
護マスク、手袋
等）

Ⅲ

現場確認用の車両だ
けでなく、飛散防止用
の資機材確保が未対
策のため、事前の他
部署との連携・共通
認識が必要

分析機関・石
綿除去事業者

Ⅲ

分析機関・石綿除去
事業者との事前の意
思疎通、災害時の連
携・協力体制作りが
不十分

民間建築物の
石綿含有有無
状況の整理台
帳、地図上の
位置図

Ⅲ

民間の石綿含有建物
の把握や分布図作成
等が未済のため、現
時点では発生直後の
迅速な対応が困難

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【環境部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【環境部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

8
悪臭等連絡対応に関
すること

各種施設の破損や電
力停止による悪臭等
への対応

環境指導課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能な人員内で
対応可能

車、カメラ、懐
中電灯

Ⅱ
課保有の公用車がな
いため、調査時の公
用車確保が課題

分析機関 Ⅲ
非常時対応連絡体制
が不十分

9
有害物質使用（貯蔵）
施設の被害状況把握
に関すること

設置業者からの通報
により漏えいが確認
された場合、公共用
水域への影響を調査

環境指導課 C 4 Ⅰ
参集可能な人員内で
対応可能

車両、カメラ、
懐中電灯

Ⅱ
課保有の公用車がな
いため、調査時の公
用車の確保が課題

10
河川状況の把握に関
すること

油流出等水質事故が
発生した場合の対応

環境指導課 C 4 Ⅰ

参集可能な人員内で
対応可能
消防局等との連携が
必要

車両、カメラ、
懐中電灯、応
急措置用資機
材（オイルフェ
ンス、吸着マッ
ト）

Ⅱ
課保有の公用車がな
いため、調査時の公
用車の確保が課題

消防局、国土
交通省、県等

Ⅰ
水質事故の連絡体制
を整備している

11
産業廃棄物処理業許
可業務に関すること

産業廃棄物処理業等
の申請受付

環境指導課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転落・落下により破
損する可能性がある

産業廃棄物
行政情報シ
ステム

Ⅰ
システムが復旧する
までは、手書きで発
行する

12
一般廃棄物処理業許
可業務に関すること

一般廃棄物処理業、
浄化槽保守点検業等
の申請受付

環境指導課
（浄化槽保
守点検業務
は環境施設
課）

Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転落・落下により破
損する可能性がある

13
被害にあった浄化槽
の措置等に関するこ
と

被害にあった浄化槽
の措置等の問合せ対
応

環境施設課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対処可能

電話、FAX Ⅰ
電話・FAXは災害
時優先電話に指
定

保守点検事
業者
清掃事業者
排水設備事
業者

Ⅲ

関連事業所間の
災害時連携体制
の確立が必要と
なる。

14
一般廃棄物処理施設
への直接搬入に関す
ること

一般廃棄物処理施設
への直接搬入の問合
せ対応

環境施設課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内
で対応可能

電話、FAX Ⅰ
電話・FAXは災害
時優先電話に指
定
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
地域生活支援事業の
一部業務に関するこ
と

日常生活用具給付事
業の業務・相談支援
事業などの実施

障がい福祉
課

Ｄ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター、電話、
コピー機

MCWEL障がい
福祉

Ⅲ

システムが復旧する
までは対応困難（情
報政策課との連携が
必要）

2
補装具費給付事業の
一部業務に関するこ
と

補装具費給付事業の
一部の業務の相談・
申請受付ほか

障がい福祉
課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター、電話、
コピー機

MCWEL障がい
福祉

Ⅲ

システムが復旧する
までは対応困難（情
報政策課との連携が
必要）

3
身体障がい者手帳の
認定及び交付に関す
ること

身体障がい者手帳の
認定・交付に関する
相談・申請受付ほか

障がい福祉
課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン、プリ
ンター、電話、
コピー機

MCWEL障がい
福祉、住基シ
ステム

Ⅲ

システムが復旧する
までは対応困難（情
報政策課との連携が
必要）

4
療育手帳に関するこ
と

療育手帳の申請受付
ほか

障がい福祉
課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン、プリ
ンター、電話、
コピー機

MCWEL障がい
福祉、住基シ
ステム

Ⅲ

システムが復旧する
までは対応困難（情
報政策課との連携が
必要）

5
各種手当に関するこ
と

各種手当の申請受
付・給付事務ほか

障がい福祉
課

Ｄ 6 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター、電話、
コピー機

MCWEL障がい
福祉、子育てソ
リューション

Ⅲ

システムが復旧する
までは対応困難（情
報政策課との連携が
必要）

6
自立支援医療（更生
医療）に関すること

更生医療に関する相
談・申請受付ほか

障がい福祉
課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター、電話、
コピー機

MCWEL障がい
福祉

Ⅲ

システムが復旧する
までは対応困難（情
報政策課との連携が
必要）

7
障がい福祉サービス
事業に関すること

給付費支給の決定・
変更決定、受給者証
再交付、事業所から
の受給資格問合わせ
への対応、やむを得
ない事由による措置
決定ほか

障がい福祉
課

Ｃ 10 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター、電話、
電子複写機

MCWEL障がい
福祉

Ⅲ

システムが復旧する
までは対応困難（情
報政策課との連携が
必要）

8
相談支援専門員との
連携（バックアップ）に
関すること

相談支援専門員との
連携・バックアップに
よる相談体制の確保

障がい福祉
課

Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、FAX、パ
ソコン

MCWEL障がい
福祉

Ⅲ

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【福祉部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【福祉部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

9
生活支援配食サービ
ス事業者の状況確認
に関すること

サービスの継続可否
及び利用者の状況確
認

地域包括ケ
ア推進課

Ｂ 2 Ⅱ
担当職員が無理な場
合は、他の職員を動
員可能

車輌・パソコ
ン・電話・ＦＡＸ

Ⅲ

通信途絶の場合、直
接確認が必要となる
が車輌等が確保でき
るか不明

電話・FAX・イ
ンターネット

Ⅲ
通信途絶の可能性が
ある

委託業者 Ⅲ

委託業者やその事業
所が被災した場合、
サービスが提供でき
ない

10
介護サービス事業所
等の支援に関するこ
と

事業所等からの相談
等の問合せ対応

介護保険課 B 7 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター、電話、
FAX

Ⅲ
機器の破損次第では
取替等が必要

介護台帳シス
テム

Ⅲ

サーバー機破損によ
りシステムが復旧し
ない場合は事業所情
報等が確認できない

11
被保険者証交付に関
すること

被保険者証を交付 介護保険課 Ｂ 8 Ⅰ

参集可能人員内で対
応（参集状況によって
はできない可能性も
ある

パソコン、プリ
ンターの動作

Ⅱ
システムが復旧する
までは手書で発行す
る

THINKTAX,
MCWEL介護の
稼働

12
収納金の管理に関す
ること

前日、当日に収納し
た現金の管理等を行
う（徴収会計年度任
用職員分も含む）

介護保険課 Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応

各金融機関 Ⅲ
金融機関の業務再開
状況による

13
通常業務再開に関す
ること

全体的な業務再開 介護保険課 Ｄ 40 Ⅲ
課内で、必要最小人
数を確保できること

パソコン、プリ
ンター等

Ⅲ 基幹システムの復旧
MCWEL介護等
基幹システム

Ⅲ

電力供給及び情報シ
ステムの復旧・パソコ
ン、プリンター等の確
保

国保連合会等
の関係機関

Ⅲ
関係機関の業務再開
状況による

14 中国残留邦人支援
中国残留邦人に対す
る生活支援

社会福祉第
一課

Ｂ
2

（中国語が通
訳可能なこと）

Ⅰ 車 Ⅱ
確保が難しい可能性
がある

生活保護シス
テム

Ⅰ
システムが復旧しな
い場合は台帳で確認

15
医療券・介護券の発
行

医療券・介護券の発
行に関すること

社会福祉第
一課・二課

Ｂ 10 Ⅰ
パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により
破損する可能性
がある

生活保護シス
テム

Ⅰ
システムが復旧しな
い場合は台帳で確認
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
児童扶養手当事務に
関すること

相談、申請受付、認
定、支給事務

子育て支援
課

Ｄ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、プリン
ター、電子複
写機

Ⅱ
転倒・落下等による
故障等により使用で
きない可能性あり

福祉システム・
住基システム

Ⅲ
システム復旧までは
仮受付とする
支払事務は不可能

厚労省、関係
自治体

Ⅲ

必要書類(戸籍謄本
等)が揃うまでの間は
仮受付、厚労省問合
せで対応する

2
ひとり親家庭等・寡婦
医療費助成事務に関
すること

相談、申請受付、認
定、支給事務

子育て支援
課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、プリン
ター、電子複
写機

Ⅱ
転倒・落下等による
故障等により使用で
きない可能性あり

福祉システム・
住基システム

Ⅲ
システム復旧までは
仮受付とする
支払事務は不可能

医療機関、国
保連合会支払
基金、シル
バー人材セン
ター、ソフトテッ
クス

Ⅲ

各機関のシステムの
状況、交通の状況に
より、申請書等の回
収が困難になる可能
性あり

3
母子・父子・寡婦福祉
資金貸付事務に関す
ること

相談、申請受付、審
査、認定、貸付事務

子育て支援
課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、プリン
ター、電子複
写機

Ⅱ
転倒・落下等による
故障等により使用で
きない可能性あり

福祉資金貸付
システム・住基
システム

Ⅲ
システム復旧までは
仮受付とする

4
親子健康手帳の交付
に関すること

親子健康手帳を交付
する

子ども家庭
支援課

D 2 Ⅰ
パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により
破損する可能性
がある

健康管理シス
テム・住基シス
テム

Ⅲ
住基と連携が必要
システム復旧までは
仮受付とする

5
妊産婦・乳児要フォ
ロー者把握に関する
こと

妊産婦・乳児要フォ
ロー者把握、フォロー
を行う

子ども家庭
支援課

C 3 Ⅰ
パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により
破損する可能性
がある

健康管理シス
テム・住基シス
テム

Ⅲ
住基と連携が必要
システム復旧までは
仮受付とする

6
妊婦健診自己負担免
除に関すること

妊婦健診自己負担免
除症を発行する

子ども家庭
支援課

D 1 Ⅰ
パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により
破損する可能性
がある

健康管理シス
テム・住基シス
テム

Ⅲ
住基と連携が必要
システム復旧までは
仮受付とする

7
児童手当支給事務に
関すること

支給認定請求等受
付、審査、認定、支給
事務

保育幼稚園
課

Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、パソコ
ン、プリン
ター、電子複
写機

Ⅱ
転倒・落下等による
故障等により使用で
きない可能性あり

福祉システム・
住基システム

Ⅲ
システム復旧までは
仮受付とする
支払事務は不可能

8
子ども医療費受給資
格証の交付に関する
こと

子ども医療費受給資
格証を発行する

保育幼稚園
課

Ｄ 1 Ⅰ
パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により
破損する可能性
がある

福祉システム・
住基システム

Ⅲ
住基と連携が必要
システム復旧までは
仮受付とする

9
保育施設利用に関す
ること

相談、申請受付、認
定、保育料決定

保育幼稚園
課

Ｄ 5 Ⅰ
パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により
破損する可能性
がある

保育ソリュー
ション・住基シ
ステム

Ⅲ
システム復旧までは
仮受付とする

10
子ども医療費受給資
格証の交付に関する
こと

子ども医療費受給資
格証を発行する

親子保健課 Ｄ 3 Ⅰ
パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により
破損する可能性
がある

福祉システム・
住基システム

Ⅲ
住基と連携が必要
システム復旧までは
仮受付とする

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【子ども未来部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【子ども未来部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

11
小慢・育成・養育受給
資格者証の交付に関
すること

小慢・育成・養育受給
資格者を発行する

親子保健課 Ｄ 3 Ⅰ
パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅱ
転倒・落下により
破損する可能性
がある

小慢等公費負
担システム・住
基システム

Ⅲ
住基と連携が必要
システム復旧までは
仮受付とする
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
庁舎の維持管理に関
すること

継続的な執務が行え
る環境の確保

保健医療課 Ｂ 4 Ⅲ

人員不足
各種設備の維持管理
に関する知識を持つ
必要最低人数の確保
が困難、他課からの
応援が必要

電話、非常用
発電、上下水
道など

Ⅲ

電話：3時間以上の停
電の場合は個別に発
電機が必要
非常用発電：予備燃
料未確保
水道：機能停止

電話、防災無
線、防災電話

Ⅰ
電話が災害時優先電
話に指定されている
ため使用可

保守点検委託
業者

Ⅲ

専門的な技術が必要
になることが予想され
るが、緊急時の体制
は不十分である

2
救急医療の提供に関
すること

夜間急病センターの
運営

保健医療課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可

医薬品・医療
資機材

Ⅰ

指定管理者（宮崎市
郡医師会）において
災害に備えた備蓄を
しているため

電話、防災無
線、防災電話、
インターネット

Ⅰ
電話が災害時優先電
話に指定されている
ため使用可

市郡医師会 Ⅰ

市郡医師会において
災害対応マニュアル
を作成しており対応
できる

医師、看護師 Ⅲ
災害の規模により医
師等の確保が不明確
なため

3 医療に関すること

総合相談窓口業務
医療相談窓口業務
医療に関する申請受
付及び指導監督

保健医療課 Ｄ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可

電話、パソコン Ⅰ

一般の方からの電話
相談は通常の電話で
しか行えないが、業
務開始時間が2週間
以内であれば対応し
ていくことは可能

4 部課内の連絡調整
所内各課との調整、
庶務

保健医療課 Ｄ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可

パソコン、電話 Ⅰ

電話が使えない場合
は防災無線や防災電
話で対応
パソコンが使えない
場合は紙決裁で対応

5
精神障がい者緊急対
応に関すること

精神障がい者の緊急
対応を行う

地域保健課 Ａ 3 Ⅱ

健康支援課と連携し
て対応可
場合により人員不足
の可能性あり

車両、電話、
FAX、インター
ネット

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

ＭＣＷＥＬ Ⅲ
システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり

医療機関・警
察・精神保健
福祉センター
など

Ⅲ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

6
地域保健活動に関す
ること

健康相談・訪問指導
等を行う

地域保健課 E 6 Ⅱ
場合により人員不足
の可能性あり

車両、電話、
FAX、インター
ネット

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

7
精神障がい者緊急対
応に関すること

精神障がい者の緊急
対応（措置入院等）

健康支援課 Ａ
保健師等

2
Ⅲ

場合により人員不足
の可能性あり

車両・電話、
FAX、インター
ネット
pc・プリンター

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

ＭＩＣＪＥＴ
ＭＣＷＥＬ

Ⅲ
システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり

医療機関・警
察・精神保健
福祉センター
など

Ⅲ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

8 感染症に関すること
感染症発生時の健康
調査等

健康支援課 Ｂ
保健師等

5
Ⅱ

場合により人員不足
の可能性あり

電話、FAX、イ
ンターネット

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

健康管理シス
テム

Ⅱ
システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり

医療機関 Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【健康管理部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【健康管理部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

9
結核対応に関するこ
と

結核患者の初回面接
や服薬の確認

健康支援課 Ｃ
保健師等

2
Ⅰ

参集可能人員内で対
応可能

電話、FAX、イ
ンターネット

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

健康管理シス
テム

Ⅱ
システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり

医療機関 Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

10
精神障がい者対応に
関すること

精神障がい者の医療
保護入院や応急入院
等の手続き

健康支援課 Ｃ 1 Ⅱ
基本対応可能
場合により人員不足
の可能性あり

電話、FAX、イ
ンターネット
ｐｃ･プリンター

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

ＭＩＣＪＥＴ
ＭＣＷＥＬ

Ⅱ
システム使用不可の
場合の手段を考える
必要あり

医療機関・県
障がい福祉
課・精神保健
福祉センター
など

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

11
難病患者支援に関す
ること

難病患者の訪問・相
談・一時入院等の対
応

健康支援課 Ｃ 2 Ⅱ
基本対応可能
場合により人員不足
の可能性あり

電話、FAX、イ
ンターネット

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

難病診療連携
拠点病院、難
病診療分野別
拠点病院など

Ⅱ
基本電話連絡
場合により不通の可
能性あり

12
動物愛護・管理に関
すること

放れている犬の保護
および返還
負傷動物の保護
咬傷事故対応

保健衛生課 Ｂ
4

※災害の発規
模による

Ⅱ
多数の犬が放れた場
合には人員不足が予
想される

車両・リード・
餌・犬舎・捕獲
器

Ⅲ

多数の犬が被災して
いる場合には、資材
等の不足が懸念され
る

携帯電話 Ⅲ
現状３台あるが、不
足が予想される

13
墓地経営等許可等の
対応に関すること

死体の埋・火葬場所
等の法的判断

保健衛生課 Ｃ 2 Ⅰ
現地調査、法的判
断、国及び県との調
整

電話、FAX、車
両等

Ⅲ
車両等の確保が困難
と考えられる

14
食品関係営業施設の
実態把握及び監視指
導に関すること

営業施設に対する衛
生指導

保健衛生課 Ｄ 10 Ⅲ
指導範囲が広範囲に
及ぶと考えられるた
め

電話、FAX、車
両等

Ⅲ
車両等の確保が困難
と考えられる

15
避難所における食品
衛生指導及び啓発に
関すること

食品の取扱い及び衛
生指導

保健衛生課 Ｄ 10 Ⅲ
指導範囲が広範囲に
及ぶと考えられるた
め

電話、FAX、車
両等

Ⅲ
車両等の確保が困難
と考えられる

16
炊き出し施設等の把
握及び衛生指導に関
すること

施設数の把握及び衛
生指導

保健衛生課 Ｄ 10 Ⅲ
指導範囲が広範囲に
及ぶと考えられるた
め

電話、FAX、車
両等

Ⅲ
車両等の確保が困難
と考えられる

17
避難所用弁当調整施
設等の監視指導に関
すること

施設の衛生指導 保健衛生課 Ｄ 10 Ⅲ
指導範囲が広範囲に
及ぶと考えられるた
め

電話、FAX、車
両等

Ⅲ
車両等の確保が困難
と考えられる

資料4 - 22



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
各種申請受付業務に
関すること

農振法、農業経営基
盤強化法に関する各
種申請受付、認定業
務

農政企画課 Ｄ 2 Ⅰ

電話、FAX、
PC、インター
ネット、プリン
ター

Ⅲ 庁舎の電源確保 庁内LAN Ⅲ
電源の確保次第で
は、外部との連絡困
難な場合あり

県振興局
JA等

Ⅲ
電源の確保次第で
は、外部との連絡困
難な場合あり

市長印 Ⅲ
市長印の破損が想定
される

2
各種証明発行に関す
る業務

農用地区域内証明
等、発行業務

農政企画課 Ｄ 2 Ⅰ

電話、FAX、
PC、インター
ネット、プリン
ター

Ⅲ 庁舎の電源確保 市長印 Ⅲ
市長印の破損が想定
される

3
農業次世代人材投資
事業関連業務

受給者に対する現地
調査及び資金交付事
務

農政企画課 Ｄ 3 Ⅰ

電話、FAX、
PC、インター
ネット、プリン
ター

Ⅲ 庁舎の電源確保 庁内LAN Ⅲ
電源の確保次第で
は、外部との連絡困
難な場合あり

県振興局 Ⅲ
電源の確保次第で
は、外部との連絡困
難な場合あり

4
許可申請書、届出書
に関すること

書類内容の審査及び
許可証等の発行

森林水産課 Ｄ 6 Ⅰ
電話、PC、イ
ンターネット、
プリンター

Ⅲ 庁舎の電源確保 庁内LAN Ⅲ
電源の確保次第で
は、外部との連絡困
難な場合あり。

県振興局 Ⅲ
電源の確保次第で
は、外部との連絡困
難な場合あり。

市長印 Ⅲ
市長印の破損が想定
される。

5
卸売・仲卸業務指導
に関すること

可能な範囲での卸売
りをする場合の指導
をする

市場課 Ｅ 4 Ⅲ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

電話、PC、プリ
ンター

Ⅲ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

電話、インター
ネット

Ⅱ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

卸売業者
仲卸業者

Ⅲ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

6
原票訂正、各種申請
等に関すること

可能な範囲での卸売
りをする場合の必要
な処理をする

市場課 Ｅ 4 Ⅲ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

電話、PC、プリ
ンター

Ⅲ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

電話、インター
ネット

Ⅱ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

卸売業者
仲卸業者

Ⅲ

市場施設や流通手段
が甚大な被害崩壊し
た場合は実施できな
い

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【農政部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

資料4 - 23



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
情報提供に関するこ
と

電話対応、報道等へ
の情報提供

観光戦略課 Ｃ 5 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅰ

災害時優先電話に指
定されておらず、固
定電話・携帯電話と
もに不通となった場
合が課題

報道機関 Ⅰ

マスコミへの情報提
供により、施設の閉
鎖状況を広くアナウ
ンスする

2
所管施設の使用許可
取消の連絡に関する
こと

使用予定者への連絡
スポーツラ
ンド推進課

Ａ 6 Ⅰ
本課内人員で対応可
能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

宮崎市公共施
設予約案内シ
ステム

Ⅲ
停電の場合、施設の
予約状況の把握につ
いて未対策

3

所管施設の取扱いに
ついて関係各課との
連絡調整に関するこ
と

関係各課との協議
スポーツラ
ンド推進課

Ａ 2 Ⅰ
本課内人員で対応可
能

4
公印等非常持出書類
の確認に関すること

公印等非常持出書類
の確認

スポーツラ
ンド推進課

Ｂ 1 Ⅰ
本課内人員で対応可
能

5
電話対応に関するこ
と

市民からの問合せ対
応業務

スポーツラ
ンド推進課

Ｂ 5 Ⅰ
本課内人員で対応可
能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

宮崎市公共施
設予約案内シ
ステム

Ⅲ
停電の場合、施設の
予約状況の把握につ
いて未対策

6
使用許可取消の使用
料還付に関すること

還付書類の作成及び
還付口座などの調査

スポーツラ
ンド推進課

Ｄ 3 Ⅰ
本課内人員で対応可
能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット

Ⅲ

通信手段が絶たれた
場合の連絡体制につ
いて未対策（一部施
設には無線有）

宮崎市公共施
設予約案内シ
ステム

Ⅲ
停電の場合、施設の
予約状況の把握につ
いて未対策

7
所管施設の被害調査
及び応急措置に関す
ること

所管施設の被害状況
調査を行い応急の措
置を講ずる

企業立地推
進課

Ｃ 2 Ⅲ
土木・建築担当部署
の応援が必要

パソコン・電
話・FAX・カメ
ラ・プリンタ・公
用車

Ⅱ
移動手段（公用車）を
自前では調達できな
い

被害調査の結
果

Ⅰ
情報収集は参集職員
で対応可能

なし なし

8
事業者の被害調査に
関すること

所管する事業者の被
害状況等を情報収集

企業立地推
進課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人数で対応
可能

電話・FAX・イ
ンターネット回
線・携帯電話・
パソコン・プリ
ンタ

Ⅰ
既存の設備で対応可
能

なし Ⅰ
通信手段が回復次第
被害調査が可能

なし なし

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【観光商工部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
法定外公共物の占使
用許可業務に関する
こと

里道、水路等法定外
公共物の占使用許可
業務

用地管理課 Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、住宅
地図、コピー機
等

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

2
法定外公共物の用途
廃止、財産処分に関
すること

里道、水路等法定外
公共物の用途廃止、
及び払下げ業務

用地管理課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、住宅
地図、コピー機
等

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

3
道路占用許可業務に
関すること

市道内の電柱、看
板、埋設物等許可業
務

用地管理課 Ｄ 4 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、住宅
地図、コピー機
等

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

4
境界立会に関するこ
と

立会記録の保全、保
管状況の確認市道、
里道、水路等の境界
立会業務

用地管理課 Ｄ 12 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、住宅
地図、コピー
機、スキャナー
等

Ⅲ

立会記録を亡失した
場合は、
　・市街地整備課
　・農村整備課
　・建築行政課
  ・土木課
　・道路維持課　　　　
の支援が必要になる
（現在、立会記録の
データ化を進めてい
るが、現時点で一部
原本（紙）のみのもの
があり、消失した場合
に公共用地の境界確
認が難しくなる。）　　　　　　　

電話、ＦＡＸ Ⅲ
データ化し保管する
ことが必要

家屋調査士会　　　　
法務局
宮崎土木事務
所　　　　　　　
国土交通省

Ⅲ

協力項目、連絡体制
等に関してして関係
機関、関係業者との
協議・調整が必要　　
（協議事項）　　　　　　
・境界立会記録亡失
時の公図、保有して
いる立会記録等の
データの提供等　

5
道路情報システムの
閲覧業務、証明等交
付事務に関すること

道路情報システムの
閲覧を再開し、また、
各証明等の交付事務
を再開する

道路維持課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ(GISサー
バー、端末)、
プロッタ、地図
(ゼンリン)

Ⅰ

本課のGISサー
バー、端末、プロッタ
が使用できる環境(非
常用電源)が整えば
可能

道路維持課情
報システム

Ⅰ
システムが使用でき
ないときは、既存の
図面等で対応する

6
市営住宅入居者相談
に関すること

入居者からの入居に
関する通常の相談の
対応

建築住宅課 Ｂ
2

他業務(No.9・
No10)と兼務

Ⅱ

他業務との兼務とな
り不足が見込まれる
が、人員が確保でき
れば業務が可能であ
る指定管理者との連
携業務となる

電話 Ⅱ
災害時優先電話の時
は、窓口対応しかで
きない

住宅管理シス
テム

Ⅰ

システムが使用でき
ない時は、紙ベース
のみでの一時処理を
行う

宮崎市住宅管
理センター

Ⅱ

指定管理者及び地区
管理会社が機能しな
い場合、宮崎市職員
による対応となる

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【建設部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【建設部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

7
市営住宅応急修繕に
関すること

住戸の応急修繕 建築住宅課 Ｃ
2

他業務(No8・
No10)と兼務

Ⅱ

住戸等の応急修繕は
専門業者の対応が必
要であり、対応できる
状況か不透明である
職員は他業務との兼
務となり不足が見込
まれる

電話・ＦＡＸ Ⅱ
指定管理者や応急修
繕業者等への依頼が
できない

宮崎市住宅管
理センター

Ⅱ

指定管理者及び地区
管理会社が機能しな
い場合、建築住宅課
から直接、応急修繕
業者等への依頼とな
る

8
市営住宅返還等手続
に関すること

退去申請等の手続 建築住宅課 Ｄ
1

他業務(No8・
No9)と兼務

Ⅰ

他業務との兼務とな
り不足が見込まれる
が、人員が確保でき
れば業務が可能であ
る指定管理者との連
携業務となる

電話・ＦＡＸ Ⅰ
指定管理者や応急修
繕業者等への依頼が
できない

住宅管理シス
テム

Ⅰ

システムが使用でき
ない時は、紙ベース
のみでの一時処理を
行う

宮崎市住宅管
理センター

Ⅱ
退去申請等の手
続は、指定管理者業
務

9
現場調査に関するこ
と

現場の被災状況の把
握および応急対応の
指示

建築住宅課 Ｃ 15 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

車・電話 Ⅲ
電気・通信インフラの
復旧が必要
車の確保が可能か

10
現場監理に関するこ
と

現場の被災状況に応
じ適切な対策を実施

建築住宅課 Ｄ 15 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

車・電話 Ⅲ
電気・通信インフラの
復旧が必要
車の確保が可能か

資料4 - 26



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
事業に関する重要な
個人情報の保護に関
すること

重要情報の退避
市街地整備
課

Ｂ
5

 本課 2
 東部第二3

Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

公用車 Ⅱ
車両が使用できなけ
れば他の退避方法が
必要

2
窓口業務に関するこ
と

申請受付、証明書発
行（電子データを伴わ
ないもの）

市街地整備
課

Ｂ
5

 本課 2
 東部第二3

Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

コピー機、パソ
コン、プリン
ター

Ⅰ
使えない場合は手書
き

3
窓口業務に関するこ
と

申請受付、証明書発
行（電子データを伴う
もの）

市街地整備
課

Ｄ
 5

 本課 2
 東部第二3

Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

コピー機、パソ
コン、プリン
ター

Ⅱ
電力が復旧しなけれ
ば困難

4
金銭の支払に関する
こと

市街地整備
課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

コピー機、パソ
コン、プリン
ター

Ⅲ
財務会計システムが
稼動しなければ作業
できない

財務会計シス
テム

Ⅲ
財務会計システムが
稼動しなければ作業
できない

5
所管施設の災害対策
に関すること

事業実施中の施設の
被災状況の調査及び
対策

市街地整備
課

Ａ 4 Ⅰ
職員参集想定人数の
枠内

パソコン・プリ
ンター、電話、
FAX、公用車

Ⅱ
地震時に破損する恐
れがある

委託業者 Ⅲ

建設業者への委託で
あるが、災害の量に
より調整がつかない
可能性がある

6
都市計画道路の整備
に関すること

用地買収・建物補償
及び道路改良工事

市街地整備
課

Ｄ 4 Ⅰ
職員参集想定人数の
枠内

パソコン・プリ
ンター、電話、
FAX、公用車

Ⅱ
地震時に破損する恐
れがある

7
建築確認申請等の審
査の処理に関するこ
と

申請書類の審査を実
施し建築主事による
処分を実施

建築行政課 Ｄ 3 Ⅰ
必要最低人数の確保
が可能である

パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅲ
転倒・落下により破
損して使用不能とな
る可能性がある

建築行政共用
データベース
システム・概要
書閲覧システ
ム

Ⅲ

但し、システムの
サーバーは総合管理
センター（横浜市）に
あるため通信回線が
オンラインとなれば業
務可能である

一般財団法人
建築行政情報
センター

Ⅲ 対応未整備のため

8
建築許可申請、建築
確認申請その他の受
付に関すること

各申請書の受理要件
を審査し、手数料を
受取り申請書を受理
する

建築行政課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で、
必要最低人数の確保
が可能である

パソコン・プリ
ンター、レジス
ターの作動

Ⅲ
転倒・落下により破
損して使用不能とな
る可能性がある

一般財団法人
建築行政情報
センター提供
の建築行政共
用データベー
スシステム

Ⅲ

但し、システムの
サーバーは総合管理
センター（横浜市）に
あるため通信回線が
オンラインとなれば業
務可能である

一般財団法人
建築行政情報
センター

Ⅲ 対応未整備のため

9 諸証明に関すること

台帳記載証明書の申
請を受付、証明書を
発行し、手数料を受
取る

建築行政課 Ｄ
2

（上記受付業
務人員と重複）

Ⅰ
参集可能人員内で、
必要最低人数の確保
が可能である

パソコン・プリ
ンター、レジス
ターの作動

Ⅰ

転倒・落下により破
損して使用不能とな
る可能性があるが、
手書きにより証明書
を発行する

建築行政共用
データベース
システム・概要
書閲覧システ
ム

Ⅱ

但し、各システムが
復旧するまでは、索
引簿及び台帳にて検
索のうえ、手書きによ
り証明書を発行する

一般財団法人
建築行政情報
センター

Ⅲ 対応未整備のため

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【都市整備部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【都市整備部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
建築許可申請、承認
申請の処理に関する
こと

申請書類の審査を実
施し特定行政庁によ
る処分を行う

建築行政課 Ｄ

2
但し許可にあ
たっては建築
審査会（委員７
人）の同意が

必要

Ⅲ

許可処分には建築審
査会の同意が必要で
あるが、審査会が開
催できない可能性が
ある

パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅲ
転倒・落下により破
損して使用不能とな
る可能性がある

11
開発許可に関するこ
と

許可申請及びその他
の受付
許可証及び諸証明の
発行
開発の相談

開発審査課 Ｄ 5 Ⅰ ＰＣ，プリンタ Ⅰ
保有する資機材で対
応する

道路台帳シス
テム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、紙の台帳
による照合のため時
間がかかる

12
届出受付等事務に関
すること

各種許可及び届出に
関する受付・発行等
に関すること

景観課 Ｄ
6

(2人/係×3係)
Ⅰ

屋外広告物管
理システム及
び規制図

Ⅱ

バックアップ及び紙媒
体はあるが、分散保
管している為、即対
応が不可能である
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
区長会・自治公民館
に関すること

区長会長または各区
長への連絡調整

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

2
来庁している市民の
案内に関すること

来庁各者に必要な案
内・情報を提供する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

3

支所庁舎の被害状況
の把握庁舎の非常設
備の運用及び対策に
関すること

支所庁舎の被害状況
の把握庁舎の非常設
備の運用及び対策

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ

4
電話交換業務に関す
ること

地域市民福祉課代表
番号への電話の各課
への取次ぎ

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話 Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

5
公印・公金の管守及
び書類等の確認に関
すること

公印・公金の管理及
び書類等の確認

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

6
公用車の管理に関す
ること

公用車の管理
佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

公用車 Ⅰ
現有車両内で対応可
能

7
被害状況調査及び報
告に関すること

支所庁舎・構造物・設
備・管内施設の被害
状況点検、把握及び
報告

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

庁舎 Ⅰ 耐震補強工事済

8
本庁、総合支所内各
課との連絡調整に関
すること

本庁、総合支所内各
課との連絡調整を行
う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話 Ⅰ
電話は災害時優先電
話に指定

9
社会的に重大な行事
等の延期調整に関す
ること

行事等の調整
佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
まちづくり協議会等
団体に関すること

まちづくり協議会との
連絡調整

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ

11
改葬の許可に関する
こと

墓地の改葬の許可証
を交付する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

12
市営墓地に関するこ
と

市営墓地の使用許可
等を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
PC、プリンター

Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

13
畜犬業務に関するこ
と

保健所と連携をとり、
畜犬業務を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

14
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
佐土原・地
域市民福祉
課

Ｄ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
PC、プリンター

Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

15
金銭の支払業務（契
約、物品購入等）に
関すること

予算に伴う支出事務
を行う

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
PC、プリンター

Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

財務会計シス
テム

Ⅲ

システム障害時は、
関係課と連携を図り
ながら支出事務を行
う（出納室）

16
公印の管理保管及び
収納金等の保管に関
すること

公印、現金等の管理
佐土原・地
域市民福祉
課

Ａ 1 Ⅰ 金庫 Ⅲ
転倒、ドアの歪み等
により使用できない
可能性がある

17
戸籍・住基に関する
こと

戸籍届出・住民異動
届受付

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ 1 Ⅰ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

18
国保・後期高齢者に
関すること

国保資格（保険証の
再交付）
後期高齢者医療資格
（被保険者証の再交
付）
減額認定証の交付
医療券の交付

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ 1 Ⅰ

19
医療保険等資格証の
再交付に関すること

手書きによる諸資格
証の再交付

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ

20

所管業務の相談、申
請書等の受領及び医
療・福祉の諸認定証
交付、再交付に関す
ること

所管業務の相談、申
請・届書の受領及び
手書きによる諸認定
証の交付

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｂ

21
診療依頼書（生保医
療券）の発行に関す
ること

生保受給者証の紛失
者が医療機関を受診
する際、診療依頼書
を発行する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｃ

22
乳幼児医療費等助成
受給者資格証の交付
に関すること

乳幼児、ひとり親、重
度心身の各医療受給
者証を発行する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｃ

23
介護保険被保険者証
の発行に関すること

介護保険被保険者証
を発行する

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｃ

24
窓口機能の回復に関
すること

窓口行政機能の回復
にあわせて通常業務
の再開

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｄ 18 Ⅲ

応急業務を優先する
ため必要最低人数が
確保できない可能性
がある

パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅲ
転倒・落下により破
損する可能性がある

25

システム復旧後に戸
籍届出内容の確認・
受理（法的に正式な
手続き）開始に関す
ること

システム復旧後に戸
籍届出内容の確認・
受理（法的に正式な
手続き）開始

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｄ 10 Ⅲ

応急業務を優先する
ため必要最低人数が
確保できない可能性
がある

パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅲ
転落・落下により破
損する可能性がある
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

26

システム復旧後に一
部窓口再開（上記の
戸籍届出に関係の無
いもの）に関すること

システム復旧後に一
部窓口再開（上記の
戸籍届出に関係の無
いもの）

佐土原・地
域市民福祉
課

Ｄ 10 Ⅲ

応急業務を優先する
ため必要最低人数が
確保できない可能性
がある

パソコン・プリ
ンターの作動

Ⅲ
転倒・落下により破
損する可能性がある

27
経営農地証明書の交
付に関すること

経営農地証明書の交
付

佐土原・農
林建設課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン・プリ
ンター

Ⅲ
停電の場合、作動し
ない

フィットファーム
（農地情報シス
テム

Ⅲ
手書き発行は可能な
ので本庁と連絡調整

28
地籍調査成果の交付
に関すること

地籍調査成果の交付
佐土原・農
林建設課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

コピー機 Ⅲ
停電の場合、作動し
ない

29
公印、貴重書類非常
持出確認に関するこ
と

公印、貴重書類非常
持出確認

佐土原・農
林建設課

Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

30
農地、農業施設の防
災・保全に関すること

被災した農業用施設
の長期的な整備計画
を立案
実施スケジュールの
作成

佐土原・農
林建設課

Ｃ

31
農道・林道の整備に
関すること

被災した農業用施設
の長期的な整備計画
を立案
実施スケジュールの
作成

佐土原・農
林建設課

Ｃ

32
農業用水の水質保全
に関すること

災害による農業用水
の汚染状況の把握と
その対応

佐土原・農
林建設課

Ｃ

33
農業金融に関するこ
と

被災農家への災害融
資に関する事務手続
きの指導

佐土原・農
林建設課

Ｄ

34
廃プラスチックの処
理に関すること

農業用ビニール廃材
の処理業務

佐土原・農
林建設課

Ｄ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【佐土原総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

35
施工中工事対策に関
すること

受注業者との調整及
び対策依頼

佐土原・農
林建設課

Ｂ

36
道路、河川、公園等
の占用、使用の事務
に関すること

施設の使用等に関
し、適切な事務処理
を行う

佐土原・農
林建設課

Ｄ 2 Ⅰ
パソコン・プリ
ンター等の作
動

Ⅰ
転落・落下等により
破損の場合は手書き
により対応
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
区長会・自治公民館
に関すること

区長会長または各区
長への連絡調整

田野・地域
市民福祉課

Ａ

2
来庁している市民の
案内に関すること

来庁各者に必要な案
内・情報を提供する

田野・地域
市民福祉課

Ａ

3

支所庁舎の被害状況
の把握庁舎の非常設
備の運用及び対策に
関すること

支所庁舎の被害状況
の把握庁舎の非常設
備の運用及び対策

田野・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ
Ⅰ

電話・ＦＡＸ・災害時優
先電話に指定

4
本庁、総合支所内各
課との連絡調整に関
すること

本庁、総合支所内各
課との連絡調整を行
う

田野・地域
市民福祉課

Ａ

5
電話交換業務に関す
ること

地域市民福祉課代表
番号への電話の各課
への取次ぎ

田野・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話 Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

6
公印・公金の管守及
び書類等の確認に関
すること

公印・公金の管理及
び書類等の確認

田野・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

7
公用車の管理に関す
ること

公用車の管理
田野・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

公用車 Ⅰ
現所有車両内で対応
可能

8
被害状況調査及び報
告に関すること

支所庁舎・構造物・設
備・管内施設の被害
状況点検、把握及び
報告

田野・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

9
社会的に重大な行事
等の延期調整に関す
ること

行事等の調整
田野・地域
市民福祉課

Ｂ

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
まちづくり協議会等
団体に関すること

まちづくり協議会との
連絡調整

田野・地域
市民福祉課

Ｂ

11
改葬の許可に関する
こと

墓地の改葬の許可証
を交付する

田野・地域
市民福祉課

Ｃ

12
畜犬業務に関するこ
と

保健所と連携をとり、
畜犬業務を行う

田野・地域
市民福祉課

Ｃ

13
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
田野・地域
市民福祉課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ・パ
ソコン・プリン
ター

Ⅰ
電話・ＦＡＸは災害時
優先電話に指定

14
金銭の支払業務（契
約、物品購入等）に
関すること

予算に伴う支出事務
を行う

田野・地域
市民福祉課

Ｄ

15
公印の管理保管及び
収納金等の保管に関
すること

公印、現金等の管理
田野・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

庁舎建物 Ⅰ
庁舎は耐震施設と
なっている

16
戸籍・住基に関する
こと

戸籍届出・住民異動
届受付

田野・地域
市民福祉課

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・FAX・コ
ピー機

Ⅲ
非常用電源等で本庁
と連絡が可能な場合
は業務の遂行が可能

MICJET端末 Ⅲ

届書の受取は可能だ
が、端末不具合の場
合は、本人確認等が
不可

17
医療保険等資格証の
再交付に関すること

手書きによる諸資格
証の再交付

田野・地域
市民福祉課

Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・FAX・コ
ピー機

Ⅲ
非常用電源等で本庁
と連絡が可能な場合
は業務の遂行が可能

MICJET端末 Ⅲ
本庁本課の端末等が
稼動していれば業務
の実施可

18

所管業務の相談、申
請書等の受領及び医
療・福祉の諸認定証
交付、再交付に関す
ること

所管業務の相談、申
請・届書の受領及び
手書きによる諸認定
証の交付

田野・地域
市民福祉課

Ｂ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話・FAX・コ
ピー機

Ⅲ
非常用電源等で本庁
と連絡が可能な場合
は業務の遂行が可能

MICJET端末
国保給付シス
テム
後期高齢シス
テム
福祉システム

Ⅲ
本庁本課の端末等が
稼動していれば業務
の実施可
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

19
国保・後期高齢者に
関すること

国保資格（保険証の
再交付）
後期高齢者医療資格
（被保険者証の再交
付）
減額認定証の交付
医療券の交付

田野・地域
市民福祉課

Ｃ

20
診療依頼書（生保医
療券）の発行に関す
ること

生保受給者証の紛失
者が医療機関を受診
する際、診療依頼書
を発行する

田野・地域
市民福祉課

Ｃ

21
乳幼児医療費等助成
受給者資格証の交付
に関すること

乳幼児、ひとり親、重
度心身の各医療受給
者証を発行する

田野・地域
市民福祉課

Ｃ

22
介護保険被保険者証
の発行に関すること

介護保険被保険者証
を発行する

田野・地域
市民福祉課

Ｃ

23
窓口機能の回復に関
すること

窓口行政機能の回復
にあわせて通常業務
の再開

田野・地域
市民福祉課

Ｄ 7 Ⅰ
会計年度任用職員を
含めた参集可能人員
内で対応可能

電話・FAX・コ
ピー機・端末

Ⅲ
本庁システム機能の
回復にあわせて業務
可能

窓口業務諸シ
ステム

Ⅲ
本庁システム機能の
回復にあわせて業務
可能

24

システム復旧後に戸
籍届出内容の確認・
受理（法的に正式な
手続き）開始に関す
ること

システム復旧後に戸
籍届出内容の確認・
受理（法的に正式な
手続き）開始

田野・地域
市民福祉課

Ｄ

25

システム復旧後に一
部窓口再開（上記の
戸籍届出に関係の無
いもの）に関すること

システム復旧後に一
部窓口再開（上記の
戸籍届出に関係の無
いもの）

田野・地域
市民福祉課

Ｄ

26
経営農地証明書の交
付に関すること

経営農地証明書の交
付

田野・農林
建設課

D 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンタ

Ⅲ 電源の確保

資料4 - 36



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【田野総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

27
地籍調査成果の交付
に関すること

地籍調査成果の交付
田野・農林
建設課

E 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン、プリ
ンタ

Ⅲ 電源の確保

28
農業金融に関するこ
と

被災農家への災害融
資に関する事務手続
きの指導

田野・農林
建設課

Ｄ

29
施工中工事対策に関
すること

受注業者との調整及
び対策依頼

田野・農林
建設課

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

Ⅰ
業者からの発議であ
り特に用意すべきも
のなし

Ⅰ 受注業者 Ⅰ

30
道路、河川、公園等
の占用、使用の事務
に関すること

施設の使用等に関
し、適切な事務処理
を行う

田野・農林
建設課

Ｄ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
区長会・自治公民館
に関すること

区長会長または各区
長への連絡調整

高岡・地域
市民福祉課

Ａ

2
来庁している市民の
案内に関すること

来庁各者に必要な案
内・情報を提供する

高岡・地域
市民福祉課

Ａ

3

支所庁舎の被害状況
の把握庁舎の非常設
備の運用及び対策に
関すること

支所庁舎の被害状況
の把握庁舎の非常設
備の運用及び対策

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

4
本庁、総合支所内各
課との連絡調整に関
すること

本庁、総合支所内各
課との連絡調整を行
う

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

5
電話交換業務に関す
ること

地域市民福祉課代表
番号への電話の各課
への取次ぎ

高岡・地域
市民福祉課

Ａ

6
公用車の管理に関す
ること

公用車の管理
高岡・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

公用車
ガソリン

Ⅱ
ガソリンが入手できな
い可能性がある

7
被害状況調査及び報
告に関すること

支所庁舎・構造物・設
備・管内施設の被害
状況点検、把握及び
報告

高岡・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、FAX 、イ
ンターネット、
防災無線、消
防無線、衛星
電話、パソコ
ン、プリンタ

Ⅰ

電話・FAXは、災害時
優先電話に指定
衛星電話・防災無線
等は、非常電源有

防災情報共有
システム

Ⅰ

システムが使用でき
ない場合には、防災
無線や衛星電話等に
より情報の収集が可
能

8
社会的に重大な行事
等の延期調整に関す
ること

行事等の調整
高岡・地域
市民福祉課

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

電話、FAX 、イ
ンターネット、
庁内ＬＡＮ

Ⅱ
電話・FAXは、災害時
優先電話に指定
自家発電機有

9
まちづくり協議会等
団体に関すること

まちづくり協議会との
連絡調整

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
公印・公金の管守及
び書類等の確認に関
すること

公印・公金の管理及
び書類等の確認

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

11
改葬の許可に関する
こと

墓地の改葬の許可証
を交付する

高岡・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

12
市営墓地に関するこ
と

市営墓地の使用許可
等を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

ＰＣ Ⅰ 自家発電有
市営墓地管理
システム

Ⅱ

13
畜犬業務に関するこ
と

保健所と連携をとり、
畜犬業務を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ｄ

14
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
高岡・地域
市民福祉課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

パソコン、プリ
ンタ

Ⅰ
保有する資機材で対
応する

15
金銭の支払業務（契
約、物品購入等）に
関すること

予算に伴う支出事務
を行う

高岡・地域
市民福祉課

Ｄ

16
公印の管理保管及び
収納金等の保管に関
すること

公印、現金等の管理
高岡・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応が可能

17
戸籍・住基に関する
こと

戸籍届出・住民異動
届受付

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ 1 Ⅰ

18
医療保険等資格証の
再交付に関すること

手書きによる諸資格
証の再交付

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

19

所管業務の相談、申
請書等の受領及び医
療・福祉の諸認定証
交付、再交付に関す
ること

所管業務の相談、申
請・届書の受領及び
手書きによる諸認定
証の交付

高岡・地域
市民福祉課

Ｂ

20
国保・後期高齢者に
関すること

国保資格（保険証の
再交付）
後期高齢者医療資格
（被保険者証の再交
付）
減額認定証の交付
医療券の交付

高岡・地域
市民福祉課

Ｃ 2 Ⅰ
電話、コピー
機、パソコン、
プリンタ

Ⅲ 破損する可能性
ＭＩＣＪＥＴ住記
国保

Ⅲ
手書きで発行できる
が、システムダウン
の場合は対応不可

21
診療依頼書（生保医
療券）の発行に関す
ること

生保受給者証の紛失
者が医療機関を受診
する際、診療依頼書
を発行する

高岡・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ

22
乳幼児医療費等助成
受給者資格証の交付
に関すること

乳幼児、ひとり親、重
度心身の各医療受給
者証を発行する

高岡・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ
電話、コピー
機、パソコン、
プリンタ

Ⅲ 破損する可能性
子育てソリュー
ション

Ⅲ
手書きで発行できる
が、システムダウン
の場合は対応不可

23
介護保険被保険者証
の発行に関すること

介護保険被保険者証
を発行する

高岡・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ
電話、コピー
機、パソコン、
プリンタ

Ⅲ 破損する可能性
ＭＩＣＷＥＬ介護
保険システム

Ⅲ
手書きで発行できる
が、システムダウン
の場合は対応不可

24
窓口機能の回復に関
すること

窓口行政機能の回復
にあわせて通常業務
の再開

高岡・地域
市民福祉課

Ｄ 6 Ⅰ
電話、コピー
機、パソコン、
プリンタ

Ⅰ 各システム

25

システム復旧後に戸
籍届出内容の確認・
受理（法的に正式な
手続き）開始に関す
ること

システム復旧後に戸
籍届出内容の確認・
受理（法的に正式な
手続き）開始

高岡・地域
市民福祉課

Ｄ

26

システム復旧後に一
部窓口再開（上記の
戸籍届出に関係の無
いもの）に関すること

システム復旧後に一
部窓口再開（上記の
戸籍届出に関係の無
いもの）

高岡・地域
市民福祉課

Ｄ
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【高岡総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

27
経営農地証明書の交
付に関すること

経営農地証明書の交
付

高岡・農林
建設課

Ｄ 1 Ｉ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター等

Ⅲ 電源の確保

28
地籍調査成果の交付
に関すること

地籍調査成果の交付
高岡・農林
建設課

E 1 Ｉ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター等

Ⅲ 電源の確保

29
農業金融に関するこ
と

被災農家への災害融
資に関する事務手続
きの指導

高岡・農林
建設課

Ｄ

30
施工中工事対策に関
すること

受注業者との調整及
び対策依頼

高岡・農林
建設課

Ｂ

31
道路、河川、公園等
の占用、使用の事務
に関すること

施設の使用等に関
し、適切な事務処理
を行う

高岡・農林
建設課

Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

パソコン・プリ
ンター等の作
動

Ⅰ
転落・落下等により
破損の場合は手書き
により対応
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
区長会・自治公民館
に関すること

区長会長または各区
長への連絡調整

清武・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、ホ
ワイトボード

Ⅱ
災害時優先電話の設
定がない

区長会、各区
長

Ⅱ
電話が使用できない
場合の連絡手段がな
い

2
来庁している市民の
案内に関すること

来庁各者に必要な案
内・情報を提供する

清武・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

掲示板 Ⅰ 現状設備で対応可能

3

支所庁舎の被害状況
の把握庁舎の非常設
備の運用及び対策に
関すること

支所庁舎の被害状況
の把握庁舎の非常設
備の運用及び対策

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

4
本庁、総合支所内各
課との連絡調整に関
すること

本庁、総合支所内各
課との連絡調整を行
う

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話・ＦＡＸ
ホワイトボード

Ⅰ 現状設備で対応可能
防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の本庁
対策本部との情報共
有手段が必要

5
電話交換業務に関す
ること

地域市民福祉課代表
番号への電話の各課
への取次ぎ

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話 Ⅰ 現状設備で対応可能

6
公印・公金の管守及
び書類等の確認に関
すること

公印・公金の管理及
び書類等の確認

清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

7
公用車の管理に関す
ること

公用車の管理
清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

公用車 Ⅰ
現有車両内で対応可
能

8
被害状況調査及び報
告に関すること

支所庁舎・構造物・設
備・管内施設の被害
状況点検、把握及び
報告

清武・地域
市民福祉課

Ａ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

庁舎 Ⅰ 耐震構造

9
社会的に重大な行事
等の延期調整に関す
ること

行事等の調整
清武・地域
市民福祉課

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、ホ
ワイトボード、
パソコン端末

Ⅱ 庁内LAN Ⅱ
システムが使用でき
ない場合、他の手段
で情報共有が必要

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
まちづくり協議会等
団体に関すること

まちづくり協議会との
連絡調整

清武・地域
市民福祉課

Ｂ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、ホ
ワイトボード

Ⅱ
まちづくり協議
会

Ⅱ
災害時優先電話の設
定がない

11
改葬の許可に関する
こと

墓地の改葬の許可証
を交付する

清武・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

12
市営墓地に関するこ
と

市営墓地の使用許可
等を行う

清武・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
PC、プリンター

Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

13
畜犬業務に関するこ
と

保健所と連携をとり、
畜犬業務を行う

清武・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

14
り災証明に関するこ
と

り災証明の発行
清武・地域
市民福祉課

Ｄ 3 Ⅱ
申請状況により変動
有り

ホワイトボー
ド、複写機、電
話、FAX、パソ
コン端末

Ⅰ
非常用電源で対応可
能

15
金銭の支払業務（契
約、物品購入等）に
関すること

予算に伴う支出事務
を行う

清武・地域
市民福祉課

Ｄ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、
PC、プリンター

Ⅰ
電話、FAXは災害時
優先電話に指定

財務会計シス
テム

Ⅲ

システム障害時は、
関係課と連携を図り
ながら支出事務を行
う（会計課）

16
戸籍・住基に関する
こと

戸籍届出・住民異動
届受付

清武・地域
市民福祉課

Ｂ 2 Ⅰ 参集人員内で対応
電話、ファック
ス、端末機、コ
ピー機

Ⅲ
転倒、落下により破
損する可能性がある
ため

窓口業務諸シ
ステム

Ⅲ
システム復旧後に手
続きを開始するため

17
公印の管理保管及び
収納金等の保管に関
すること

公印、現金等の管理
清武・地域
市民福祉課

Ａ 1 Ⅰ
課内で必要最小人数
を確保できること

耐火金庫有

資料4 - 43



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

18
国保・後期高齢者に
関すること

国保資格（保険証の
再交付）
後期高齢者医療資格
（被保険者証の再交
付）
減額認定証の交付
医療券の交付

清武・地域
市民福祉課

Ｃ 2 Ⅰ
課内で必要最小人数
を確保できること 執務室の確保

Ⅰ
市民対応の非常窓口
の確保

基幹システム
の復旧

Ⅲ
電力供給及び情報シ
ステムの復旧・パソコ
ン、プリンタ等の確保

発行すべき各
種「証」の確保

Ⅲ

手書き対応において
も、発行すべき「証」
または、「紙媒体」の
確保

19
診療依頼書（生保医
療券）の発行に関す
ること

生保受給者証の紛失
者が医療機関を受診
する際、診療依頼書
を発行する

清武・地域
市民福祉課

Ｃ 1 Ⅰ
参集人員内で対処可
能

電話 Ⅲ

社会福祉課に確認が
必要なため、電話回
線不通の場合、不可
能

20

所管業務の相談、申
請書等の受領及び医
療・福祉の諸認定証
交付、再交付に関す
ること

所管業務の相談、申
請・届書の受領及び
手書きによる諸認定
証の交付

清武・地域
市民福祉課

Ｃ 10 Ⅲ
必要人数が確保でき
ず、他課からの応援
が必要な可能性あり

パソコン、プリ
ンター、電話、
コピー機

Ⅲ
故障により使用不可
の可能性あり

ＭＩＣＪＥＴ
国保給付シス
テム
後期高齢シス
テム
子育ソリュー
ション

Ⅲ
システムダウンの場
合は対応不可

21
乳幼児医療費等助成
受給者資格証の交付
に関すること

乳幼児、ひとり親、重
度心身の各医療受給
者証を発行する

清武・地域
市民福祉課

C 1 Ⅰ
パソコン、プリ
ンター、電話、
コピー機

Ⅲ
故障により使用不可
の可能性あり

子育てソリュー
ション

Ⅲ
システムダウンの場
合は対応不可

22
介護保険被保険者証
の発行に関すること

介護保険被保険者証
を発行する

清武・地域
市民福祉課

C 1 Ⅰ
パソコン、プリ
ンター

Ⅲ
故障により使用不可
の可能性あり

ＭＣＷＥＬ介護
保険システム

Ⅲ
システムダウンの場
合は対応不可

23
窓口機能の回復に関
すること

窓口行政機能の回復
にあわせて通常業務
の再開

清武・地域
市民福祉課

Ｄ 19 Ⅲ

応急業務を優先する
ため必要最低人数が
確保できない可能性
がある

執務室の復旧 Ⅰ
市民対応の通常窓口
の確保

基幹システム
の復旧

Ⅲ
電力供給及び情報シ
ステムの復旧・パソコ
ン、プリンタ等の確保

24

システム復旧後に戸
籍届出内容の確認・
受理（法的に正式な
手続き）開始に関す
ること

システム復旧後に戸
籍届出内容の確認・
受理（法的に正式な
手続き）開始

清武・地域
市民福祉課

Ｄ 5 Ⅲ
参集可能人数で対応
可能

電話、ファック
ス、端末機、コ
ピー機

Ⅲ
本庁システム機能の
回復にあわせて業務
可能

ＭＩＣＪＥＴ戸籍
システム、住基
システム

Ⅲ
本庁システム機能回
復にあわせて業務可
能

市民課

25

システム復旧後に一
部窓口再開（上記の
戸籍届出に関係の無
いもの）に関すること

システム復旧後に一
部窓口再開（上記の
戸籍届出に関係の無
いもの）

清武・地域
市民福祉課

Ｄ 21 Ⅲ

応急業務を優先する
ため必要最低人数が
確保できない可能性
がある

電話、ファック
ス、端末機、コ
ピー機

Ⅲ
本庁システム機能の
回復にあわせて業務
可能

ＭＩＣＪＥＴ戸籍
システム、住基
システム

Ⅲ
本庁システム機能回
復にあわせて業務可
能

市民課

資料4 - 44



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【清武総合支所・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

26
経営農地証明書の交
付に関すること

経営農地証明書の交
付

清武・農林
建設課

D 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン・プリ
ンター

Ⅲ
停電の場合、作動し
ない

フィットファーム
（農地情報シス
テム）

Ⅲ
手書き発行は可能な
ので本庁と連絡調整

27
地籍調査成果の交付
に関すること

地籍調査成果の交付
清武・農林
建設課

Ｄ 1 Ⅰ
現課、本庁配置人員
内で対処可能

パソコン・プリ
ンター

Ⅲ 電源の確保 ＫＬシステム Ⅲ 電源の確保
ＫＬシステム開
発業者

Ⅱ
協議連絡体制は、本
庁主導で行っている

28
農業金融に関するこ
と

被災農家への災害融
資に関する事務手続
きの指導

清武・農林
建設課

Ｄ 2 Ⅱ
行政分の手続きまで
は対応可能

ＪＡ含む金融機
関

Ⅰ 協議の上で対応可能

29
施工中工事対策に関
すること

受注業者との調整及
び対策依頼

清武・農林
建設課

Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

30
道路、河川、公園等
の占用、使用の事務
に関すること

施設の使用等に関
し、適切な事務処理
を行う

清武・農林
建設課

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

パソコン・プリ
ンター等の作
動

Ⅰ
転落・落下等により
破損の場合は手書き
により対応
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1

会計課内の重要物品
等の確認及び重要書
類の確保・保管に関
すること

公印ほか重要物品、
重要書類、必要資機
材等の確認

会計課 Ａ 2人×0.5時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

2

財務会計システム、
FDシステム等の稼働
状況確認に関するこ
と

出納事務に必要なシ
ステムの稼働状況確
認

会計課 Ａ 2人×0.5時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

3
金融機関の稼働状況
確認に関すること

指定・収納代理金融
機関の状況確認

会計課 Ａ 2人×2時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、イ
ンターネット

Ⅲ

必要な資機材等が稼
働しない場合、確認
方法を考える必要が
ある

4
金融機関等からの問
い合わせ対応に関す
ること

各金融機関からの電
話等による問い合わ
せに対応

会計課 Ｂ 2人×4時間 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、イ
ンターネット

Ⅲ

必要な資機材等が稼
働しない場合、確認
方法を考える必要が
ある

財務会計シス
テム、FDシス
テム等

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合は、他の手
段を考える必要があ
る

Ⅲ
情報政策課、財政課
を始め、関係各課と
協議する必要がある

5

緊急に支払を要する
もの、支払が迫って
いる支出の確認及び
その支払に向けての
準備に関すること

緊急・至急支出しな
ければならないもの
の確認とその準備

会計課 Ｂ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、パ
ソコン、プリン
ター、コピー機

Ⅲ

必要な資機材等が稼
働しない場合、確認
方法を考える必要が
ある

財務会計シス
テム、FDシス
テム等

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合は、他の手
段を考える必要があ
る

指定・収納代
理金融機関

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合など何らか
の不具合がある場合
は、金融機関と協議
する必要がある

Ⅲ
情報政策課、財政課
を始め、関係各課と
協議する必要がある

6
支払に関する問い合
わせ対応に関するこ
と

金融機関以外（関係
機関、関係各課、業
者、市民等）からの問
い合わせに対応

会計課 Ｃ 1 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、イ
ンターネット

Ⅲ

必要な資機材等が稼
働しない場合、確認
方法を考える必要が
ある

財務会計シス
テム、FDシス
テム等

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合は、他の手
段を考える必要があ
る

Ⅲ
情報政策課、財政課
を始め、関係各課と
協議する必要がある

7

緊急に支払いを要す
るもの、支払が迫って
いるものの支払いに
関すること

緊急・至急支出しな
ければならないもの
の支払い業務

会計課 Ｃ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、パ
ソコン、プリン
ター、コピー機

Ⅲ

必要な資機材等が稼
働しない場合、確認
方法を考える必要が
ある

財務会計シス
テム、FDシス
テム等

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合は、他の手
段を考える必要があ
る

指定・収納代
理金融機関

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合など何らか
の不具合がある場合
は、金融機関と協議
する必要がある

Ⅲ
情報政策課、財政課
を始め、関係各課と
協議する必要がある

8

関係各課の支出負担
行為書等の重要書類
の保管状況確認に関
すること

各課における支出に
必要な支出負担行為
書等の重要書類の保
管状況の確認

会計課 Ｃ 1 Ⅱ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、パ
ソコン

Ⅲ

必要な資機材等が稼
働しない場合、確認
方法を考える必要が
ある

9
通常業務の再開に関
すること

出納業務の再開 会計課 Ｄ 8 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、FAX、パ
ソコン、プリン
ター、コピー機

Ⅲ

必要な資機材等が稼
働しない場合、対応
方法を考える必要が
ある

財務会計シス
テム、FDシス
テム等

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合は、他の手
段を考える必要があ
る

指定・収納代
理金融機関

Ⅲ

システムが使用でき
ない場合は、金融機
関と協議する必要が
ある

Ⅲ
情報政策課、財政課
を始め、関係各課と
協議する必要がある

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【会計管理者・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
議長秘書に関するこ
と

災害情報および被害
情報を収集後、正副
議長に説明し、今後
の対応について指示
を受ける

総務課 Ａ 2 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット等
通信機器

Ⅰ

2

本会議、全員協議会
および議会運営委員
会の招集ならびに議
事に関すること

議長の指示を受け、
各議員を招集し、会
議開催の準備を行う

議事調査課 Ｂ 4 Ⅰ
電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット等
通信機器

Ⅱ

議員との連絡に時間
を要する
建物の破損等により
会議開催場所が庁舎
内に確保できない場
合もある

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【議会事務局・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要なシステ
ム名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
不在者投票事務に関
すること

他自治体の不在者投
票を受付、送付

選挙管理委
員会事務局

Ａ 2 Ⅰ
参集人員内で対応可
能

電話、通電、ｴ
ﾚﾍﾞｰﾀｰ、PC、
プリンタ、コ
ピー機

Ⅲ
電気不通及び機器破
損の時は対応不能

郵便局 Ⅲ
当該事業所の可動状
況の把握が必要

他自治体の状
況把握、交通
事情の把握

Ⅲ
他自治体の状況を把
握するとともに、交通
情報が必要

2
郵便等投票証明書事
務に関すること

対象者に郵便等投票
に必要な証明書を発
行

選挙管理委
員会事務局

Ａ 1 Ⅰ
担当職員の参集が前
提

電話、通電、ｴ
ﾚﾍﾞｰﾀｰ、PC、
プリンタ、コ
ピー機

Ⅲ
電気不通及び機器破
損の時は対応不能

住基ｼｽﾃﾑ Ⅲ
本人の現況を調査
システム復旧まで対
応不可

郵便局 Ⅲ
当該事業所の可動状
況の把握が必要

交通事情の把
握

Ⅲ 交通情報が必要

3
選挙人名簿登録証明
書事務に関すること

対象者に選挙人名簿
に登録されていること
の証明書を発行

選挙管理委
員会事務局

Ａ 1 Ⅰ
参集人員内で対応可
能

電話、通電、ｴ
ﾚﾍﾞｰﾀｰ、PC、
プリンタ、コ
ピー機

Ⅲ
電気不通及び機器破
損の時は対応不能

住基ｼｽﾃﾑ Ⅲ
本人の現況を調査
システム復旧まで対
応不可

郵便局 Ⅲ
当該事業所の可動状
況の把握が必要

交通事情の把
握

Ⅲ 交通情報が必要

4
選挙管理委員会事務
に関すること

選挙管理委員会の開
催等

選挙管理委
員会事務局

Ｂ 2 Ⅰ
参集人員内で対応可
能

電話、通電、ｴ
ﾚﾍﾞｰﾀｰ、PC、
プリンタ、コ
ピー機

Ⅲ
電気不通及び機器破
損の時は対応不能

交通事情の把
握

Ⅲ 交通情報が必要

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【選挙管理委員会事務局・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部事業者との体制等 ⑤その他
番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
監査委員等への連絡
に関すること

監査委員等への連絡 監査事務局 Ａ 3 Ⅰ
必要最低人数は確保
できる

携帯電話、ス
マートフォン等

Ⅰ
電話等が使用できな
い場合でも、職員は
自主的に参集できる

定期監査等実
施部局、包括
外部監査人等

Ⅰ
連絡手段を確保して
いる

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【監査事務局・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
各種申請受付業務に
関すること

農地法、農業経営基
盤強化法に関する各
種申請受付業務

農業委員会
事務局

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ、プリンタ Ⅲ

設備等への損害、通
電状況が影響する
設備等を使用しない
部分での対応となる

農地台帳シス
テム

Ⅲ

システムへの損害、
通電状況が影響する
システムを使用しな
い部分での対応とな
る

2
各種証明発行業務に
関すること

経営農地証明等発行
業務

農業委員会
事務局

Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

ＰＣ、プリンタ Ⅲ

設備等への損害、通
電状況が影響する
設備等が使用できな
い場合、　設備復旧
後の発行となる

農地台帳シス
テム

Ⅲ

システムへの損害、
通電状況が影響する
システムが使用でき
ない場合、システム
復旧後の発行となる

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【農委事務局対策部・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間
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必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

1
文書等管理に関する
こと

文書事務及び公
印の看守

教育委員会
企画総務課

Ａ 3 Ⅰ
パソコン・コ
ピー・照明

Ⅱ

施設の被害状況に応
じて、個別のケース
に対応する必要があ
る

庶務事務シス
テム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

2
電話対応に関するこ
と

外部からの各種
問合せへの対応

教育委員会
企画総務課

Ａ 3 Ⅰ
電話・パソコ
ン・照明

Ⅱ

施設の被害状況に応
じて、個別のケース
に対応する必要があ
る

3
課内庶務等の再開に
関すること

教育委員会
企画総務課

Ｂ 4 Ⅰ
電話・パソコ
ン・コピー・照
明

Ⅱ

施設の被害状況に応
じて、個別のケース
に対応する必要があ
る

グループウェ
ア
庶務事務シス
テム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

4
発注済工事及び業務
委託の被災状況調査
に関すること

発注済工事及び業務
委託の被災状況を把
握

教育委員会
学校施設課

Ｂ 10人×0.5日 Ⅱ
電話・パソコ
ン・コピー機・
照明

Ⅲ

携帯電話から業者に
電話する（つながりに
くい）
停電時の非常用電源
の確保が必要である

5
契約関連業務の日程
調整に関すること

現場説明・入札等の
延期又は中止の決定
や業者連絡

教育委員会
学校施設課

Ｂ 10人×2時間 Ⅱ
電話・パソコ
ン・コピー機・
照明

Ⅲ

携帯電話から業者に
電話する（つながりに
くい）　
停電時の非常用電源
の確保が必要である

6
発注工事・業務委託
への応急対策に関す
ること

発注済工事及び業務
委託の請負業者へ応
急対策の確認と指示
を実施

教育委員会
学校施設課

Ｃ 3 Ⅱ
電話・パソコ
ン・コピー機・
照明

Ⅲ

手書きで計画書を作
成する
停電時の非常用電源
の確保が必要である

7
契約関連業務の再開
に関すること

延期している契約関
連業務などを再開

教育委員会
学校施設課

Ｄ 3 Ⅰ
電話・パソコ
ン・コピー機・
照明

Ⅰ

8
発注済工事・業務委
託の再開に関するこ
と

発注済工事及び業務
委託の請負者に再開
の指示

教育委員会
学校施設課

Ｄ 3 Ⅰ
電話・パソコ
ン・コピー機・
照明

Ⅰ

9
発注予定工事・業務
委託の執行計画の見
直しに関すること

発注予定工事及び業
務委託の執行計画の
見直し

教育委員会
学校施設課

Ｄ 3 Ⅰ
電話・パソコ
ン・コピー機・
照明

Ⅰ

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【教育委員会・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

資料4 - 51



必要人数・資
格など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な設備・
資機材名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

必要な情報や
システム名な

ど

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

関係業者・機
関名など

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

①～④以外で
必要な資源

評
価

評価の理由
（評価Ⅱ・Ⅲの場合
は問題点・課題）

非常時優先業務を実施するための必要資源の評価と問題点・課題　【教育委員会・通常業務】
※業務開始目標時間：Ａ・・・３時間以内　Ｂ・・・１日以内　Ｃ・・・３日以内　Ｄ・・・２週間以内　Ｅ・・・１ヶ月以内

必要資源の具体的内容と現状評価・対策

①人員 ②施設・設備・資機材 ③情報・通信 ④外部機関・事業者等との体制等 ⑤その他番
号

業務名 業務内容 担当課名

業務
開始
目標
時間

10
児童生徒の健康状況
チェックに関すること

被害を受けた児童生
徒の健康状態の把握

学校教育課 Ｂ

5人×12校×
0.5時間

1人×13校×
0.5時間

Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機型
携帯電話（ＰＨ
Ｓ）

Ⅱ

施設の被害状況に応
じて、個別のケース
に対応する必要があ
る

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

県教育委員会 Ⅰ

常日頃から県教育委
員会と連携を図って
いることから、対応で
きるものと考える

11
児童生徒の心のケア
に関すること

被害を受けた児童生
徒に対するカウンセ
リング等のメンタルケ
アを実施

学校教育課 Ｄ 2人×10日 Ⅰ
参集可能人員内で対
処可能

電話、ＦＡＸ、イ
ンターネット、
固定電話機
型携帯電話（Ｐ
ＨＳ）

Ⅱ

施設の被害状況に応
じて、個別のケース
に対応する必要があ
る

防災情報共有
システム

Ⅱ

システムが使用でき
ない場合、他の情報
共有手段を考える必
要がある

県教育委員会 Ⅰ

常日頃から県教育委
員会と連携を図って
いることから、対応で
きるものと考える

12

教育情報研修セン
ターの研修、会議等
の貸館業務に関する
こと

施設の研修、会議等
の貸館業務

教育情報研
修センター

Ｄ 3 Ⅰ
参集可能人員内で対
応可能

電話、パソコ
ン、ネットワー
ク

Ⅱ
左記設備が整えば対
応可能

庁内ＬＡＮ Ⅰ
ネットワークが復旧さ
れない場合、手書き
での対応を行う

13
ＩＣＴ支援員、ＡＬＴ、外
国語講師派遣業務に
関すること

市内小中学校へのＩＣ
Ｔ支援員、ＡＬＴ、外国
語講師の派遣

教育情報研
修センター

Ｄ

ＩＣＴ支援員18
名、ＡＬＴ25名、
外国語活動ア
シスタント23名

Ⅲ

ＩＣＴ支援員等の安全
の確保、小中学校側
の受け入れ体制が整
備されなければ困難
なため

14
教育情報研修セン
ターのライフライン復
旧に関すること

施設のライフライン復
旧

教育情報研
修センター

Ｄ 3 Ⅱ
ライフライン復旧は、
業者の対応に一任す
る部分が大きいため

九州電力、宮
崎ガス、水道
局

Ⅱ

ライフラインの復旧
は、業者の対応に一
任する部分が大きい
ため

15
収納金等保管に関す
ること

収納金の保管 生涯学習課 Ａ 1 Ⅰ
参集可能人数内での
対応は可能

16
課内庶務事務に関す
ること

課内の諸事務 生涯学習課 Ｃ 2 Ⅰ
参集可能人数内での
対応は可能

電話、パソコン
プリンタ

Ⅱ
所管施設の電話等を
含め使用可能な状況
となっているか不明

17
児童クラブに関する
こと

児童クラブの再開 生涯学習課 Ｄ 2 Ⅰ
参集可能人数内での
対応は可能

電話、パソコン
プリンタ

Ⅱ
所管施設の電話等を
含め使用可能な状況
となっているか不明

みやざき子ど
も文化センター
外

Ⅱ
通信手段が途絶の場
合の対策が必要

18

埋蔵文化財包蔵地に
おける緊急の災害復
旧工事等への職員派
遣に関すること

埋蔵文化財包蔵地に
おける緊急の災害復
旧等へ専門職員を派
遣する

文化財課 Ｂ 2人×6組 Ⅲ

災害を受けた埋蔵文
化財包蔵地が多い
と、専門職員による
緊急な対応ができな
い

公用車 Ⅲ
公用車の確保が不明
確
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